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はじめに
　尾崎遺跡は、美濃加茂市蜂屋町所在の木曽川、

飛騨川の高位段丘が開析された舌状台地上に展開

した集落遺跡である。当該地には現在美濃加茂市

民ミュージアムがあり、本遺跡はその建設に先

立って、平成５年７月から 14年３月まで同市教

育委員会による発掘調査が行われた。その南で

は、平成４年から５年まで㈶岐阜県文化財保護セ

ンターによる国道41号線美濃加茂バイパス建設

に伴う発掘調査が行われ、弥生時代中期〜奈良時

代、中世に属する遺構が検出されている ( 註1)。

　遺跡の南0.5㎞には太田大塚古墳 ( 前期、円墳、

規模不明 )、西1.4㎞には矢田廃寺跡 ( 古代 ) があ

り、南側段丘下には条里水田が認められる。

　本遺跡に関しては、報告書刊行後も未整理資料

の調査を継続し、随時発表しているが、今回は紀

要第16集所載の須恵器高坏について、以後の調

査により新たに修正、追加が必要となった資料を

紹介したい。加えて、未整理遺物の再精査の過程

で摘出した資料のうち、本遺跡では出土点数が限

られ、今後も体系的な報告が行いがたいと考えら

れるものに関して備忘的に掲出する。

資料の観察
　今回紹介する各資料を図2に示しているが、そ

のうち 1 〜 7は紀要第16集、8は第14集に既出の

ものである。また、各資料の年代観、系統に関し

ては、第16集に引き続き渡辺博人氏の美濃にお

ける須恵器編年に準拠している（註2）。

　1は紀要第16集20に修正を行った。追加部は

Ⅲ C89・5、Ⅲ C90・2、12区から出土し、脚部

下半1/3の 1片と裾部4片からなる。復元裾部径

13.8cm を推定し、器高17.4cm を測る。脚下半

部は緩やかに外反して開き、裾端部は面取り状を

呈す。脚部上段の透孔は非貫通、下段は貫通で、

下段透孔下に沈線を意識した痕跡が認められる。

「畿内系」陶邑窯 TK209型式に併行すると考えら

れる。

　2は紀要第16集31に修正を行った。追加部は

Ⅲ C80・20、Ⅳ C81・1、8、18、23、Ⅳ C82・

17、 Ⅳ C91・2、5、7、9区 か ら 出 土 し、 坏 部

3/4程度の 11片と脚部下半部1/3程度の 3片か

らなる。復元口縁部径15.3cm を推定し、器高

14.5cm を測る。坏部底〜腰部の丸みが強く、口

縁部はやや開いて端部は丸い。口縁部内面に明瞭

な段、外面下位に鋭い段を有す。坏部外面中位を

沈線で帯状に画す。「尾張系」4 〜 5型式に属す

ると考えられる。

　3は紀要第16集32と 34に脚上半部が接合し、

同一個体と判明した。追加部はⅢ C100・16、

17、21区から出土し、3片で脚上半部2/3弱を占

める。残存部高11.4cm を測る。脚部上端部は太く、

器肉も厚いが、裾部は極薄い。第16集では 32を

長くはない脚と想定したが、長脚二段三方透孔高

坏であることが判明した。三角形状の透孔は「尾

張系」の特徴であり、猿投窯 H −44号窯期に併行

する。坏部は後出7のような形態が考えられ、各

務原市の半ノ木洞古墳に類似の出土例がある（註3）。

　4は紀要第16集36に修正を行った。追加部は 9

号住居址南東区、Ⅳ C82・22区から出土し、口

縁部3片からなる。復元口縁部径12.8cm を推定

し、器高9.6cm を測る。口縁部は大きく開き、端

部は屈折気味に外反して丸く収め、内面が僅かに

凹む。「尾張系」猿投窯 H −15窯期に併行する。

　5は紀要第16集38に修正を行った。追加部は 9

号住居址南東区、Ⅲ C80・22区、Ⅳ C82・22、

23区から出土し、坏部上半部の 6片からなる。復

元口縁部径11.8cmを推定し、器高10.1cmを測る。

口縁端部は外反気味に開いて丸く収め、内側はや

や凹む。「尾張系」猿投窯 H −15窯期に併行する。

　6は紀要第16集41に修正を行った。追加部は

Ⅳ C81・18、22、24、 Ⅳ C91・1、7、16区 か

ら出土し、坏腰部以上の 8片と脚部下半部1/5の

1片からなる。復元口縁部径11.5cm、復元裾部径
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7.5cm を推定し、器高7.0cm を測る。坏部は蓋を

倒置した形で、腰部は丸みを持ち、口縁部は屈折

して微かに内傾し、端部まで厚みを持って丸く収

める。脚部は太く、大きく開き、裾部は僅かに内

弯して端部が面取り状を呈す。「畿内系」7型式

に属す。

　7は紀要第16集94に修正を行った。追加部は

54号住居址南東区、Ⅲ D28・25、Ⅲ D39・1、7

区から出土し、坏部2/3程度と脚部上半部の 8片

からなる。復元口縁部径11.2cm を推定し、残存

部高6.3cm を測る。坏底部は丸みを持ち、脚部の

三方に三角形状で残存部非貫通の透孔を有す。全

体に丁寧な成形である。「畿内系」の形態を有す

るが、胎土は粗くざらついた質感で、典型的な

「畿内系」とは異なる。長脚二段三方透孔高坏と

しては小型で、やや退化傾向が見られ、陶邑窯

TK217型式、猿投窯 H −15窯期と考えられる。

　8は紀要第14集3に修正を行った。追加部は

53号 住 居 址 ピ ッ ト 1東 半 部、 Ⅲ D39・14、 Ⅲ

D49・9区から出土し、脚部下半部1/5強の 3片

からなる。残存部高4.0cm を測る。下辺の大きい

透孔を三方に有し、残存部中位に沈線を意識した

強い回転ナデ調整を施す。規模、形態、胎土など

から 7の脚裾部と見ても不合理ではない。

　9は 16号住居址ベルト東部、Ⅲ C58・17区か

ら出土し、坏部1/3程度の 4片からなる。復元口

縁部径11.7cm を推定し、残存部高4.9cm を測る。

焼成はやや不良、胎土はやや密で層状を呈し、微

砂粒を少量含む。色調は外面が灰5Y6/1 〜灰オ

リーブ 5Y6/2、内面が灰黄2.5Y6/2、内部が灰白

5Y7/1 〜 7.5Y7/1を呈す。坏底部から丸みを持っ

て緩やかに立ち上がり、受部は水平に出て上面が

平らになり、口縁部との境界が断面 V 字の溝状

を呈す。脚部には三方の透孔を有す。坏部外面下

半に回転ヘラケズリ調整の後全体に回転ナデ調整

を施す。形態は異なるものの、焼成状態、胎土、

製作技法などに紀要第16集73の有蓋高坏との類

似が見られ、さらに類似の個体が 1、2点存在す

る。「畿内系」の形態であるが、胎土は「尾張系」の

ものであり、脚部が太く頑丈な造形から、陶邑窯

TK209型式に併行するものと考えられる。

　10はⅣ C71・25、Ⅳ C81・16、17、18、21、

23、24、 Ⅳ C82・17、 Ⅳ C91・2区 か ら 出 土

し、坏部1/3程度が 14片からなる。復元口縁部

径16.2cm を推定し、残存部高6.0cm を測る。焼

成は良好、胎土はやや密で、白色微粒を僅かに含

む。色調は外面が浅黄2.5Y7/3、一部でオリーブ

黒5Y3/1、内面が黄灰2.5Y4/1 〜灰5Y4/1の間を

呈す。腰部には丸みを持ち、口縁部は屈折して外

反し、端部を丸く収める。口縁部内面に極にぶい

段、外面口縁部直下に小規模な稜を有し、中位に

沈線状の不明瞭な痕跡が 2条巡る。外面下位1/2

程度の範囲に回転ヘラケズリ調整後、全体に回転

ナデ調整を施す。若干粗雑な成形である。内外面

ともに摩耗が顕著である。「尾張系」の無蓋高坏で

あり、猿投窯 H −15窯期と考えられる。

　11は Ⅲ C99・20、 Ⅲ C100・22、 Ⅲ D9・7、

Ⅲ D10・1、Ⅲ D19・4、6区から出土し、坏底

部1/8、脚部1/4程度が 7片からなる。復元裾部

径8.8cm を推定し、残存部高5.6cm を測る。焼成

は良好で、堅緻な仕上がり。胎土は密で、0.8mm

程度までの白色微粒をやや多く含む。色調は灰

7.5Y5/1、一部で灰白5Y7/2を呈す。坏底部は扁

平、脚部は透孔のない短脚であり、裾部が大きく

開いて端部は下方へ屈曲する。脚部外面下半部の

2 カ所に僅かな段、裾部に小規模ながら鋭い稜を

有し、裾端部は丸く収める。坏底部外面に回転ヘ

ラケズリ調整後、全体に回転ナデ調整を施す。「尾

張系」であり、小型のため H −15窯期相当とも考

えられるが、裾部の形態が古く稜の作りも丁寧で

あることから、H −44号窯期の可能性もある。

　12はⅣ C81・17、21、22区から出土し、坏底

部の 5片、脚部1/3程度の 4片からなる。残存部

高4.9cm を測る。焼成はやや良、胎土は密で、砂

粒を殆ど含まない。色調は灰5Y6/1 〜 5/1の間、

一部で灰白5Y7/2 〜 8/2の間を呈す。坏部は扁

平で、腰部が僅かに屈折して直線的に開き、脚部

は曲線的に開く。内外面に回転ナデ調整を施す。

粗雑な成形で、坏蓋を倒置した形の坏部を持つ短

脚高坏である。精良な胎土は「畿内系」のようであ

る。時期は 7世紀前半頃と考えられる。

　以下には高坏以外の資料2点を紹介する。
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　13は土製の紡錘車である。Ⅲ D38・8区Ⅰ・

Ⅱ層から出土し、完形である。直径4.7cm、孔

部径0.6cm、厚さ 2.7cm、重量74.0g を測る。焼

成は良好、胎土は密で、極微細な白色粒、黒色

微粒を多く含み、0.5mm 程度までの角礫砂粒

も若干含む。色調は橙7.5YR6/6 〜にぶい黄橙

10YR6/4、一部で黒褐10YR3/1を呈す。断面が

厚みのある方形を呈する形状で、表面を平滑に仕

上げ、重量感がある。

　14は製塩土器である。Ⅲ C90・1区Ⅱ層から

出土し、脚部のみの破片である。残存部最大

径1.8cm、残存部高5.1cm を測る。焼成はやや

良、胎土はやや粗く、2.0mm 程度までの角円

礫砂粒を多量に含む。色調は表面でにぶい黄橙

10YR7/4、内部でにぶい赤褐5YR5/4を呈す。

資料の検討
　今回紹介の須恵器高坏は、紀要第16集におい

て 3時期に分類した内の 2期、即ち渡辺編年の 5

〜 7型式に相当する時期のものである（註2）。

　各資料の出土位置は、1の追加部分が、既出部

出土位置から東へ 24 〜 28m 離れた東西、南北

ともに 6m の範囲である。2の追加部分は 9号住

居址上と、その西側東西12m、南北18m の範囲

である。3は 12号住居址北西辺にまとまる。4、

5の追加部分は 9号住居址上にまとまる。6の追

加部分と 10、12は、第16集において指摘した 9

号住居址西側の極浅い凹地上にあたる。7の追加

部分はほぼ 54号住居址上である。8の追加部分

は 53号住居址とその南約3m である。9は 16号

住居址とその北西約20m である。11は 12号住

居址上から南西方向約20m の範囲に散在してい

る。以上の状況を既出部出土位置と併せて概観す

ると、1が本館地区の 1号掘立柱建物址東南縁辺

部と神社地区の数カ所に分かれて分布し、2 〜 6、

10、12は神社地区の中に収まる形で確認された。

9は神社地区北方の 16号住居址周辺、11は神社

地区が中心だが、南に向かってやや散在する状況

が見られた。7、8はさらに南の 53、54号住居址

周辺である。今回一部を追加修正したもの、新た

に掲出したもの、ともに第16集における本遺跡

での須恵器高坏の分布状況の検討結果と矛盾する

ものではないと考える。また、1のように各部分

ごとにかなりの距離を置いて分散的に投棄されて

いる例が、これまでにも複数個体確認されている

ことから、現在までに一部しか図化できていない

他の資料についても、今後の精査でさらに修正を

加える可能性は残されている。

　13の紡錘車と 14の製塩土器については、とも

に遺構に伴う出土ではないため時期を特定する根

拠を欠き、詳細を検討し難いが、本遺跡において

は、以前にも紡錘車3点、製塩土器1点の出土が

報告されている。参考のため、図4にそれら既出

資料の実測図を出土位置とともに掲示している。

図中紡錘車③、④は美濃加茂市教育委員会、⑤と

製塩土器⑥は ( 財 ) 岐阜県文化財保護センターの

各発掘調査報告書より転載したものである（註1）。

　以下に、今回紹介の①、②以外の資料について

概略を述べる。

　③の紡錘車は滑石製で、断面截頭円錐形を呈す

る形状を有し、傾斜面部分に斜格子目鋸歯文の線

刻をめぐらせている。Ⅲ E31・6区Ⅰ・Ⅱ層から

の出土であり、遺構に伴わないため時期を断定す

ることは困難であるが、類似でさらに精巧な作り

のものが各務原市の山の前1号墳石室内から出土

しており、同古墳は猿投窯 H −44号窯期に相当

するとされることから、本資料もそれに近い時期

のものと推察される（註4）。

　④の紡錘車は砂岩製で、小片のため全体の形状

は判然としないものの、残存部の相接する 2面の

成す角度から、断面方形を呈するものと推定され、

後述の⑤と類似の全体形状が想定される。6世紀

前葉の時期と考えられている 63号住居址の北東

区覆土から出土しているが、遺構に伴うものであ

るかは判断できない。

　⑤の紡錘車は、( 財 ) 岐阜県文化財保護センター

の発掘調査における C7区Ⅱ a 層からの出土とさ

れ、結晶片岩製で断面が扁平な長方形を呈する形

状のものである。

　⑥の製塩土器は、県文化財保護センターによる

発掘調査において確認された B11 、C10 〜 12、

D9 〜 12、E8 〜 11区の範囲に広がる谷状地形の
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包含層からの出土とされ、当該地域では夥しい量

の土器・石器等の出土が報告されている。

　紡錘車、製塩土器ともに、広く遺跡全域から散

在的に出土しており、その状況から特定の傾向を

読み取ることはできない。

　③以外の紡錘車は実用品と見られるが、当地に

おいて実際に使用していたものであるか、他の場

所で使用していたものを何らかの意図で搬入した

のかは検討を要する。

　製塩土器は 2点ともに知多式であり、7世紀中

葉〜 9世紀後半の時期の 4類系に属す（註5）。当該

期の美濃地域には、海岸部の生産地から運ばれた

粗塩から固形塩を作る独自の焼塩土器「美濃式製

塩土器」が存在したが、本遺跡では生産地で固形

塩にまでされたものが、直接土器ごと搬入されて

いたことが解る。

　ところで、内陸部の製塩土器出土遺跡は主に河

川流域に分布しており、特に河岸に立地して、川

湊の機能を有していたと目される遺跡での出土量

が多いその様相は、舟運による流通を反映するも

のと考えられている。そこで、蛇足ながら同様の

分布傾向を示す須恵器鍋についても言及しておき

たい。須恵器鍋は、把手と片口を有する鉢ないし

は甕型の器形で、二次的な被熱の痕跡から鍋とし

ての機能を想定される器種であり、本遺跡では 4

点の出土が明らかとなったことを紀要第3集に紹

介した。当時筆者が確認した東海地域における須

恵器鍋出土遺跡は、窯と古墳を除く消費遺跡で

25件あって、やはり河川沿いに集中する様相が

見られたのだが、そのうち 11件はまた知多式製

塩土器の出土遺跡でもあり、中には 1件の製塩遺

跡も含まれていたのである。さらに近年、関市の

大杉遺跡でも須恵器鍋、知多式製塩土器、紡錘車

の出土が明らかになっている（註6）。報告書では鍋

について時期を断じていないものの、6世紀代と

考えられる尾崎遺跡の例に比して若干古い様相で

あり、付近から出土した他の須恵器類に比定され

ている H-11 〜 H-10号窯期と同時期と見て差し

支えないと考える。このように年代を異にして直

接関連は持たない上、用途が明白な製塩土器に対

し、火に掛けたであろう以外、実態も不明な須恵

器鍋であるが、それでも河川交通と言う共通の背

景を有する可能性は高い。とはいえ、台地上に所

在する本遺跡が河川交通と如何に関わっていたか

については、今後更なる検討を要するであろう。

　

おわりに
　今回は、先に紹介した尾崎遺跡出土の須恵器高

坏について、その遺漏を補う報告を行った。しか

しながら、今回紹介できた資料は未だその一部で

あり、その後も新たに修正追加を要すると思われ

る資料が出てきている。須恵器高坏という一器種

においてさえ、未だその全容を明らかにするには

至っていないが、外にも未整理、未発表の資料が

多数存在しているのが現状である。数量の多い器

種に関しては、順次可能な限り体系的な資料紹介

を行い、今回の紡錘車や製塩土器のように限定的

な資料については、整理作業の進捗に併せて個別

に紹介して行こうと考えている。

( いそがいゆうこ　日本考古学協会会員 )

　註

⑴　『尾崎遺跡』( 財 ) 岐阜県文化財保護センター 1994

⑵　渡辺博人「美濃の後期古墳出土須恵器の様相—蓋坏の型

式設定とその編年試案—」『美濃の考古学』創刊号『美濃

の考古学』刊行会 1996

⑶　『半ノ木洞古墳発掘調査報告書』各務原市教育委員会 1987

⑷　『山の前 1・2 号古墳発掘調査報告書』各務原市教育委員

会 1990

⑸　森泰通「東海地方における消費地出土の製塩土器—特に

固形塩の問題をめぐって—」『シンポジウム　製塩土器の

諸問題　—古代における塩の生産と流通—』塩の会　シ

ンポジウム実行委員会 1997

⑹　『関市市内発掘調査報告書　第 1部市内遺跡発掘調査　平

成 25 〜 26 年度』関市教育委員会 2017 および資料展示

の実見による。
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図 １　尾崎遺跡調査区位置
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図 ２　尾崎遺跡出土須恵器高坏（１～12）、  紡錘車（13）、  製塩土器（14）
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図 ３　須恵器高坏、紡錘車、製塩土器出土位置
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図 ４　尾崎遺跡出土紡錘車及び製塩土器（③・④ 報告書より、  ⑤・⑥ 註１より転載）
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はじめに
　昭和55年に美濃加茂市史編さん室に二つの須恵

器が持ち込まれた。持参されたのはＵ氏という方で、

担当者によれば市内の山之上町佐口地内で見つ

かったとのことであった。当時、筆者は市内下米田

町の為岡遺跡の発掘調査に関わっていたことから、

二つの須恵器を実見する機会を得ることができた。

　一見したところ須恵器は古墳時代の蓋杯の杯身

と飛鳥奈良時代の無台杯で、二つとも完形品である

ことに驚きを覚えた記憶がある。しかも無台杯の

体部には「益麻呂」と読める墨書があったことから、

この須恵器が佐口地内のどこから、どのような経緯

で出てきたのか知りたいと思ったが、詳しいことは

所有者の方から聞いていないためわからないとのこ

とであった。残念ながらその頃すでに『美濃加茂市

史　通史編』の編集作業が終了しており、須恵器も

そのあと直ぐに持主に返され連絡もとれなくなった

とのことで、結局ここに掲載した写真だけが二つの

須恵器の存在を伝える資料となった。

　それから 40年の歳月が過ぎ、今も二つの須恵器

の所在は知れないが、「益麻呂」墨書無台杯は平成

15年に『岐阜県教育史　通史編　古代・中世・近

世』に掲載され広く知られることができた。しかし、

古墳時代の蓋杯の杯身は公に知られることなく現在

に至っている。

　こうした出所が不明確な考古遺物は、資料として

の信頼性が問われるためほとんど注目されることも

ないが、その地域の歴史を考えるうえでは、どのよ

うなものであれ記録として留めておかなければなら

ないと考えるので、ここに報告させていただくことと

した。併せて二つの須恵器が見つかったという美濃

加茂市の山之上町とその周辺地域について、最近

の発掘調査の成果を踏まえて私見を述べてみたい。

資料の解説
蓋杯の杯身（写真１〜３）

　正確な規模は不明だが口径10 〜 15㎝と記憶して

いる。

　写真１をみると底部よりも口縁部の高さが勝って

おり、口縁部はやや内傾して直線的に立ち上がり口

縁端部で外側に膨らみをみせる。

　写真２では本資料の胎土の状態がよくわかる。全

体に鼠色に近い灰色を呈しているが、器壁が欠け

た部分をみると内部はやや薄い海老茶色を呈してい

る。焼成は良好で固く締まっているが、チャートや

長石のような白色砂粒子、鉄分かと思われる黒色粒

子が多く含まれ、所々火ぶくれしたような粟粒状の

膨らみが見られる。器肌は砂粒のせいかブツブツし

た肌触りである。

　形態の特徴としては口縁部と底部の境の受部が

横に突きだすような印象を受ける。また口縁端部の

内側は凹線状に段を巡らし、外面の膨らみはこの段

状の調整によるものであることがわかる。そしてさ

らにその先端部は鋭く尖るのではなく、丸くおさめ

る調整がなされている。

　写真３は底部外面の状況である。全体に明るい

灰白色を呈しているが、これは焼成時に自然釉や灰

を被ったためであり、写真２の状況と考え併せると、

美濃加茂市山之上町佐口地内採集須恵器について

渡 邉 博 人

写真１ 写真２ 写真３
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焼成時には蓋を被せた状態で窯内に置かれていた

ことがわかる。底部外面の回転ヘラケズリはほぼ受

部直下まで及んでおり、底部中央は丸底ではなく、

平底状に成形されていることが特徴である。

「益麻呂」墨書無台杯（写真４〜７）

　本資料は当該期に同タイプの器種が多く生産さ

れており、口径は１２〜１３㎝と推定できる。

　写真４は側面からの状況であるが体部にはやや

張りがあり、口縁直下を少し屈曲させて端部で外

反する。体部側面には右から左にかけて「益麻呂」

という男子名が墨書されている。また体部の左側

には茶色の錆のような色素が付着しているが、こ

れは地下水に含まれる鉄分が酸化したものであ

り、本資料がどのような環境で埋蔵されていたの

かを考える手掛かりとなる。

　写真５は内面の状態である。本資料の胎土の状

況がよくわかる。全体に青灰色を呈し焼成は良好で

ある。大小の白色砂粒子を多く含む。外面同様に

錆の色素が底部から口縁部にかけて斜めに付着し

ている。口縁部の断面をみると器全体の規模に比

べやや器肉に厚みがある。

　写真６は底部と体部外面の状況である。「益麻呂」

の墨書がよくわかる。錆の色素が口縁部の中央から

「呂」の字の部分に被り底部の際まで続いているが、

内面とは異なり底部の外面にはまったく付着してい

ない。底部外面には回転ヘラ切り痕がみられ、腰

部には回転ヘラケズリ状の調整痕が認められる。

　写真７は「益麻呂」墨書の部分拡大写真である。

手慣れた力強い筆致で整った字体である。文字を

書き慣れた人物の手によるものであろうか。

　以上、二つの須恵器について写真からの観察結

果を述べてきたが、古墳時代の蓋杯の身は、やや

小型で口縁部が直線的に高く、端部の内側に凹線

の段を設けること、底

部が平底状を呈するこ

とから猿投窯の城山２

号窯式〜東山11号窯式

期に属すると考えられ

る ( 註1)。時期は５世紀

後葉〜６世紀初頭頃で

あろうか。「益麻呂」銘

墨書無台杯は、開き気

味の体部に少し屈曲す

る口縁部と腰部に回転

ヘラケズリ状の調整を加えることから、美濃須衛窯

のⅣ期第１小期のものと考えられる。時期は８世紀

前葉である。

　二つの須恵器は約200年の時間を隔てた時代を

異にする資料であり、どこでどのような状態で採集

されたのかはわからない。伝え聞くように山之上町

の佐口という地区が二つの須恵器の出所なのかど

うかも実際にはわからないが、少なくとも「佐口」と

いう具体的な地名が出ていることは評価したいと思

う。なぜなら、昭和55年当時、美濃加茂市域で遺

跡のある場所といえば加茂野町、蜂屋町、太田町、

古井町、そして下米田町地内が一般的には知られて

いる程度であったからである。『美濃加茂市史』に

よれば山之上町の佐口地区は、南を流れる加茂川

沿いに下流の本地地区まで複数の古墳が分布する

地区であるが ( 註2)、当地域で後述する尾崎遺跡（蜂

屋町）、木ノ下遺跡、佐口遺跡などの発掘調査が行

われ ( 註3)、原始、古代から中世、近世に至る遺跡

の存在が明らかとなるのは平成４年以降のことであ

り、それ以前にこの地域に二つの須恵器が結び付

けられる必然性はなかったからである。

　そしてもうひとつの根拠としては、「益麻呂」墨書

写真４ 写真５ 写真６

写真７
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よる木ノ下遺跡と岐阜県文化財保護センターによ

る佐口遺跡の発掘調査である。木ノ下遺跡からは

弥生時代末〜古墳時代初期の竪穴住居址１基、平

安時代末〜鎌倉時代前期の 12世紀後半〜 13世紀

前半の井戸１基、室町時代の 15世紀後半の石組遺

構１基が検出され、遺構外として 6世紀末〜７世紀

初頭の須恵器蓋杯 ( 猿投窯東山15号窯式 ) の蓋が

出土している。一方、佐口遺跡は少数の弥生時代

中期の土器片が出土しているが、主に飛鳥奈良時

代の 7世紀後半〜 8世紀前半、鎌倉室町時代の 13

世紀〜 15世紀、江戸時代の 18世紀後半〜 19世紀

の３時期の遺構や遺物が検出されている。

　木ノ下遺跡と佐口遺跡は南北に約900m 離れて

いるが、佐口遺跡は台地の中央部に所在して北側

が蜂屋丘陵の南縁部に接する位置にある。木ノ下

遺跡は台地が南に延びた先端部に位置しており、

ふたつの遺跡が同一の遺跡かどうかは判断できな

いが、中世の石組遺構をみると同じ性格の遺構で

あることは明らかであり、ひとつの村落を形成し

ていた可能性が高いと考えられる。

　ここで広い面積が発掘調査された佐口遺跡から

当地区の歴史的環境を考えてみたい。発掘調査報

告書の遺物図版をみると、古代の集落に関しては

2216号住居址出土の無蓋高杯 ( 第71図13) の杯部

と脚中央部に沈線がみられること、2341号住居址

出土の杯身 ( 第73図32) の口縁部が小規模ながら

も直線的に立ち上がり内傾すること、2395住居址

出土の杯蓋 ( 第74図59) の天井部と口縁部の境界

に稜状の突き出し部を有すること、3214号ピット出

土の杯身 ( 第77図139) の口縁部がほぼ直立に近

い状態で立ち上がり、蓋受部は底部との境に段を

有すること、そして時期不明の 2145号溝から出土

した杯身 ( 第111図1029) の口縁部が内傾して立ち

上がり中位で直立することなどから、これらの須恵

器の年代が 7世紀前半代に遡る可能性がある。そ

れに対して 8世紀後半以降の須恵器は認められな

いので、佐口遺跡の古代の集落は 7世紀後半でも

早い段階に出現して 8世紀前半のある時点で廃絶、

あるいは移転したと考えられる。この期間は「益麻

呂」墨書無台杯の年代と重なっており、当該須恵器

が佐口地区かその近隣で採集された可能性はある

無台杯の器表面にみられる茶色の錆状の付着物で

ある。この錆状の付着物は山之上町周辺の丘陵の

地下水に溶けた鉄分と考えられる。山之上町は木曽

川の高位段丘に所在しており、いわゆる赤土の洪

積層が広く分布するところである。かつて場所によっ

ては台地の谷筋から流れ出る水路に赤茶色の泥が

沈殿する様子を見ることができた。この須恵器はそ

うした鉄分を多く含む地下水に接する場所に埋蔵さ

れていたと思われる。よってこの二つの須恵器が「佐

口」、あるいはその周辺で採集された可能性は十分

考えられると思う。

　

佐口地区の地理的・歴史的環境
　佐口地区は上野台地と呼ばれる木曽川の高位段

丘面の北西部 ( 標高129 m 〜 135m) に所在する。

台地の基盤は強い風化作用を受けて礫層が土壌化

した「赤土」と呼ばれる土層で、痩せた土質ではあ

るが粘土質で地下水の保水力は高く、台地上には

果樹園や畑が広がる。この上野台地の北側にひろ

がる丘陵地帯 ( 蜂屋丘陵 ) から加茂川という小河川

が台地を二分して北東から南西方向に流れ下り、流

路には谷水田が開けている。

　平成９年と同10年にはこの佐口地区で２件の発

掘調査が行われている。美濃加茂市教育委員会に

図１　加茂川流域の遺跡・古墳分布図
1. 佐口遺跡  2. 木ノ下遺跡  3. 尾崎遺跡  4. 小陣出遺跡 ( 縄文・
奈良 )  5. 太田大塚古墳  6. 不詳古墳  7. 蔵前古墳  8. 火塚古墳  
9. 稲場古墳  10. 木ノ下古墳  11. 姫塚古墳  12. 火塚男塚古墳  
13. 不詳古墳  14. 不詳古墳  15. 不詳古墳
( ●印は平成 2 年岐阜県遺跡地図より、〇印は美濃加茂市史
より／国土地理院 5 万分の一「美濃加茂」)
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と考えられる。なお、7世紀後半から 8世紀前半と

いう期間に存続した集落のあり方については、律

令的支配体制下での集落編成という視点から考え

てゆくことも必要であろう。

　次に 7世紀後半の 2216号住居址と近世の 2074

号土坑から埴輪の破片が出土していることについて

(2216号住居址から１点／第72図24、2074号土坑

から３点／第101図853・854・855)、この４点の埴

輪はいずれも須恵質埴輪であることから、その製作

年代は 5世紀後葉〜 6世紀前葉と考えられる。しか

し、発掘調査が行われた区域内では当該期の古墳

や祭祀遺構などの痕跡は見つかっていない。後世

に破壊、削平を受けて滅失した可能性も考えられる

が、同様の例としては可児市の宮之脇11号墳がある

( 註4) 。同墳は直径16m の造り出し付き円墳 ( 主軸長

20.7ｍ ) で墳丘が削平されて滅失していたが、周溝

部分が地表面下に遺存しており、そこから墳丘に立

て並べられていた須恵質埴輪が多く出土している。

　佐口遺跡にも同時期の須恵質埴輪を有する古墳

が存在していたとすれば、本稿で紹介した古墳時

代の蓋杯の杯身の年代が須恵質埴輪とほぼ同時期

であり、等閑視できない資料である。

　ところで須恵質埴輪そのものは、美濃地域にお

いては興味深い地域から出土している。可児郡御

嵩町の美佐野高塚古墳 ( 図２−１註5)、可児市川合

の宮之脇11号墳 ( 図２−２)、加茂郡富加町の後平

茶臼古墳 ( 図２−３註6)、各務原市三井町の三井山

北古墳群 ( 図２−４註7)、そして揖斐郡大野町の野

古墳群 ( 南屋敷西古墳・南出口古墳 )( 図２−５註8)

など、濃尾平野と美濃山地が接する交通の要衝 ( の

ちの東山道に接する美佐野高塚古墳、のちの東山

道飛騨支路に接する後平茶臼古墳 ) や、木曽川の

渡河地点 ( 宮之脇11号墳・三井山北古墳群 )、そし

て 5基以上の前方後円墳が集中して築造された西

濃の拠点古墳群 ( 野古墳群 ) からである。

　このように美濃地域における須恵質埴輪の出土

遺跡が政治、経済、交通の要衝といえる地にあり、

なおかつその６箇所の出土地のなかで佐口遺跡を

含め美濃加茂・可児地域が４箇所を占める状況は、

単に偶然の結果とは考えられないことである。佐口

遺跡出土の須恵質埴輪にも他の出土地と同様な背

景を考えなければならないのであり、当該期の須恵

質埴輪を生産した尾張地域から何らかの影響が及

んでいた可能性が考えられるのである。

　本稿とは直接関係しないが、佐口遺跡の立地環

境を考える上で中世の遺構も興味深い在り方を示し

ている。佐口遺跡は奈良時代の 8世紀前半で古代

集落が途絶したあと、平安時代の約400年間、わ

ずかに折戸53号窯式と推察される灰釉陶器片を出

土した 784号ピット ( 小穴 ) 以外、ほぼ空白状態に

置かれていたが、その後の中世では掘立柱建物址、

竪穴状住居址、井戸、特殊 ( 石組 ) 遺構など、平

安時代末〜鎌倉時代初期の 12世紀後半から室町

時代の 15世紀後半まで断続的に遺構や遺物が検出

されている。特に室町時代には台地上に複数の掘

立柱建物址群が展開することから、有力な地主層

の居宅となっていた可能性が高い。

　高燥な台地上に住居群が展開し、前方の台地崖

下には小河川ながらも水量豊かな加茂川が流れて

水田が広がり、背後には奥深い丘陵が控える同地

は、中世の居宅が立地する好条件を満たしていたの

ではないだろうか。

　

加茂川流域の遺跡
　佐口遺跡の南を流れる加茂川にも注目してみたい。

加茂川は下流の美濃加茂市と坂祝町の境界で木曽

川に注ぐ全長約９㎞の小河川ではあるが、当地域

の郡名である「加茂 ( 賀茂 )」の名称を冠するのは、

途中の高位段丘先端部に加茂神社が鎮座するから

であろう。加茂川の水源は上野台地の北東部、蜂

図２　美濃の須恵質埴輪分布図
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屋丘陵の谷奥に発し、流域には佐口遺跡、木ノ下

遺跡、そして加茂神社が鎮座する地に尾崎遺跡が

所在している（図3）。さらに尾崎遺跡から南西約

700m 流れ下った加茂川左岸の中位段丘先端部に

は現在は滅失して詳細は不明だが、大正４年の開

墾時に漢鏡破片、鉄斧、鉄剣、鉄鏃などが出土し

たという太田大塚古墳 ( 径18間 ) が所在する ( 註9)。

古墳が築かれた場所からは現在の美濃加茂市街や

木曽川対岸の可児市方面を一望することができ、加

茂川流域を勢力基盤として美濃加茂市街地一帯に

影響力を及ぼした豪族の存在が想定される。とこ

ろで、こうした直径20 〜 30m 級の古墳は、本古

墳以外にも周辺の地域に分布しており、美濃加茂市

加茂野町に所在した鷹之巣大塚古墳 ( 規模不明 )( 註

10)、美濃加茂市に西隣する加茂郡坂祝町の前山古

墳 ( 規模不明 )( 註11)、そして美濃加茂市下米田町の

西脇稲荷塚古墳 ( 径15間 )( 註12) などがある。　

　これらの古墳は太田大塚古墳から 4 〜 5㎞の距

離にあり、鷹之巣大塚からは漢鏡、槍、鏃、巴形

銅器などが出土し、前山古墳からは銅鏡4面、玉類

41個、剣1口が出土している。正確な規模や時期な

どは不明であるが、いずれも古墳時代前期から中

期にかけて築造されたと考えられ、同時期の前方

後方墳や前方後円墳など伝統的な首長墳との関係

は不明だが、木曽川北岸域のそれぞれの地域を代

表する新興の首長墳ではないかと考えられる。

尾崎遺跡の性格
　尾崎遺跡は平成4年〜 5年 ( 岐阜県文化財保護

センター ) と平成5年〜 12年 ( 美濃加茂市教育委員

会 ) にかけて発掘調査が行われている。二つの発

掘調査で検出された遺構と遺物については、縄文

時代晩期の埋設土器 ( 埋甕 ) に始まり、弥生時代

中期から後期、古墳時代前期から中期、後期 (6世

紀〜 7世紀前半 )、そして飛鳥奈良時代 (7世紀末〜

8世紀 ) に及ぶ竪穴住居址群があり、さらに奈良時

代末から平安時代初期 (8世紀後葉〜 9世紀前葉 )

の掘立柱建物址群や平安時代末から鎌倉時代前期

(12世紀後半〜 13世紀前半 ) の宗教信仰関連建物

址や竪穴遺構、土坑などの遺構とそこからの出土

遺物、遺構外では平安時代末から室町時代にかけ

ての山茶碗や陶磁器類が出土し、古代の管玉、紡

錘車、勾玉などの石製品や耳環 ( 金環 )、馬具の飾

金具や鉄鏃、鎌、斧、刀子などの金属製品、そし

て古代から中世の釘・ヤリガンナ・香炉獣足などの

金属製品など、平安時代の 9世紀後半から11世紀

代までの空白期間を挟むが、原始・古代から中世

に至るまでの遺構や遺物が検出されている。

　このなかで本稿に関わる時期として、古墳時代後

期から平安時代初期までの動向に触れてみると、平

成5年〜12年 ( 美濃加茂市教育委員会 ) の発掘調査

で検出された 6世紀代の竪穴住居址 (４・９・10・12

号住居址 ) や鍛冶関係の遺物が検出された性格不

明遺構 (１・２・５号遺構 )、そして 6世紀末から８

世紀前葉の大量の須恵器が検出された遺物集中区

が目を引く。

　鍛冶関係遺構からは鉄製品そのものは出土して

いないが、多量の鍛造剥片が覆土から出土してい

る。遺物集中区からは甕や瓶類、壺類、鉢類、蓋

杯、高杯などの須恵器が破砕された状態で出土して

おり、接合するとほぼ完形に復元可能な個体が多く、

須恵器に混じって前述の馬具飾金具・鉄鏃・鎌・

斧・刀子なども出土している。須恵器や鉄器、金

属器を使用する何らかの祭祀が行われていたことを

推測させる。

　奈良時代では遺構に伴わないが美濃国刻印須恵

器が 3点出土している ( 県２点、市１点 )。美濃国刻

印須恵器は公的機関に関連した遺跡から出土する

ことが多く、ひとつの遺跡から複数出土することも

珍しい。また同じく遺構外ではあるが羊形硯の頭部

図３　美濃加茂市山之上町佐口地区と周辺地図
(「国土地理院 5 万分の一美濃加茂」)
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が出土している ( 県調査区 )。全国的にも 9例ほど

の出土が知られるのみで ( 註13)、平城京跡や斎宮跡、

三河国府跡など国家的施設や国府関連の遺跡から

出土しており、当該期の尾崎遺跡の性格を考えるう

えで重要な資料である。本遺跡の 8世紀後葉〜 9

世紀前葉の掘立柱建物址群 ( 市調査区 ) の性格に

関連するとすれば、当該期に何らかの公的な施設

が存在した可能性が高いといえよう。なお、尾崎

遺跡から西方約1.4km の台地上には奈良時代の古

代寺院である矢田廃寺跡がある。同寺院跡からは

複弁蓮華文型式の軒丸瓦や鴟尾瓦、7世紀後葉の

須恵器、そして給排水に用いたと考えられる鍔付き

の須恵質円筒管などが出土しており ( 註14)、類例とし

ては奈良県吉野町の宮瀧遺跡出土の土管がある ( 註

15)。尾崎遺跡との位置関係を重視すべき寺院跡で

ある。

おわりに
　伊勢湾の木曽三川河口から木曽川を遡り、各務

原市と犬山市、坂祝町に跨る山峡をくぐり抜けると、

突然、前方の景色が開けて両岸に広々とした平地

が広がる。この美濃加茂・可児地域は木曽川が上

流の渓谷地帯から下流の沖積地帯へと移行する変

換点に位置しており、北方の飛騨から南流してきた

飛騨川が木曽川に合流する地点でもある。

　平安時代の『和名類聚抄』には美濃国加茂郡と可

児郡にそれぞれ「曰理郷」が記載されており、木曽川

と飛騨川の合流点付近の美濃加茂市川合町と可児

市川合がその故地であるとされている。美濃加茂・

可児地域は木曽川や飛騨川の水上交通と、のちの

東山道に関連した陸上交通が交差する政治、経済

の要衝であり、そうした立地条件を踏まえて、奈良

時代には前述の矢田廃寺跡のほか元薬師寺跡 ( 美

濃加茂市 )、元万尺寺跡 ( 美濃加茂市 )、北野廃寺

跡 ( 坂祝町 )、大杉廃寺跡 ( 関市 ) という５箇所の寺

院が加茂郡の要地に建造されたのであろう ( 註16)。

　今回報告した二つの佐口地内採集須恵器は、筆

者が当地域の古代を考えるきっかけとなった資料で

もある。正確な出土地が不明なため推測の部分が

多くならざるを得なかったが、美濃に須恵器が普及

してきた５世紀後半から６世紀初頭は、平野部だけ

でなく山地丘陵部の谷筋にも有力な古墳が築かれ

るようになり、それに関連するものとして佐口遺跡

から出土した須恵質埴輪の分布状況は、美濃の後

期古墳時代社会の成り立ちを考える手掛かりとな

り得るものである。また美濃で須恵器が普遍化し、

美濃須衛窯における須恵器生産のピークを迎えた７

世紀後葉から８世紀前葉にかけての時代は、律令

的支配体制が美濃の地域社会に浸透してゆく時代

でもあった。「益麻呂」という名前を記した人物は手

慣れた筆致から日常的に文字に親しんだ人物像が

想像される。古代の当地域への文字の普及度を示

す資料ともいえよう。

　( わたなべ　ひろと　元各務原市埋蔵文化財調査

センター所長 )
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１　はじめに
　岐阜県南部の美濃加茂盆地周辺地域には中新統

の瑞浪層群が広く分布する。浅湖沼～河川性の堆

積物で、火山砕屑物が大半を占め、火山活動を示

す多様な火山砕屑岩がみられる。

　2006年以降、可児市二野工業団地地域の造成・

道路掘削工事現場で、平牧層から多量の樹幹化石

が産出した。直径1.7ｍ×0.8ｍ、長さ 16.3ｍの

珪化木をはじめとして、大小の炭化木や珪化木が

露出した。この地域は樹幹化石が産出するが、本

地点のような産状は珍しい。また、倒木樹幹化石

産出地点において、類似した向きに貫入する砕屑

岩脈が多数分布する。

　本論では、軽石質凝灰岩・樹幹化石・砕屑岩

脈について報告する。

図１　調査地域（赤線内）

２　地形地質概説
　可茂地域は多角形状の盆地を形成し、飛騨川・

木曽川・可児川・加茂川などが低所を流れる。盆

地の名称は、美濃加茂盆地あるいわ可児盆地と呼

ばれるが、標高最低地が美濃加茂地域に位置する

ことから、本論では美濃加茂盆地とする。盆地の

周囲には低山性の山地と準平原をなす美濃高原が

岐阜県可児地域の中新統・平牧層の軽石質凝灰岩層
にみられる樹幹化石および砕屑岩脈

鹿 野 勘 次
Shikano　Kanji

　キーワード：平牧層、軽石質凝灰岩、樹幹化石、砕屑岩脈、火山活動、堆積環境

図２　美濃加茂盆地周辺地域の地形概観
「赤色立体地図 © アジア航測株式会社」を使用

□が調査地域

図３　調査地域周辺の地質図
美濃加茂市民ミュージアム（2003）の

「美濃加茂地域の地質図」の一部を使用
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広がる。

　地質は、古い順に美濃帯堆積岩類（上麻生ユニッ

ト）・土岐花崗岩（鬼岩花崗岩・八百津花崗岩）・

花崗班岩類・瑞浪層群・瀬戸層群（土岐砂礫層）・

段丘堆積層・沖積堆積層が分布する。瑞浪層群

は、下位から蜂屋層・中村層・平牧層（津橋層）

が分布し、積算層厚は 600ｍ以上である。

３　平牧層の軽石質凝灰岩層
（１）平牧層
　本層は、凝灰角礫岩・火山礫凝灰岩・含巨礫

凝灰岩・凝灰岩・軽石質凝灰岩・凝灰質砂岩・

凝灰質泥岩・砂岩・夾炭砂岩・泥岩・礫岩・珪

藻質泥岩で構成される。地域全域にわたってほぼ

水平に分布し、最上部は上位層の土岐砂礫層に覆

われて不明だが、全層厚は 130ｍを越える。

　本層の下部層は、含巨礫凝灰岩の最上部までと

し、凝灰角礫岩・火山礫凝灰岩・凝灰質砂岩・

含巨礫凝灰岩（鹿野、2018）で構成され、その厚

さは 40 ～ 70ｍである。下位の中村層と整合関

係にあるが、地域によって凝灰角礫岩・火山礫

凝灰岩・含巨礫凝灰岩が中村層を直接おおう。

　上部層は、数層の凝灰岩を主体とし、軽石を含

み、大量の火山砕屑物で構成される。凝灰岩は

白色・白灰色・灰白色を呈し、細粒物質に含む。

鉱物は斜長石・紫蘇輝石・角閃石を含み、斑晶

量はきわめて少ない。各層ともガラス片や軽石を

含んで小岩片を伴い、炭化木や珪化木を含む地域

がある。なお、凝灰岩は侵食・再堆積により層

厚が変化する、せん滅するなどにより、水平方向

への対比が困難な地域がある。とくに、軽石質凝

灰岩の下位の凝灰質砂岩等は水平方向の変化が激

しく、本地域の西方の緑ヶ丘地域では砂岩・礫

岩などが分布し、平行層理や斜交層理がみられる。

　平牧層の絶対年代は、おおよそ 1850 ～ 1650

万年である（鹿野、2003）

図４　総合地質柱状図
上部層は本地域の分布中心域で作成、水平方向に岩相が変化

図５　層厚が変化する凝灰岩
水平方向へ層厚が最大4.0mから1.0mに変化　御嵩町平芝工業団地

図６　可児市二野周辺地域の地質図
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４　軽石質凝灰岩層
模 式 地： 可児市二野工業団地

分 　 布： 可児市二野から久々利、御嵩林道、

御嵩町平芝工業団地にかけての地域

岩 　 相： 細粒の白灰色凝灰岩で、軽石を含む

層 　 厚： 最大20m、平均10m

上下関係： 下位の凝灰質砂岩・ 泥岩に整合し、

上位は凝灰質砂岩に整合

形成年代：17.1±1.3Ｍ a（鹿野、2003）

地 層 名： 二野凝灰岩（新称）

　本層は平牧層上部層の中位に位置し、最大層

厚は 20ｍに達するが、水平方向へ層厚が変化

する。白灰色を呈し、軽石（図8）を含むことを

特徴とする。鉱物は、0.5mm 以下の斜長石・

シソ輝石で、含有量は極めて少なく、多量のガ

ラス片が含まれる。美濃帯や花崗岩起源の異質

岩片を含む。軽石は含有量が豊富（最大30％）

な地域から１％に満たない地域まで露頭差が大

きい。軽石は淘汰不

良で散在するが、本

層 の 上 部 で は 層 理

面に沿って配列する

ことがある。軽石は

繊維状で、白～白灰

色 を 呈 し、 最 大 径

10cm、 平 均 径1cm

程度であるが、地域

差 が 大 き く、 高 含

有 量 の 地 域 に 大 き

な軽石がみられる。

透明・ 淡黒色・ 茶黒色のガラス片を多く含み、

バブルウオール型がみられる。軽石には 0.5mm

以下の斜長石・シソ輝石を少量含み、微小岩片が

微量含まれる。

　分布の西部地域で、本層は侵食されて、再堆積

の含軽石凝灰質砂岩に漸移することがあるが、本

地域から東部の地域は

連続的に分布するため

対比される。

　二野工業団地南端で

は、類似方向に倒伏し

た樹幹化石を大量に含

み、砕屑岩脈が分布す

る、 小 断 層 が み ら れ

る、 な ど の 特 徴 が あ

る。また、二野工業団

地の 3地点で脱ガス構

造（図10）がみられる。

図７　軽石質凝灰岩
黒色は燃え残りの炭化木

図８　軽石 図９　火山豆石

図１０　脱ガス構造
炭化樹幹等からガスが発生
粗粒部が垂直方向に配列
日吉川凝灰岩（林、2000）に類似

図１２　ベース・サージ
ベース・サージ堆積物には
脱ガス構造がみられない

図１３
ベース・サージ
堆積物の地質柱状図

図１１　模式地の
　　　　地質柱状図
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脱ガス構造の直下には火砕サージによるベー

ス ・サージ堆積物が分布する。

　本地域の南東1km の軽石質凝灰岩層は火山豆

石（図9）を含む。本層は、柿下凝灰質泥岩部層（細

山，2003）に相当する。

４　樹幹化石
　樹幹化石は、軽石質凝灰岩層分布地域の広範囲

に産出し、地域によって産状や産出数に大きな差

がみられる。産出層準は凝灰岩層の下部で、最下

部に多く産出する。

　2006年～ 2018年の二野工業団地造成・道路

建設工事において、多数の炭化木・樹型・珪化

木等が確認された。

（１）樹幹化石の産状
　樹幹化石は多い順に、樹型・炭化木・炭質珪

化木・珪化木である。

　樹型は、樹木が高温火山灰に埋没して燃え尽

きて形成されたもので、空洞の樹型または凝灰

岩の樹型である。樹型の空洞には、泥が埋積し

ていることがある。炭化木は炭化した樹木で、

炭化木を覆う凝灰岩に脱ガス構造がみられるこ

とがある。また、凝灰岩が貫入した炭化木（図

18）も観察される。炭質珪化木は、炭化した部

位と珪化した部位が混在している。瑞浪層群最

下部の蜂屋層にみられる完全に珪化した珪化木

は少量に産出する。珪化が進んでいる樹幹は、

直径が大きい樹幹に限られるが、炭化した部位

や黄鉄鉱成分が含まれる。

　樹幹化石は全て倒木であり、直立樹幹化石は、

軽石質凝灰岩層の東端部の御嵩町で産出する。

（２）倒木樹幹化石群
　二野工業団地地域の樹幹化石は全てが倒木で、

軽石質凝灰岩層の最下部から産出する。図22の

着色範囲で露出した倒木樹幹を調査した。

図１９　炭質珪化木
二野工業団地

図１４　樹型（空洞）
二野工業団地東

図１６　樹型（空洞）
空洞に泥が埋積

図１８　凝灰岩の貫入
二野工業団地

図２０　珪化木
二野工業団地
ほぼ完全に珪化

図２１　珪化木
御嵩町平芝工業団地
穏やかに埋没した
直立樹幹化石

図２２　倒木樹幹樹幹化石の調査地
国土地理院の空中写真を使用　2011/10/27 撮影  1：4000

図１５　樹型（凝灰岩）
可児市久々利

図１７　炭化樹幹
樹幹が燃えてガスが発生
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樹幹の直径、向き、傾斜角度を表１に示し、向き

と角度をステレオネットに投影した（図23）。樹幹

は、 Ｎ32Ｗ、 伏 角

20Ｎに集中する傾

向がみられるが、測

定地点による差異が

認められる。樹幹化

石の倒伏方向は含軽

石火山灰の流動方向

に一致する。

（３）巨大珪化木
　可児市教育委員会は、二野工業団地地域で産出

した巨大珪化木に関係して調査研究した。日本最

大級であり、平牧層からの貴重な珪化木発見とし

て、保護・保存・展示を行った。また、巨大珪

化木産出地付近の地質、産出状況、樹種、化石の

意義などを記者発表した（可児市教育委員会文化

財課、2018）。

　二野工業団地地域の巨大珪化木は、高温火山灰

で燃え尽きなかった、軽石質凝灰岩に埋没した、

倒伏方向が類似する等、平牧層の火山活動による

埋没状況を記録する。

図２５　倒木樹幹の産状（地層平面）
地層に埋没する樹幹　右上に大きな樹幹

表１　倒木樹幹化石の産状

図２４　倒木樹幹の産状（地層断面）
赤矢印の樹幹が同じような向きに並ぶ

図２６　倒木樹幹の産状（地層断面）
図23の7m南東

図２３　倒木樹幹の
ステレオ投影

樹幹の向きと伏角を投影
（赤道投影、ウルフネット）

図２７　最初の巨大珪化木
白スケール1m　二野工業団地

図２８　展示された珪化木
可児市立東明小学校　可児市教育委員会が保存展示

図２９　産出地の珪化木
二野工業団地南の道路沿　可児市教育委員会が保存
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（４）関連する樹幹（植物）化石
　軽石質凝灰岩層の直上を覆う凝灰質砂岩層の最

上部に植物（葉）化石が産出し、一部で密集してい

る。また、軽石質凝灰岩層の下位の厚い凝灰岩層

から木蛋白石化（図31）した樹幹化石・巨大樹型

（直立樹幹化石）・直立樹幹化石群（炭化木・珪化

木・樹型など）が産出する。

５　砕屑岩脈
　砕屑岩脈は、2016年の工事で、横約200m、

高さ約10ｍの掘削崖（図34）で 7つ露出した。岩

脈は軽石質凝灰岩層の、最下部から中部～上部に

延びてせん滅し、最上部や凝灰岩層の地層表面に

は達していない。幅は 5mm ～ 20cm で、１つの

岩脈において幅が変化するが、上部で狭くなる傾

向がある。幅の広い岩脈は周縁細粒層を伴うが、

狭い岩脈には周縁細粒層がみられないことがあ

る。また、岩脈の分岐もみられる。

　岩脈は下位の地層から貫入し、岩質は下位の

凝灰質泥岩～泥岩に類似する。本露頭では上位

の地層から貫入した岩脈は確認されていない。

１つの岩脈において、走向・傾斜がわずかに変

化することがある。崖と岩脈が斜交するため、

岩脈がカーブして見えるが、直線的に分布する

岩脈である。

　2017年に露出し 8つの岩脈について幅が広い

部分の走向・傾斜を測定した（表２）。岩脈の走

向傾斜の平均は、Ｎ44Ｗ86Ｎを示す（図40）。

岩脈の方向（Ｎ44Ｗ）と倒木樹幹の向き（Ｎ32Ｗ）

が類似している。

図３０　植物化石の密集層
二野工業団地　2007年露出

図３２　直立樹幹（樹型）
可児市下切、凝灰質泥岩が珪質化

図３４　露頭全景　（2016年露出）
縦の模様は炭質層などの地層が風化して斜面を流れた跡　巨大露頭を枚数の近接広角撮影のため変形

図３５　露頭スケッチと砕屑岩脈の分布位置　（2016露出）

図３６　各砕屑岩脈のスケッチ図
砕屑岩脈の幅・長さ等の産状を表示　黒縦線1m

図３１　木蛋白石
御嵩町平芝工業団地

図３３　直立樹幹（平面）
可児市下切、樹型と炭化木
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６ 堆積環境
　軽石質凝灰岩層の下位層は、凝灰質砂岩・凝

灰質泥岩・凝灰岩を主体とする。摸式地の東部

は摸式地に類似した地層が分布して対比される。

摸式地の西部、平牧地域は火山砕屑物の割合が減

少し、砂岩・泥岩・礫岩が豊富に分布する。こ

れらの地層は厚さ１ｍ前後が多く、平行層理や斜

交層理がみられる。平牧地域の平牧層には、大き

な堆積間隙や構造の不調和がなく、一連の堆積物

と考えられる（梶田・渡辺、1977）。平牧地域の

平牧層は、東部の平牧層と岩相が大きく異なるこ

とから、UEMURA（1961）は山崎層と命名し、平

牧層の上部層とした。

図４０　細粒周縁層

図４２　平牧層の模式対比（左： 西部、右： 東部）

図４１　砕屑岩脈の走向

図３７　砕屑岩脈分布図　（2017露出）

図３８　砕屑岩脈の産状
図36の岩脈を撮影
赤バーは1m

図３９
砕屑岩脈の産状
下部から中部へ延び
最上部に達しない

表２　岩脈の走向傾斜
（2017年露出）

G・Hはfの右方に
分布
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　軽石質凝灰岩層は、火山活動の休止期間の後の

火山噴火によって供給された。倒木樹幹化石の向

きがおおよそＮ32°Ｗ方向であることから、多量

の軽石と高温の火山灰が、火砕流によって北北西

から摸式地へ供給されたと推定できる（図43）。

７　まとめ
（１）軽石質凝灰岩層は多量の軽石と火山灰を噴

出させた火山活動による火砕流堆積物を主体と

し、多数の倒木樹幹化石を含み、砕屑岩脈を伴

う。

（２）軽石質凝灰岩層は、炭化木、脱ガス構造、樹

幹の焼け跡（樹型）、ベース ・サージ堆積物、火

山豆石などがみられることから、高温であった

と考えられる。

（３）倒木樹幹化石の向きと傾斜から、火砕流の流

動方向がおおよそＮ30°Ｗであり、軽石質凝灰

岩層の供給源は本地域の北北西方向と推定され

る。

（４）砕屑岩脈の走向から、おおよそＮ44°Ｗ方向

の割れ目系がみられ、火山性陥没運動に関連し

て形成した割れ目が考えられる。砕屑岩脈の向

きは倒木樹幹の向きと類似する。

（５）平牧層は大量の火砕岩で構成され、凝灰角

礫岩・火山礫凝灰岩・含巨礫凝灰岩・厚層凝

灰岩・火山豆石などが分布し、岩質が石英安

山岩質から流紋岩質であることから、本地域周

辺における活発で大規模な火山活動があった。

（６）軽石質凝灰岩層の最下部に樹幹化石群が分布

し、巨大な珪化木が産出する。巨大珪化木とそ

の産状は珍しく、貴重な文化財である。

（しかの かんじ 岐阜県環境影響審査会委員・

美濃加茂市文化財保護審議会委員）
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はじめに
　日本列島は独自の生物相を有する生物多様性

の 高 い 地 域 で あ る （ 湯 本2010；Motokawa and 

Kajihara 2017）。その理由の一つとして、過去の

気候変動と地形形成により、日本列島内の各地域

に固有の生物相が形成されたことが挙げられる （増

田・阿部2005； 渡辺・高橋2010；Motokawa and 

Kajihara 2017など）。各地域の生物相の形成は、

それぞれ固有の要因によってなされたと考えられ、

その要因の解明のためには、生物の分布を詳細に

把握することが基礎的情報として重要である。特

に純淡水魚は、海を介して分散できないため山脈

や海峡などによって比較的容易に分布が制限され、

細かい地域で魚類相が異なることが知られている

（Watanabe et al. 2017）。

　近年では、DNA を調べることにより、外見のよ

く似た近縁種が同所的に分布する例 （例えば、淀

川水系におけるゼゼラBiwia zezera とヨドゼゼラ

Biwia yodoensis：Watanabe et al. 2010、東海地

方におけるナマズ Silurus asotus とタニガワナマ

ズ Silurus tomodai：Tabata et al. 2016など）も知

られるようになった。このような近縁種に関して過

去の記録を精査する際、単なる種名や写真の記録

だけでは再同定を行うことが困難であるため、形

態的観察が可能な標本を残す必要性が非常に大き

い。さらに、標本はいつ ・どこに・どのような生物

が生息していたかを証明する重要な証拠となり （佐

久間2011）、同じ生物の標本でも数多く、さまざま

な場所から集めることで、分布・出現季節・年次

推移などを推測する基礎的資料となる （大阪市立自

然史博物館2007）。DNA を調べることができれば、

その種の本来の分布域を復元することも可能となる

（Splendiani et al. 2017）など、標本は過去の情報

を現代において掘り起こす重要なツールである。よ

り狭い地域において標本収集ができれば、その地

域の生物相が詳細に把握できる。その情報は、そ

の地域の絶滅危惧種の保全活動や、侵略的外来種

の駆除活動、さらには地域の住民への生涯教育活

動に大きく役立つ。

　狭い地域における標本収集活動は、自然史系の

機能を持つ地域博物館が担っていることが多く、

そのような地域博物館として美濃加茂市民ミュー

ジアム（以下当館）が挙げられる。当館は、岐阜県

美濃加茂市に立地し、地域的なつながりの強い美

濃加茂市と加茂郡（坂祝町・富加町・川辺町・七

宗町・ 八百津町・ 白川町・ 東白川村）の自然・

民俗・芸術資料を収集し、地域の住民へ伝えるこ

とを目的とした総合博物館である。当館は 2000

年に開館し、以来美濃加茂市・加茂郡の自然につ

いて学べる拠点施設として活用されてきた。当館は、

前身施設である美濃加茂市教育委員会社会教育

課の時代から、標本を保管してきた。しかし、標

本番号を割り当てた標本はほとんどなく、どのよう

な種が何点保管されているのか不明な状況であっ

た。著者の一人である安藤によれば、これらの標本

のなかには、『七宗町史通史編』（安藤ほか 1993）

における調査や、天然記念物ネコギギ Tachysurus 
ichikawai の 生 態 調 査（ 美 濃 加 茂 市 教 育 委 員 会

1992； 村瀬2007）によって収集された魚類標本が

含まれている可能性が高かった。町史や天然記念

物の調査で収集された証拠標本は、地域住民の財

産というべき存在であり、早急にその存在の有無を

明らかにする必要があった。このような状況に加え、

2015年から美濃加茂市・加茂郡を調査対象域とし

た加茂地区生物多様性調査が行われることになっ

た。この調査によって収集された標本は、美濃加

茂市・加茂郡の地域博物館である当館において保

管されることが望ましいと考えられたため、適切な

標本保管および受け入れ体制を構築することが急

務であった。

　そこで筆者らは、当館に保管されている標本の現

状を確認し、適切な標本保管体制を構築することを

めざし、未登録液浸標本の整理を 2015年より行っ

てきた。液浸標本は魚類のほか、哺乳類、爬虫類、

美濃加茂市民ミュージアムに収蔵された魚類液浸標本：1989-2018 年

伊 藤  玄 ・ 松 本 佳 大 ・ 近 藤 湧 生 ・ 安 藤 志 郎
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両生類、甲殻類、水生昆虫なども確認されたが、

本稿では最も収蔵点数の多かった魚類液浸標本に

絞り、現時点の収蔵標本の目録を示した。ただし、

希少種も多く含まれていることから、採集地に関す

る情報は市町村レベルの表記に留めることとした。

また、収蔵標本の収集経緯について可能な限り明

らかにし、今後の収集方針、標本の活用方法につ

いても考察を行った。

方 法
　美濃加茂市民ミュージアムに保管されていた魚

類の液浸標本を対象に整理した。標本の取り扱い、

整理方法については、本村（2009）を参考に行っ

た。ラベルのない標本は廃棄し、ラベルのある標

本については、中坊（2013）、細谷（2015）、中島・

内山（2017）の分類体系に準拠して再同定を行っ

た。再同定後、1容器内に複数種が含まれていた

場合には種ごとに保管容器を分け、容器1点につ

き標本番号を 1つ割り当てた。標本番号は、美濃

加茂市民ミュージアムの標本番号として AN-000

を使用した。標準和名、学名、標本目録の配列に

ついては、基本的に中坊（2013）に従った。ただし、

ドジョウ類の標準和名・学名については中島・

内山（2017）に、ヨシノボリ類の標準和名・学名

については細谷（2015）にそれぞれ従った。また、

本稿ではゲンゴロウブナ Carassius cuvieri 以外の

フナ属については、遺伝的にも形態的にも区別す

ることが困難なため、フナ類 Carassius spp. とし

て扱った。

　標本の収集経緯については、整理作業が開始さ

れた 2015年以降の標本を除き、ほとんど不明で

あった。そこで、2014年以前に収集された標本

の多くの収集に関わった著者の一人である安藤

が、採集者・採集年・採集場所などのラベル情

報から、収集経緯の判断を行った。

結果と考察
　本整理作業によって美濃加茂市・加茂郡産魚類

6目15科42種349点 （表1）および他地域産魚類3目

3科3種3点を確認・登録した。以下では、新たに登

録し、収蔵された美濃加茂市・加茂郡産の標本を

便宜上、a： 開館前 （2000年以前）、b： 開館から

整理作業開始前 （2000–2014年）、c： 整理作業期

間 （2015–2018年）の大きく3つの時期に区分し （図

1）、解説した。

−開館前に収集された標本群−

　開館前（2000年以前）に採集された標本として、

美濃加茂市産の標本が 27種53点（1990–1991年

採集）、七宗町産の標本が 19種76点（1989–1991

年採集）、白川町産の標本が 1種1点（1990年採集）

確認された（図2a； 表1）。これらの標本は、当館

の前身施設である、美濃加茂市教育委員会社会教

育課において保管されていた標本であった。この期

間に収集された標本が期間 a、b、c の中で最も多

かった（図1）。

　美濃加茂市産の標本については、1990–1991

年に長良川水系である川浦川とその支流の廿屋

川から採集された標本群が、17種28点確認され

た。採集者は安藤と渡辺勝敏氏（現・ 京都大学

理学研究科准教授）であった。川浦川・ 廿屋川

には天然記念物のネコギギが生息しており、安藤

と渡辺勝敏氏が中心となって、ネコギギの生態調

査が行われた（美濃加茂市教育委員会1992； 村

瀬2007）。 採 集 年・ 採 集 場 所 がネコギギ の 生

態調査とほとんど一致し、6点のネコギギの標本

が含まれていたことから、これらの標本はネコギ

ギの生態調査に伴って収集された標本であると

判 断した。また、1990–1991年 に 木 曽 川・ 飛

騨川合流点から収集された標本群が 15種25点

確認された。採集者は安藤のみであったことか

ら、これらの標本は全て安藤が集めた標本と判

断した。木曽川・ 飛騨川合流点の魚類相は、安

藤ほか（1993）に七宗町の魚類相との比較として

記載がある。確認された 15種中14種は安藤ほか

（1993）の記述と一致した。残りの 1種はカワヨシ

ノボリRhinogonius flumineus とラベルには書かれ

ていたが、ヨシノボリ属の 1種（旧トウヨシノボリ）

R. sp. OR の誤同定と確認した。

　七宗町の標本については、1989–1991 年に木曽

川水系である飛騨川や神渕川、およびその支流域に

おいて採集された標本群が、19 種 76 点確認された

（図2a；表1）。これらの七宗町産の標本の採集者は、
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『七宗町史通史編』（安藤ほか 1993）の著者で

もある安藤と、七宗町史の調査協力員 4 名であっ

た。これらの情報は、安藤ほか（1993）の記述と

おおむね一致したことから、1989–1991 年に収集

された七宗町産標本は、安藤ほか（1993）にお

いて収集された標本と判断した。また、カワヨシノ

ボリの標本の中に、ヨシノボリ属の 1 種（旧トウヨ

シノボリ）が混在していたことを確認した。安藤ほ

か（1993）には、標本を収集した七宗町産魚種

の一覧と一部の標本の写真が掲載されているが、

ウナギ・アユ・ニゴイ・カワヒガイ・コウライ

モロコ・コイ・ゲンゴロウブナ・ヤリタナゴ［以

上の和名は安藤ほか（1993）による］について

は、該当する標本を確認できなかった。ゲンゴロウ

ブナについては、フナ類の誤同定と確認した。ウナ

ギとコイについては、著者の一人である安藤によれ

ば魚体が大きすぎたため実際は写真のみに留めて

いた。カワヒガイとコウライモロコについては、安

藤ほか（1993）に標本写真が掲載されていること

から標本自体は存在したと考えられたため、現在で

は失われた可能性が高い。アユ・ニゴイ・ヤリタ

ナゴについては、実際には標本を収集していなかっ

たか、失われたと考えられる。整理前に得た安藤

からの情報通り、今回の整理作業で七宗町史の標

本群が確認できた。安藤によれば、七宗町史で収

集した標本は他館に分散して収蔵してはいないとの

とこである。これらのことから、七宗町史の標本群

は当館にしかない貴重なコレクションである。

　白川町産の標本1種1点（表1）については、採集

者が渡辺勝敏氏であったため、ネコギギの生態調

査の一環として収集された標本と判断した。

−開館後から整理作業開始前に収集された標本群−

開館後から整理作業開始前 （2000–2014年）に収

集された標本として、美濃加茂市産が 28種107点

（2000・2001・2003・2004・2007–2013年採集）、

坂祝町産が 1種1点 （2013年採集）、川辺町産が 5

種5点 （2010、2011年採集）、七宗町産が 6種6点

（2014年採集）確認された （図2b、表1）。この期間

に集められた標本数は、期間 a、b、c の中で 2番

目に多かった （図1）。収集した地域も 4市町に増え

た。これらの標本は、美濃加茂自然史研究会、当

館のボランティア、市職員、および地域の小学生な

図１　収集標本点数の経年推移。開館年（2000 年）と
整理開始年（2015 年）を矢印で表している。

図２　標本収集時期を 3 つの期間に分けた場合の市町村別標
本点数。a：開館前（2000 年以前）、b：開館後から整理作業
開始前（2000–2014 年）、c：整理作業期間（2015–2018 年）。
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どの 8の個人および団体によって収集された。美

濃加茂自然史研究会は、当館の開館と同時期に発

足し、今日まで市民主体のメンバーによって加茂

地域の自然史を調査しており、当館との関わりも

深い。2000年頃には環境アセスメント調査への

協力や、カワゲラウォッチングの主催が、2007

年ごろからは美濃加茂市内の河川やため池の生物

調査が行われた。確認した標本は、これらの調査

活動によって収集された標本であり、採集者はこ

れらの調査に関わった地域住民であった。この期

間に収集された標本群は、当館の開館直後の自然

史研究に対する取り組みをうかがい知ることが

できる標本群である。美濃加茂市・加茂郡の自

然史調査が本格的に始められ、美濃加茂自然史研

究会に所属する地域住民との取り組みの成果とし

て、重要なコレクションである。

−整理作業期間に収集された標本群−

　2015–2018年に収蔵された標本は整理作業期間

にあたるため、収集経緯ははっきりしている。この

期間には、加茂地区生物多様性調査が行われ、そ

のすべての標本は、この調査に伴って収集された

ものであった。美濃加茂市産が 15種25点 （2015–

2018年 採集 ）、 坂祝町産が 8種8点 （2016–2017

年採集）、富加町産が 5種6点 （2018年採集）、川

辺町産が 1種1点 （2017年採集）、七宗町産が 16

種36点 （2016–2018年採集）、八百津町産が 5種

9点（2017–2018年採集）、白川町産が 9種15点

（2016–2018年採集）確認された （図2c、表1）。こ

の期間に集められた標本数は期間 a、b、c の中で

は最も少なかったが （図1）、本稿の執筆段階では、

調査に伴って収集された標本はまだ各調査員の

手元にある場合が多かったため、今後増えると

予想される。加茂地区生物多様性調査は美濃加

茂市・加茂郡全域を意識的に調査対象とした初

めての調査であり、3期間のなかで最も広範囲に

収集されていた （図2c）。採集者の数は本期間が最

も多く、著者らのほか、美濃加茂自然史研究会の

メンバー、市職員など 12の個人および団体によっ

て収集されたことは、この調査が今までの当館の

取り組みの延長上にあり、地域住民の協力によっ

て支えられていることを伺い知ることができる。

−他地域産標本−

　美濃加茂市・ 加茂郡以外から収集された標

本 と し て、 琵 琶 湖 産 カ ネ ヒ ラ Acheilognathus 
rhombeus1点（1990年採集）、関市産ネコギギ 1点

（1991年採集）、岐阜市産ヌマチチブ Tridentiger 
brevispinis1点（1990年採集）が確認された。カネ

ヒラについては、他地域産のみの収蔵であった。

−今後の収集と活用−

　当館収蔵の魚類標本は、美濃加茂市産が 40種

185点、七宗町産が 21種118点と比較的充実してい

たが、坂祝町・富加町・川辺町・八百津町・白川

町産の収蔵点数は 16点以下、種数も10種以下と非

常に少なく、東白川村に至っては 1点も確認できな

かった （図2； 表1）。今回収蔵した標本がその地域

に生息する魚類を網羅しているとは言い難く、たと

えば坂祝町では、1999年に行われた魚類相調査に

よって 32種が確認されている （小栗・安藤2002）。

これらのことから、地域ごとに魚類相の把握に大き

な偏りがあることが明らかになった。

　そこで、当面、各地域の正確な魚類相の把握に

努めるための標本収集方針を立てることを提案す

る。2015年から行われた加茂地区生物多様性調査

でも標本の収集を念頭に置いているが、各地域で

確認されたすべての種が標本として残されているわ

けではないため、生物相の証拠標本を当館が継続

して収集していく意義は大きいものと考えている。

特に、収蔵点数の少ない坂祝町・富加町・川辺町・

八百津町・白川町・東白川村では収集活動を重点

的に行うことを提案する。しかし、網羅的な地域

魚類相の解明には、当館の職員および美濃加茂自

然史研究会の会員だけでは手が足りないことは明白

である。当館の魚類標本は、多くの地域住民によっ

て収集されてきたことが明らかになった。しかし今

後は、今まで以上に広く地域の人々からの協力を得

ることが望まれるため、まずは標本収集の必要性

を多くの人々に知って頂く機会が必要である。

　当館収蔵の魚類液浸標本は、整理が開始され

た 2015年以降、市民ミュージアムの企画展である

「わくわくを伝えたい」展（2016年夏）、「このあたり

の自然」展（2017年夏）において展示資料として活

用された。「わくわくを伝えたい」展では、一般の人
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の目に触れ難い博物館の中の仕事を紹介すること

を目的として開催され、収蔵標本からは、オヤニ

ラミ Coreoperca kawamebari（AN–285）を展示し

た。「このあたりの自然」展では、加茂地区生物多

様性調査の成果を紹介することを目的として開催

され、収蔵標本からは、オオクチバスMicropterus 
salmoides（AN–422）とアジメドジョウ Niwaella 
delicata（AN-328）を展示した。これらの展示は、

本物の地元産の生き物を間近に観察できたため、

標本収集の必要性を多くの地域の人々に知って頂

く機会となったものと考えられる。しかし、これ

らの企画展は、必ずしも当館所蔵の標本にスポッ

トを当てた展示ではなかったため、展示した液浸

標本も少なく、本来はもっと多くの標本を収蔵し、

熱心に収集していることを伝える機会が必要であ

ると考えられた。そこで、筆者の伊藤が美濃加茂

市民ミュージアムに協力する形で、期間限定のミ

ニ展示として、（仮）［新しい「たからもの」展−

ビンに入っている標本の仲間たち−］を企画した

（2019年度内）。この展示は、本整理作業で登録し

た魚類液浸標本を紹介することを目的としたもの

である。本稿執筆は開催前のため、展示内容につ

いては稿を改めて紹介したい。当館所蔵の液浸標

本にスポットを当てた展示は初めての試みであり、

多くの地域の人々に当館の魚類液浸標本について

知って頂くことを期待している。
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１、調査の概要
調査対象　龍雲山瑞林寺選仏堂

所在地　　美濃加茂市蜂屋町上蜂屋９－１

調査日　　平成３０年７月２１日、８月８日

調査員

杉野　　丞　愛知工業大学　建築学科　教授

澤田多喜二　愛知工業大学  建築学科  非常勤講師

神谷　　武　アスカ設計　　所長

五十嵐稜平　愛知工業大学　建築学科　卒研生

脇水　勇輔　愛知工業大学　建築学科　卒研生

２、美濃地方の妙心寺派寺院の歴史的背景
　美濃地方は、臨済宗妙心寺派の寺院が全国的

に集中していることで知られる。美濃の伊深に

隠棲していた関山慧玄（1277 ～ 1360）は、暦

応 5 年（1342）に大徳寺の開祖宗峰妙超（1282

～ 1337）の推挙を受け、花園上皇より室町院領

であった仁和寺花園の離宮跡を寄進されると、こ

こに正法山妙心寺を開いた。関山は、信濃国高井

郡の領主高梨高家の子とされ、徳治 2 年（1307）

鎌倉の建長寺に入って南浦紹明（1235 ～ 1308）

（大応国師）に師事し、いったん帰郷するも蘭渓

道隆（1213 ～ 78）の五十回忌に再び建長寺に

参じた。そして、ここで宗峰妙超（大灯国師）に

接すると、京都の大徳寺において宗峰に師事し、

元徳元年（1329）関山の号が与えられ、慧玄と

改名し、美濃の伊深に草庵を設けて隠棲していた。

その後も、妙心寺と美濃地方との関係は深く、関

山の弟子義天玄承（1393 ～ 1462）が愚渓寺、

雲谷玄承が汾陽寺を開き、義天は妙心寺八世と

なった。その弟子雪江宗深（1408 ～ 86）は妙

心寺九世となり、その門下から景川宗隆（1426

～ 1500）、悟渓宗頓（1416 ～ 1500）、特芳禅

傑（1418 ～ 1506）、東陽英朝（1427 ～ 1504）

の四哲が輩出されると、本山妙心寺の周囲に龍泉・

東海・霊雲・聖沢の四派本庵が開かれ、門派発展

の基礎が築かれることになった。この四派と美濃

との結びつきも強く、東海派の悟渓宗頓は美濃地

方の妙心寺派の中心となる瑞竜寺を開き、雲谷玄

承が開いた汾陽寺を中興し、その弟子仁済宗如は

瑞林寺を開いて悟渓を開山に招き、仁岫宗寿は南

泉寺を開き、その門下から快川紹喜（～ 1582）

が出ており、快川は美濃の土岐氏で武田信玄に

招かれて甲斐の慧林寺に住しており、天正 10 年

（1582）織田信長の兵火に遭うと慧林寺の僧衆に

「心頭滅却すれば火も自ずから涼し」と喝し、火

中に身を投じたことはよく知られる。また、興宗

宗松の法孫には沢彦宗恩（～ 1587）がおり、沢

彦和尚は妙心寺、美濃の瑞龍寺に住し、信長が平

手政秀のために開いた政秀寺の開山となった。玉

浦宗眠（～ 1519）は大智寺を開き、大圭紹琢は

清泰寺の開山となっており、聖沢派の東陽英朝は

美濃の守護土岐氏の出身で大仙寺に住し、東光寺、

正伝寺などを開いている。

　このように、美濃地方には関山慧玄以来、本山

妙心寺に昇住あるいは四派の法をつぐ高僧によっ

て創立された寺院が多く、これらの末寺が中世末

から近世初頭にかけて、当地方に多くの末寺を開

いたことで美濃地方は妙心寺派の有力な地盤と

なった。

３、瑞林寺の由緒について
　当寺は、臨済宗妙心寺派に属し、山号を龍雲山

と称し、本尊を聖観世音菩薩とする。創立は文

明年間（1469 ～ 87）に仁済宗恕和尚（1434 ～

1519）が美濃守護土岐成頼より寄進を受け、犬

山の青龍山瑞泉寺の悟渓宗頓（1416 ～ 1500）

を開山に請じて開いたとされる。

　寺地は、美濃国の南部を東西に流れる木曽川と

中山道が接する太田宿の北方の上蜂屋に位置し、

この地域は江戸時代より蜂屋柿の生産地として広

く知られる。この地域を東西に流れる蜂屋川の右

岸にあり、北方に広がる山地の麓に境内を構えて

いる ( 図 –１)。敷地は、現在山地南麗の高台に東西

瑞林寺の選仏堂について

杉 野 　 丞
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に長い土地を開き、境内の中央に「本堂」（南向き）

を配し、本堂後方には「位牌堂」、「開山堂」を延

長している。本堂の前方には前庭を広げるが、地

盤に高低差があるため、前庭を前後に分け、その

境に築地塀を設けている。また、本堂正面の中軸

線上には参道を通すため、築地塀の中央を開いて

３級石階を設けており、本堂側の庭に枯山水を築

き、手前側の庭には東の庫裡に向かう石敷きを延

ばし、西には「手水屋」を建てている。参道の前

方には「山門」（南向き）をおき、山門の左右に

築地塀を延ばして前庭を囲い、山門の東側に「鐘

楼」を設けている。さらに、本堂西側では廊下を

延ばして「選仏堂〔弥勒堂〕」（東向き）を建て、

本堂東側には「庫裡」（西向き）を南北に長く配

し、本堂と庫裡の間に「玄関」（南向き）を設け、

庫裏の東側から北側にかけて「蔵」、「書院」、「倉

庫」などを配している ( 図 – ２)・（写真 –6 〜 11） 。

４、瑞林寺の古図について
　瑞林寺には、本堂内の前面広縁東端の鴨居上部

に掲げられ、額縁に納められた一枚の古図があ

る。古図は３尺四方程の絵図であり、江戸時代中

期の瑞林寺境内とその周辺を丹念に描いたもので

ある。この古図は、表題を『安永四年乙未十二月

　濃州賀茂郡蜂屋村龍雲山瑞林寺境内絵図』とし、

瑞林寺境内ならびに周辺の寺地一帯を描いている

（写真 –１）。古図全体の右下（南東隅）には境内の

建物の一覧と規模が記されており、その内容は「方丈

　長七間余、梁六間半、庫裡　長拾弐間　梁五間、

玄関　長三間　梁弐間半、廊下　長三間　梁弐間半、

祠堂　長四間半　梁二間半、客寮　長五間　梁三間

半」、「鎮守社　長三尺五寸、横弐尺五寸、鐘楼　長

壱間半　梁壱間余、中門　長弐間壱尺　梁壱間壱尺、

総門　長弐間五尺、梁壱間弐尺、裏門　長弐間　梁

壱間、柿小屋　長六間、梁壱間半、文庫　長三間半

　梁弐間半、土蔵　長三間　梁弐間、長屋　長八間

　梁弐間半」等である（写真 – ４〜５）。これを絵図と重

ねると次のように読み解くことができる。敷地

は、古図の中央部分に横長の矩形の南西隅と東側

中央上を外に少し伸ばした形状で周囲を朱塗りの

道路が廻っている。敷地の南側道路より参道を北

に向かうと「総門」が建ち、その西外側に「鎮守

社」が置かれ、その西奥に塔頭の「霊光院」が建っ

ている。総門の東内側には「鐘楼」が建ち、総門

を北奥に進むと石垣で地盤を高めた境内地が広が

り、その正面に「中門」がおかれ、広い前庭をお

いて中心建物である「方丈（本堂）」が南面して建っ

ている。方丈の東側には大棟を南北に延ばした「庫

裡」が建ち、庫裡の北側に「客寮」が接続し、南

には「風呂屋」、「灰小屋」、「雪隠」などが置かれ、

庫裡の東側には「長屋」、「土蔵」、「文庫」などが

南北に並んでいる（写真 – ２）。また、方丈の西側前

方の位置（現在選仏堂が建つ）には「衆寮」が建

ち、北奥には「祖堂（開山堂）」が置かれ、その

奥に「柿屋」が置かれている。また、敷地の南西

隅の角地には「十王堂」が祀られ、御制札が掲げ

られ、東脇に「裏門」が設けられている。さらに、

古図全体の南西隅には末寺（或は山外塔頭）の境

内と本堂が描かれており、「門外寺家　恵日山大

梅寺」、「長五間半　梁弐間半」とし、敷地内の南

側参道の両脇には「境内中蜂屋分　御年貢地」と

ある。なお、古図の西側には「御柿屋」と「郷蔵」

が描かれている。

　一方、瑞林寺には、現在廃寺となっている末寺

の大興寺があった。その大興寺が古図の北東隅に

描かれ、「門外期寺家萬年山大興寺」と記され、

境内の様子が描かれている（写真 – ３）。敷地は、境

界線とみられる小道が朱色で塗られ、形状は矩形

地の北東隅と南中央部を引き伸ばしたような南北

に長い土地であり、中央の北寄りに石垣を積んで

整地した部分に東西２棟の建物が描かれている。

東側の建物は横長の寄棟造の堂庫裡と見られ、「庫

裡□居」と記され、西側の建物は寄棟造りの三間

堂であり「弥勒堂」と記されている。石垣の南に

蓮池が穿たれ、堂庫裏の前方に雑舎３棟が描かれ

ており、蓮池の南の土地には「御年貢地大興寺境

内上蜂屋分」、その西に「瑞林寺扣御除地」との

記載がある。

５、大興寺の弥勒仏と弥勒堂の再興について
　瑞林寺の東北の奥まった位置に末寺の大興寺が

あった。この寺には、江戸時代前半まで弥勒大仏
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の頭部が残されており、その大きさは「横四尺壱

寸、長四尺弐寸弐分」程とされていた。この頭部

は織田信長が東美濃を侵攻した際、兵火を逃れる

ために仏頭を抜いて隠したためと伝えられてい

る。元禄 11 年（1698）に瑞林寺末寺である下

古井村の霊泉寺、同村の平右衛門、庄兵衛、甚兵

衛などが発起となり、この仏頭を生かして弥勒仏

を再興し、大興寺に弥勒殿を建立する協議が行わ

れ、同年 7 月に京都麩屋町の仏師藤川安性と仏

像修復の契約書が交わされた。それによれば、「金

子七拾六両弐分と銭弐貫参百八拾九文」にて請合

い、元禄 12 年 3 月までに仏像を完成させるもの

であった。そして、大興寺から尾張藩の寺社奉行

所の代官渡辺清蔵に弥勒仏再興の願書が出され、

また、弥勒仏の木地となる檜材などは、名古屋上

材木町の富士屋六右衛門より、仲買人の蜂屋村又

左衛門、林左衛門に売渡され、太田村の円七の船

により木曽川を遡り、太田川並番所の検査を受け、

蜂屋村に運ばれたとされる。

　間もなく、弥勒仏を祀るために仏殿が建てられ

ることになった。この建物が前述の古図に描かれ

た弥勒堂であり、宝永元年（1704）に建立され、「経

費は大工手間賃三十八両、木引手間賃七両、諸事

金具代十両、石屋手間賃五両、材木代四十両二分

他、合計百両余」であった。土台石や柱石は名古

屋駿河町の石屋勘兵衛が請け負い、用材は弥勒仏

再興の余材の他、松百二十本、杉十二本、地山ま

き三十五本を使い、一部は苗木山から雑木四十六

本を切り出し、筏に組んで太田経由で蜂屋へ運ば

れた。また、名古屋の絵馬屋藤助に壱両壱分を払

い内部の彩色絵（天井格間絵）を描かせたという。

　この弥勒仏と弥勒堂は、大興寺において百年余

を経た後、江戸時代後期に瑞林寺に移されたが、

その移転の経緯は明らかでない。しかし、文政５

年（1822）に「大仏殿移転につき祠堂金十両を

納めた」との記録が過去帳に残されており、この

頃に移築されたと考えられている。

　一方、瑞林寺では江戸時代に慶長 8 年（1603）、

安永８年（1779）の 2 度の火災に遭っており、

安永 8 年の火災では本堂、庫裡、開山堂、客寮、

柿干小屋などを焼失している。その後、伽藍の整

備が行なわれ、明治 28 年（1895）の記録によ

れば、天明年間（1781 ～ 89）に庫裡が再建さ

れ、寛政 6 年（1794）に本堂が再建されたとす

るが、享和 2 年（1802）の「本堂上棟記」があ

るため、この時期に本堂が竣工したものとみられ

る。その後、文化 3 年（1806）に開山堂の再建

願が出されている。このため、弥勒堂が大興寺よ

り瑞林寺の境内に移転されたのは、安永８年の火

災を受けて行なわれた伽藍再建がほぼ終了した時

期にあたることになる。その後、慶應元年（1865）

に第二十世泰令舜政和尚は本山妙心寺東海庵より

三百両を借用し、檀家、末寺より寄付金を募り

三百八十三両程を集めている。そして、慶應３年

（1867）に仁済宗恕和尚の 350 回忌に合わせて

山門が建立された。

６、瑞林寺選仏堂の構造形式について
　選仏堂は、桁行３間、梁間３間、宝形造、桟瓦葺、

東面建ち、土間式の三間仏殿である。柱は総面取角

柱とし、礎石上に立てている ( 図 –３〜９)・（写真 –12 〜 16）。

堂内は、中央の「主屋」と周囲の「庇」によって

構成され、主屋では中央に４本の柱を立て、その

後方２本の柱を来迎柱として柱間に来迎壁を設

け、間口１３尺、奥行１０尺、高さ４尺程の箱仏

壇を前に出し、丈六（一丈六尺）の弥勒仏座像（岐

阜県指定文化財・昭和 49 年６月 12 日指定）を

安置している。庇では、床を瓦四半敷状（現在は

瓦状のタイル張り）に仕上げ、内部の両側面と背

面に坐牀（ざしょう）をコの字形に造り付け、入

口から奥の来迎柱までを瓦四半敷とするが、現在

は仮設の坐牀が入口部分にも置かれるため、庇部

分はロの字形に床が高められ、４本柱の足元にの

みに土間床が見られる（写真 –22 〜29）。平面寸法は、

総桁行３１尺、総梁行３１尺とし、正側背面の柱

間では中央間１３尺、両脇間９尺として、垂木割

も１支１尺として中央間１３支、両脇間９支を配

しており、整然とした平面計画をとっている。柱

寸法は、主屋柱４本は、前方２本を１尺６分角、

後方２本を１尺角とする。主要な側柱１２本は６

寸６分角とするが、両側面の前から 2 間目の側

柱を６寸３分角とし、正面中央間の方立柱を５寸
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８分角、その両脇間の管柱を６寸３分角とし、両

側面の中央間の方立柱を５寸角（現在、南側面の

中央間の方立柱は５寸×３寸８分とされる）とし、

両側面の両脇間の管柱を５寸６分角としている。

このため、外側柱については移築の際に若干の変

更があった可能性がある。

　外観は、正面では中央柱間に敷居・差し鴨居を

通して内法上中央に束を入れ、両脇柱間に脇羽目

と方立を入れ、藁坐を打って双折両開き桟唐戸を

吊り、内法上に白漆喰を塗り、中央に「選佛場」

とする扁額を掲げている。その両脇間では、土台

を通して中央に管柱を立て、上部に内法貫を通し

て白漆喰を塗り、中央間寄りの柱間に格子窓を開

け、腰下に簓子（ささらこ）下見板（後補）を張っ

ている。軒は、二軒疎垂木とする。南側面では、

中央柱間に敷居・内法下に差し鴨居を渡し、その

上に正面と同様の内法貫を通し、差し鴨居の中央

に束を立て、両脇柱間には幅広い脇羽目・方立を

入れ、軸受け材を打って両開き板戸を吊り、柱間

に白漆喰塗の真壁を入れている。その両脇間で

は、正面同様に敷居を通して中央に管柱を立て、

上部に内法貫を通して柱間に白漆喰塗の真壁を入

れ、腰下に簓子下見板（後補）を張っている。な

お、正面の双折両開き桟唐戸と南側面の両開き板

戸はいずれも平成 30 年に新調され、正側面の腰

下の簓子（ささらこ）下見板張（後補）も同時期

に新材に張り替えられている。西背面は、中央柱

間では南側面と同様に敷居・内法下に差し鴨居を

渡し、その上に内法貫を通し、差し鴨居中央に束

を立て、両脇には幅広い脇羽目・方立を入れ、軸

受け材を打って両開き板戸を吊り、柱間には白漆

喰塗の真壁を入れている。また、脇羽目の腰下に

は縦板を張っており、昭和期の写真を見ると選仏

堂の正側面の腰板も縦板張であり、前述の正面と

南側面の下見板張りは当初縦板張りであったこと

が分かる。この両脇柱間では、近年付加された仏

壇が後方に 6 尺程張り出している。ここではコ

ンクリートの基礎を打ち、土台と敷居を通して側

面に１本、背面に２本の管柱を立て、柱間に白漆

喰塗の真壁を入れ、背面の中央間上部に仏龕を張

り出している。また、北側面は、現在東の脇間１

間は本堂から延びる渡り廊下が接続しており、柱

間を開放し、その奥では中央間に２本の管柱、西

の脇間に１本の管柱を入れて白漆喰塗の真壁とし

ている（写真 –17 〜 21）。

　内部は、一つの広い空間とし、中央の太い主屋

柱４本はいずれも几帳面取を施し、黄檗様式の角

型礎盤の上に立てられており（写真 –34）、各柱は天

井裏まで伸ばして小屋材を支えている。４本柱の

足元では、前述のように箱仏壇と坐牀框との間に

両側面で２尺程、前面に４尺５寸程の隙間が開け

られ、瓦四半敷状の土間床と４本柱の角型礎盤を

見せている（写真 –32）。４本柱では、飛貫位置から

側柱の柱頂下にかけて桁行と梁行の２本の繋虹梁

を架け、都合８本の架構が主屋と庇を繋いでいる

（写真 –33）。主屋柱の最上部では、東西南北の四面

を結ぶように大虹梁を渡し、その上に垂木受けの

部材をおいて庇部分の化粧垂木を伸ばしている、

主屋柱の内部では、柱上に４挺の大虹梁を廻らし

て中央に太瓶束を立て、柱頂に頭貫・台輪を巡ら

し、柱上と太瓶束上に出組斗栱を都合８具の載せ、

斗栱の間に蟇股を入れて天井回縁を受け、主屋全

面に張られた格天井を支えている。天井の格間

には７列×７列の 49 点の彩画が掲げられ、花鳥

風月、鳥獣等の彩画が描かれ、「（虎画）久護　久

次郎　惣四郎」、「（鶏画）太村　茂右門」、「（天女

画）万場　元□□」のように寄進者とみられる人

物の村名と人名が記されている（写真 –30 〜 31）。また、

近年箱仏壇の直下に地下室が設けられ、来迎壁の

中央部の背後に地下階段を掘り下げ、内部はコン

クリートで四方に壁を築き、内部の四面に納骨棚

を設けている。なお、地下室の入口は通常床板を

被せて閉じられている（写真 –35）。

７、総評
　瑞林寺選仏堂は、江戸時代中期の宝永元年

（1704）に建立された 三間仏殿である （図 –10）。

これは末寺である大興寺において、中世の弥勒仏

の頭部をもとに復興された弥勒仏を安置するため

に建てられた建物である。弥勒仏は丈六の大仏で

あったから、この大仏を安置するためには、当時

黄檗宗寺院において用いられた土間式の三間仏殿
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が採用されたことは内部に高さを必要とすること

から自然の流れであったであろう。一方、美濃加

茂市加茂川町には黄檗宗の太寧寺本堂がすでに天

和元年（1681）に建てられており、大興寺の弥

勒堂を建立する際にすでに三間仏殿として近隣に

おいて建てられていた点は注目してよい。また、

古代の丈六仏（薬師如来坐像）を安置するために

近世に建てられた建物が薬王寺本堂（可児市東帷

子 1644）にも見られ、ここでも土間式の黄檗宗

様式の仏殿が採用されている。

　大興寺弥勒堂は、文政５年（1822）頃に瑞林

寺に移築され、その後堂正面に掲げられる扁額の

「選佛場」の名称に改めたとみられる。選仏場（選

仏堂）とは座禅堂を意味するものであり、いずれ

かの時期に内部両脇に「坐牀」を設け、選仏堂と

したものと考えられる。その時期は明らかでない

が、現在も南側面と背面の中央柱間に設けられた

両開き扉は、いずれも土間式の床レベルを基準に

取り付けられていることから、移築当時から内部

に坐牀を設けていたとは考えにくく、瑞林寺に移

築された後に座禅堂を兼ねることとなった際に坐

牀を設けたものと考えられる。

　このように、瑞林寺選仏堂は弥勒仏の復興の歴

史とともに今日まで歩んできたもので、その機能

を変えつつも、江戸時代中期の黄檗様式の姿を継

承しており、建築的にみて貴重な遺構であり、長

く保存されることが期待される。

（すぎの　のぼる　愛知工業大学  建築学科  教授）

＊瑞林寺の選仏堂は、美濃加茂市指定有形文化

財・建造物として、指定された（平成 31 年３

月 25 日）。指定時の名称は、「瑞林寺弥勒堂」。

　参考文献：

１、『禅宗の歴史』日本歴史新書、改定増補版、今枝愛真、至文堂、

平成元年 4 月 15 日。

２、『瑞林寺史』瑞林寺、大畑守道、神保朔郎、横山住雄、尾

崎宗圓、昭和 56 年 4 月 15 日。

３、『増補　妙心寺史』思文閣出版、昭和 50 年 4 月 5 日。

４、『美濃加茂市史』通史編、美濃加茂市刊、昭和 55 年１月。

５、『可児市史調査報告書第 1 集　薬王寺　―仏像　建築　大

般若教―』可児市史編纂室、平成 18 年 3 月 31 日。
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図 －１　瑞林寺の周辺地図　

図 －２　瑞林寺　配置図　
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図 －３　瑞林寺選仏堂　平面図　

図 －４　瑞林寺選仏堂　地下室平面図　
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図 －５　瑞林寺選仏堂　東正面図　

図 －６　瑞林寺選仏堂　南側面図　
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図 －７　瑞林寺選仏堂　西背面図　

図 －８　瑞林寺選仏堂　北側面図　
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図 －９　瑞林寺選仏堂　南北断面図　

図 －10　瑞林寺選仏堂　復原平面図　
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写真 －１　古図全体（安永４年乙未 12 月）

写真 －２　古図部分１（瑞林寺境内）
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写真 －３　古図部分２（大興寺境内）

写真 －４　古図部分３（建物名称）

写真 －５　古図部分４（表題）



44—　 　—

写真 －６　山門正面 写真 －７　山門背面

写真 －８　鐘楼 写真 －９　前庭内の築地塀

写真 －10　本堂西南隅 写真 －11　本堂前面

写真 －12　選仏堂外観 写真 －13　選仏堂東南隅
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写真 －14　選仏堂正面 写真 －15　選仏堂正面上部

写真 －16　選仏堂南側面 写真 －17　選仏堂西背面

写真 －18　選仏堂西北隅 写真 －19　選仏堂北側面

写真 －20　選仏堂北側廊下 写真 －21　選仏堂への廊下内部
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写真 －22　選仏堂北庇（東方） 写真 －23　選仏堂主屋 写真 －24　選仏堂北庇（西方）

写真 －25　選仏堂弥勒菩薩１（東面） 写真 －26　選仏堂弥勒菩薩２（北東面） 写真 －27　選仏堂弥勒菩薩３（北面）

写真 －28　選仏堂主屋上部 写真 －29　選仏堂主屋・庇上部（南東隅）
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写真 －30　選仏堂主屋格天井

写真 －32　選仏堂北庇・座牀

写真 －31　選仏堂主屋上部・斗栱

写真 －33　選仏堂庇・繋虹梁・絵様

写真 －35　選仏堂地下室入口

写真 －34　選仏堂主屋柱礎盤（東北隅）
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図８：舞台写真
「お七吉三」

早稲田大学坪内博士
記念演劇博物館蔵　

図 10：舞台写真
「寒山拾得」

早稲田大学坪内博士
記念演劇博物館蔵

図 11：貼込帖
「寒山拾得」

早稲田大学坪内博士
記念演劇博物館蔵 

図 12：元和 3 年の絵額
『藝術殿』第 2 巻第 6 号（昭和 7 年）より

転載　美濃加茂市民ミュージアム蔵

図 9：貼込帖
「寒山拾得」

早稲田大学坪内博士
記念演劇博物館蔵 

右   図 14：坪内逍遙《案山子》　
美濃加茂市民ミュージアム蔵

図 13：絵看板「お七吉三」
早稲田大学坪内博士記念演劇博物館蔵

  

上  図 15：坪内逍遙《大根》
美濃加茂市民ミュージアム蔵
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図１：三世歌川豊国
「正直清兵衛　市川小団次」

早稲田大学坪内博士記念
演劇博物館蔵　

図２：坪内逍遙　「当世書生気質」挿画下絵
「塾舎の西瓜割り」早稲田大学図書館蔵

図３：長原孝太郎 挿画「塾舎の西瓜割り」
坪内逍遙『当世書生気質』（明治 19 年   晩青堂）
美濃加茂市図書館蔵

図４：坪内逍遙　「牧の方」口絵下絵
早稲田大学図書館蔵

図５：渡辺省亭　「牧の方」口絵
坪内逍遙『牧の方』（明治 45 年   第五版
春陽堂）美濃加茂市民ミュージアム蔵　

図６：貼込帖
「名残の星月夜」

坪内逍遙　舞台図面
早稲田大学坪内博士
記念演劇博物館蔵

図 7：貼込帖
「お七吉三」

早稲田大学坪内博士
記念演劇博物館蔵

【図版】
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作家名 作品名 貼込帖の記述と一致した出展 発行年
牧谿 「江戸湯島麟祥院什物牧谿筆寒山題壁画」 松平定信編『集古十種名画帖之部 1905年

小倉色紙牧谿玉潤八景』

尾形光琳 「寒山拾得図」 『国華』181号 1905年

「寒山拾得図」 『国華』199号 1906年

橋本雅邦 「寒山拾得図」 『国華』7号　 1890年

曾我蕭白 「寒山拾得図」 『国華』138号　 1901年

稻嶺 「寒山拾得図」 『国華』78号 1896年

可翁　 「寒山拾得図」 『国華』48号　 1893年

岸駒　 「寒山拾得図」 『美術聚英』第6冊 1911年

守信　 「寒山」「拾得」 林守篤『畫筌』巻の四　 1721年

「寒山拾之得図」 『厳島絵馬鑑』初編　巻之二 1895年

探幽 「四睡」 林守篤『畫筌』巻の四　 1721年

相阿弥 「寒山拾得図」 『国華』249号 1911年

北斎 「四睡」 『北斎漫画』15編 1721年

梁楷　 「寒山拾得図」 『国華』40号　 1893年

因陁羅 「寒山拾得図」 『国華』223号　 1908年

15 尾形光琳
参照：国立国会図書館デジタルコレクション　http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/849542　2019/03

参照： 早稲田大学図書館 WINE OPAC

参照：

参照：

早稲田大学図書館 WINE OPAC 

国立国会図書館デジタルコレクション　http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/851660　　2019/03

国立国会図書館デジタルコレクション　http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/849709　　2019/03

国立国会図書館デジタルコレクション　http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/849933　2019/03

参照：

参照：

表１　貼込帖「寒山拾得」に貼り込まれた模写の典拠
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年
）
参
照
。

四
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西
川
許
一
「
改
作
桐
一
葉
　
淀
君
怪
夢
劇
評
（
２
）」『
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報
』
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（
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）

六
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引
用
。

五
〇 『
藝
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第
二
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第
七
号
（
一
九
三
二
年
）
参
照
。
　

五
一 

絵
看
板
の
性
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に
つ
い
て
は
、
鳥
居
清
忠
「
芝
居
看
板
の
今
昔
」『
歌
舞
伎
』
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〇
二
号
（
一
九
〇
九
年
）

六
四
～
六
九
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照
。

五
二 

先
行
研
究
と
し
て
、
松
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薫
「
逍
遙
作
品
の
絵
看
板
」『
演
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博
物
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も
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』（
早
稲
田
大
学

坪
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士
記
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演
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博
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館
、
一
九
八
八
年
）
三
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～
三
八
一
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参
照
。

五
三 

「
鬼
子
母
解
脱
」
は
六
世
尾
上
梅
幸
の
病
後
の
新
作
に
描
い
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も
の
で
、
舞
台
の
背
景
、
衣
裳
、
か
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の
図
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は
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滞
在
し
た
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が
あ
り
、イ
ン
ド
風
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絵
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発
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し
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名
し
、

下
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を
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か
せ
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。
寛
方
は
カ
リ
テ
イ
母
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三
像
を
描
い
て
梅
幸
に
贈
り
、
風
俗
や
化
粧
な
ど
を
教
え
た
と
い

う
。
尾
上
梅
幸
「
私
と
「
鬼
子
母
解
脱
」 
」『
演
芸
画
報
』
第
二
六
年
第
七
号
、
五
十
九
頁
参
照
。

五
四 

前
掲
注
五
二
、
菊
池
明
「
演
劇
博
物
館
成
る
」
三
九
三
頁
引
用
。 

五
五 

逍
遙
は
双
柿
舎
の
命
名
を
美
術
史
家
で
あ
り
、
歌
人
で
書
家
の
會
津
八
一
に
相
談
し
、
そ
の
名
が
付
け
ら

れ
た
。
門
に
は
會
津
の
書
で
「
雙
柿
舎
」
と
書
い
た
木
彫
額
が
掛
け
ら
れ
た
。

五
六 

坪
内
雄
蔵
『
良
寛
と
子
守
そ
の
他
』（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
二
九
年
）
六
七
～
七
八
頁
参
照
。

五
七 

前
掲
注
三
九
、
印
南
喬
「
離
験
社
」
三
八
四
頁
参
照
。

五
八 

坪
内
逍
遙
「
劇
と
映
画
に
つ
い
て
」『
歌
舞
伎
画
証
史
話
』（
東
京
堂
、
一
九
三
一
年
）
一
九
六
～
一
九
七

頁五
九 

坪
内
逍
遙
「
舞
台
上
の
色
彩
と
舞
踊
劇
」『
逍
遙
選
集
』
第
三
巻
（
第
一
書
房
、
一
九
七
七
年
）
七
三
九
～

七
四
二
頁
参
照
。
更
に
、
逍
遙
の
舞
台
美
術
、
背
景
改
良
論
に
つ
い
て
は
坂
本
麻
衣
氏
の
論
考
に
詳
し
い
。「
白

馬
会
の
舞
台
背
景
画
と
「
背
景
改
良
」
論
争
」『
演
劇
研
究
』
第
二
六
号
（
早
稲
田
大
学
坪
内
博
士
記
念
演
劇

博
物
館
、
二
〇
〇
二
年
）、「
坪
内
逍
遙
と
舞
台
美
術
― 

〝
舞
台
面
の
調
和
〟
を
求
め
て
」
中
野
正
昭
編
『
演
劇

人 

坪
内
逍
遙
』（
早
稲
田
大
学
坪
内
博
士
記
念
演
劇
博
物
館
、
二
〇
〇
七
年
）
参
照
。

図１：三世歌川豊国
「正直清兵衛　市川小団次」

早稲田大学坪内博士記念
演劇博物館蔵　

図２：坪内逍遙　「当世書生気質」挿画下絵
「塾舎の西瓜割り」早稲田大学図書館蔵

図３：長原孝太郎 挿画「塾舎の西瓜割り」
坪内逍遙『当世書生気質』（明治 19 年   晩青堂）
美濃加茂市図書館蔵

図４：坪内逍遙　「牧の方」口絵下絵
早稲田大学図書館蔵

図５：渡辺省亭　「牧の方」口絵
坪内逍遙『牧の方』（明治 45 年   第五版
春陽堂）美濃加茂市民ミュージアム蔵　

図６：貼込帖
「名残の星月夜」

坪内逍遙　舞台図面
早稲田大学坪内博士
記念演劇博物館蔵

図 7：貼込帖
「お七吉三」

早稲田大学坪内博士
記念演劇博物館蔵

【図版】
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七 

早
稲
田
大
学
で
所
蔵
す
る
『
当
世
書
生
気
質
』
に
関
す
る
手
紙
や
下
絵
を
は
じ
め
と
す
る
資
料
群
に
つ
い
て

の
情
報
は『
坪
内
逍
遙
・
會
津
八
一
展
』（
早
稲
田
大
学
、一
九
九
〇
年
）三
二
～
三
三
頁
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

八 
逍
遙
遊
人
訂
、
神
代
種
亮
記
「
作
者
余
談
」
坪
内
逍
遙
著
、
神
代
種
亮
校
訂
『
明
治
文
学
名
著
全
集
　
第
一

篇
　
当
世
書
生
気
質
』（
東
京
堂
、
一
九
二
六
年
）
三
六
頁
引
用
。

九 

『
当
世
書
生
気
質
』
に
関
し
て
は
山
田
俊
治
編
「
近
代
文
学
ゼ
ミ
報
告
『
当
世
書
生
気
質
』
を
読
む
」（
お
茶

の
水
女
子
大
学
国
語
国
文
学
会
、
二
〇
〇
五
年
）
三
九
～
五
七
頁
に
も
詳
し
い
。
そ
の
う
ち
、
堀
井
彩
加
「
長

原
止
水
の
挿
絵
か
ら
」
で
は
、
長
原
の
挿
絵
と
逍
遙
の
指
示
の
ズ
レ
に
つ
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

一
〇 「
彙
報
」『
早
稲
田
文
学
』
一
九
号
（
一
八
九
六
年
）
五
八
～
五
九
頁
引
用
。

一
一 

坪
内
逍
遙
「
諸
言
」
逍
遙
協
会
『
逍
遙
選
集
』
第
二
号
（
一
九
七
七
年
、第
一
書
房
）
三
、一
三
～
一
四
頁
引
用
。

一
二 『
絵
入
文
庫
　
第
四
巻
　
星
月
夜
顕
晦
録
』（
絵
入
文
庫
刊
行
会
、
一
九
二
六
年
）
二
〇
七
頁
参
照
。

一
三 

図
版
と
し
て
用
い
た
も
の
は
当
館
所
蔵
の
第
五
版
の
も
の
で
あ
る
。
版
に
よ
っ
て
は
牧
の
方
と
実
朝
の
二

人
の
図
の
み
で
外
側
に
あ
る
背
景
の
画
が
な
い
も
の
も
出
版
さ
れ
た
。

一
四 

廣
谷
雄
太
郎
「
絵
入
文
庫
刊
行
の
趣
意
」『
絵
入
文
庫
　
第
一
巻
　
扶
桑
皇
統
記
図
会
前
編
』（
絵
入
文
庫

刊
行
会
、
一
九
二
六
年
）
一
～
四
頁
参
照
。

一
五 

「
児
童
劇
」
の
貼
込
帖
に
は
、『
家
庭
用
児
童
劇
　
第
一
集
』
の
漫
画
家
の
宍
戸
左
行
に
よ
る
表
紙
絵
や
、

小
川
治
平
に
よ
る
口
絵
の
下
絵
な
ど
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。

一
六 

坪
内
逍
遙
「「
名
残
の
星
月
夜
」
上
演
所
感
」『
演
芸
画
報
』
第
七
年
第
六
号
（
一
九
二
〇
年
）
三
頁
引
用
。

一
七 

坪
内
逍
遙
『
柿
の
蔕
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
三
三
年
）
二
三
九
頁
参
照
。

一
八 

前
掲
注
一
六
、三
頁
引
用
。

一
九 

前
掲
注
一
七
、「
自
作
上
演
の
追
憶
」
二
三
七
～
二
四
〇
頁
参
照
。

二
〇 『
早
稲
田
文
学
』
七
〇
号
（
一
九
一
二
年
）
に
発
表
。

二
一 

坪
内
逍
遙
「
寒
山
拾
得
」『
逍
遙
選
集
』
第
三
巻
（
第
一
書
房
、
一
九
七
七
年
）
三
四
九
頁
引
用
。

二
二 

前
掲
注
二
一
、三
五
四
頁
引
用
。

二
三 

黒
川
正
道
編
『
日
本
風
俗
図
絵
』
第
二
輯
（
日
本
風
俗
図
絵
刊
行
会
、
一
九
一
四
年
）
国
立
国
会
図
書
館

デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1266515 2019/03

二
四 

橋
口
五
葉
編
『
浮
世
風
俗
や
ま
と
錦
絵
　
江
戸
初
期
時
代
』（
日
本
風
俗
図
絵
刊
行
会
、
一
九
一
七
年
）
国

立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/966547 2019/03

二
五 

黒
川
正
道
編
『
日
本
風
俗
図
絵
』
第
一
輯
（
日
本
風
俗
図
絵
刊
行
会
、
一
九
一
四
年
）
国
立
国
会
図
書
館

デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1266508

　2019/03

二
六 

前
掲
注
二
四
、
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン 

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/966547 2019/03/25

二
七 

審
美
書
院
編
『
浮
世
絵
派
画
集
　
第
一
冊
』（
審
美
書
院
、
一
九
〇
六
年
）
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ

レ
ク
シ
ョ
ン http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/25919056  2019/03

二
八 

審
美
書
院
編
『
浮
世
絵
派
画
集
　
第
二
冊
』（
審
美
書
院
、
一
九
〇
七
年
）
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ

レ
ク
シ
ョ
ン http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2591906  2019/03

二
九 

審
美
書
院
編
『
浮
世
絵
派
画
集
　
第
四
冊
』（
審
美
書
院
、
一
九
〇
七
年
）
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ

レ
ク
シ
ョ
ン http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2591908  2019/03

三
〇 

前
掲
注
二
七
、
参
照
。

三
一 「
私
演
の
舞
踊
劇
」『
歌
舞
伎
』
一
三
六
号
（
一
九
一
二
年
）
一
二
頁
参
照
。

三
二 

飯
塚
く
に
『
父 

逍
遙
の
背
中
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
四
年
）
六
三
～
六
四
頁
参
照
。

三
三 

金
沢
弘
「
寒
山
拾
得
図
」『
古
美
術
』
二
七
号
（
一
九
六
九
年
）
四
二
頁
参
照
。
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ

ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/6063322  2019/03

、
京
都
国
立
博
物
館
『
探
幽

縮
図  

上
巻
』（
同
朋
社
出
版
、
一
九
八
〇
年
）
二
四
四
頁
参
照
。

三
四 

坪
内
逍
遙
「
坪
内
大
造
」
逍
遙
協
会
編
『
逍
遙
選
集
』
第
一
二
巻
（
第
一
書
房
、
一
九
七
七
年
）
五
六
五

～
五
六
八
頁
参
照
。

三
五 

伊
達
豊
「
解
説
」
坪
内
逍
遙
『
日
本
戯
曲
全
集
・
第
三
十
三
巻
　
現
代
篇
』
第
一
輯
（
春
陽
堂
、一
九
二
九
年
）

六
八
八
頁
引
用
。

三
六 

河
竹
繁
俊
『
坪
内
逍
遙
』（
第
一
書
房
、
一
九
八
八
年
）
五
一
六
頁
参
照
。

三
七 

吉
住
小
三
郎
「
坪
内
先
生
と
私
」『
近
代
作
家
追
悼
文
集
成 

十
六
巻
』（
ゆ
ま
に
書
房
、
一
九
八
七
年
）

一
八
五
頁
引
用
。

三
八 

坪
内
逍
遙
「
お
夏
狂
乱
」
逍
遙
協
会
『
逍
遙
選
集
』
第
三
巻
（
第
一
書
房
、一
九
七
七
年
）
三
〇
二
頁
引
用
。

三
九 

大
村
弘
毅
「
霊
験
」
逍
遙
協
会
編
『
坪
内
逍
遙
事
典
』（
平
凡
社
、
一
九
八
六
年
）
三
九
一
頁
参
照
。

四
〇 

逍
遙
協
会
編
『
坪
内
逍
遙
　
研
究
資
料
　
第
十
六
集
』（
新
樹
社
、
一
九
九
八
年
）
四
五
～
四
七
頁
参
照
。

四
一 

前
掲
注
一
七
、二
三
八
頁
引
用
。「
有
楽
座
」
と
あ
る
が
、「
東
儀
や
土
肥
を
し
て
」
と
い
う
言
葉
か
ら
、
帝

国
劇
場
で
の
初
演
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。

四
二 

逍
遙
協
会
編
集
発
行
『
未
刊
・
逍
遙
資
料
集
一
』（
逍
遙
協
会
、
一
九
九
九
年
）
一
〇
一
頁
引
用
。

四
三 

濵
村
米
蔵
「
新
富
座
の
評
判
」『
演
藝
画
報
』
第
四
年
第
十
号
（
一
九
一
七
年
）
五
七
頁
引
用
。

四
四 

前
掲
注
四
三
、
與
二
朗
「
霊
験
―
〈
芝
居
見
た
ま
ゝ
〉」
四
四
頁
参
照
。

四
五 

坪
内
逍
遙
「
改
作
桐
一
葉
（
一
幕
）」『
藝
術
殿
』
第
二
巻
第
六
号
（
一
九
三
二
年
）
参
照
。

四
六 
前
掲
注
四
五
、一
〇
三
頁
引
用
。

四
七 
林
京
平
氏
は
「
逍
遙
と
芝
居
絵
」
と
い
う
論
考
の
中
で
こ
の
額
絵
の
詳
細
情
報
を
記
し
て
い
る
。『
坪
内
逍

遙
協
会
編
『
坪
内
逍
遙
研
究
資
料 

一
四
集
』（
新
樹
社
、
一
九
九
二
年
）
三
二
頁
参
照
。

四
八 

逍
遙
作
の
劇
で
は「
桐
一
葉
」一
九
三
二
年
六
月
・
一
九
三
三
年
一
一
月
・
一
九
三
五
年
一
一
月（
歌
舞
伎
座
）、

「
牧
の
方
」
一
九
三
四
年
八
月
（
歌
舞
伎
座
）、「
沓
手
鳥
孤
城
落
月
」
一
九
三
五
年
一
一
月
（
歌
舞
伎
座
）、「
一

休
禅
師
」
一
九
三
七
年
九
月
（
歌
舞
伎
座
）、
一
九
三
八
年
二
月
「
牧
の
方
」（
東
京
劇
場
）、
一
九
三
九
年
「
桐

一
葉
」（
歌
舞
伎
座
）
を
担
当
し
た
。「
制
作
年
表
」『
小
村
雪
岱
作
品
集
』（
阿
部
出
版
株
式
会
社
、
二
〇
一
〇
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も
な
っ
た
。
青
少
年
期
の
体
験
を
通
じ
て
培
わ
れ
た
知
識
、
育
て
た
美
意
識
は
様
々
な

活
動
に
生
か
さ
れ
て
お
り
、
江
戸
時
代
の
民
衆
絵
画
、
伝
統
的
な
日
本
画
の
世
界
観
を

土
台
に
し
た
近
代
的
な
創
作
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。
次
の
言
葉
は
、
こ
の
時
代
に
お

け
る
逍
遙
の
立
ち
位
置
を
明
確
に
表
し
て
い
る
。  

　「
古
典
は
後
の
新
芸
術
の
種
子
に
な
る
と
も
あ
れ
ば
、
酵
母
や
肥
料
に
な
る
場
合
も
あ

る
。
わ
が
人
形
芝
居
や
歌
舞
伎
は
能
と
狂
言
を
種
に
し
て
生
長
し
た
。
後
者
は
、
つ
い

昨
今
ま
で
す
ら
、
時
々
そ
れ
を
肥
料
に
し
て
ゐ
た
。
一
体
、
一
国
の
文
化
は
悉
く
ト
ラ

デ
ィ
シ
ョ
ン
を
解
脱
し
て
は
成
長
せ
な
い
も
の
だ
。
殊
に
芸
術
は
で
あ
る
。
芸
術
其
者
、

作
者
其
人
が
そ
う
で
あ
る
ば
か
り
で
な
い
、
鑑
賞
者
と
て
も
だ
。
例
え
ば
、
四
十
前
後

ま
で
は
、
専
ら
油
画
や
浮
世
絵
や
新
画
ば
か
り
に
向
か
つ
て
ゐ
た
目
が
『
読
売
』
の
名

宝
展
な
ぞ
が
導
火
と
な
っ
て
、
狩
野
、
土
佐
、
雪
舟
、
周
文
、
と
遡
り
、
元
明
、
唐
宋

と
寂
び
て
ゆ
く
や
う
な
も
の
だ
。
古
典
に
さ
う
い
ふ
魅
力
の
あ
る
の
は
、
要
す
る
に
、

ト
ラ
デ
ィ
シ
ョ
ン
に
一
種
の
不
可
抗
力
が
あ
る
か
ら
だ
。
伝
統
を
撥
無
し
て
し
ま
っ
て
、

一
国
の
新
文
化
の
成
立
つ
筈
が
な
い
、
あ
っ
た
ら
、
そ
れ
は
外
国
の
そ
れ
の
直
移
植
だ
。

只
の
模
倣
だ
ら
う
。
五
八
」

　
逍
遙
が
生
き
た
時
代
は
、
西
欧
か
ら
流
入
し
た
新
し
い
技
術
の
受
容
と
そ
れ
に
対
す

る
反
動
が
沸
き
起
こ
っ
た
時
代
で
あ
っ
た
。
出
版
界
で
は
、
銅
版
や
石
版
の
技
術
が
導

入
さ
れ
て
木
版
画
を
圧
倒
し
て
い
く
が
、
そ
れ
に
対
抗
す
る
よ
う
に
高
度
な
技
術
を
備

え
た
木
版
画
口
絵
が
開
発
さ
れ
、
美
し
い
本
が
生
産
さ
れ
た
。
一
方
、
絵
画
の
世
界
で

は
、
フ
ェ
ノ
ロ
サ
や
岡
倉
天
心
ら
が
急
速
に
欧
化
す
る
日
本
の
状
況
を
批
判
し
、
日
本

画
の
擁
護
を
訴
え
た
。
逍
遙
は
、
本
の
出
版
で
は
読
本
式
の
挿
絵
の
復
興
に
取
り
組
み
、

画
壇
の
中
で
は
特
に
日
本
画
家
や
浮
世
絵
師
と
共
に
活
動
し
た
。
逍
遙
は
い
ず
れ
の
場

合
で
も
後
者
に
近
い
立
場
を
取
っ
て
い
た
。
舞
台
芸
術
に
も
西
洋
化
の
動
き
が
起
き
て

い
た
が
、
逍
遙
は
洋
画
式
の
背
景
画
や
照
明
な
ど
を
採
用
し
た
結
果
、
演
目
の
内
容
や

衣
装
な
ど
の
様
々
な
構
成
要
素
に
適
合
し
な
く
な
る
こ
と
を
批
判
し
、
舞
台
全
体
と
し

て
調
和
さ
せ
る
こ
と
の
重
要
性
を
唱
え
た
五
九

。

　
逍
遙
は
と
に
か
く
絵
が
好
き
だ
っ
た
。
日
本
や
東
洋
の
名
画
か
ら
本
の
挿
絵
や
芝
居

絵
な
ど
の
大
衆
的
な
絵
画
ま
で
、
逍
遙
は
と
に
か
く
絵
を
探
し
求
め
、
こ
の
国
で
引
き

継
が
れ
て
き
た
絵
の
世
界
の
普
遍
性
を
追
究
し
、
そ
の
上
に
自
分
の
脳
裏
に
描
い
た
理

想
を
重
ね
、イ
メ
ー
ジ
を
時
に
は
描
写
し
な
が
ら
、近
代
的
な
新
し
い
表
現
を
模
索
し
た
。

そ
し
て
絵
か
ら
得
た
知
識
や
記
憶
か
ら
紡
ぐ
創
造
的
な
行
為
を
通
じ
て
、
あ
ら
ゆ
る
資

料
を
後
世
に
伝
え
る
重
要
性
を
確
信
し
、
絵
的
な
資
料
の
一
切
を
集
め
て
遺
そ
う
と
し

た
。
貼
込
帖
は
そ
の
端
緒
で
あ
り
、
博
物
館
構
想
を
体
現
す
る
よ
う
な
資
料
と
し
て
位

置
付
け
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
逍
遙
が
描
い
た
も
の
、
画
家
に
描

か
せ
た
も
の
、
集
め
た
も
の
等
々
、
逍
遙
に
ま
つ
わ
る
様
々
な
「
絵
」
は
、
逍
遙
の
足

跡
を
物
語
る
濃
密
な
資
料
で
あ
る
。
自
ら
の
手
で
理
想
の
世
界
を
描
き
続
け
、
絵
が
記

憶
と
記
録
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
事
実
を
見
出
し
た
。
そ
し
て
自
身
も
後
世
に
遺
し

伝
え
る
こ
と
に
力
を
注
ぎ
続
け
た
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
展
覧
会
前
の
調
査
、
資
料
の
閲
覧
や
借
用
に
当
り
、
松
山

薫
氏
、
早
稲
田
大
学
坪
内
博
士
記
念
演
劇
博
物
館
、
早
稲
田
大
学
図
書
館
に
多
大
な
ご

協
力
を
賜
り
ま
し
た
。
心
よ
り
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

（
わ
か
　
ゆ
か
　
美
濃
加
茂
ミ
ュ
ー
ジ
ウ
ム
学
芸
員
）

【
注
】 

一
　
坪
内
逍
遙
「
十
歳
以
前
に
読
ん
だ
本
」
逍
遙
協
会
『
逍
遙
選
集
』
第
十
二
巻
（
第
一
書
房
、
一
九
七
七
年
）

四
四
頁
引
用
。

二 

前
掲
注
一
、四
五
頁
参
照
。
早
稲
田
大
学
図
書
館
で
は
逍
遙
旧
蔵
の
『
児
雷
也
豪
傑
譚
』
を
所
蔵
し
て
い
る
。

三 

前
掲
注
一
、
坪
内
逍
遙
「
私
の
寺
子
屋
時
代
」
二
四
頁
引
用
。

四 
前
掲
注
一
、「
十
歳
以
前
に
読
ん
だ
本
」
の
中
に
は
「
七
代
目
団
十
郎
や
五
代
目
瀬
川
菊
之
丞
や
五
代
目
半

四
郎
や
鼻
高
の
幸
四
郎
な
ど
も
ど
う
い
ふ
履
歴
の
俳
優
だ
か
、
そ
ん
な
事
は
知
ら
な
か
つ
た
が
、
其
面
附
だ
け

は
、種
々
の
草
双
紙
の
画
面
に
依
っ
て
名
古
屋
の
姉
婿
や
叔
父
、伯
母
以
上
に
よ
く
覚
え
込
ん
で
ゐ
た
の
で
あ
っ

た
」
と
い
う
回
想
文
も
あ
る
。
四
五
頁
引
用
。

五 

前
掲
注
一
、
坪
内
逍
遙
「
歌
舞
伎
の
追
憶
」
一
七
六
頁
引
用
。

六 

坪
内
逍
遙
『
少
年
時
に
観
た
歌
舞
伎
の
追
憶
』（
日
本
演
藝
合
資
会
社
出
版
部
、一
九
二
〇
年
）
五
九
頁
参
照
。
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七 

早
稲
田
大
学
で
所
蔵
す
る
『
当
世
書
生
気
質
』
に
関
す
る
手
紙
や
下
絵
を
は
じ
め
と
す
る
資
料
群
に
つ
い
て

の
情
報
は『
坪
内
逍
遙
・
會
津
八
一
展
』（
早
稲
田
大
学
、一
九
九
〇
年
）三
二
～
三
三
頁
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

八 

逍
遙
遊
人
訂
、
神
代
種
亮
記
「
作
者
余
談
」
坪
内
逍
遙
著
、
神
代
種
亮
校
訂
『
明
治
文
学
名
著
全
集
　
第
一

篇
　
当
世
書
生
気
質
』（
東
京
堂
、
一
九
二
六
年
）
三
六
頁
引
用
。

九 

『
当
世
書
生
気
質
』
に
関
し
て
は
山
田
俊
治
編
「
近
代
文
学
ゼ
ミ
報
告
『
当
世
書
生
気
質
』
を
読
む
」（
お
茶

の
水
女
子
大
学
国
語
国
文
学
会
、
二
〇
〇
五
年
）
三
九
～
五
七
頁
に
も
詳
し
い
。
そ
の
う
ち
、
堀
井
彩
加
「
長

原
止
水
の
挿
絵
か
ら
」
で
は
、
長
原
の
挿
絵
と
逍
遙
の
指
示
の
ズ
レ
に
つ
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

一
〇 「
彙
報
」『
早
稲
田
文
学
』
一
九
号
（
一
八
九
六
年
）
五
八
～
五
九
頁
引
用
。

一
一 

坪
内
逍
遙
「
諸
言
」
逍
遙
協
会
『
逍
遙
選
集
』
第
二
号
（
一
九
七
七
年
、第
一
書
房
）
三
、一
三
～
一
四
頁
引
用
。

一
二 『
絵
入
文
庫
　
第
四
巻
　
星
月
夜
顕
晦
録
』（
絵
入
文
庫
刊
行
会
、
一
九
二
六
年
）
二
〇
七
頁
参
照
。

一
三 

図
版
と
し
て
用
い
た
も
の
は
当
館
所
蔵
の
第
五
版
の
も
の
で
あ
る
。
版
に
よ
っ
て
は
牧
の
方
と
実
朝
の
二

人
の
図
の
み
で
外
側
に
あ
る
背
景
の
画
が
な
い
も
の
も
出
版
さ
れ
た
。

一
四 

廣
谷
雄
太
郎
「
絵
入
文
庫
刊
行
の
趣
意
」『
絵
入
文
庫
　
第
一
巻
　
扶
桑
皇
統
記
図
会
前
編
』（
絵
入
文
庫

刊
行
会
、
一
九
二
六
年
）
一
～
四
頁
参
照
。

一
五 

「
児
童
劇
」
の
貼
込
帖
に
は
、『
家
庭
用
児
童
劇
　
第
一
集
』
の
漫
画
家
の
宍
戸
左
行
に
よ
る
表
紙
絵
や
、

小
川
治
平
に
よ
る
口
絵
の
下
絵
な
ど
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。

一
六 

坪
内
逍
遙
「「
名
残
の
星
月
夜
」
上
演
所
感
」『
演
芸
画
報
』
第
七
年
第
六
号
（
一
九
二
〇
年
）
三
頁
引
用
。

一
七 

坪
内
逍
遙
『
柿
の
蔕
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
三
三
年
）
二
三
九
頁
参
照
。

一
八 

前
掲
注
一
六
、三
頁
引
用
。

一
九 

前
掲
注
一
七
、「
自
作
上
演
の
追
憶
」
二
三
七
～
二
四
〇
頁
参
照
。

二
〇 『
早
稲
田
文
学
』
七
〇
号
（
一
九
一
二
年
）
に
発
表
。

二
一 

坪
内
逍
遙
「
寒
山
拾
得
」『
逍
遙
選
集
』
第
三
巻
（
第
一
書
房
、
一
九
七
七
年
）
三
四
九
頁
引
用
。

二
二 

前
掲
注
二
一
、三
五
四
頁
引
用
。

二
三 

黒
川
正
道
編
『
日
本
風
俗
図
絵
』
第
二
輯
（
日
本
風
俗
図
絵
刊
行
会
、
一
九
一
四
年
）
国
立
国
会
図
書
館

デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1266515 2019/03

二
四 

橋
口
五
葉
編
『
浮
世
風
俗
や
ま
と
錦
絵
　
江
戸
初
期
時
代
』（
日
本
風
俗
図
絵
刊
行
会
、
一
九
一
七
年
）
国

立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/966547 2019/03

二
五 

黒
川
正
道
編
『
日
本
風
俗
図
絵
』
第
一
輯
（
日
本
風
俗
図
絵
刊
行
会
、
一
九
一
四
年
）
国
立
国
会
図
書
館

デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1266508

　2019/03

二
六 

前
掲
注
二
四
、
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン 

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/966547 2019/03/25

二
七 

審
美
書
院
編
『
浮
世
絵
派
画
集
　
第
一
冊
』（
審
美
書
院
、
一
九
〇
六
年
）
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ

レ
ク
シ
ョ
ン http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/25919056  2019/03

二
八 

審
美
書
院
編
『
浮
世
絵
派
画
集
　
第
二
冊
』（
審
美
書
院
、
一
九
〇
七
年
）
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ

レ
ク
シ
ョ
ン http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2591906  2019/03

二
九 

審
美
書
院
編
『
浮
世
絵
派
画
集
　
第
四
冊
』（
審
美
書
院
、
一
九
〇
七
年
）
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ

レ
ク
シ
ョ
ン http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2591908  2019/03

三
〇 

前
掲
注
二
七
、
参
照
。

三
一 「
私
演
の
舞
踊
劇
」『
歌
舞
伎
』
一
三
六
号
（
一
九
一
二
年
）
一
二
頁
参
照
。

三
二 

飯
塚
く
に
『
父 

逍
遙
の
背
中
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
四
年
）
六
三
～
六
四
頁
参
照
。

三
三 

金
沢
弘
「
寒
山
拾
得
図
」『
古
美
術
』
二
七
号
（
一
九
六
九
年
）
四
二
頁
参
照
。
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ

ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/6063322  2019/03

、
京
都
国
立
博
物
館
『
探
幽

縮
図  

上
巻
』（
同
朋
社
出
版
、
一
九
八
〇
年
）
二
四
四
頁
参
照
。

三
四 

坪
内
逍
遙
「
坪
内
大
造
」
逍
遙
協
会
編
『
逍
遙
選
集
』
第
一
二
巻
（
第
一
書
房
、
一
九
七
七
年
）
五
六
五

～
五
六
八
頁
参
照
。

三
五 

伊
達
豊
「
解
説
」
坪
内
逍
遙
『
日
本
戯
曲
全
集
・
第
三
十
三
巻
　
現
代
篇
』
第
一
輯
（
春
陽
堂
、一
九
二
九
年
）

六
八
八
頁
引
用
。

三
六 

河
竹
繁
俊
『
坪
内
逍
遙
』（
第
一
書
房
、
一
九
八
八
年
）
五
一
六
頁
参
照
。

三
七 

吉
住
小
三
郎
「
坪
内
先
生
と
私
」『
近
代
作
家
追
悼
文
集
成 

十
六
巻
』（
ゆ
ま
に
書
房
、
一
九
八
七
年
）

一
八
五
頁
引
用
。

三
八 

坪
内
逍
遙
「
お
夏
狂
乱
」
逍
遙
協
会
『
逍
遙
選
集
』
第
三
巻
（
第
一
書
房
、一
九
七
七
年
）
三
〇
二
頁
引
用
。

三
九 

大
村
弘
毅
「
霊
験
」
逍
遙
協
会
編
『
坪
内
逍
遙
事
典
』（
平
凡
社
、
一
九
八
六
年
）
三
九
一
頁
参
照
。

四
〇 

逍
遙
協
会
編
『
坪
内
逍
遙
　
研
究
資
料
　
第
十
六
集
』（
新
樹
社
、
一
九
九
八
年
）
四
五
～
四
七
頁
参
照
。

四
一 

前
掲
注
一
七
、二
三
八
頁
引
用
。「
有
楽
座
」
と
あ
る
が
、「
東
儀
や
土
肥
を
し
て
」
と
い
う
言
葉
か
ら
、
帝

国
劇
場
で
の
初
演
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。

四
二 

逍
遙
協
会
編
集
発
行
『
未
刊
・
逍
遙
資
料
集
一
』（
逍
遙
協
会
、
一
九
九
九
年
）
一
〇
一
頁
引
用
。

四
三 

濵
村
米
蔵
「
新
富
座
の
評
判
」『
演
藝
画
報
』
第
四
年
第
十
号
（
一
九
一
七
年
）
五
七
頁
引
用
。

四
四 

前
掲
注
四
三
、
與
二
朗
「
霊
験
―
〈
芝
居
見
た
ま
ゝ
〉」
四
四
頁
参
照
。

四
五 

坪
内
逍
遙
「
改
作
桐
一
葉
（
一
幕
）」『
藝
術
殿
』
第
二
巻
第
六
号
（
一
九
三
二
年
）
参
照
。

四
六 

前
掲
注
四
五
、一
〇
三
頁
引
用
。

四
七 

林
京
平
氏
は
「
逍
遙
と
芝
居
絵
」
と
い
う
論
考
の
中
で
こ
の
額
絵
の
詳
細
情
報
を
記
し
て
い
る
。『
坪
内
逍

遙
協
会
編
『
坪
内
逍
遙
研
究
資
料 

一
四
集
』（
新
樹
社
、
一
九
九
二
年
）
三
二
頁
参
照
。

四
八 

逍
遙
作
の
劇
で
は「
桐
一
葉
」一
九
三
二
年
六
月
・
一
九
三
三
年
一
一
月
・
一
九
三
五
年
一
一
月（
歌
舞
伎
座
）、

「
牧
の
方
」
一
九
三
四
年
八
月
（
歌
舞
伎
座
）、「
沓
手
鳥
孤
城
落
月
」
一
九
三
五
年
一
一
月
（
歌
舞
伎
座
）、「
一

休
禅
師
」
一
九
三
七
年
九
月
（
歌
舞
伎
座
）、
一
九
三
八
年
二
月
「
牧
の
方
」（
東
京
劇
場
）、
一
九
三
九
年
「
桐

一
葉
」（
歌
舞
伎
座
）
を
担
当
し
た
。「
制
作
年
表
」『
小
村
雪
岱
作
品
集
』（
阿
部
出
版
株
式
会
社
、
二
〇
一
〇
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（
春
陽
堂
、一
九
二
〇
年
）を
刊
行
し
た
。太
田
時
代
か
ら
親
し
ん
だ
歌
川
派
の
芝
居
絵
は
、

劇
の
歴
史
を
詳
ら
か
に
す
る
た
め
の
研
究
対
象
に
変
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
更
に
そ
の
後
、

絵
か
ら
歌
舞
伎
の
歴
史
や
舞
台
の
構
造
等
も
研
究
し
、自
身
の
歌
舞
伎
観
も
論
じ
た
『
歌

舞
伎
画
証
史
話
』（
東
京
堂
、
一
九
三
一
年
）
も
刊
行
し
て
い
る
。

逍
遙
と
画
家
の
絵

　
逍
遙
は
一
九
二
〇
年
、
熱
海
に
別
荘
を
設
け
て
い
る
。「
双
柿
舎
」
五
五

と
名
付
け
ら
れ
た

こ
の
別
荘
に
は
多
く
の
画
家
や
文
化
人
が
訪
れ
、
交
流
の
場
と
な
っ
た
。
逍
遙
は
一
九
二
五

年
に
肺
炎
を
患
い
、
一
時
危
篤
に
陥
っ
た
。
一
命
を
取
り
留
め
、
静
養
し
て
い
た
頃
か
ら
俳

句
を
手
掛
け
、
ま
た
絵
を
盛
ん
に
描
く
よ
う
に
な
る
。
小
説
挿
絵
や
舞
台
な
ど
の
仕
事
の
一

環
で
描
く
絵
と
も
、
誰
か
の
求
め
に
応
じ
て
書
い
た
も
の
と
も
異
な
る
、
興
の
赴
く
ま
ま
に

筆
を
走
ら
せ
た
伸
び
や
か
な
印
象
の
書
画
が
多
く
遺
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
ず
、
自
作
劇
に
関
連
し
た
作
品
が
あ
る
。
例
え
ば
、
当
館
所
蔵
の
《
案
山
子
》(

図

14)

に
は
、「
お
夏
狂
乱
」
か
ら
「
し
ょ
ん
ほ
り
立
つ
や
や
れ
案
山
子
　
一
つ
残
り
て
か
ら

こ
ろ
り
　
鳴
る
子
の
音
に
思
ひ
出
の
、
紅
葉
も
け
ふ
は
散
り
ぬ
ら
ん
」
と
い
う
一
節
が
添
え

ら
れ
て
い
る
。

　
双
柿
舎
の
風
景
を
描
写
し
た
も
の
も
あ
る
。
早
稲
田
大
学
會
津
八
一
記
念
博
物
館
に
は
會

津
八
一
が
所
蔵
し
て
い
た
《
双
柿
図
》
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
当
館
も
「
お
い
柿
の
　
い
さ

さ
五
百
枝
の 

を
ち
か
た
の 

青
海
原
は
　
見
れ
ど
あ
か
ぬ
か
も
」
と
い
う
画
賛
と
共
に
柿
の

木
が
描
か
れ
た
軸
を
所
蔵
し
て
い
る
。
ま
た
当
館
に
は
逍
遙
の
自
画
讃
幅
も
あ
り
、
干
し
た

大
根
を
大
胆
な
構
図
で
捉
え
た
画
に
は
、「
大
根
干
す  

温
泉
の
村
や  

梅
散
り
そ
む
る
」
と

い
う
句
に
「
柿
叟
　
戯
画
」
と
い
う
言
葉
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
軽
妙
洒
脱
な
筆
致
で
事
物

を
捉
え
た
絵
は
ユ
ウ
モ
ア
に
富
み
「
戯
画
」
と
い
う
に
相
応
し
い
。
描
く
喜
び
も
素
直
に
表

現
さ
れ
て
い
る
。

　
更
に
逍
遙
は
、
し
ば
し
ば
双
柿
舎
を
訪
問
す
る
画
人
・
文
人
に
絵
や
書
を
乞
い
、
ま
た
自

ら
も
絵
を
描
く
こ
と
を
楽
し
み
の
一
つ
と
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。演
劇
博
物
館
所
蔵
の《
山

荘
風
流
》
と
い
う
画
帖
三
巻
に
は
會
津
八
一
を
は
じ
め
、
若
手
の
日
本
画
家
や
批
評
家
で
結

成
さ
れ
た
美
術
団
体
・
離
騒
社
の
画
人
た
ち
が
双
柿
舎
で
揮
毫
し
た
絵
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

　
離
騒
社
が
結
成
さ
れ
た
の
は
大
正
末
、
世
話
役
は
批
評
家
の
石
川
宰
三
郎
で
あ
っ
た
。
会

員
に
は
、
西
沢
笛
畝
、
金
井
紫
雲
、
福
田
浩
湖
、
梅
沢
和
軒
、
川
﨑
小
虎
、
伊
東
深
水
な

ど
が
い
た
。
逍
遙
日
記
に
は
同
人
の
来
訪
が
度
々
記
さ
れ
て
お
り
、
共
に
揮
毫
や
宴
会
、
談

話
を
楽
し
ん
だ
よ
う
で
あ
る
。

　
離
騒
社
は
ま
た
、
演
劇
博
物
館
を
援
助
す
る
目
的
で
、
自
発
的
に
逍
遙
に
作
品
の
寄
贈

を
申
し
出
て
い
る
。
演
劇
博
物
館
の
開
館
は
一
九
二
八
年
三
月
で
あ
っ
た
が
、
以
来
財
源
の

確
保
が
課
題
と
も
な
っ
て
い
た
。
寄
贈
の
経
緯
を
記
し
た
「
離
騒
社
雅
会
席
上
の
挨
拶
」
五
六

に
よ
る
と
、
一
九
二
五
年
春
に
離
騒
社
同
人
が
初
め
て
熱
海
の
逍
遙
を
訪
れ
、
演
劇
博
物
館

の
開
館
後
、
館
の
維
持
、
経
営
の
助
け
と
な
る
よ
う
一
九
二
九
年
二
月
初
旬
に
美
術
品
を
寄

贈
し
た
。
こ
の
動
き
は
「
霊
験
」
で
舞
台
の
下
絵
を
手
掛
け
た
高
取
稚
成
、『
良
寛
と
子
守
』

の
装
丁
を
し
た
安
田
靫
彦
、『
逍
遙
選
集
』
の
表
紙
を
描
い
た
平
福
百
穂
、『
藝
術
殿
』
の
表

紙
を
手
掛
け
た
中
村
岳
陵
の
他
、
文
芸
協
会
で
美
術
を
担
当
し
た
綱
島
静
観
ら
や
、
離
騒
社

同
人
で
逍
遙
と
親
交
の
深
か
っ
た
彫
刻
家
・
長
谷
川
栄
作
の
勧
め
で
彫
刻
界
に
も
広
が
り
、

中
に
は
逍
遙
と
面
識
の
な
い
画
家
も
加
わ
っ
た
。
作
品
は
一
九
三
一
年
一
月
に
演
劇
博
物
館

で
展
示
さ
れ
、
篤
志
家
に
買
い
上
げ
ら
れ
た
五
七
。

　
こ
こ
で
触
れ
て
き
た
以
外
に
も
、
逍
遙
の
周
り
に
は
実
に
多
く
の
画
家
た
ち
の
存
在
が

あ
っ
た
。
久
保
田
米
僊
と
そ
の
子
・
金
僊
と
米
斎
は
日
本
画
家
で
あ
り
な
が
ら
舞
台
美
術
も

手
掛
け
、
逍
遙
作
品
の
上
演
に
も
寄
与
し
て
い
る
。
こ
の
他
に
も
、
当
代
の
役
者
絵
を
新
聞

誌
上
に
連
載
し
、
演
劇
博
物
館
に
そ
の
絵
を
寄
贈
し
た
漫
画
家
の
岡
本
一
平
や
、
歌
舞
伎
に

造
詣
が
深
く
論
説
も
発
表
し
て
い
た
洋
画
家
の
岸
田
劉
生
の
よ
う
に
、
逍
遙
が
直
接
的
に
仕

事
を
依
頼
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
も
の
の
交
流
が
あ
っ
た
画
人
た
ち
も
い
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　
逍
遙
に
と
っ
て
絵
を
見
る
こ
と
と
描
く
こ
と
は
活
動
の
原
動
力
で
あ
り
、
推
進
力
と
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特
に
力
を
注
い
で
い
っ
た
。

　
演
劇
博
物
館
に
は
、
逍
遙
が
集
め
た
自
作
劇
の
絵
看
板
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
絵
看

板
と
は
興
業
の
時
に
芝
居
小
屋
の
表
前
に
掲
げ
ら
れ
た
演
目
の
一
場
面
を
描
い
た
看
板

で
、
客
を
引
き
込
む
た
め
の
広
告
、
現
代
で
い
う
と
こ
ろ
の
ポ
ス
タ
ー
と
し
て
の
役
割

が
あ
っ
た
。
逍
遙
は
自
作
劇
の
上
演
が
終
わ
る
と
、
絵
看
板
を
求
め
た
。
屋
外
に
飾
ら

れ
る
絵
看
板
は
日
光
や
風
雨
に
さ
ら
さ
れ
る
た
め
、
本
来
は
永
く
保
存
す
る
こ
と
が
難

し
い
も
の
で
あ
っ
た
が
五
一

、
逍
遙
は
こ
れ
ら
を
全
て
裏
打
ち
し
て
い
る
。

　
現
在
、
演
劇
博
物
館
に
は
九
十
九
点
の
絵
看
板
の
軸
装
が
保
存
さ
れ
て
い
る
五
二

。
先

に
触
れ
た
「
お
七
吉
三
」
の
絵
看
板
（
本
郷
座
、
一
九
二
四
年
）（
図
13
）
も
遺
さ
れ
て

い
た
。
こ
の
絵
看
板
の
作
者
は
残
念
な
が
ら
分
か
ら
な
い
が
、
逍
遙
が
所
有
し
て
い
た

絵
看
板
の
多
く
は
鳥
居
派
が
描
い
た
も
の
で
、
当
館
で
の
展
示
の
際
に
は
鳥
居
清
忠
の

「
牧
の
方
」の
絵
看
板
と
鳥
居
言
人
の「
鬼
子
母
解
脱
」五
三

を
借
用
し
た
。
鳥
居
派
は
代
々
、

歌
舞
伎
と
関
係
が
深
い
。
豪
快
な
役
者
絵
を
表
現
す
る
の
に
適
し
た
瓢
箪
足
・
蚯
蚓
描

と
呼
ば
れ
る
独
特
の
描
法
に
よ
っ
て
、
江
戸
時
代
か
ら
東
京
の
劇
場
の
絵
看
板
を
手
掛

け
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
逍
遙
は
、
歌
舞
伎
の
歴
史
研
究
の
た
め
の
資
料
と
し
て
、
錦
絵
を
買
い
集
め

て
い
た
。
更
に
一
九
一
六
年
、
浮
世
絵
収
集
家
の
小
林
文
七
が
所
蔵
す
る
文
化
文
政
期

か
ら
明
治
時
代
の
歌
舞
伎
台
本
、
絵
本
番
付
け
、
辻
番
付
、
芝
居
絵
の
錦
絵
を
見
た
逍

遙
は
、
小
林
が
そ
れ
ら
を
手
放
す
意
向
が
あ
る
と
聞
き
、
早
稲
田
大
学
に
働
き
か
け
た
。

そ
の
結
果
、
小
林
が
所
蔵
す
る
約
一
万
五
千
枚
の
錦
絵
を
早
稲
田
大
学
は
そ
の
翌
年
に

購
入
し
た
。
市
島
謙
吉
に
よ
れ
ば
逍
遙
は
、
こ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
早
稲
田
に
納
め
る

こ
と
が
で
き
れ
ば
併
せ
て
自
分
の
資
料
群
も
寄
贈
す
る
意
思
が
あ
り
、
す
で
に
元
々
あ

る
早
稲
田
の
資
料
を
合
わ
せ
れ
ば
「
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
と
な
る
だ
ろ
う
」

五
四

と
語
っ
た
と
い
う
。
逍
遙
の
約
二
万
点
に
の
ぼ
る
芝
居
絵
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
整
理
と

調
査
は
、
演
劇
博
物
館
の
礎
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
逍
遙
は
芝
居
絵
の
研
究
成
果
を
雑
誌『
錦
絵
』に
連
載
し
、『
芝
居
絵
と
豊
国
及
其
門
下
』

に
入
れ
て
所
蔵
し
て
を
ら
れ
る
元
和
三
年
ご
ろ
の
珍
ら
し
い
絵
額
か
ら
、
ふ
と
思
ひ
附

い
た
趣
向
な
の
で
あ
る
。
右
の
絵
額
は
藝
州
の
或
神
社
の
絵
額
だ
と
い
ふ
こ
と
だ
が
、
幔

幕
の
定
紋
と
い
ひ
、
若
衆
の
帯
に
物
さ
れ
て
ゐ
る
「
山
」、「
三
」、「
ぬ
」
の
三
字
と
い
ひ
、

女
性
は
淀
の
方
、
男
性
は
名
古
屋
山
三
を
画
い
た
の
で
あ
ら
う
と
い
ふ
臆
断
も
萬
更
で
な

い
と
想
像
さ
れ
る
の
を
幸
ひ
そ
れ
を
利
用
し
て
夢
の
場
の
舞
台
面
に
し
て
、
原
作
の
吉
野

山
の
穴
を
行
く
醍
醐
の
花
見
を
ほ
の
め
か
し
て
見
た
。
さ
て
、
此
作
意
を
実
際
化
す
る
に

当
つ
て
は
、
座
附
の
竹
柴
楳
三
氏
が
作
者
を
助
け
て
非
常
に
懇
ろ
に
努
力
し
て
く
れ
ら
れ

る
上
に
、
小
村
雪
岱
画
伯
が
わ
ざ
〳
〵
小
石
川
の
前
川
氏
方
ま
で
出
向
い
て
、
正
真
の
絵

額
其
物
を
観
取
し
て
、
色
彩
の
濃
淡
ま
で
も
、
そ
ッ
く
り
そ
の
ま
ゝ
、
活
写
し
よ
う
と
さ

へ
熱
心
し
て
下
さ
つ
て
ゐ
る
か
ら
、
種
々
の
点
に
於
て
、
従
来
の
そ
れ
と
は
全
く
面
目
を

殊
に
し
た
舞
台
面
を
展
開
し
得
る
の
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
四
六

」
と
述
べ
て
い
る
。

　
絵
の
所
蔵
者
で
あ
る
前
川
道
平
は
実
業
家
で
美
術
愛
好
家
で
あ
っ
た
と
い
う
四
七

。
舞
台

装
置
を
担
当
し
た
画
家
・
小
村
雪
岱
（
一
八
八
七
～
一
九
四
〇
年
）
は
本
の
装
丁
で
も
人

気
を
博
し
た
画
家
だ
が
、
一
九
二
四
年
か
ら
は
舞
台
美
術
の
制
作
に
も
関
わ
り
、
逍
遙
劇

の
舞
台
美
術
も
担
当
し
て
い
る
四
八

。
こ
の
舞
台
の
上
演
に
関
し
て
も
「
先
づ
幕
が
開
く
と
、

雪
岱
画
伯
の
舞
台
装
置
で
、
大
和
絵
風
の
装
飾
が
頗
る
い
ゝ
。
四
九

」
と
評
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
時
の
舞
台
写
真
が
次
の
号
の
『
藝
術
殿
』
五
〇

に
掲
載
さ
れ
て
い
た
。
中
村
歌
右
衛

門
の
淀
君
、
中
村
児
太
郎
の
女
童
が
座
り
、
中
村
福
助
が
演
じ
る
山
三
の
舞
を
見
て
い
る

場
面
が
撮
影
さ
れ
て
い
る
。
絵
額
と
比
較
し
て
み
る
と
、
色
彩
は
定
か
で
は
な
い
も
の
の
、

背
景
に
張
り
巡
ら
せ
た
幔
幕
や
着
物
の
模
様
を
踏
襲
し
、
配
置
は
多
少
違
う
が
調
度
品
に

至
る
ま
で
、
絵
に
か
な
り
近
く
、
絵
の
世
界
を
徹
底
し
て
再
現
し
よ
う
と
試
み
た
こ
と
が

分
か
る
の
で
あ
る
。

絵
画
の
収
集

　
舞
踊
劇
「
寒
山
拾
得
」
の
貼
込
帖
に
あ
っ
た
夥
し
い
数
の
模
写
か
ら
も
、
逍
遙
の
絵
に

対
す
る
収
集
熱
を
感
じ
ら
れ
る
が
、逍
遙
は
芝
居
に
関
す
る
絵
画
を
集
め
る
こ
と
に
後
年
、
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（
春
陽
堂
、一
九
二
〇
年
）を
刊
行
し
た
。太
田
時
代
か
ら
親
し
ん
だ
歌
川
派
の
芝
居
絵
は
、

劇
の
歴
史
を
詳
ら
か
に
す
る
た
め
の
研
究
対
象
に
変
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
更
に
そ
の
後
、

絵
か
ら
歌
舞
伎
の
歴
史
や
舞
台
の
構
造
等
も
研
究
し
、自
身
の
歌
舞
伎
観
も
論
じ
た
『
歌

舞
伎
画
証
史
話
』（
東
京
堂
、
一
九
三
一
年
）
も
刊
行
し
て
い
る
。

逍
遙
と
画
家
の
絵

　
逍
遙
は
一
九
二
〇
年
、
熱
海
に
別
荘
を
設
け
て
い
る
。「
双
柿
舎
」
五
五

と
名
付
け
ら
れ
た

こ
の
別
荘
に
は
多
く
の
画
家
や
文
化
人
が
訪
れ
、
交
流
の
場
と
な
っ
た
。
逍
遙
は
一
九
二
五

年
に
肺
炎
を
患
い
、
一
時
危
篤
に
陥
っ
た
。
一
命
を
取
り
留
め
、
静
養
し
て
い
た
頃
か
ら
俳

句
を
手
掛
け
、
ま
た
絵
を
盛
ん
に
描
く
よ
う
に
な
る
。
小
説
挿
絵
や
舞
台
な
ど
の
仕
事
の
一

環
で
描
く
絵
と
も
、
誰
か
の
求
め
に
応
じ
て
書
い
た
も
の
と
も
異
な
る
、
興
の
赴
く
ま
ま
に

筆
を
走
ら
せ
た
伸
び
や
か
な
印
象
の
書
画
が
多
く
遺
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
ず
、
自
作
劇
に
関
連
し
た
作
品
が
あ
る
。
例
え
ば
、
当
館
所
蔵
の
《
案
山
子
》(

図

14)

に
は
、「
お
夏
狂
乱
」
か
ら
「
し
ょ
ん
ほ
り
立
つ
や
や
れ
案
山
子
　
一
つ
残
り
て
か
ら

こ
ろ
り
　
鳴
る
子
の
音
に
思
ひ
出
の
、
紅
葉
も
け
ふ
は
散
り
ぬ
ら
ん
」
と
い
う
一
節
が
添
え

ら
れ
て
い
る
。

　
双
柿
舎
の
風
景
を
描
写
し
た
も
の
も
あ
る
。
早
稲
田
大
学
會
津
八
一
記
念
博
物
館
に
は
會

津
八
一
が
所
蔵
し
て
い
た
《
双
柿
図
》
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
当
館
も
「
お
い
柿
の
　
い
さ

さ
五
百
枝
の 

を
ち
か
た
の 

青
海
原
は
　
見
れ
ど
あ
か
ぬ
か
も
」
と
い
う
画
賛
と
共
に
柿
の

木
が
描
か
れ
た
軸
を
所
蔵
し
て
い
る
。
ま
た
当
館
に
は
逍
遙
の
自
画
讃
幅
も
あ
り
、
干
し
た

大
根
を
大
胆
な
構
図
で
捉
え
た
画
に
は
、「
大
根
干
す  

温
泉
の
村
や  

梅
散
り
そ
む
る
」
と

い
う
句
に
「
柿
叟
　
戯
画
」
と
い
う
言
葉
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
軽
妙
洒
脱
な
筆
致
で
事
物

を
捉
え
た
絵
は
ユ
ウ
モ
ア
に
富
み
「
戯
画
」
と
い
う
に
相
応
し
い
。
描
く
喜
び
も
素
直
に
表

現
さ
れ
て
い
る
。

　
更
に
逍
遙
は
、
し
ば
し
ば
双
柿
舎
を
訪
問
す
る
画
人
・
文
人
に
絵
や
書
を
乞
い
、
ま
た
自

ら
も
絵
を
描
く
こ
と
を
楽
し
み
の
一
つ
と
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。演
劇
博
物
館
所
蔵
の《
山

荘
風
流
》
と
い
う
画
帖
三
巻
に
は
會
津
八
一
を
は
じ
め
、
若
手
の
日
本
画
家
や
批
評
家
で
結

成
さ
れ
た
美
術
団
体
・
離
騒
社
の
画
人
た
ち
が
双
柿
舎
で
揮
毫
し
た
絵
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

　
離
騒
社
が
結
成
さ
れ
た
の
は
大
正
末
、
世
話
役
は
批
評
家
の
石
川
宰
三
郎
で
あ
っ
た
。
会

員
に
は
、
西
沢
笛
畝
、
金
井
紫
雲
、
福
田
浩
湖
、
梅
沢
和
軒
、
川
﨑
小
虎
、
伊
東
深
水
な

ど
が
い
た
。
逍
遙
日
記
に
は
同
人
の
来
訪
が
度
々
記
さ
れ
て
お
り
、
共
に
揮
毫
や
宴
会
、
談

話
を
楽
し
ん
だ
よ
う
で
あ
る
。

　
離
騒
社
は
ま
た
、
演
劇
博
物
館
を
援
助
す
る
目
的
で
、
自
発
的
に
逍
遙
に
作
品
の
寄
贈

を
申
し
出
て
い
る
。
演
劇
博
物
館
の
開
館
は
一
九
二
八
年
三
月
で
あ
っ
た
が
、
以
来
財
源
の

確
保
が
課
題
と
も
な
っ
て
い
た
。
寄
贈
の
経
緯
を
記
し
た
「
離
騒
社
雅
会
席
上
の
挨
拶
」
五
六

に
よ
る
と
、
一
九
二
五
年
春
に
離
騒
社
同
人
が
初
め
て
熱
海
の
逍
遙
を
訪
れ
、
演
劇
博
物
館

の
開
館
後
、
館
の
維
持
、
経
営
の
助
け
と
な
る
よ
う
一
九
二
九
年
二
月
初
旬
に
美
術
品
を
寄

贈
し
た
。
こ
の
動
き
は
「
霊
験
」
で
舞
台
の
下
絵
を
手
掛
け
た
高
取
稚
成
、『
良
寛
と
子
守
』

の
装
丁
を
し
た
安
田
靫
彦
、『
逍
遙
選
集
』
の
表
紙
を
描
い
た
平
福
百
穂
、『
藝
術
殿
』
の
表

紙
を
手
掛
け
た
中
村
岳
陵
の
他
、
文
芸
協
会
で
美
術
を
担
当
し
た
綱
島
静
観
ら
や
、
離
騒
社

同
人
で
逍
遙
と
親
交
の
深
か
っ
た
彫
刻
家
・
長
谷
川
栄
作
の
勧
め
で
彫
刻
界
に
も
広
が
り
、

中
に
は
逍
遙
と
面
識
の
な
い
画
家
も
加
わ
っ
た
。
作
品
は
一
九
三
一
年
一
月
に
演
劇
博
物
館

で
展
示
さ
れ
、
篤
志
家
に
買
い
上
げ
ら
れ
た
五
七
。

　
こ
こ
で
触
れ
て
き
た
以
外
に
も
、
逍
遙
の
周
り
に
は
実
に
多
く
の
画
家
た
ち
の
存
在
が

あ
っ
た
。
久
保
田
米
僊
と
そ
の
子
・
金
僊
と
米
斎
は
日
本
画
家
で
あ
り
な
が
ら
舞
台
美
術
も

手
掛
け
、
逍
遙
作
品
の
上
演
に
も
寄
与
し
て
い
る
。
こ
の
他
に
も
、
当
代
の
役
者
絵
を
新
聞

誌
上
に
連
載
し
、
演
劇
博
物
館
に
そ
の
絵
を
寄
贈
し
た
漫
画
家
の
岡
本
一
平
や
、
歌
舞
伎
に

造
詣
が
深
く
論
説
も
発
表
し
て
い
た
洋
画
家
の
岸
田
劉
生
の
よ
う
に
、
逍
遙
が
直
接
的
に
仕

事
を
依
頼
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
も
の
の
交
流
が
あ
っ
た
画
人
た
ち
も
い
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　
逍
遙
に
と
っ
て
絵
を
見
る
こ
と
と
描
く
こ
と
は
活
動
の
原
動
力
で
あ
り
、
推
進
力
と
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逍
遙
は
自
作
劇
や
舞
踊
の
各
場
面
の
冒
頭
に
、
時
代
や
場
面
設
定
な
ど
の
説
明
文
を

詳
細
に
書
き
、 

そ
こ
に
具
体
的
な
画
家
の
名
を
挙
げ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
例
え
ば
、「
お

夏
狂
乱
」
は
大
道
具
の
背
景
を
「
す
べ
て
此
の
画
景
は
広
重
風
の
写
実
で
な
く
、
光
琳

風
に
、
半
分
は
模
様
と
い
う
趣
に
成
る
べ
く
無
駄
を
省
き
て
、
端
手
に
品
よ
く
画
く
こ

と
三
八

」
と
指
定
し
て
い
る
。

　
ま
た
更
に
、
ひ
と
つ
の
絵
画
作
品
の
現
物
を
画
家
に
示
し
て
作
り
上
げ
よ
う
と
し
た

舞
台
も
あ
る
。
そ
の
一
つ
が
、
一
九
一
四
年
九
月
の
帝
国
劇
場
で
の
初
演
以
降
、
幾
度

も
上
演
さ
れ
た
喜
劇
「
霊
験
」
で
あ
る
。

　「
霊
験
」
は
、
イ
ギ
リ
ス
人
作
家J.M

.

シ
ン
グ
の
「
聖
者
の
泉
」（
一
九
〇
五
年
）
を

翻
案
し
た
も
の
で
、
文
芸
協
会
の
解
散
後
に
協
会
の
幹
部
俳
優
た
ち
が
発
足
し
た
劇
団
・

無
名
会
の
依
頼
で
逍
遙
が
書
い
た
も
の
で
あ
る
三
九

。
物
語
は
織
豊
時
代
の
設
定
で
、
主

人
公
は
盲
目
の
夫
婦
の
又
さ
と
お
し
ゃ
っ
こ
で
あ
る
。
二
人
は
、
白
ひ
げ
の
飛
雲
上
人

の
霊
験
と
霊
水
の
力
で
一
時
、
視
力
を
回
復
す
る
が
、
目
が
見
え
て
知
る
現
実
に
苦
し

み
、
村
人
や
夫
婦
の
間
で
諍
い
が
始
ま
る
。
や
が
て
盲
目
に
戻
っ
た
二
人
の
元
に
再
び

上
人
が
現
れ
る
が
、
こ
の
ま
ま
で
い
い
と
告
げ
て
二
人
は
村
か
ら
旅
立
つ
と
い
う
物
語

で
あ
る
。
出
版
さ
れ
た
『
霊
験
』（
金
港
堂
、
一
九
一
五
年
）
は
、
日
本
画
家
の
高
取
稚

成
（
一
八
六
七
～
一
九
三
五
年
）
の
口
絵
が
あ
り
、
一
点
目
は
古
寺
の
門
前
の
図
、
二

点
目
は
目
を
開
い
た
又
さ
が
働
く
村
の
鍛
冶
屋
の
図
で
あ
る
。
早
稲
田
大
学
演
劇
博
物

館
に
は
、
高
取
が
描
い
た
舞
台
装
置
図
の
軸
（
二
点
組
）
が
あ
り
、
当
館
で
の
企
画
展

で
借
用
し
た
。
画
風
は
大
ら
か
で
、
色
は
瑞
々
し
く
、
品
よ
く
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。

古
寺
の
門
前
に
村
人
が
集
ま
り
、
そ
の
中
心
に
又
さ
と
お
し
ゃ
っ
こ
と
上
人
が
い
る
図

は
、
口
絵
と
一
致
し
て
い
る
た
め
、
軸
と
口
絵
は
同
じ
絵
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
鍛

冶
屋
の
図
は
、
口
絵
と
軸
で
は
小
道
具
の
位
置
が
異
な
っ
て
お
り
、
別
の
絵
と
判
断
で

き
る
。

　
こ
の
頃
の
逍
遙
日
記
に
は
高
取
の
名
が
し
ば
し
ば
出
て
く
る
。
七
月
二
十
四
日
の
夜
、

梅
沢
の
紹
介
で
来
た
、
近
所
の
画
家
高
取
稚
成
に
「
福
富
の
画
巻
写
し
二
巻
を
貸
し
て

さ
し
画
の
件
頼
む
」
と
あ
る
四
〇

。
ま
た
、
後
年
の
言
葉
に
も
「
東
儀
や
土
肥
ら
を
し
て

有
楽
座
で
上
演
さ
せ
た
「
霊
験
」
が
、
作
者
と
し
て
は
、
最
も
会
心
の
出
来
栄
え
で
あ

つ
た
。「
福
富
の
さ
う
し
」
を
参
考
に
し
て
、
萬
事
、
絵
巻
式
に
と
誂
へ
て
、
高
取
稚
成

画
伯
に
舞
台
面
の
下
絵
を
描
い
て
貰
つ
た
の
が
、
先
づ
第
一
に
役
に
立
つ
た
。
四
一

」
と

あ
り
、
逍
遙
が
高
取
に
貸
し
た
の
が
《
福
富
草
紙
》
で
あ
る
と
確
定
で
き
る
。《
福
富
草

紙
》
と
は
、
お
な
ら
の
芸
で
長
者
と
な
っ
た
隣
人
を
真
似
し
て
失
敗
を
重
ね
る
夫
婦
の

物
語
で
、
民
間
伝
承
を
背
景
に
し
た
お
と
ぎ
草
紙
で
あ
る
。
写
本
が
複
数
存
在
し
、
早

稲
田
大
学
図
書
館
に
も
土
佐
光
信
筆
の
上
下
巻
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
高
取
稚
成
も
土

佐
派
の
日
本
画
家
で
あ
っ
た
。
画
風
は
大
ら
か
で
ユ
ー
モ
ア
に
溢
れ
、
滑
稽
さ
を
含
む

話
の
展
開
は
こ
の
「
霊
験
」
の
世
界
観
と
重
な
る
。
高
取
の
絵
に
も
《
福
富
草
紙
》
の

伸
び
や
か
な
空
気
感
は
十
分
表
さ
れ
て
い
る
。

　「
霊
験
」
は
一
九
一
七
年
に
新
富
座
で
再
演
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
上
演
を
控
え
た
八

月
一
六
日
の
逍
遙
日
記
に
「
高
取
　
霊
験
の
舞
台
面
の
図
持
参
」
と
あ
り
、
翌
日
に
は

久
保
田
米
斎
、
玉
置
照
信
ら
が
来
て
「
霊
験
舞
台
面
の
相
談
」
と
い
う
記
述
も
あ
る
こ

と
か
ら
四
二
、
再
演
時
に
あ
る
程
度
、
舞
台
面
を
再
考
し
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
こ
の
上
演
に
つ
い
て
書
い
た
記
事
に
は
「
第
一
幕
は
古
寺
の
門
前
の
往
還
だ
。
舞
台

を
絵
巻
物
に
見
立
て
ゝ
、
そ
の
両
袖
が
巻
物
の
両
端
を
形
造
っ
て
ゐ
る
」
四
三

と
あ
り
、

そ
の
様
子
を
描
写
す
る
よ
う
に
「
霊
験
〈
芝
居
を
見
た
ま
ゝ
〉」
四
四

と
い
う
ま
た
別
の
記

事
の
挿
絵
に
も
、
絵
巻
物
の
中
に
建
物
と
人
物
の
い
る
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。
逍
遙

は
絵
巻
物
と
し
て
の
舞
台
面
の
実
現
を
此
の
時
の
「
霊
験
」
の
舞
台
で
試
み
た
の
で
あ

ろ
う
。

　「
霊
験
」
の
他
に
も
一
枚
の
絵
画
を
舞
台
上
に
再
現
す
る
よ
う
な
演
出
を
試
み
た
演
目

が
あ
る
。
そ
れ
が
昭
和
七
年
に
歌
舞
伎
座
で
上
演
さ
れ
た
「
改
作
　
桐
一
葉
」
で
あ
る
。

こ
れ
は
一
九
三
二
年
の
『
藝
術
殿
』
に
発
表
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
は
前
川
道
平
所

蔵
の
「
元
和
三
年
の
絵
額
」
の
写
真
が
逍
遙
自
身
の
絵
と
共
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
四
五
（
図

12
）。
構
想
と
上
演
ま
で
の
経
緯
に
つ
い
て
逍
遙
は
「
小
石
川
の
前
川
道
平
氏
が
先
年
手
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図
》
の
内
の
雪
舟
の
《
寒
山
拾
得
》
に
似
て
い
る
三
三

。《
探
幽
縮
図
》
と
は
、
狩
野
探
幽

が
日
本
の
美
術
作
品
の
古
画
を
模
写
し
た
も
の
を
集
め
た
絵
画
集
で
あ
り
、
京
都
国
立

近
代
美
術
館
な
ど
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

　
更
に
同
じ
頁
に
写
真
図
版
が
一
点
貼
り
込
ま
れ
て
い
る
が
、
実
際
の
舞
台
写
真
（
図

10
）
と
見
比
べ
る
と
、
背
景
の
岩
場
や
左
か
ら
く
る
木
の
枝
の
描
写
が
似
て
い
る
こ
と

か
ら
、
背
景
に
つ
い
て
は
こ
の
絵
画
を
参
照
し
た
も
の
と
分
か
る
。

　
図
を
模
写
し
た
と
い
う
坪
内
大
造
は
、
逍
遙
の
兄
・
坪
内
信
益
の
四
男
で
あ
っ
た
が
、

六
歳
の
時
に
信
益
が
亡
く
な
り
、
母
の
再
婚
を
機
に
逍
遙
が
引
き
取
っ
た
。
逍
遙
は
大

造
に
十
五
、六
歳
か
ら
踊
り
を
習
わ
せ
た
。
ま
た
大
造
は
早
稲
田
大
学
の
図
書
館
に
勤
務

し
て
い
た
三
四

。

　「
寒
山
拾
得
」
の
貼
込
帖
の
模
写
は
「
お
七
吉
三
」
の
そ
れ
ら
と
は
異
な
り
、
絵
画
作

品
全
体
す
な
わ
ち
背
景
ま
で
写
し
取
ら
れ
た
も
の
を
多
く
含
む
。
そ
し
て
貼
込
帖
に
添

付
さ
れ
た
画
の
多
く
に
は
文
献
名
が
記
さ
れ
て
い
る
（
図
11
）。
典
拠
と
し
て
最
も
多
い

の
は
『
国
華
』
で
あ
る
。『
国
華
』
は
一
八
八
九
年
に
創
刊
さ
れ
た
美
術
雑
誌
で
あ
る
。

岡
倉
天
心
、
高
橋
健
三
ら
が
開
花
後
の
急
速
な
欧
化
政
策
へ
の
反
省
か
ら
、
日
本
美
術

の
研
究
を
目
的
と
し
て
、
日
本
・
東
洋
美
術
の
名
品
を
高
度
な
印
刷
技
術
を
駆
使
し
て

紹
介
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
照
合
で
き
た
一
部
の
図
版
と
出
典
を
表
１
に
ま
と

め
た
。
こ
の
他
に
も
、
典
拠
の
メ
モ
と
絵
と
参
考
資
料
と
の
照
合
が
叶
わ
な
か
っ
た
も

の
の
、
周
文
、
松
花
堂
昭
乗
、
海
北
友
松
、
竹
内
栖
鳳
な
ど
の
名
も
見
つ
け
ら
れ
た
。

逍
遙
は
「
寒
山
拾
得
図
」
の
図
像
を
洗
い
出
そ
う
と
し
て
、
日
本
の
古
美
術
か
ら
当
代

の
名
画
を
紹
介
す
る
本
を
し
ら
み
つ
ぶ
し
に
す
る
よ
う
に
探
し
て
、
図
版
を
見
つ
け
出

し
て
模
写
す
る
よ
う
図
書
館
に
勤
め
て
い
た
大
造
に
命
じ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

大
造
は
、
一
九
一
一
年
の
上
演
で
寒
山
の
役
を
任
さ
れ
て
も
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
多
数
の
図
が
舞
台
演
出
に
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
た
の
か
ま
で
は
、

こ
う
し
た
資
料
だ
け
で
は
判
然
と
し
な
い
が
、
絵
と
舞
踊
と
の
呼
応
関
係
に
つ
い
て
伊

達
豊
は
「
在
来
も
「
鳥
羽
絵
」
と
か
「
土
佐
絵
」
と
か
題
す
る
も
の
、
又
一
般
に
「
畫

ぬ
け
」
と
称
し
た
振
事
は
あ
つ
た
が
、
そ
れ
ら
は
、
た
ゞ
畫
面
を
踊
に
取
り
入
れ
た
と

い
ふ
に
過
ぎ
な
か
つ
た
が
、
博
士
の
企
図
せ
ら
れ
た
是
等
新
舞
踊
は
、
立
方
の
き
ま
り

〳
〵
の
位
置
、
姿
勢
、
態
度
、
表
情
等
を
も
能
ふ
限
り
名
画
の
筆
意
に
擬
し
て
演
ぜ
し

め
よ
う
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
つ
た
。
従
つ
て
背
景
、
服
装
及
び
顔
面
、
四
肢
の
表
情
、

舞
台
全
体
の
装
置
等
ま
で
、
す
べ
て
特
殊
の
用
意
を
要
用
と
し
た
も
の
で
あ
る
三
五

」
と

解
説
し
て
い
る
。
絵
画
の
世
界
を
表
現
す
る
た
め
に
、
取
り
入
れ
ら
れ
る
限
り
の
要
素

を
絵
に
倣
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。

　
実
は
ま
た
、「
寒
山
拾
得
」
の
創
作
と
上
演
の
経
緯
に
は
、
逍
遙
の
海
外
に
対
す
る
姿

勢
を
汲
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
で
も
興
味
深
い
。
貼
込
帖
の
一
頁
目
（
図
９
）

に
あ
る
「
古
今
名
画
　
寒
山
拾
得
集
」
と
書
い
た
紙
に
は
、
上
演
日
と
と
も
に
「
明
治

四
十
五
年
六
月
二
日
ア
ー
チ
ャ
氏
の
来
る
の
に
寒
山
拾
得
を
演
ず
」
と
い
う
書
き
込
み

も
あ
っ
た
。
こ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
の
劇
評
家
で
あ
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ア
ー
チ
ャ
ー
が
早
稲

田
大
学
を
訪
問
し
た
時
に
、「
寒
山
拾
得
」
を
試
演
場
で
演
じ
た
際
の
こ
と
を
指
し
て
い

る
の
だ
ろ
う
三
六

。「
寒
山
拾
得
」
と
「
お
七
吉
三
」
の
節
付
を
し
た
吉
住
小
三
郎
は
、
逍

遙
か
ら
の
依
頼
に
つ
い
て
「
之
は
外
国
人
に
見
せ
る
つ
も
り
で
作
ら
へ
た
の
だ
か
ら
、

そ
の
つ
も
り
で
や
つ
て
貰
ひ
た
い
。
此
頃
外
國
の
眞
似
を
し
た
節
付
が
あ
る
が
、
あ
れ

で
は
日
本
趣
味
を
研
究
す
る
外
国
人
に
は
何
の
役
に
立
た
な
い
。
雪
舟
と
か
歌
麿
と
か

の
日
本
画
は
外
國
へ
も
相
當
行
つ
て
を
つ
て
、
研
究
さ
れ
て
ゐ
る
が
、「
寒
山
拾
得
」
は

あ
の
雪
舟
の
強
い
筆
で
書
い
て
貰
ひ
た
い
。「
お
七
吉
三
」
の
方
は
歌
麿
の
艶
麗
の
筆
で

書
い
て
貰
ひ
た
い
と
の
御
註
文
で
し
た
三
七

」
と
述
べ
て
い
る
。
吉
住
の
言
葉
と
照
ら
し

合
わ
せ
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
の
劇
評
家
に
見
せ
る
作
品
と
し
て
「
寒
山
拾
得
」
を
選
ん
だ

の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
海
外
で
も
認
知
度
の
あ
る
日
本
画
の
世
界
を
通
じ

て
、
海
外
の
真
似
で
は
決
し
て
な
い
、
日
本
の
伝
統
文
化
を
体
現
す
る
も
の
と
し
て
「
名

画
に
も
と
づ
く
新
舞
踊
劇
」
を
発
信
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

絵
の
よ
う
な
舞
台
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逍
遙
は
自
作
劇
や
舞
踊
の
各
場
面
の
冒
頭
に
、
時
代
や
場
面
設
定
な
ど
の
説
明
文
を

詳
細
に
書
き
、 

そ
こ
に
具
体
的
な
画
家
の
名
を
挙
げ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
例
え
ば
、「
お

夏
狂
乱
」
は
大
道
具
の
背
景
を
「
す
べ
て
此
の
画
景
は
広
重
風
の
写
実
で
な
く
、
光
琳

風
に
、
半
分
は
模
様
と
い
う
趣
に
成
る
べ
く
無
駄
を
省
き
て
、
端
手
に
品
よ
く
画
く
こ

と
三
八

」
と
指
定
し
て
い
る
。

　
ま
た
更
に
、
ひ
と
つ
の
絵
画
作
品
の
現
物
を
画
家
に
示
し
て
作
り
上
げ
よ
う
と
し
た

舞
台
も
あ
る
。
そ
の
一
つ
が
、
一
九
一
四
年
九
月
の
帝
国
劇
場
で
の
初
演
以
降
、
幾
度

も
上
演
さ
れ
た
喜
劇
「
霊
験
」
で
あ
る
。

　「
霊
験
」
は
、
イ
ギ
リ
ス
人
作
家J.M

.

シ
ン
グ
の
「
聖
者
の
泉
」（
一
九
〇
五
年
）
を

翻
案
し
た
も
の
で
、
文
芸
協
会
の
解
散
後
に
協
会
の
幹
部
俳
優
た
ち
が
発
足
し
た
劇
団
・

無
名
会
の
依
頼
で
逍
遙
が
書
い
た
も
の
で
あ
る
三
九

。
物
語
は
織
豊
時
代
の
設
定
で
、
主

人
公
は
盲
目
の
夫
婦
の
又
さ
と
お
し
ゃ
っ
こ
で
あ
る
。
二
人
は
、
白
ひ
げ
の
飛
雲
上
人

の
霊
験
と
霊
水
の
力
で
一
時
、
視
力
を
回
復
す
る
が
、
目
が
見
え
て
知
る
現
実
に
苦
し

み
、
村
人
や
夫
婦
の
間
で
諍
い
が
始
ま
る
。
や
が
て
盲
目
に
戻
っ
た
二
人
の
元
に
再
び

上
人
が
現
れ
る
が
、
こ
の
ま
ま
で
い
い
と
告
げ
て
二
人
は
村
か
ら
旅
立
つ
と
い
う
物
語

で
あ
る
。
出
版
さ
れ
た
『
霊
験
』（
金
港
堂
、
一
九
一
五
年
）
は
、
日
本
画
家
の
高
取
稚

成
（
一
八
六
七
～
一
九
三
五
年
）
の
口
絵
が
あ
り
、
一
点
目
は
古
寺
の
門
前
の
図
、
二

点
目
は
目
を
開
い
た
又
さ
が
働
く
村
の
鍛
冶
屋
の
図
で
あ
る
。
早
稲
田
大
学
演
劇
博
物

館
に
は
、
高
取
が
描
い
た
舞
台
装
置
図
の
軸
（
二
点
組
）
が
あ
り
、
当
館
で
の
企
画
展

で
借
用
し
た
。
画
風
は
大
ら
か
で
、
色
は
瑞
々
し
く
、
品
よ
く
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。

古
寺
の
門
前
に
村
人
が
集
ま
り
、
そ
の
中
心
に
又
さ
と
お
し
ゃ
っ
こ
と
上
人
が
い
る
図

は
、
口
絵
と
一
致
し
て
い
る
た
め
、
軸
と
口
絵
は
同
じ
絵
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
鍛

冶
屋
の
図
は
、
口
絵
と
軸
で
は
小
道
具
の
位
置
が
異
な
っ
て
お
り
、
別
の
絵
と
判
断
で

き
る
。

　
こ
の
頃
の
逍
遙
日
記
に
は
高
取
の
名
が
し
ば
し
ば
出
て
く
る
。
七
月
二
十
四
日
の
夜
、

梅
沢
の
紹
介
で
来
た
、
近
所
の
画
家
高
取
稚
成
に
「
福
富
の
画
巻
写
し
二
巻
を
貸
し
て

さ
し
画
の
件
頼
む
」
と
あ
る
四
〇

。
ま
た
、
後
年
の
言
葉
に
も
「
東
儀
や
土
肥
ら
を
し
て

有
楽
座
で
上
演
さ
せ
た
「
霊
験
」
が
、
作
者
と
し
て
は
、
最
も
会
心
の
出
来
栄
え
で
あ

つ
た
。「
福
富
の
さ
う
し
」
を
参
考
に
し
て
、
萬
事
、
絵
巻
式
に
と
誂
へ
て
、
高
取
稚
成

画
伯
に
舞
台
面
の
下
絵
を
描
い
て
貰
つ
た
の
が
、
先
づ
第
一
に
役
に
立
つ
た
。
四
一

」
と

あ
り
、
逍
遙
が
高
取
に
貸
し
た
の
が
《
福
富
草
紙
》
で
あ
る
と
確
定
で
き
る
。《
福
富
草

紙
》
と
は
、
お
な
ら
の
芸
で
長
者
と
な
っ
た
隣
人
を
真
似
し
て
失
敗
を
重
ね
る
夫
婦
の

物
語
で
、
民
間
伝
承
を
背
景
に
し
た
お
と
ぎ
草
紙
で
あ
る
。
写
本
が
複
数
存
在
し
、
早

稲
田
大
学
図
書
館
に
も
土
佐
光
信
筆
の
上
下
巻
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
高
取
稚
成
も
土

佐
派
の
日
本
画
家
で
あ
っ
た
。
画
風
は
大
ら
か
で
ユ
ー
モ
ア
に
溢
れ
、
滑
稽
さ
を
含
む

話
の
展
開
は
こ
の
「
霊
験
」
の
世
界
観
と
重
な
る
。
高
取
の
絵
に
も
《
福
富
草
紙
》
の

伸
び
や
か
な
空
気
感
は
十
分
表
さ
れ
て
い
る
。

　「
霊
験
」
は
一
九
一
七
年
に
新
富
座
で
再
演
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
上
演
を
控
え
た
八

月
一
六
日
の
逍
遙
日
記
に
「
高
取
　
霊
験
の
舞
台
面
の
図
持
参
」
と
あ
り
、
翌
日
に
は

久
保
田
米
斎
、
玉
置
照
信
ら
が
来
て
「
霊
験
舞
台
面
の
相
談
」
と
い
う
記
述
も
あ
る
こ

と
か
ら
四
二
、
再
演
時
に
あ
る
程
度
、
舞
台
面
を
再
考
し
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
こ
の
上
演
に
つ
い
て
書
い
た
記
事
に
は
「
第
一
幕
は
古
寺
の
門
前
の
往
還
だ
。
舞
台

を
絵
巻
物
に
見
立
て
ゝ
、
そ
の
両
袖
が
巻
物
の
両
端
を
形
造
っ
て
ゐ
る
」
四
三

と
あ
り
、

そ
の
様
子
を
描
写
す
る
よ
う
に
「
霊
験
〈
芝
居
を
見
た
ま
ゝ
〉」
四
四

と
い
う
ま
た
別
の
記

事
の
挿
絵
に
も
、
絵
巻
物
の
中
に
建
物
と
人
物
の
い
る
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。
逍
遙

は
絵
巻
物
と
し
て
の
舞
台
面
の
実
現
を
此
の
時
の
「
霊
験
」
の
舞
台
で
試
み
た
の
で
あ

ろ
う
。

　「
霊
験
」
の
他
に
も
一
枚
の
絵
画
を
舞
台
上
に
再
現
す
る
よ
う
な
演
出
を
試
み
た
演
目

が
あ
る
。
そ
れ
が
昭
和
七
年
に
歌
舞
伎
座
で
上
演
さ
れ
た
「
改
作
　
桐
一
葉
」
で
あ
る
。

こ
れ
は
一
九
三
二
年
の
『
藝
術
殿
』
に
発
表
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
は
前
川
道
平
所

蔵
の
「
元
和
三
年
の
絵
額
」
の
写
真
が
逍
遙
自
身
の
絵
と
共
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
四
五
（
図

12
）。
構
想
と
上
演
ま
で
の
経
緯
に
つ
い
て
逍
遙
は
「
小
石
川
の
前
川
道
平
氏
が
先
年
手
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図
は
菱
川
派
の
大
判
一
枚
絵
《
梅
下
の
娘
》
二
六

で
あ
る
と
判
明
し
た
。《
若
衆
と
娘
》
を

除
く
七
点
は
、
全
て
風
景
か
ら
人
物
像
だ
け
が
抜
き
描
き
さ
れ
て
い
る
。
衣
装
な
ど
が

踏
襲
さ
れ
て
い
る
様
子
が
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
引
写
し
は
人
物
の
動
き
に
つ
い
て
の

参
考
資
料
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
次
の
ペ
ー
ジ
に
は
、
三
枚
の
紙
片
が
貼
り
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
逍
遙
が
描
い

た
絵
と
そ
の
原
画
と
な
る
作
品
名
の
メ
モ
な
ど
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
右
か
ら
一
枚

目
に
は
、
扇
子
を
右
手
に
舞
う
人
物
が
描
か
れ
、「
東
京 

高
峯
秀
夫
君
蔵
　
舞
妓
図 

土

佐
派 

第
一
五
図
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
逍
遙
は
恐
ら
く
『
浮
世
絵
派
画
集
』
第
一
冊
に

掲
載
さ
れ
た
《
舞
妓
図
》
を
見
て
、
こ
の
絵
を
描
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

絵
柄
だ
け
で
な
く
「
第
十
五
図
」
と
い
う
作
品
番
号
や
メ
モ
書
き
の
内
容
が
共
に
一
致

す
る
か
ら
で
あ
る
二
七

。
右
か
ら
三
枚
目
の
紙
片
に
は
、
室
内
か
ら
庭
先
の
飛
石
の
配
置

の
絵
と
、「
第
五
十
図 

美
人
弾
絃
図 

勝
宮
川
春
水
筆 
高
橋
秀
夫
君
蔵
」
と
い
う
逍
遙
の

記
述
が
あ
る
が
、
こ
の
情
報
と
絵
も
『
浮
世
絵
派
画
集
』
に
掲
載
さ
れ
た
作
品
情
報
と

図
版
に
一
致
す
る
二
八

。
同
じ
紙
に
「
第
五
十
四
図 

男
女
遊
興
図
　
宮
川
正
幸
」「
縁
側

に
花
ゴ
ザ
／
庭
に
□
石
の
手
水
鉢
」「
第
百
八
図
／
小
倉
山
図
　
奥
村
政
信
」
と
い
う
逍

遙
の
メ
モ
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
も
『
浮
世
絵
派
画
集
』
第
二
冊
二
九

に
掲
載
さ
れ
た
も
の

と
合
致
す
る
。
更
に
右
か
ら
二
枚
目
の
紙
片
に
は
逍
遙
の
手
で
「
第
四
図
第
五
図
　
名

古
屋
離
宮
張
附
」
と
い
う
文
字
と
上
半
身
だ
け
の
人
物
二
人
と
座
り
込
む
人
物
が
描
か

れ
、三
人
の
そ
ば
に
は
そ
れ
ぞ
れ「
射
的
」と
書
か
れ
て
い
る
。『
浮
世
絵
派
画
集 

第
一
冊
』

の
第
四
～
六
図
は
「
名
古
屋
離
宮
内
御
張
附
」
で
あ
り
、「
射
的
」
と
い
う
図
も
こ
こ
に

含
ま
れ
て
い
た
。
更
に
同
じ
紙
片
に
伊
井
家
彦
根
屏
風
や
松
浦
伯
家
の
婦
女
遊
楽
図
屏
風

と
い
う
言
葉
も
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
図
版
も
同
画
集
に
収
録
さ
れ
て
い
る
三
〇

。

　
勝
宮
川
春
水《
美
人
弾
絃
図
》、宮
川
正
幸《
男
女
遊
興
図
》奥
村
政
信《
小
倉
山
図
》は
、

い
ず
れ
も
縁
側
と
室
内
の
様
子
が
描
か
れ
た
絵
で
あ
る
。逍
遙
は
こ
の『
浮
世
絵
派
画
集
』

の
図
版
か
ら
、
屏
風
の
中
に
展
開
す
る
庭
先
の
景
色
、
背
景
を
探
し
出
し
た
か
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。
貼
込
帖
の
最
後
に
は
舞
台
の
全
体
図
が
貼
付
さ
れ
て
い
る
が
、
お
七
が
抜

け
出
て
く
る
屏
風
に
は
寺
院
の
室
内
と
庭
先
が
描
か
れ
、
庭
の
秋
草
と
紅
葉
が
彩
を
添

え
て
い
る
。
こ
れ
を
見
る
と
、
畳
の
縁
、
襖
の
位
置
、
縁
側
の
角
度
、
空
間
の
広
が
り

方
が
《
美
人
弾
絃
図
》
に
似
て
お
り
、
こ
の
作
品
か
ら
引
用
し
た
に
違
い
な
い
。
実
際

の
舞
台
写
真
と
見
比
べ
て
み
る
と
、
色
彩
ま
で
は
把
握
で
き
な
い
が
、
舞
台
面
は
こ
の

図
そ
の
ま
ま
に
作
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
が
分
か
る
（
図
８
）。

　
逍
遙
は
ま
た
「
お
七
吉
三
」
に
つ
い
て
、「
…
俗
曲
の
改
良
や
刷
新
を
唱
ふ
る
人
達
は
、

兎
角
男
女
の
濃
厚
な
恋
愛
に
関
す
る
材
料
や
脚
色
を
嫌
う
気
味
が
あ
る
。
併
し
恋
愛
を

嫌
っ
た
ら
殆
ど
趣
味
の
あ
る
舞
踊
劇
は
成
立
な
い
。
そ
こ
で
わ
ざ
と
此
濃
艶
な
材
料
を

採
り
、
西
鶴
の
作
為
を
師
宣
の
閑
雅
温
順
な
筆
意
と
色
彩
と
で
和
ら
げ
て
見
せ
よ
う
と

試
み
た
の
で
あ
る
。
衣
装
の
色
や
模
様
、
道
具
、
背
景
等
は
古
い
浮
世
絵
を
色
々
参
照

し
て
定
め
た
の
で
あ
る
。そ
れ
に
就
て
は
故
橋
本
雅
邦
翁
が
美
術
学
校
に
最
も
骨
を
折
っ

て
居
ら
れ
た
頃
の
同
校
出
身
者
た
る
綱
島
静
観
、
筆
谷
等
観
の
両
氏
が
特
に
数
十
日
を

こ
れ
が
為
め
に
費
し
て
く
れ
ら
れ
た
三
一

」
と
書
い
て
い
る
が
、
こ
こ
で
い
う
「
古
い
浮

世
絵
」
と
は
『
浮
世
絵
派
画
集
』
で
確
認
し
た
作
品
を
指
す
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
お
七

を
演
じ
た
飯
塚
く
に
は
、
帝
劇
で
の
再
演
の
際
に
リ
ア
ル
に
師
宣
の
美
人
画
に
似
せ
る

た
め
に
、
お
七
の
眉
を
描
く
の
に
も
日
本
画
家
の
綱
島
静
観
（
一
八
七
六
～
一
九
六
三

年
）、筆
谷
等
観
（
一
八
七
五
～
一
九
五
〇
年
）、大
智
勝
観
（
一
八
八
二
～
一
九
五
八
年
）

に
来
て
も
ら
っ
た
と
回
想
し
て
い
る
三
二

。
逍
遙
は
必
要
な
造
形
的
な
要
素
を
、
菱
川
師

宣
を
中
心
と
す
る
近
世
の
浮
世
絵
に
見
出
し
、
日
本
画
家
を
起
用
し
な
が
ら
細
部
に
至

る
ま
で
、
絵
の
世
界
観
そ
の
ま
ま
に
統
一
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
一
方
、「
寒
山
拾
得
」
の
貼
込
帖
に
は
更
に
多
く
の
図
版
が
集
め
ら
れ
て
お
り
、
ほ
と

ん
ど
の
頁
が
逍
遙
の
素
描
と
古
画
の
模
写
資
料
で
埋
め
尽
く
さ
れ
て
い
る
。
一
頁
目（
図

９
）
に
は
、「
明
治
四
十
四
年
　
古
今
名
画
　
寒
山
拾
得
集
　
坪
内
大
造
写
」
と
書
い
た

紙
片
と
、
そ
れ
を
囲
む
よ
う
に
寒
山
拾
得
の
模
写
と
写
真
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
頁
の
最
も
右
側
の
下
段
の
絵
は
現
在
、
福
岡
市
美
術
館
の
所
蔵
と
な
っ
て
い
る

伝
狩
野
元
信
《
寒
山
拾
得
図
》
に
似
て
お
り
、
最
も
左
側
の
上
下
段
の
絵
は
、《
探
幽
縮



—　 　—30

い
た
。

　
引
用
文
中
に
あ
る
八
木
淳
一
郎
が
制
作
し
た
模
型
も
演
劇
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い

る
。
逍
遙
に
よ
れ
ば
、
八
木
は
一
週
間
ほ
ど
逍
遙
の
家
に
泊
ま
り
込
ん
で
こ
の
模
型
を

制
作
し
た
と
い
う
一
七

。
模
型
に
し
た
の
は
第
一
幕
目
第
一
場
の
別
当
僧
院
裏
の
杉
山
頂

上
と
第
三
幕
目
第
一
場
の
由
比
ヶ
濱
、
第
三
場
面
第
二
場
の
小
坪
の
沖
中
で
あ
る
。
こ

れ
ら
三
つ
の
装
置
と
逍
遙
の
絵
は
、
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。
大
正
九
年
の
歌
舞
伎
座
で

の
上
演
時
の
舞
台
装
置
に
つ
い
て
逍
遙
は
、「
私
の
経
験
し
た
限
り
で
の
最
善
で
あ
っ

た
と
い
っ
て
よ
か
っ
た
。
道
具
方
は
長
谷
川
氏
、
背
景
画
家
玉
置
氏
、
共
に
忠
実
に
模

型
を
適
用
し
て
、
更
に
そ
れ
を
美
化
し
て
、
舞
台
面
の
装
置
に
尽
力
し
て
く
れ
ら
れ
た
。

一
八

」
と
書
い
て
い
る
。

　
逍
遙
は
最
初
の
史
劇
「
桐
一
葉
」
を
発
表
し
た
当
時
か
ら
、
自
分
の
意
図
に
反
す
る

舞
台
を
見
て
失
望
す
る
こ
と
も
多
か
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
は
逍
遙
が
脳
裏
に
詳
細
で
具

体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
た
た
め
に
、
理
想
形
と
実
際
の
上
演
と
の
間
に

大
き
な
落
差
が
生
じ
た
も
の
と
推
測
で
き
る
。
逍
遙
は
自
分
の
思
い
描
く
空
間
の
理
想

像
を
伝
え
る
た
め
自
ら
絵
を
描
き
、
画
家
に
伝
え
る
よ
う
に
な
る
。
画
家
は
そ
の
意
図

を
理
解
し
、美
化
を
加
え
つ
つ
仕
上
げ
て
い
っ
た
。逍
遙
は
後
年
に
ま
と
め
た
随
想
集『
柿

の
蔕
』
の
「
自
作
上
演
の
追
憶
」
の
中
で
「
比
較
的
会
心
の
演
出
」
一
九

と
評
し
た
上
演

を
列
挙
し
て
い
る
が
、
こ
れ
を
読
む
と
画
家
や
舞
台
装
置
家
と
「
絵
」
を
共
有
で
き
る

こ
と
が
成
功
の
秘
訣
で
あ
っ
た
と
感
じ
ら
れ
る
。
絵
の
あ
り
方
は
様
々
で
、
自
分
で
描

い
た
絵
、
逍
遙
の
思
い
を
受
け
て
画
家
が
描
い
た
絵
、
ま
た
更
に
日
本
の
古
画
な
ど
も

拠
り
所
に
し
て
舞
台
を
作
り
上
げ
た
こ
と
が
、
貼
込
帖
の
分
析
か
ら
も
見
え
て
く
る
。

「
お
七
吉
三
」
と
「
寒
山
拾
得
」

　
逍
遙
は
大
正
末
期
、
当
時
国
内
外
で
行
わ
れ
て
い
た
人
物
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
絵
画

彫
刻
を
舞
台
上
で
再
現
す
る
「
活
人
画
」
を
ヒ
ン
ト
に
、
演
者
が
絵
の
中
か
ら
動
き
出

し
て
舞
う
「
名
画
の
筆
意
に
も
と
づ
く
新
舞
踊
劇
と
し
て
、「
お
七
吉
三
」「
寒
山
拾
得
」

を
創
作
し
て
い
る
二
〇

。
こ
の
舞
踊
劇
を
一
点
の
絵
に
見
立
て
ら
れ
る
よ
う
に
舞
台
装
置

に
も
こ
だ
わ
り
、
画
家
に
背
景
や
衣
装
の
図
案
を
依
頼
し
、
掛
軸
や
屏
風
絵
を
舞
台
に

配
し
、
絵
画
の
世
界
観
を
表
現
し
よ
う
試
み
た
も
の
で
あ
っ
た
。
師
宣
（
ま
た
は
春
信
）

の
筆
意
に
よ
る
「
お
七
吉
三
」、
雪
舟
（
又
は
元
信
）
の
筆
意
に
よ
る
「
寒
山
拾
得
」、

こ
れ
ら
の
貼
込
帖
を
当
館
で
の
展
示
に
借
用
し
た
。

　
寒
山
拾
得
の
舞
台
面
は
「
舞
台
正
面
は
二
間
の
床
の
間
、
そ
れ
に
相
応
し
た
大
幅
の

掛
物
は
雪
舟
（
又
は
元
信
）
筆
に
擬
し
た
る
墨
書
の
寒
山
拾
得
と
見
せ
て
背
景
だ
け
が

画
、
立
方
は
寒
山
拾
得
に
扮
装
し
て
活
人
画
式
に
背
景
に
接
近
し
て
立
つ
。
二
人
と
も

鼠
が
か
り
た
る
服
に
古
び
た
る
墨
染
め
の
腰
衣
、
一
人
は
巻
き
物
を
、
一
人
は
箒
を
携

え
て
い
る
。
二
一

」
と
い
う
場
面
か
ら
始
ま
る
。
水
墨
画
の
枯
淡
の
世
界
を
表
現
し
、

そ
れ
に
続
い
て
上
演
さ
れ
る
「
お
七
吉
三
」
は
色
彩
も
あ
で
や
か
に
な
り
、
両
者
の
対

照
を
際
立
た
せ
る
よ
う
な
趣
向
を
目
指
し
て
い
た
。
お
七
吉
三
の
舞
台
面
は
「
正
面
に

七
尺
の
六
曲
金
屏
風
、
こ
れ
に
師
宣
又
は
春
信
筆
の
浮
世
絵
に
擬
し
て
寺
院
の
一
室
よ

り
庭
を
見
た
る
景
、
上
部
に
紅
葉
の
枝
、
障
子
、
縁
側
及
び
廂
等
を
も
画
心
に
画
き
、

縁
先
き
に
は
秋
草
。
幕
あ
く
と
シ
ン
ミ
リ
し
た
る
長
唄
。
本
堂
の
方
に
葬
式
あ
る
心
に

て
、
折
々
鉦
、
鐃
鉢
の
音
な
ど
聞
ゆ
。
お
七
誂
へ
の
黒
羽
二
重
の
小
袖
を
抱
い
て
後
ろ

向
き
に
立
身
、
唄
に
つ
れ
て
徐
か
に
振
に
な
る
。
二
二

」
と
い
う
始
ま
り
で
あ
り
、
二

作
品
と
も
絵
の
中
か
ら
踊
り
出
た
人
物
が
、
最
後
は
画
面
の
中
に
戻
る
と
い
う
展
開
で

あ
っ
た
。

　
こ
の
二
作
品
の
貼
込
帖
か
ら
は
、
逍
遙
が
制
作
に
む
け
て
参
考
と
な
る
図
版
を
探
し

た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
ず
、「
お
七
吉
三
」
の
貼
込
帖
を
見
て
い
く
と
、
最
初
に
吉
三
、

次
に
お
七
の
衣
装
の
図
案
が
描
か
れ
、
三
田
村
鳶
魚
の
書
簡
に
続
い
て
、
浮
世
絵
風
の

女
性
像
の
引
写
し
が
八
点
、
貼
り
込
ま
れ
て
い
た
。
調
査
の
結
果
四
点
の
作
品
が
判
明

し
た
。図
７
の
ペ
ー
ジ
は
全
て
菱
川
師
宣
の
絵
で
、右
か
ら『
姿
絵
百
人
一
首
』（
一
六
八
三

年
）
の
紫
式
部
の
絵
二
三

、墨
摺
一
枚
絵
《
若
衆
と
娘
》
二
四

、『
美
人
絵
尽
』（
一
六
八
三
年
）

の
挿
絵
二
五

で
あ
る
と
分
か
っ
た
。
更
に
、
こ
の
次
ペ
ー
ジ
の
中
央
に
貼
付
さ
れ
て
い
た
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図
は
菱
川
派
の
大
判
一
枚
絵
《
梅
下
の
娘
》
二
六

で
あ
る
と
判
明
し
た
。《
若
衆
と
娘
》
を

除
く
七
点
は
、
全
て
風
景
か
ら
人
物
像
だ
け
が
抜
き
描
き
さ
れ
て
い
る
。
衣
装
な
ど
が

踏
襲
さ
れ
て
い
る
様
子
が
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
引
写
し
は
人
物
の
動
き
に
つ
い
て
の

参
考
資
料
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
次
の
ペ
ー
ジ
に
は
、
三
枚
の
紙
片
が
貼
り
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
逍
遙
が
描
い

た
絵
と
そ
の
原
画
と
な
る
作
品
名
の
メ
モ
な
ど
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
右
か
ら
一
枚

目
に
は
、
扇
子
を
右
手
に
舞
う
人
物
が
描
か
れ
、「
東
京 

高
峯
秀
夫
君
蔵
　
舞
妓
図 

土

佐
派 

第
一
五
図
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
逍
遙
は
恐
ら
く
『
浮
世
絵
派
画
集
』
第
一
冊
に

掲
載
さ
れ
た
《
舞
妓
図
》
を
見
て
、
こ
の
絵
を
描
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

絵
柄
だ
け
で
な
く
「
第
十
五
図
」
と
い
う
作
品
番
号
や
メ
モ
書
き
の
内
容
が
共
に
一
致

す
る
か
ら
で
あ
る
二
七

。
右
か
ら
三
枚
目
の
紙
片
に
は
、
室
内
か
ら
庭
先
の
飛
石
の
配
置

の
絵
と
、「
第
五
十
図 

美
人
弾
絃
図 

勝
宮
川
春
水
筆 

高
橋
秀
夫
君
蔵
」
と
い
う
逍
遙
の

記
述
が
あ
る
が
、
こ
の
情
報
と
絵
も
『
浮
世
絵
派
画
集
』
に
掲
載
さ
れ
た
作
品
情
報
と

図
版
に
一
致
す
る
二
八

。
同
じ
紙
に
「
第
五
十
四
図 

男
女
遊
興
図
　
宮
川
正
幸
」「
縁
側

に
花
ゴ
ザ
／
庭
に
□
石
の
手
水
鉢
」「
第
百
八
図
／
小
倉
山
図
　
奥
村
政
信
」
と
い
う
逍

遙
の
メ
モ
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
も
『
浮
世
絵
派
画
集
』
第
二
冊
二
九

に
掲
載
さ
れ
た
も
の

と
合
致
す
る
。
更
に
右
か
ら
二
枚
目
の
紙
片
に
は
逍
遙
の
手
で
「
第
四
図
第
五
図
　
名

古
屋
離
宮
張
附
」
と
い
う
文
字
と
上
半
身
だ
け
の
人
物
二
人
と
座
り
込
む
人
物
が
描
か

れ
、三
人
の
そ
ば
に
は
そ
れ
ぞ
れ「
射
的
」と
書
か
れ
て
い
る
。『
浮
世
絵
派
画
集 

第
一
冊
』

の
第
四
～
六
図
は
「
名
古
屋
離
宮
内
御
張
附
」
で
あ
り
、「
射
的
」
と
い
う
図
も
こ
こ
に

含
ま
れ
て
い
た
。
更
に
同
じ
紙
片
に
伊
井
家
彦
根
屏
風
や
松
浦
伯
家
の
婦
女
遊
楽
図
屏
風

と
い
う
言
葉
も
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
図
版
も
同
画
集
に
収
録
さ
れ
て
い
る
三
〇

。

　
勝
宮
川
春
水《
美
人
弾
絃
図
》、宮
川
正
幸《
男
女
遊
興
図
》奥
村
政
信《
小
倉
山
図
》は
、

い
ず
れ
も
縁
側
と
室
内
の
様
子
が
描
か
れ
た
絵
で
あ
る
。逍
遙
は
こ
の『
浮
世
絵
派
画
集
』

の
図
版
か
ら
、
屏
風
の
中
に
展
開
す
る
庭
先
の
景
色
、
背
景
を
探
し
出
し
た
か
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。
貼
込
帖
の
最
後
に
は
舞
台
の
全
体
図
が
貼
付
さ
れ
て
い
る
が
、
お
七
が
抜

け
出
て
く
る
屏
風
に
は
寺
院
の
室
内
と
庭
先
が
描
か
れ
、
庭
の
秋
草
と
紅
葉
が
彩
を
添

え
て
い
る
。
こ
れ
を
見
る
と
、
畳
の
縁
、
襖
の
位
置
、
縁
側
の
角
度
、
空
間
の
広
が
り

方
が
《
美
人
弾
絃
図
》
に
似
て
お
り
、
こ
の
作
品
か
ら
引
用
し
た
に
違
い
な
い
。
実
際

の
舞
台
写
真
と
見
比
べ
て
み
る
と
、
色
彩
ま
で
は
把
握
で
き
な
い
が
、
舞
台
面
は
こ
の

図
そ
の
ま
ま
に
作
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
が
分
か
る
（
図
８
）。

　
逍
遙
は
ま
た
「
お
七
吉
三
」
に
つ
い
て
、「
…
俗
曲
の
改
良
や
刷
新
を
唱
ふ
る
人
達
は
、

兎
角
男
女
の
濃
厚
な
恋
愛
に
関
す
る
材
料
や
脚
色
を
嫌
う
気
味
が
あ
る
。
併
し
恋
愛
を

嫌
っ
た
ら
殆
ど
趣
味
の
あ
る
舞
踊
劇
は
成
立
な
い
。
そ
こ
で
わ
ざ
と
此
濃
艶
な
材
料
を

採
り
、
西
鶴
の
作
為
を
師
宣
の
閑
雅
温
順
な
筆
意
と
色
彩
と
で
和
ら
げ
て
見
せ
よ
う
と

試
み
た
の
で
あ
る
。
衣
装
の
色
や
模
様
、
道
具
、
背
景
等
は
古
い
浮
世
絵
を
色
々
参
照

し
て
定
め
た
の
で
あ
る
。そ
れ
に
就
て
は
故
橋
本
雅
邦
翁
が
美
術
学
校
に
最
も
骨
を
折
っ

て
居
ら
れ
た
頃
の
同
校
出
身
者
た
る
綱
島
静
観
、
筆
谷
等
観
の
両
氏
が
特
に
数
十
日
を

こ
れ
が
為
め
に
費
し
て
く
れ
ら
れ
た
三
一

」
と
書
い
て
い
る
が
、
こ
こ
で
い
う
「
古
い
浮

世
絵
」
と
は
『
浮
世
絵
派
画
集
』
で
確
認
し
た
作
品
を
指
す
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
お
七

を
演
じ
た
飯
塚
く
に
は
、
帝
劇
で
の
再
演
の
際
に
リ
ア
ル
に
師
宣
の
美
人
画
に
似
せ
る

た
め
に
、
お
七
の
眉
を
描
く
の
に
も
日
本
画
家
の
綱
島
静
観
（
一
八
七
六
～
一
九
六
三

年
）、筆
谷
等
観
（
一
八
七
五
～
一
九
五
〇
年
）、大
智
勝
観
（
一
八
八
二
～
一
九
五
八
年
）

に
来
て
も
ら
っ
た
と
回
想
し
て
い
る
三
二

。
逍
遙
は
必
要
な
造
形
的
な
要
素
を
、
菱
川
師

宣
を
中
心
と
す
る
近
世
の
浮
世
絵
に
見
出
し
、
日
本
画
家
を
起
用
し
な
が
ら
細
部
に
至

る
ま
で
、
絵
の
世
界
観
そ
の
ま
ま
に
統
一
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
一
方
、「
寒
山
拾
得
」
の
貼
込
帖
に
は
更
に
多
く
の
図
版
が
集
め
ら
れ
て
お
り
、
ほ
と

ん
ど
の
頁
が
逍
遙
の
素
描
と
古
画
の
模
写
資
料
で
埋
め
尽
く
さ
れ
て
い
る
。
一
頁
目（
図

９
）
に
は
、「
明
治
四
十
四
年
　
古
今
名
画
　
寒
山
拾
得
集
　
坪
内
大
造
写
」
と
書
い
た

紙
片
と
、
そ
れ
を
囲
む
よ
う
に
寒
山
拾
得
の
模
写
と
写
真
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
頁
の
最
も
右
側
の
下
段
の
絵
は
現
在
、
福
岡
市
美
術
館
の
所
蔵
と
な
っ
て
い
る

伝
狩
野
元
信
《
寒
山
拾
得
図
》
に
似
て
お
り
、
最
も
左
側
の
上
下
段
の
絵
は
、《
探
幽
縮
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下
絵
（
図
４
）
に
は
、逍
遙
が
劇
的
な
瞬
間
を
描
写
し
よ
う
と
意
図
し
た
こ
と
が
覗
え
る
。

実
朝
を
狙
う
牧
の
方
は
、
刀
を
背
に
隠
し
持
ち
前
の
め
り
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
緊
張

感
と
は
対
照
的
に
「
実
朝
い
か
に
も
罪
の
無
き
無
心
の
体
に
て
水
に
う
つ
る
月
を
指
さ

し
を
る
体
」
と
朱
書
き
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
下
絵
に
は
、
本
文
に
な
い
事
細
か
な
指

示
も
逍
遙
の
手
で
書
き
込
ま
れ
て
い
た
。

　
逍
遙
の
絵
で
牧
の
方
の
目
は
つ
り
上
が
り
、
恐
ろ
し
い
表
情
に
も
見
え
な
く
も
な
い
。

し
か
し
こ
の
場
面
は
、
実
朝
に
息
子
の
面
影
を
見
て
、
牧
の
方
の
心
が
揺
れ
動
く
場
面

で
も
あ
る
。
実
際
に
出
版
さ
れ
た
省
亭
の
口
絵
（
図
５
）
で
は
、
牧
の
方
は
迷
い
の
表

情
を
浮
か
べ
て
い
る
一
三
。
従
来
の
非
道
な
悪
女
と
し
て
の
牧
の
方
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
脱

し
よ
う
と
試
み
た
逍
遙
の
意
図
を
省
亭
は
理
解
し
て
、
あ
え
て
逍
遙
の
下
絵
と
異
な
る

絵
を
描
き
、
逍
遙
も
こ
の
省
亭
の
考
え
を
受
け
容
れ
た
た
め
に
下
絵
と
異
な
る
口
絵
で

出
版
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
実
は
、
逍
遙
が
参
照
し
た
と
い
う
『
星
月
夜
顕
晦
録
』
は
、
一
九
二
六
年
か
ら
逍
遙

が
編
集
監
督
、
鑑
選
と
し
て
本
の
選
定
に
関
わ
っ
た
双
書
『
絵
入
文
庫
』
に
も
収
録
さ

れ
て
い
た
。『
絵
入
文
庫
』
は
小
説
と
し
て
の
面
白
味
を
伝
え
る
こ
と
、
江
戸
時
代
の
風

俗
研
究
に
資
す
る
こ
と
、
浮
世
絵
趣
味
を
提
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
発
刊
さ
れ
た

双
書
で
あ
っ
た
一
四

。
逍
遙
は
各
書
の
外
題
を
執
筆
し
、
作
品
の
文
学
史
上
の
位
置
付
だ

け
で
な
く
、
挿
絵
や
口
絵
、
絵
師
に
関
す
る
解
説
や
評
価
を
書
き
記
し
た
。
逍
遙
が
江

戸
時
代
の
絵
入
の
読
本
に
精
通
し
、
絵
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
は
『
絵
入
文
庫
』
の
発

刊
に
携
わ
っ
た
事
実
か
ら
も
汲
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
歴
史
と
時
代
の
趨
勢
を

見
極
め
た
上
で
、
自
ら
の
立
場
を
表
明
し
よ
う
と
し
た
模
索
の
跡
が
『
当
世
書
生
気
質
』

の
挿
絵
と
『
牧
の
方
』
の
口
絵
の
下
絵
か
ら
汲
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。

　絵
で
構
想
す
る
舞
台

　貼
込
帖

　
逍
遙
は
一
八
九
〇
年
、
東
京
専
門
学
校
で
演
劇
研
究
を
目
的
と
す
る
脚
本
朗
読
会
を

始
め
て
い
る
。
こ
の
会
は
発
展
し
て
「
易
風
会
」
と
な
り
、
そ
の
翌
年
に
文
芸
と
演
劇

の
革
新
を
目
指
す
「
文
芸
協
会
」
と
な
っ
た
。
逍
遙
は
文
芸
協
会
研
究
所
を
立
ち
上
げ
、

俳
優
を
養
成
し
、
自
作
劇
を
上
演
す
る
こ
と
と
な
る
。

　
自
作
劇
の
舞
台
美
術
に
、
逍
遙
は
し
ば
し
ば
画
家
を
起
用
し
て
い
る
。
ま
た
自
ら
も

絵
を
描
き
、
装
置
や
衣
装
を
考
案
し
て
い
る
。
演
劇
博
物
館
に
は
、
逍
遙
劇
の
演
目
ご

と
に
、
そ
の
舞
台
公
演
に
関
わ
る
資
料
を
貼
り
込
ん
だ
「
貼
込
帖
」
と
い
う
資
料
が
収

蔵
さ
れ
て
い
る
。
貼
込
帖
に
は
、
逍
遙
直
筆
も
し
く
は
画
家
が
手
掛
け
た
舞
台
装
置
や

衣
装
の
図
、
舞
台
の
制
作
前
後
に
交
わ
し
た
書
簡
、
参
考
に
し
た
と
推
測
さ
れ
る
図
版
、

写
真
、
絵
葉
書
、
絵
画
の
模
写
な
ど
が
多
数
添
付
さ
れ
て
い
る
。
中
に
は
、
本
の
出
版

に
関
わ
る
挿
絵
や
口
絵
の
下
絵
も
収
め
ら
れ
て
お
り
一
五

、
逍
遙
筆
の
メ
モ
書
き
な
ど
も

貼
付
さ
れ
て
い
る
。
貼
込
帖
は
逍
遙
自
身
の
意
図
で
作
ら
れ
た
も
の
だ
が
、
別
の
人
間

の
手
も
加
わ
っ
て
お
り
、
全
て
の
紙
片
に
印
で
番
号
付
け
が
さ
れ
、
ど
れ
が
逍
遙
直
筆

か
判
別
で
き
る
よ
う
「
逍
遙
先
生
筆
」
と
い
う
書
き
込
み
も
あ
る
。
劇
の
制
作
過
程
を

示
す
演
劇
資
料
を
散
逸
す
る
こ
と
な
く
後
世
に
遺
す
意
図
で
、
全
て
を
一
冊
に
貼
り
込

む
形
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
当
館
で
の
展
示
で
は
、「
桐
一
葉
」「
鉢
か
つ
ぎ
姫
」「
寒
山

拾
得
」「
お
七
吉
三
」「
名
残
の
星
月
夜
」「
児
童
劇
」
の
貼
込
帖
を
借
用
し
た
。

　
こ
の
う
ち
、
逍
遙
自
身
が
自
ら
絵
を
描
い
て
舞
台
装
置
を
考
案
し
た
こ
と
が
一
番
よ

く
分
か
る
の
が
「
名
残
の
星
月
夜
」
の
貼
込
帖
で
あ
る
。
逍
遙
は
、「
創
作
し
た
当
時

数
回
の
失
敗
に
懲
り
て
、
ど
う
か
も
う
少
し
思
ふ
や
う
に
装
置
さ
せ
得
る
準
備
を
し
て

お
き
た
い
と
思
っ
て
、
先
づ
恠
し
い
下
絵
を
画
き
、
そ
れ
を
久
保
田
米
齋
君
に
見
せ
て
、

口
上
で
い
ろ
〳
〵
と
説
明
し
て
、
一
応
そ
れ
を
道
具
帳
式
の
画
に
し
て
貰
い
、
そ
れ
か

ら
又
、
早
稲
田
文
科
出
身
の
油
絵
画
科
の
赤
城
岳
夫
（
八
木
淳
一
郎
）
氏
に
託
し
て
、

久
保
田
君
と
私
と
の
見
解
の
違
ふ
点
を
く
は
し
く
説
明
し
て
、
主
な
場
面
（
最
も
注
文

の
多
い
場
面
だ
け
）の
模
型
を
、歌
舞
伎
座
の
廣
さ
に
順
応
す
る
や
う
に
、寸
法
を
は
か
っ

て
拵
へ
て
貰
っ
た
。
一
六

」
と
い
う
。
実
際
の
貼
込
帖
に
は
、
図
６
の
よ
う
な
逍
遙
が
描

い
た
各
場
面
の
図
が
全
て
収
め
ら
れ
、
朱
で
指
示
が
書
き
込
ま
れ
て
い
た
。
作
者
不
明

の
彩
色
画
や
、
唐
船
の
参
考
に
し
た
と
思
わ
れ
る
船
の
絵
な
ど
も
複
数
枚
収
め
ら
れ
て
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満
ち
た
動
的
な
絵
と
言
え
よ
う
。
対
し
て
孝
太
郎
の
画
は
ど
の
人
物
も
穏
や
か
な
表
情

を
た
た
え
て
お
り
、
西
瓜
割
り
の
場
面
で
す
ら
、
緩
や
か
な
時
間
の
持
続
を
感
じ
さ
せ

る
静
的
な
絵
と
な
っ
て
い
る
九

（
図
３
）。
逍
遙
が
描
い
た
下
絵
に
は
洋
画
風
の
長
原
の

絵
と
は
異
な
り
、
芝
居
絵
や
草
双
紙
の
絵
に
通
じ
る
質
が
あ
る
。
先
の
逸
話
で
は
長
原

の
挿
絵
を
中
止
し
た
理
由
を
「
新
聞
で
喜
ば
れ
な
か
っ
た
」
と
は
し
て
い
る
が
、
実
は

逍
遙
自
身
が
違
和
感
を
憶
え
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
逍
遙
が
文
学
作
品
の
発
表
に
没
頭

し
た
明
治
維
新
後
の
日
本
で
は
銅
版
や
石
版
と
い
っ
た
新
し
い
印
刷
技
術
が
導
入
さ
れ
、

絵
も
洋
画
が
注
目
を
集
め
る
時
代
が
到
来
し
て
い
た
。
逍
遙
は
出
版
界
の
状
況
に
つ
い

て
「
按
ず
る
に
、
石
版
画
が
浮
世
絵
を
圧
倒
し
て
、
小
説
壇
に
跋
扈
す
る
に
到
れ
る
は
、

従
来
の
戯
作
者
以
外
、
即
ち
学
者
政
治
家
な
ど
云
ふ
方
面
よ
り
、
小
説
に
指
を
染
め
た

る
紳
士
の
力
に
由
れ
る
が
如
し
、
此
等
の
人
々
は
、
自
家
の
品
位
を
保
た
ん
が
為
め
に
、

在
来
の
小
説
と
同
一
視
せ
ら
る
ゝ
を
恐
れ
旗
幟
を
明
に
す
る
必
要
よ
り
先
づ
浮
世
絵
を

擯
け
た
る
と
同
時
に
、
此
等
の
人
々
は
、
多
く
洋
楽
を
修
め
、
洋
画
に
も
目
馴
れ
た
れ

ば
、
さ
て
こ
そ
石
版
画
採
用
の
機
運
を
つ
く
る
に
至
れ
る
な
れ
、
春
の
舎
主
人
、
此
の

時
期
に
際
し
『
書
生
気
質
』『
妹
と
背
鏡
』『
内
地
雑
居
未
来
之
夢
』
な
ど
を
著
は
し
、

國
峰
年
恒
吟
光
等
の
筆
に
成
れ
る
彩
色
摺
の
口
絵
、
長
原
孝
太
郎
桂
舟
吟
光
諸
氏
の
挿

絵
な
ど
を
用
ひ
、
読
本
風
の
木
版
画
復
興
を
試
み
た
れ
ど
未
だ
勢
力
を
得
る
に
至
ら
ざ

り
き
…
此
の
機(

明
治
二
十
二
三
年
頃
）
に
乗
じ
、
春
陽
堂
主
人
、
紅
葉
が
『
伽
羅
枕
』

以
下
の
作
を
出
版
し
、
口
絵
に
二
十
度
三
十
度
摺
の
極
彩
色
木
版
画
を
附
す
る
に
到
り
、

小
説
の
挿
画
は
こ
ゝ
に
其
の
面
目
を
一
新
し
、
復
興
の
実
を
挙
げ
得
た
り
…
之
れ
に
彩

筆
を
揮
へ
る
は
、
省
亭
、
桂
舟
、
華
村
、
蕉
窓
等
の
諸
家
な
り
き
一
〇

」
と
述
べ
て
い
る
。

逍
遙
の
理
想
は
あ
く
ま
で
も
日
本
に
息
づ
い
て
き
た
読
本
風
の
木
版
画
で
あ
っ
た
。
幼

い
頃
か
ら
親
し
み
続
け
た
絵
の
世
界
、
そ
の
伝
統
に
立
脚
し
な
が
ら
洋
風
の
技
術
や
手

法
を
採
り
入
れ
つ
つ
も
、
そ
れ
ら
を
親
和
さ
せ
る
形
で
新
し
い
小
説
の
在
り
方
を
模
索

し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
逍
遙
が
彩
筆
を
揮
っ
て
い
る
画
家
と
し
て
名
を
挙
げ
た
渡
辺
省
亭
（
一
八
五
一
～

一
九
一
八
年
）
は
、
逍
遙
の
『
自
由
太
刀
余
波
鋭
鋒
』（
一
八
八
四
年
）
の
挿
絵
も
手
掛

け
て
い
た
。
省
亭
は
一
八
九
七
年
に
発
行
し
た
逍
遙
の
史
劇
『
牧
の
方
』
の
口
絵
も
描

い
た
が
、
こ
の
依
頼
の
た
め
に
逍
遙
が
描
い
た
口
絵
下
絵
も
早
稲
田
大
学
図
書
館
に
所

蔵
さ
れ
て
い
る
（
図
４
）。

　『
牧
の
方
』
は
鎌
倉
幕
府
の
三
代
将
軍
実
朝
の
執
権
・
北
条
時
政
の
後
妻
・
牧
の
方
を

主
人
公
と
し
た
物
語
で
あ
り
、
逍
遙
の
鎌
倉
罪
悪
史
劇
三
部
作
の
一
つ
で
あ
る
。
牧
の

方
は
息
子
の
政
範
の
た
め
に
実
朝
の
暗
殺
を
試
み
る
も
失
敗
、
母
の
陰
謀
を
知
っ
た
政

範
は
自
殺
し
て
し
ま
う
。
失
望
し
た
牧
の
方
は
、
月
見
に
乗
じ
て
池
の
釣
り
殿
で
実
朝

の
殺
害
を
試
み
る
が
、
政
範
に
面
差
し
の
似
た
実
朝
を
刺
す
こ
と
が
で
き
ず
自
害
す
る
、

と
い
う
筋
で
あ
る
。

　
逍
遙
は
、
こ
の
物
語
で
表
現
し
よ
う
と
し
た
牧
の
方
の
像
に
つ
い
て
、
過
去
に
読
ん

で
い
た
牧
の
方
に
関
す
る
本
の
記
憶
を
繰
り
寄
せ
、「
予
が
は
じ
め
て
此
の
女
性
を
知

り
し
は
、
高
井
蘭
山
が
演
義
『
星
月
夜
顕
晦
録
』
に
し
て
、
そ
の
印
銘
を
強
め
し
は
曲

亭
馬
琴
の
作
『
朝
夷
巡
島
記
』
な
り
。
み
づ
か
ら
は
さ
ば
か
り
と
も
気
づ
か
ざ
り
し
が
、

此
の
二
作
家
が
筆
の
あ
や
は
、
わ
が
幼
稚
な
る
頭
脳
に
浅
か
ら
ぬ
印
銘
を
与
え
た
り
と

お
ぼ
し
く
、
口
絵
、
挿
絵
な
る
面
影
は
、
数
年
の
後
ま
で
も
、
目
に
残
り
ぬ
。
…
牧
の

方
の
性
格
も
、
蘭
山
が
叙
事
の
筆
に
物
し
、
馬
琴
が
小
説
の
筆
に
描
き
た
る
と
は
頗
る

異
る
べ
き
も
の
あ
ら
ん
を
思
う
。
蘭
山
が
写
せ
る
所
に
よ
れ
ば
、
彼
れ
は
卑
し
む
べ
き

一
奸
婦
の
み
。
馬
琴
が
描
け
る
所
に
よ
れ
ば
、
彼
れ
は
人
面
の
一
怪
獣
の
み
、
前
者
は

さ
す
が
に
人
間
の
影
を
と
ゞ
め
、
後
者
は
殆
ど
人
情
を
遺
失
す
。
…
予
は
彼
の
罪
悪
の

絶
頂
期
を
も
て
人
面
獣
横
行
の
期
と
信
ず
る
能
は
ず
、
又
牧
の
方
を
以
て
半
獣
的
動
物

と
見
做
す
能
は
ず
。
一
一

」
と
書
き
、
こ
こ
で
も
や
は
り
口
絵
や
挿
絵
の
イ
ン
パ
ク
ト
を

伝
え
て
い
る
。
実
際
の
『
星
月
夜
顕
晦
録
』
の
挿
絵
を
見
る
と
、
牧
の
方
は
口
に
刀
を

く
わ
え
た
恐
ろ
し
い
形
相
で
振
り
向
く
姿
で
描
か
れ
「
嫉
妬
奸
悪
ニ
シ
テ
利
口
邪
智
を

巧
ニ
ス
」
と
い
う
言
葉
も
添
え
ら
れ
て
い
た
一
二

。

　
逍
遙
は
、
牧
の
方
が
釣
殿
で
実
朝
殺
害
を
試
み
る
最
後
の
場
面
を
口
絵
に
選
ん
だ
。
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下
絵
（
図
４
）
に
は
、逍
遙
が
劇
的
な
瞬
間
を
描
写
し
よ
う
と
意
図
し
た
こ
と
が
覗
え
る
。

実
朝
を
狙
う
牧
の
方
は
、
刀
を
背
に
隠
し
持
ち
前
の
め
り
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
緊
張

感
と
は
対
照
的
に
「
実
朝
い
か
に
も
罪
の
無
き
無
心
の
体
に
て
水
に
う
つ
る
月
を
指
さ

し
を
る
体
」
と
朱
書
き
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
下
絵
に
は
、
本
文
に
な
い
事
細
か
な
指

示
も
逍
遙
の
手
で
書
き
込
ま
れ
て
い
た
。

　
逍
遙
の
絵
で
牧
の
方
の
目
は
つ
り
上
が
り
、
恐
ろ
し
い
表
情
に
も
見
え
な
く
も
な
い
。

し
か
し
こ
の
場
面
は
、
実
朝
に
息
子
の
面
影
を
見
て
、
牧
の
方
の
心
が
揺
れ
動
く
場
面

で
も
あ
る
。
実
際
に
出
版
さ
れ
た
省
亭
の
口
絵
（
図
５
）
で
は
、
牧
の
方
は
迷
い
の
表

情
を
浮
か
べ
て
い
る
一
三
。
従
来
の
非
道
な
悪
女
と
し
て
の
牧
の
方
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
脱

し
よ
う
と
試
み
た
逍
遙
の
意
図
を
省
亭
は
理
解
し
て
、
あ
え
て
逍
遙
の
下
絵
と
異
な
る

絵
を
描
き
、
逍
遙
も
こ
の
省
亭
の
考
え
を
受
け
容
れ
た
た
め
に
下
絵
と
異
な
る
口
絵
で

出
版
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
実
は
、
逍
遙
が
参
照
し
た
と
い
う
『
星
月
夜
顕
晦
録
』
は
、
一
九
二
六
年
か
ら
逍
遙

が
編
集
監
督
、
鑑
選
と
し
て
本
の
選
定
に
関
わ
っ
た
双
書
『
絵
入
文
庫
』
に
も
収
録
さ

れ
て
い
た
。『
絵
入
文
庫
』
は
小
説
と
し
て
の
面
白
味
を
伝
え
る
こ
と
、
江
戸
時
代
の
風

俗
研
究
に
資
す
る
こ
と
、
浮
世
絵
趣
味
を
提
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
発
刊
さ
れ
た

双
書
で
あ
っ
た
一
四

。
逍
遙
は
各
書
の
外
題
を
執
筆
し
、
作
品
の
文
学
史
上
の
位
置
付
だ

け
で
な
く
、
挿
絵
や
口
絵
、
絵
師
に
関
す
る
解
説
や
評
価
を
書
き
記
し
た
。
逍
遙
が
江

戸
時
代
の
絵
入
の
読
本
に
精
通
し
、
絵
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
は
『
絵
入
文
庫
』
の
発

刊
に
携
わ
っ
た
事
実
か
ら
も
汲
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
歴
史
と
時
代
の
趨
勢
を

見
極
め
た
上
で
、
自
ら
の
立
場
を
表
明
し
よ
う
と
し
た
模
索
の
跡
が
『
当
世
書
生
気
質
』

の
挿
絵
と
『
牧
の
方
』
の
口
絵
の
下
絵
か
ら
汲
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。

　絵
で
構
想
す
る
舞
台

　貼
込
帖

　
逍
遙
は
一
八
九
〇
年
、
東
京
専
門
学
校
で
演
劇
研
究
を
目
的
と
す
る
脚
本
朗
読
会
を

始
め
て
い
る
。
こ
の
会
は
発
展
し
て
「
易
風
会
」
と
な
り
、
そ
の
翌
年
に
文
芸
と
演
劇

の
革
新
を
目
指
す
「
文
芸
協
会
」
と
な
っ
た
。
逍
遙
は
文
芸
協
会
研
究
所
を
立
ち
上
げ
、

俳
優
を
養
成
し
、
自
作
劇
を
上
演
す
る
こ
と
と
な
る
。

　
自
作
劇
の
舞
台
美
術
に
、
逍
遙
は
し
ば
し
ば
画
家
を
起
用
し
て
い
る
。
ま
た
自
ら
も

絵
を
描
き
、
装
置
や
衣
装
を
考
案
し
て
い
る
。
演
劇
博
物
館
に
は
、
逍
遙
劇
の
演
目
ご

と
に
、
そ
の
舞
台
公
演
に
関
わ
る
資
料
を
貼
り
込
ん
だ
「
貼
込
帖
」
と
い
う
資
料
が
収

蔵
さ
れ
て
い
る
。
貼
込
帖
に
は
、
逍
遙
直
筆
も
し
く
は
画
家
が
手
掛
け
た
舞
台
装
置
や

衣
装
の
図
、
舞
台
の
制
作
前
後
に
交
わ
し
た
書
簡
、
参
考
に
し
た
と
推
測
さ
れ
る
図
版
、

写
真
、
絵
葉
書
、
絵
画
の
模
写
な
ど
が
多
数
添
付
さ
れ
て
い
る
。
中
に
は
、
本
の
出
版

に
関
わ
る
挿
絵
や
口
絵
の
下
絵
も
収
め
ら
れ
て
お
り
一
五

、
逍
遙
筆
の
メ
モ
書
き
な
ど
も

貼
付
さ
れ
て
い
る
。
貼
込
帖
は
逍
遙
自
身
の
意
図
で
作
ら
れ
た
も
の
だ
が
、
別
の
人
間

の
手
も
加
わ
っ
て
お
り
、
全
て
の
紙
片
に
印
で
番
号
付
け
が
さ
れ
、
ど
れ
が
逍
遙
直
筆

か
判
別
で
き
る
よ
う
「
逍
遙
先
生
筆
」
と
い
う
書
き
込
み
も
あ
る
。
劇
の
制
作
過
程
を

示
す
演
劇
資
料
を
散
逸
す
る
こ
と
な
く
後
世
に
遺
す
意
図
で
、
全
て
を
一
冊
に
貼
り
込

む
形
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
当
館
で
の
展
示
で
は
、「
桐
一
葉
」「
鉢
か
つ
ぎ
姫
」「
寒
山

拾
得
」「
お
七
吉
三
」「
名
残
の
星
月
夜
」「
児
童
劇
」
の
貼
込
帖
を
借
用
し
た
。

　
こ
の
う
ち
、
逍
遙
自
身
が
自
ら
絵
を
描
い
て
舞
台
装
置
を
考
案
し
た
こ
と
が
一
番
よ

く
分
か
る
の
が
「
名
残
の
星
月
夜
」
の
貼
込
帖
で
あ
る
。
逍
遙
は
、「
創
作
し
た
当
時

数
回
の
失
敗
に
懲
り
て
、
ど
う
か
も
う
少
し
思
ふ
や
う
に
装
置
さ
せ
得
る
準
備
を
し
て

お
き
た
い
と
思
っ
て
、
先
づ
恠
し
い
下
絵
を
画
き
、
そ
れ
を
久
保
田
米
齋
君
に
見
せ
て
、

口
上
で
い
ろ
〳
〵
と
説
明
し
て
、
一
応
そ
れ
を
道
具
帳
式
の
画
に
し
て
貰
い
、
そ
れ
か

ら
又
、
早
稲
田
文
科
出
身
の
油
絵
画
科
の
赤
城
岳
夫
（
八
木
淳
一
郎
）
氏
に
託
し
て
、

久
保
田
君
と
私
と
の
見
解
の
違
ふ
点
を
く
は
し
く
説
明
し
て
、
主
な
場
面
（
最
も
注
文

の
多
い
場
面
だ
け
）の
模
型
を
、歌
舞
伎
座
の
廣
さ
に
順
応
す
る
や
う
に
、寸
法
を
は
か
っ

て
拵
へ
て
貰
っ
た
。
一
六

」
と
い
う
。
実
際
の
貼
込
帖
に
は
、
図
６
の
よ
う
な
逍
遙
が
描

い
た
各
場
面
の
図
が
全
て
収
め
ら
れ
、
朱
で
指
示
が
書
き
込
ま
れ
て
い
た
。
作
者
不
明

の
彩
色
画
や
、
唐
船
の
参
考
に
し
た
と
思
わ
れ
る
船
の
絵
な
ど
も
複
数
枚
収
め
ら
れ
て
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現
し
て
い
る
。
逍
遙
は
芝
居
を
見
た
と
き
、
既
に
脳
裏
に
あ
っ
た
絵
の
像
が
活
き
て
躍

る
と
い
う
感
覚
に
強
く
心
を
揺
さ
ぶ
ら
れ
て
い
た
。
後
に
演
劇
文
化
の
発
展
や
歴
史
の

考
証
に
力
を
注
ぐ
逍
遙
と
芝
居
と
の
出
会
い
に
、
草
双
紙
の
絵
が
果
た
し
た
役
割
は
大

き
い
。

　
逍
遙
は
ま
た
、
俳
優
の
姿
形
や
特
質
に
つ
い
て
も
役
者
絵
を
通
じ
て
記
憶
に
留
め
て

い
っ
た
。
役
者
の
顔
は
芝
居
を
観
る
前
か
ら
草
双
紙
の
画
面
に
よ
っ
て
覚
え
た
と
も
述

べ
四

、
更
に
見
た
こ
と
が
な
い
役
者
の
姿
で
す
ら
芝
居
絵
で
記
憶
し
た
。
市
川
小
団
次
も

太
田
時
代
か
ら
、
錦
絵
や
草
双
紙
の
絵
の
中
で
見
て
い
た
俳
優
で
あ
っ
た
（
図
１
）
。

逍
遙
は
本
物
の
舞
台
で
見
知
っ
た
よ
う
に
容
姿
を
認
識
し
、
「
私
は
、
此
特
殊
な
表
情

を
、
十
歳
以
前
の
太
田
在
住
時
代
か
ら
、
沁
々
と
目
の
底
に
印
象
さ
せ
て
…
今
で
さ
へ

目
を
塞
い
で
思
ひ
出
さ
う
と
す
れ
ば
、
幼
時
の
印
象
そ
の
ま
ま
な
の
を
活
躍
さ
せ
る
こ

と
が
出
来
る
ほ
ど
に
記
え
て
い
る
五

」
と
も
書
く
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
逍
遙
は
自
ら
の
劇
趣

味
に
つ
い
て
、
「
劇
を
観
た
以
前
に
於
て
、
専
ら
江
戸
歌
舞
伎
趣
味
の
草
双
紙
や
役
者

錦
絵
に
よ
っ
て
養
成
さ
れ
、
文
化
以
後
の
戯
作
者
ら
の
江
戸
風
俗
の
描
写
―
就
中
、
京

傳
、
三
馬
、
一
九
、
鯉
丈
、
春
水
ら
の
写
生
式
ス
ケ
ッ
チ
―
に
助
長
さ
れ
て
、
今
の
中

学
一
年
生
が
雑
誌
や
翻
訳
物
に
よ
っ
て
、
外
国
気
分
に
親
炙
し
て
い
る
程
度
に
、
江
戸

情
緒
に
親
炙
し
て
い
た
。
六

」
と
回
顧
し
て
い
る
。

　
逍
遙
は
江
戸
の
文
芸
、浮
世
絵
、芝
居
の
文
化
に
心
か
ら
親
し
む
青
少
年
期
を
送
っ
た
。

中
で
も
絵
の
イ
メ
ー
ジ
は
逍
遙
の
美
意
識
を
育
む
源
で
あ
っ
た
。
絵
の
世
界
と
現
実
が

渾
然
一
体
と
な
る
よ
う
な
感
覚
で
芝
居
に
親
し
み
始
め
た
逍
遙
は
、
絵
を
端
緒
に
し
て
、

あ
ら
ゆ
る
感
性
を
働
か
せ
、
記
憶
を
蓄
積
で
き
る
力
を
養
っ
た
の
で
あ
る
。

　
更
に
逍
遙
は
、
少
年
時
代
に
尾
張
藩
の
御
用
絵
師
の
喜
田
華
堂
（
一
八
一
二
～

一
八
七
九
年
）
に
絵
を
学
ん
で
い
る
。
逍
遙
が
描
い
た
両
親
の
肖
像
画
が
演
劇
博
物
館

に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
が
、
二
人
を
撮
影
し
た
写
真
と
肖
像
画
を
見
比
べ
て
み
て
も
、
容

貌
の
特
徴
が
的
確
に
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
逍
遙
の
画
力
を
充
分
に
伝
え
て
い
る
。
絵
を

見
る
力
、
憶
え
る
力
に
加
え
て
、
描
く
力
を
養
っ
た
青
少
年
期
だ
っ
た
と
も
言
え
よ
う
。

視
覚
的
な
世
界
か
ら
世
態
人
情
を
読
み
込
む
感
性
、
後
年
の
多
彩
な
活
動
の
源
と
な
る

知
識
と
能
力
は
、
逍
遙
の
様
々
な
仕
事
の
中
で
生
き
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

絵
と
小
説
・
戯
曲

　
一
八
七
六
年
に
東
京
開
成
学
校
（
現
東
京
大
学
）
へ
進
学
し
た
逍
遙
は
、
在
学
中
か

ら
文
筆
活
動
を
始
め
た
。
一
八
八
五
年
に
小
説
の
改
良
を
説
く
文
学
論
『
小
説
神
髄
』

を
発
表
、
勧
善
懲
悪
主
義
を
否
定
し
、
人
間
の
生
活
信
条
を
写
生
す
る
と
い
う
理
論
の

実
践
と
し
て
『
当
世
書
生
気
質
』
を
執
筆
す
る
。
演
劇
の
革
新
に
も
取
り
組
み
、
次
々

に
戯
曲
を
刊
行
し
た
。
こ
れ
ら
の
本
の
出
版
に
当
り
、
口
絵
や
挿
絵
を
画
家
に
依
頼
す

る
た
め
に
逍
遙
は
下
絵
を
描
き
、指
図
し
て
い
る
。早
稲
田
大
学
図
書
館
に
は
逍
遙
が『
当

世
書
生
気
質
』
と
『
牧
の
方
』
の
た
め
に
描
い
た
下
絵
が
遺
さ
れ
て
い
る
。

　『
当
世
書
生
気
質
』
は
、
明
治
維
新
後
の
学
生
た
ち
の
生
活
模
様
を
記
し
た
も
の
で
、

浮
世
絵
系
の
画
家
に
交
じ
っ
て
洋
画
家
の
長
原
孝
太
郎
（
一
八
六
四
～
一
九
三
〇
年
）

が
挿
絵
を
描
い
て
い
る
。
逍
遙
は
長
原
に
手
紙
と
下
絵
を
書
き
、
ど
の
場
面
を
ど
の
よ

う
に
描
い
て
ほ
し
い
の
か
を
詳
細
に
示
し
て
い
た
七

。
長
原
は
岐
阜
県
出
身
の
洋
画
家
で

小
山
正
太
郎
や
黒
田
清
輝
に
洋
画
を
学
び
、
本
の
装
丁
や
挿
絵
を
多
く
手
掛
け
て
い
る
。

『
当
世
書
生
気
質
』
の
五
号
ま
で
の
挿
絵
を
見
た
長
原
は
、逍
遙
に
「
あ
れ
で
は
い
か
ん
。

も
つ
と
新
し
い
も
の
で
な
く
て
は
い
か
ん
。
私
に
書
か
せ
て
下
さ
い
。」
と
申
し
出
た
。

逍
遙
は
実
際
に
長
原
に
挿
絵
を
依
頼
す
る
が
、
浮
世
絵
流
の
挿
絵
が
喜
ば
れ
た
時
代
に

長
原
の
絵
は
新
し
す
ぎ
て
、
新
聞
で
も
喜
ば
れ
な
か
っ
た
た
め
、
二
枚
だ
け
で
中
止
し

て
貰
っ
た
と
い
う
逸
話
が
残
っ
て
い
る
八

。
そ
の
二
枚
が
「
池
の
端
の
出
会
い
」
と
「
塾

舎
の
西
瓜
割
り
」（
図
２
）
で
あ
る
。

　
逍
遙
の
下
絵
は
、
登
場
人
物
の
感
情
を
表
情
と
身
振
り
で
表
現
し
て
い
る
。「
池
の
端

の
出
会
い
」
で
は
野
々
口
と
倉
瀬
の
再
会
の
瞬
間
の
驚
き
、
互
い
に
手
を
伸
ば
す
素
振

り
に
焦
点
を
当
て
、「
塾
舎
の
西
瓜
割
り
」
で
は
西
瓜
を
割
ろ
う
と
力
強
く
こ
ぶ
し
を
振

り
上
げ
る
様
子
を
描
写
し
、
い
ず
れ
も
次
の
展
開
を
心
待
ち
に
さ
せ
る
よ
う
な
勢
い
に
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絵
を
通
し
て
み
る
坪
内
逍
遙

和

歌

由

花

　
加
茂
郡
太
田
村
（
現
美
濃
加
茂
市
太
田
町
）
に
生
ま
れ
た
坪
内
逍
遙
（
一
八
五
九
～

一
九
三
五
年
）
は
、
日
本
近
代
文
学
の
先
駆
者
と
し
て
知
ら
れ
、
演
劇
文
化
の
発
展
や

児
童
教
育
な
ど
、
多
岐
に
わ
た
る
分
野
で
功
績
を
遺
し
た
。
逍
遙
の
遺
し
た
著
作
物
は

膨
大
に
あ
り
、
そ
の
偉
業
は
文
字
資
料
を
通
じ
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
逍
遙
に
ま
つ
わ
る
資
料
を
探
る
と
、
絵
画
も
実
に
多
い
こ
と
に

気
付
く
。

　
青
少
年
期
の
回
想
録
に
は
、
絵
に
慣
れ
親
し
ん
だ
様
子
が
綴
ら
れ
て
い
る
。
逍
遙
日

記
に
は
、
交
流
の
あ
っ
た
画
家
の
名
前
や
訪
れ
た
展
覧
会
に
関
す
る
記
述
も
か
な
り
の

頻
度
で
登
場
す
る
。
早
稲
田
大
学
坪
内
博
士
記
念
演
劇
博
物
館
に
は
、
逍
遙
自
身
と
逍

遙
の
依
頼
を
受
け
た
画
家
た
ち
が
描
い
た
舞
台
構
想
の
た
め
の
素
描
の
類
や
、
逍
遙
の

意
志
で
収
集
さ
れ
た
膨
大
な
数
の
芝
居
絵
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
早
稲
田
大
学
図
書
館

に
は
、
逍
遙
の
著
作
本
の
口
絵
下
絵
も
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。
当
館
の
所
蔵
品
の
中
に
も

逍
遙
が
描
い
た
書
画
が
多
数
存
在
す
る
。

　
そ
こ
で
当
館
で
は
、
逍
遙
と
絵
の
関
係
性
か
ら
坪
内
逍
遙
像
を
再
検
討
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
た
展
覧
会
「
絵
を
通
し
て
見
る
坪
内
逍
遙
」（
二
〇
一
八
年
二
月
一
〇
日
～
三

月
一
一
日
）
を
企
画
し
た
。
こ
れ
は
早
稲
田
大
学
文
化
推
進
部
と
の
共
催
で
行
っ
た
早

稲
田
大
学
と
美
濃
加
茂
市
の
文
化
交
流
協
定
十
周
年
記
念
展
で
あ
り
、
早
稲
田
大
学
坪

内
博
士
記
念
演
劇
博
物
館
と
早
稲
田
大
学
図
書
館
、
早
稲
田
大
学
會
津
八
一
記
念
博
物

館
、
当
館
の
所
蔵
品
か
ら
選
ん
だ
絵
的
な
資
料
の
数
々
を
展
示
し
た
。
本
論
は
企
画
展

の
内
容
を
総
括
し
、
会
期
の
前
後
に
行
っ
た
資
料
調
査
を
ま
と
め
て
報
告
す
る
も
の
で

あ
る
。

少
年
期
に
親
し
ん
だ
絵

　
坪
内
逍
遙
は
十
一
歳
ま
で
太
田
に
住
ん
で
い
た
が
、
そ
の
頃
か
ら
家
に
あ
っ
た
芝
居

絵
や
草
双
紙
に
親
し
ん
で
い
た
と
い
う
。「
十
歳
以
前
に
読
ん
だ
本
」
で
は
、
幼
い
頃
に

よ
く
読
ん
で
い
た
本
と
し
て
『
百
人
一
首
』
を
挙
げ
、「
こ
れ
は
古
風
な
大
形
本
で
、
画

は
西
川
派
風
で
あ
っ
た
と
記
憶
す
る
。
多
分
五
六
歳
頃
の
最
愛
玩
書
で
あ
っ
た
ら
う
。

山
邊
の
赤
人
で
も
、
柿
本
の
人
丸
で
も
、
坊
さ
ん
で
も
、
女
で
も
、
其
頃
は
目
か
鼻
か

口
元
か
烏
帽
子
の
尖
か
衣
裳
の
端
か
を
見
せ
ら
れ
ゝ
ば
、
直
ち
に
其
名
を
指
し
得
る
程

に
目
覚
え
が
あ
っ
た
。
次
ぎ
は
永
泉
、
北
斎
、
其
他
の
漫
画
本
。
要
す
る
に
、
読
む
よ

り
も
見
る
は
う
が
好
き
、
目
で
見
た
と
は
よ
く
覚
え
る
が
、
単
に
耳
か
ら
注
込
ま
れ
た

事
は
容
易
に
呑
込
ま
ぬ
鈍
根
一

」
と
書
き
、
視
覚
的
な
記
憶
に
長
け
て
い
た
こ
と
を
伝
え

て
い
る
。
ま
た
、
少
年
期
の
逍
遙
は
母
や
兄
か
ら
物
語
を
聞
く
の
を
日
課
と
し
て
お
り
、

七
歳
か
ら
絵
入
の
草
双
紙
を
読
み
始
め
た
と
い
う
。
中
で
も
太
田
時
代
か
ら
読
ん
で
い

た
本
と
し
て
『
児
雷
也
豪
傑
譚
』
二

を
挙
げ
て
い
る
。
画
面
の
枠
か
ら
は
み
だ
し
そ
う
な

大
胆
な
構
図
で
人
物
や
化
物
が
描
か
れ
、
読
者
の
目
を
引
き
付
け
る
。
絵
に
は
物
語
の

展
開
を
推
し
進
め
て
い
く
よ
う
な
勢
い
が
あ
る
。
少
年
時
代
の
逍
遙
を
魅
了
し
た
こ
の

草
双
紙
の
絵
は
、
逍
遙
が
後
年
に
研
究
す
る
こ
と
と
な
る
香
蝶
楼
国
貞
、
つ
ま
り
歌
川

国
貞
（
三
代
歌
川
豊
国
、
一
七
八
六
～
一
八
六
四
年
）
ら
歌
川
派
の
浮
世
絵
師
た
ち
が

描
い
て
い
る
。

　
名
古
屋
へ
移
住
し
た
逍
遙
は
、
当
時
名
古
屋
に
あ
っ
た
貸
本
屋
・
大
惣
へ
通
い
詰
め

る
よ
う
に
な
る
。
膨
大
な
数
の
江
戸
時
代
の
小
説
な
ど
を
読
み
漁
り
、
芝
居
絵
に
も
多

く
接
す
る
生
活
を
送
っ
て
い
た
。
そ
し
て
芝
居
好
き
な
母
親
の
影
響
で
芝
居
を
頻
繁
に

見
に
行
く
よ
う
に
な
る
。
芝
居
と
の
最
初
の
出
会
い
に
憶
え
た
感
激
に
つ
い
て
逍
遙
は

「
私
の
読
み
耽
っ
た
草
双
紙
は
、
取
り
も
直
さ
ず
其
頃
の
活
動
写
真
と
も
見
做
す
べ
き
も

の
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
劇
は
、
其
役
者
の
似
顔
で
画
い
た
草
双
紙
の
内
容
が
、
其
表
紙

絵
の
極
彩
色
の
ま
ゝ
で
活
き
て
躍
っ
て
、
さ
う
し
て
物
を
言
ふ
の
だ
か
ら
、
た
ま
ら
な

い
！ 

私
は
只
わ
け
も
な
く
、
芝
居
が
面
白
く
て
〳
〵
し
や
う
が
な
か
っ
た
。
三

」
と
表
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現
し
て
い
る
。
逍
遙
は
芝
居
を
見
た
と
き
、
既
に
脳
裏
に
あ
っ
た
絵
の
像
が
活
き
て
躍

る
と
い
う
感
覚
に
強
く
心
を
揺
さ
ぶ
ら
れ
て
い
た
。
後
に
演
劇
文
化
の
発
展
や
歴
史
の

考
証
に
力
を
注
ぐ
逍
遙
と
芝
居
と
の
出
会
い
に
、
草
双
紙
の
絵
が
果
た
し
た
役
割
は
大

き
い
。

　
逍
遙
は
ま
た
、
俳
優
の
姿
形
や
特
質
に
つ
い
て
も
役
者
絵
を
通
じ
て
記
憶
に
留
め
て

い
っ
た
。
役
者
の
顔
は
芝
居
を
観
る
前
か
ら
草
双
紙
の
画
面
に
よ
っ
て
覚
え
た
と
も
述

べ
四

、
更
に
見
た
こ
と
が
な
い
役
者
の
姿
で
す
ら
芝
居
絵
で
記
憶
し
た
。
市
川
小
団
次
も

太
田
時
代
か
ら
、
錦
絵
や
草
双
紙
の
絵
の
中
で
見
て
い
た
俳
優
で
あ
っ
た
（
図
１
）
。

逍
遙
は
本
物
の
舞
台
で
見
知
っ
た
よ
う
に
容
姿
を
認
識
し
、
「
私
は
、
此
特
殊
な
表
情

を
、
十
歳
以
前
の
太
田
在
住
時
代
か
ら
、
沁
々
と
目
の
底
に
印
象
さ
せ
て
…
今
で
さ
へ

目
を
塞
い
で
思
ひ
出
さ
う
と
す
れ
ば
、
幼
時
の
印
象
そ
の
ま
ま
な
の
を
活
躍
さ
せ
る
こ

と
が
出
来
る
ほ
ど
に
記
え
て
い
る
五

」
と
も
書
く
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
逍
遙
は
自
ら
の
劇
趣

味
に
つ
い
て
、
「
劇
を
観
た
以
前
に
於
て
、
専
ら
江
戸
歌
舞
伎
趣
味
の
草
双
紙
や
役
者

錦
絵
に
よ
っ
て
養
成
さ
れ
、
文
化
以
後
の
戯
作
者
ら
の
江
戸
風
俗
の
描
写
―
就
中
、
京

傳
、
三
馬
、
一
九
、
鯉
丈
、
春
水
ら
の
写
生
式
ス
ケ
ッ
チ
―
に
助
長
さ
れ
て
、
今
の
中

学
一
年
生
が
雑
誌
や
翻
訳
物
に
よ
っ
て
、
外
国
気
分
に
親
炙
し
て
い
る
程
度
に
、
江
戸

情
緒
に
親
炙
し
て
い
た
。
六

」
と
回
顧
し
て
い
る
。

　
逍
遙
は
江
戸
の
文
芸
、浮
世
絵
、芝
居
の
文
化
に
心
か
ら
親
し
む
青
少
年
期
を
送
っ
た
。

中
で
も
絵
の
イ
メ
ー
ジ
は
逍
遙
の
美
意
識
を
育
む
源
で
あ
っ
た
。
絵
の
世
界
と
現
実
が

渾
然
一
体
と
な
る
よ
う
な
感
覚
で
芝
居
に
親
し
み
始
め
た
逍
遙
は
、
絵
を
端
緒
に
し
て
、

あ
ら
ゆ
る
感
性
を
働
か
せ
、
記
憶
を
蓄
積
で
き
る
力
を
養
っ
た
の
で
あ
る
。

　
更
に
逍
遙
は
、
少
年
時
代
に
尾
張
藩
の
御
用
絵
師
の
喜
田
華
堂
（
一
八
一
二
～

一
八
七
九
年
）
に
絵
を
学
ん
で
い
る
。
逍
遙
が
描
い
た
両
親
の
肖
像
画
が
演
劇
博
物
館

に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
が
、
二
人
を
撮
影
し
た
写
真
と
肖
像
画
を
見
比
べ
て
み
て
も
、
容

貌
の
特
徴
が
的
確
に
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
逍
遙
の
画
力
を
充
分
に
伝
え
て
い
る
。
絵
を

見
る
力
、
憶
え
る
力
に
加
え
て
、
描
く
力
を
養
っ
た
青
少
年
期
だ
っ
た
と
も
言
え
よ
う
。

視
覚
的
な
世
界
か
ら
世
態
人
情
を
読
み
込
む
感
性
、
後
年
の
多
彩
な
活
動
の
源
と
な
る

知
識
と
能
力
は
、
逍
遙
の
様
々
な
仕
事
の
中
で
生
き
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

絵
と
小
説
・
戯
曲

　
一
八
七
六
年
に
東
京
開
成
学
校
（
現
東
京
大
学
）
へ
進
学
し
た
逍
遙
は
、
在
学
中
か

ら
文
筆
活
動
を
始
め
た
。
一
八
八
五
年
に
小
説
の
改
良
を
説
く
文
学
論
『
小
説
神
髄
』

を
発
表
、
勧
善
懲
悪
主
義
を
否
定
し
、
人
間
の
生
活
信
条
を
写
生
す
る
と
い
う
理
論
の

実
践
と
し
て
『
当
世
書
生
気
質
』
を
執
筆
す
る
。
演
劇
の
革
新
に
も
取
り
組
み
、
次
々

に
戯
曲
を
刊
行
し
た
。
こ
れ
ら
の
本
の
出
版
に
当
り
、
口
絵
や
挿
絵
を
画
家
に
依
頼
す

る
た
め
に
逍
遙
は
下
絵
を
描
き
、指
図
し
て
い
る
。早
稲
田
大
学
図
書
館
に
は
逍
遙
が『
当

世
書
生
気
質
』
と
『
牧
の
方
』
の
た
め
に
描
い
た
下
絵
が
遺
さ
れ
て
い
る
。

　『
当
世
書
生
気
質
』
は
、
明
治
維
新
後
の
学
生
た
ち
の
生
活
模
様
を
記
し
た
も
の
で
、

浮
世
絵
系
の
画
家
に
交
じ
っ
て
洋
画
家
の
長
原
孝
太
郎
（
一
八
六
四
～
一
九
三
〇
年
）

が
挿
絵
を
描
い
て
い
る
。
逍
遙
は
長
原
に
手
紙
と
下
絵
を
書
き
、
ど
の
場
面
を
ど
の
よ

う
に
描
い
て
ほ
し
い
の
か
を
詳
細
に
示
し
て
い
た
七

。
長
原
は
岐
阜
県
出
身
の
洋
画
家
で

小
山
正
太
郎
や
黒
田
清
輝
に
洋
画
を
学
び
、
本
の
装
丁
や
挿
絵
を
多
く
手
掛
け
て
い
る
。

『
当
世
書
生
気
質
』
の
五
号
ま
で
の
挿
絵
を
見
た
長
原
は
、逍
遙
に
「
あ
れ
で
は
い
か
ん
。

も
つ
と
新
し
い
も
の
で
な
く
て
は
い
か
ん
。
私
に
書
か
せ
て
下
さ
い
。」
と
申
し
出
た
。

逍
遙
は
実
際
に
長
原
に
挿
絵
を
依
頼
す
る
が
、
浮
世
絵
流
の
挿
絵
が
喜
ば
れ
た
時
代
に

長
原
の
絵
は
新
し
す
ぎ
て
、
新
聞
で
も
喜
ば
れ
な
か
っ
た
た
め
、
二
枚
だ
け
で
中
止
し

て
貰
っ
た
と
い
う
逸
話
が
残
っ
て
い
る
八

。
そ
の
二
枚
が
「
池
の
端
の
出
会
い
」
と
「
塾

舎
の
西
瓜
割
り
」（
図
２
）
で
あ
る
。

　
逍
遙
の
下
絵
は
、
登
場
人
物
の
感
情
を
表
情
と
身
振
り
で
表
現
し
て
い
る
。「
池
の
端

の
出
会
い
」
で
は
野
々
口
と
倉
瀬
の
再
会
の
瞬
間
の
驚
き
、
互
い
に
手
を
伸
ば
す
素
振

り
に
焦
点
を
当
て
、「
塾
舎
の
西
瓜
割
り
」
で
は
西
瓜
を
割
ろ
う
と
力
強
く
こ
ぶ
し
を
振

り
上
げ
る
様
子
を
描
写
し
、
い
ず
れ
も
次
の
展
開
を
心
待
ち
に
さ
せ
る
よ
う
な
勢
い
に
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4
2
0
8
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4
3

河
第

1
6
9
7
号

昭
和
1
1
年

7
月
1
日

木
曽
川
筋
（
今

渡
水
力
）
水
利

使
用
ニ
関
ス

ル
件

愛
知
県
知

事
　
篠
原
英

太

内
務
省
土

木
局
長

岡
田
文
秀

№
4
2
5
2
～

4
2
5
4

4
4

河
第

1
6
9
7
号

昭
和
1
1
年

7
月
1
日

木
曽
川
筋
（
今

渡
水
力
）
発
電

用
水
利
使
用

ニ
関
ス
ル
件

愛
知
県
知

事
　
篠
原
栄

太
郎

岐
阜
県
知

事
　
坂
千

秋

№
4
3
0
1
～

4
3
0
3

4
5
稟
議
書

十
土
第

5
2
5
5
号

昭
和
1
1
年

7
月
1
8
日

‐

木
曽
川
発
電

用
水
利
使
用

工
事
実
施
認

可
ノ
件
（
申
請

者
　
愛
岐
水
力

株
式
会
社
）

［
起
案
者
：
内
務
省
河
川
課
］

№
4
2
7
9
～

4
2
8
0

4
6

十
土
第

5
2
5
5
号

昭
和
1
1
年

7
月
1
8
日

木
曽
川
発
電

用
水
利
使
用

ニ
関
ス
ル
件

標
記
ノ
件
ニ
付

本
日
別
途
稟

伺
候
處

岐
阜
県
知

事
内
務
省
土

木
局
長

№
4
2
8
1
～

4
2
8
2

4
7

十
土
第

5
2
5
5
号

昭
和
1
1
年

7
月
1
8
日

木
曽
川
発
電

用
水
利
使
用

工
事
実
施
認

可
ノ
件
　
稟
伺

（
命
令
書
案
添

付
）

岐
阜
県
知

事
　
坂
千
秋

内
務
大
臣

潮
恵
之
輔

№
4
2
8
3

4
8
№
4
7
に

添
付

命
令
書
案
（
全

3
6
条
）

岐
阜
県
知

事
　
坂
千
秋

愛
岐
水
力

株
式
会
社

№
4
2
8
4
～

4
3
0
0

4
9
稟
議
書

岐
土
第

9
4
号

昭
和
1
1
年

9
月
2
2
日

昭
和
1
1
年

9
月
3
0
日

回
覧
　
木
曽
川

筋
愛
岐
堰
堤

築
造
ニ
伴
フ

舟
揖
交
通
設

備
ニ
関
ス
ル

陳
情
　
　
陳
情

者
岐
阜
縣
加

茂
郡
古
井
町

渡
辺
多
賀
次

郎
外
百
五
十

六
名

［
起
案
者
：
内
務
省
河
川
課
］

「
要
旨

　
愛
岐
水
力
電
気
株
式
会
社
起
業
愛
岐
堰
堤
築
造
ニ
関
シ
当
初
舟
楫
交
通
ノ
設
備
ハ
「
イ
ン
ク
ラ
イ
ン
」
ノ
施
設
ヲ
為
ス
コ
ト
ニ
テ
但
右
施
設
ニ
テ

旅
客
ヲ
運
搬
ス
ル
ト
キ
若
シ
機
械
ニ
故
障
ヲ
生
シ
旅
客
ノ
生
命
ニ
脅
威
ヲ
與
フ
ル
ガ
如
キ
事
ハ
遺
憾
ニ
付
(以
下
略
）

　
処
理
意
見

　
本
件
工
事
実
施
認
可
申
請
ハ
目
下
技
術
課
ニ
於
テ
審
議
中
ニ
付
併
セ
テ
審
議
ス
ル
コ
ト
ト
致
度
」

№
4
2
3
4
～

4
2
3
6

歎
願
書
を
受

け
て
の
回
覧

文
書

歎
願
書
を
受
け
て
内
務
省
と

し
て
は
、
現
在
進
め
ら
れ
て

い
る
工
事
実
施
の
認
可
審
議

の
中
で
検
討
す
る
と
し
て
い

る
。

5
0
4
9
に
添

付
昭
和
1
1
年

9
月
　
日

昭
和
1
1
年

9
月
　
日

歎
願
書

古
井
町
山

田
銀
一
以

下
　
9
6
名

下
米
田
村

小
山
　
佐
合

富
五
郎
以

下
６
１
　
計

1
5
7
名

内
務
大
臣

潮
恵
之
輔

「
歎
願
書
」

【
＊
内
容
は
本
文
中
に
記
載
】

№
4
2
3
7
～

4
2
4
9

古
井
町
と
下

米
田
村
1
5
7

名
の
歎
願
書

舟
乗
業
を
営
む
人
た
ち
に

と
っ
て
は
、
発
電
所
に
よ
る
堰

堤
が
造
ら
れ
る
こ
と
は
死
活

問
題
で
あ
っ
た
。

転
石
や
砂
利
の
採
取
が
で
き

な
く
な
る
こ
と
、
名
声
を
あ
げ

て
い
る
日
本
ラ
イ
ン
下
り
の

旅
客
を
失
う
こ
と
、
な
ど
を
訴

え
、
船
の
通
行
が
で
き
る
イ
ン

ク
ラ
イ
ン
や
堰
堤
上
の
徒
歩

通
行
な
ど
を
要
求
し
た
。
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4
3

河
第

1
6
9
7
号

昭
和
1
1
年

7
月
1
日

木
曽
川
筋
（
今

渡
水
力
）
水
利

使
用
ニ
関
ス

ル
件

愛
知
県
知

事
　
篠
原
英

太

内
務
省
土

木
局
長

岡
田
文
秀

№
4
2
5
2
～

4
2
5
4

4
4

河
第

1
6
9
7
号

昭
和
1
1
年

7
月
1
日

木
曽
川
筋
（
今

渡
水
力
）
発
電

用
水
利
使
用

ニ
関
ス
ル
件

愛
知
県
知

事
　
篠
原
栄

太
郎

岐
阜
県
知

事
　
坂
千

秋

№
4
3
0
1
～

4
3
0
3

4
5
稟
議
書

十
土
第

5
2
5
5
号

昭
和
1
1
年

7
月
1
8
日

‐

木
曽
川
発
電

用
水
利
使
用

工
事
実
施
認

可
ノ
件
（
申
請

者
　
愛
岐
水
力

株
式
会
社
）

［
起
案
者
：
内
務
省
河
川
課
］

№
4
2
7
9
～

4
2
8
0

4
6

十
土
第

5
2
5
5
号

昭
和
1
1
年

7
月
1
8
日

木
曽
川
発
電

用
水
利
使
用

ニ
関
ス
ル
件

標
記
ノ
件
ニ
付

本
日
別
途
稟

伺
候
處

岐
阜
県
知

事
内
務
省
土

木
局
長

№
4
2
8
1
～

4
2
8
2

4
7

十
土
第

5
2
5
5
号

昭
和
1
1
年

7
月
1
8
日

木
曽
川
発
電

用
水
利
使
用

工
事
実
施
認

可
ノ
件
　
稟
伺

（
命
令
書
案
添

付
）

岐
阜
県
知

事
　
坂
千
秋

内
務
大
臣

潮
恵
之
輔

№
4
2
8
3

4
8
№
4
7
に

添
付

命
令
書
案
（
全

3
6
条
）

岐
阜
県
知

事
　
坂
千
秋

愛
岐
水
力

株
式
会
社

№
4
2
8
4
～

4
3
0
0

4
9
稟
議
書

岐
土
第

9
4
号

昭
和
1
1
年

9
月
2
2
日

昭
和
1
1
年

9
月
3
0
日

回
覧
　
木
曽
川

筋
愛
岐
堰
堤

築
造
ニ
伴
フ

舟
揖
交
通
設

備
ニ
関
ス
ル

陳
情
　
　
陳
情

者
岐
阜
縣
加

茂
郡
古
井
町

渡
辺
多
賀
次

郎
外
百
五
十

六
名

［
起
案
者
：
内
務
省
河
川
課
］

「
要
旨

　
愛
岐
水
力
電
気
株
式
会
社
起
業
愛
岐
堰
堤
築
造
ニ
関
シ
当
初
舟
楫
交
通
ノ
設
備
ハ
「
イ
ン
ク
ラ
イ
ン
」
ノ
施
設
ヲ
為
ス
コ
ト
ニ
テ
但
右
施
設
ニ
テ

旅
客
ヲ
運
搬
ス
ル
ト
キ
若
シ
機
械
ニ
故
障
ヲ
生
シ
旅
客
ノ
生
命
ニ
脅
威
ヲ
與
フ
ル
ガ
如
キ
事
ハ
遺
憾
ニ
付
(以
下
略
）

　
処
理
意
見

　
本
件
工
事
実
施
認
可
申
請
ハ
目
下
技
術
課
ニ
於
テ
審
議
中
ニ
付
併
セ
テ
審
議
ス
ル
コ
ト
ト
致
度
」

№
4
2
3
4
～

4
2
3
6

歎
願
書
を
受

け
て
の
回
覧

文
書

歎
願
書
を
受
け
て
内
務
省
と

し
て
は
、
現
在
進
め
ら
れ
て

い
る
工
事
実
施
の
認
可
審
議

の
中
で
検
討
す
る
と
し
て
い

る
。

5
0
4
9
に
添

付
昭
和
1
1
年

9
月
　
日

昭
和
1
1
年

9
月
　
日

歎
願
書

古
井
町
山

田
銀
一
以

下
　
9
6
名

下
米
田
村

小
山
　
佐
合

富
五
郎
以

下
６
１
　
計

1
5
7
名

内
務
大
臣

潮
恵
之
輔

「
歎
願
書
」

【
＊
内
容
は
本
文
中
に
記
載
】

№
4
2
3
7
～

4
2
4
9

古
井
町
と
下

米
田
村
1
5
7

名
の
歎
願
書

舟
乗
業
を
営
む
人
た
ち
に

と
っ
て
は
、
発
電
所
に
よ
る
堰

堤
が
造
ら
れ
る
こ
と
は
死
活

問
題
で
あ
っ
た
。

転
石
や
砂
利
の
採
取
が
で
き

な
く
な
る
こ
と
、
名
声
を
あ
げ

て
い
る
日
本
ラ
イ
ン
下
り
の

旅
客
を
失
う
こ
と
、
な
ど
を
訴

え
、
船
の
通
行
が
で
き
る
イ
ン

ク
ラ
イ
ン
や
堰
堤
上
の
徒
歩

通
行
な
ど
を
要
求
し
た
。
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3
2

八
土
第

3
1
8
6
号

昭
和
1
0
年

4
月
　
2
6

日

木
曽
川
筋
（
今

渡
水
力
）
発
電

用
水
利
使
用

ニ
関
ス
ル
件

通
達

岐
阜
県
知

事

愛
岐
水
力

株
式
会
社

発
起
人
・
大

同
電
力
株

式
会
社
取

締
役
社
長

増
田
次
郎

外
六
名

「
昭
和
八
年
五
月
三
十
日
申
請
ニ
係
ル
標
記
ノ
件
本
日
別
途
指
令
候
處
右
ハ
上
流
木
曽
川
及
飛
騨
川
筋
ニ
於
ケ
ル
既
設
発
電
所
ノ
水
量
調
整

作
用
ニ
対
シ
逆
調
整
ヲ
為
シ
下
流
灌
漑
、
水
運
等
ノ
水
利
ニ
影
響
ナ
カ
ラ
シ
ム
ル
緊
要
ノ
事
業
ナ
ル
ニ
付
速
ニ
工
事
ニ
着
手
ス
ル
様
御
配
慮
相

成
度
・
・
・
」

№
4
3
6
9

今
渡
発
電
所

の
水
利
使
用

許
可
の
報
告

上
流
の
ダ
ム
に
よ
っ
て
変
動

す
る
放
流
量
を
常
に
均
等
に

流
す
「
逆
調
整
」
の
機
能
を
今

渡
発
電
所
は
持
つ
た
め
、
指

令
後
早
急
に
着
手
す
る
よ
う

求
め
て
い
る
。

3
3

岐
阜
県

達
第

2
8
1
号

昭
和
1
0
年

4
月
　
2
6

日

発
電
用
水
利

使
用
ノ
内
森

山
第
二
水
力

ノ
許
可
ハ
之
ヲ

取
消
ス

東
邦
電
力

株
式
会
社

岐
阜
県
知

事
　
坂
間

棟
治

「
昭
和
五
年
一
月
十
八
日
附
本
県
指
令
十
三
治
第
4
9
1
-
1
、
4
9
1
-
2
,4
9
1
-
3
号
ヲ
以
テ
許
可
シ
タ
ル
飛
騨
川
筋
(下
麻
生
、
森
山
第
一
、
森
山
第
2

水
力
)発
電
用
水
利
使
用
ノ
内
森
山
第
2
水
力
ノ
許
可
ハ
之
ヲ
取
消
ス
」

№
4
3
7
0

3
4

八
土
第

3
1
8
6
号

昭
和
1
0
年

4
月
　
2
6

日

木
曽
川
筋
（
今

渡
水
力
）
発
電

用
水
利
使
用

ニ
関
ス
ル
件

岐
阜
県
知

事
内
務
省
土

木
局
長

「
電
気
事
業
経
営
許
可
申
請
ノ
申
請
ハ
昭
和
九
年
十
一
月
十
九
日
附
ニ
テ
・
・
・
」

№
4
3
7
1

3
5

昭
和
1
0
年

1
0
月
　
2
2

日

木
曽
川
筋
河

川
使
用
（
今
渡

発
電
所
）
土
木

工
事
実
施
認

可
申
請
書

愛
岐
水
力

株
式
会
社

代
表
取
締

役
社
長
　
松

永
安
左
エ
門

岐
阜
県
知

事
　
坂
千

秋

「
昭
和
十
年
四
月
廿
六
日
附
岐
阜
県
指
令
八
土
第
三
一
八
六
號
ヲ
以
テ
水
利
使
用
ノ
御
裁
許
ヲ
相
受
ケ
候
今
渡
発
電
所
今
般
土
木
工
事
実
施

仕
リ
度
候
間
何
卒
特
別
ノ
御
詮
議
ヲ
以
テ
至
急
御
認
可
被
下
度
関
係
調
書
相
添
此
段
及
申
請
候
也
」

№
4
3
2
1
～

4
3
5
1

今
渡
発
電
所

の
土
木
工
事

実
施
の
認
可

申
請
書

発
電
用
水
利
使
用
の
許
可

（
昭
和
1
0
年
4
月
2
6
日
）
が
下

り
た
た
め
、
実
際
に
行
う
工

事
の
認
可
を
得
る
た
め
に
出

さ
れ
た
申
請
書
。
申
請
を
う

け
た
岐
阜
県
は
国
（
内
務

省
）
に
対
し
て
伺
い
を
立
て
、

協
議
を
進
め
て
い
く
。

3
6
稟
議
書

岐
土
第

1
0
号

昭
和
1
1
年

3
月
1
2
日

昭
和
1
1
年

3
月
2
0
日

回
送
案
　
愛
岐

水
力
株
式
会

社
発
電
所
建

設
ニ
依
ル
損

害
補
償
及
其

ノ
他
救
済
方

陳
情
ノ
件

（
陳
情
者
　
岐

阜
県
加
茂
郡

下
米
田
町
大

字
小
山
　
渡
辺

平
三
郎
外
百

五
十
九
名
）

土
木
局
長

岐
阜
県
知

事

［
起
案
者
：
内
務
省
河
川
課
］

「
愛
岐
水
力
株
式
会
社
発
電
所
建
設
ニ
依
ル
損
害
補
償
及
其
ノ
他
救
済
方
陳
情
ノ
件

標
記
ノ
件
ニ
付
別
紙
ノ
通
陳
情
有
之
候
條
之
ニ
関
ス
ル
貴
官
ノ
御
意
見
承
知
致
度

理
由

　
本
件
陳
情
者
居
住
ノ
大
字
ハ
土
地
狭
少
ニ
シ
テ
住
民
ノ
多
ク
ハ
漁
業
、
舟
筏
業
ヲ
専
ニ
シ
其
ノ
他
農
家
ト
雖
木
曽
川
、
飛
騨
川
ノ
恵
澤
ニ
依
リ

生
活
シ
ツ
ツ
ア
ル
モ
今
般
右
両
川
合
流
点
下
流
ニ
建
設
セ
ラ
レ
ン
ト
ス
ル
愛
岐
水
力
株
式
会
社
発
電
所
完
成
ノ
暁
ハ
住
民
一
同
ノ
蒙
ル
損
害
尠

カ
ラ
サ
ル
ヲ
以
テ
右
損
害
ニ
付
之
ヲ
補
償
セ
シ
メ
又
其
ノ
他
適
當
ノ
救
済
方
法
ヲ
講
セ
シ
メ
ラ
レ
タ
シ
ト
謂
フ
ニ
ア
ル
ヲ
以
テ
右
ハ
岐
阜
縣
知
事
ヲ

シ
テ
適
当
措
置
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ト
致
度

陳
情
者
　
岐
阜
県
加
茂
郡
下
米
田
町
大
字
小
山
　
渡
辺
平
三
郎
外
百
五
十
九
名
」

№
4
3
0
4
～

4
3
0
6

陳
情
書
を
受

け
て
対
応
策

を
検
討
す
る

文
書

陳
情
書
を
受
け
た
内
務
省

は
、
住
民
の
損
害
は
大
き
い

と
考
え
、
岐
阜
県
に
対
し
て

補
償
や
救
済
方
法
を
考
え
る

よ
う
に
指
示
し
た
。
こ
の
3
月

後
、
岐
阜
県
は
意
見
を
提
出

し
て
い
ま
す
。
結
果
的
に
小

山
観
音
参
詣
橋
が
で
き
た
。

3
7
№
3
6
に

添
付

十
土
第

5
2
5
5
号

昭
和
1
1
年

8
月
　
3
日

愛
岐
水
力
株

式
会
社
発
電

所
建
設
ニ
依

ル
損
害
補
償

及
其
他
救
済

方
陳
情
ノ
件

岐
阜
県
知

事
内
務
省
土

木
局
長

「
三
月
二
十
日
丙
第
八
七
號
ヲ
以
テ
御
照
会
相
成
候
標
記
ノ
件
七
月
十
八
日
付
十
土
第
五
二
五
五
號
ヲ
以
テ
意
見
及
副
申
候
處
右
ニ
関
ス
ル

陳
情
書
添
付
漏
レ
ニ
付
別
紙
及
送
付
候
條
可
然
御
取
計
相
煩
度
」

№
4
3
0
7
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2
5
№
2
4
に

添
付

[愛
岐
水
力
株

式
会
社
発
起

人
　
今
渡
発
電

所
　
出
願
　
内

務
省
整
理
簿
］

出
願
：
昭
和
8
年
5
月
3
0
日

願
書
受
理
：
同
　
八
土
第
3
1
8
6
号

稟
伺
：
昭
和
8
年
9
月
2
1
日
　
八
土
第
3
1
8
6
号

本
省
受
付
：
　
昭
和
8
年
9
月
2
7
日
　
岐
土
第
1
2
9

№4
3
8
1
�4
3
8
2

2
6
№
2
4
に

添
付

「
木
曽
川
発
電

用
河
水
使
用

許
可
ノ
件
」

［
今
渡
発
電
所

出
願
概
要
］

出
願
：
昭
和
8
年
5
月
3
0
日
　
　
願
書
受
理
：
同
　
　
　
稟
伺
：
昭
和
8
年
9
月
2
1
日
　
八
土
第
3
1
8
6
号

（
附
帯
設
備
若
ハ
計
画
）

魚
道
：
遡
降
魚
類
　
魚
梯
ヲ
堰
堤
外
ニ
設
置

流
木
：
流
水
路
を
堰
堤
ニ
設
置

舟
筏
：
舟
筏
路
ヲ
堰
堤
ニ
設
置

（
稟
伺
事
由
　
備
考
欄
）

「
本
発
電
計
画
ハ
木
曽
川
筋
及
飛
騨
川
筋
ニ
於
ケ
ル
発
電
用
水
利
使
用
事
業
ト
相
俟
テ
水
力
ノ
充
分
ナ
ル
利
用
ヲ
図
ツ
ト
共
ニ
河
川
流
量
ヲ
自

然
流
量
ニ
調
整
シ
テ
下
流
ニ
於
ケ
ル
水
利
関
係
ヲ
良
好
ナ
ラ
シ
ム
ル
目
的
ヲ
以
テ
両
川
ニ
共
通
ナ
ル
逆
調
整
発
電
所
ヲ
建
設
セ
ム
ト
ス
ル
モ
ノ

ナ
リ
。
而
テ
該
調
整
池
設
置
ノ
為
メ
大
同
電
力
株
式
会
社
今
渡
水
路
ノ
一
部
、
東
邦
電
力
株
式
会
社
森
山
第
二
水
力
（
既
許
可
）
ノ
水
利
地
点
ヲ

大
同
東
邦
両
者
が
愛
岐
水
力
株
式
会
社
発
キ
人
ニ
提
供
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
」

（
知
事
意
見
）

「
飛
騨
川
筋
ニ
於
テ
木
曽
川
合
流
点
上
流
約
九
〇
〇
米
ノ
地
点
ニ
小
山
漢
音
ア
リ
堰
堤
築
造
後
ハ
離
レ
島
ト
ナ
ル
ヲ
以
テ
橋
梁
ヲ
架
設
セ
ン
ト

ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
・
・
」

№
4
3
8
3
～

4
3
8
6

2
7
№
2
4
に

添
付

[大
同
電
力
株

式
会
社
　
今
渡

発
電
所
　
出
願

内
務
省
整
理

簿
］

（
「
一
部
提
供
」

の
メ
モ
あ
り
）

出
願
：
大
正
6
年
1
2
月
1
8
日

願
書
受
理
：
大
正
6
年
1
2
月
2
0
日
同
　
土
第
8
7
6
0
号

稟
伺
：
大
正
8
年
9
月
8
日
　
土
第
8
7
6
0
号

№
4
3
8
7

2
8

九
局
第

3
7
3
9
号

昭
和
　
9

年
　
1
0
月

3
0
日

木
曽
川
筋
ニ

於
ケ
ル
魚
族

保
護
ノ
件

農
林
省
水

産
局
長

内
務
省
土

木
局
長

「
・
・
・
右
ハ
木
曽
川
筋
漁
業
上
著
シ
キ
影
響
ア
ル
モ
ノ
ト
・
・
・
」

№
4
3
7
2

2
9

八
土
第

3
1
8
6
号

昭
和
1
0
年

4
月
　
2
6

日

木
曽
川
筋
（
今

渡
水
力
）
発
電

用
水
利
使
用

許
可
ノ
件
報

告

岐
阜
県
知

事
　
坂
間
棟

治

内
務
大
臣

後
藤
文
夫

「
客
年
1
0
月
2
日
内
務
省
八
岐
土
第
1
2
9
号
ヲ
以
テ
御
認
可
成
候
ニ
付
本
日
別
紙
写
ノ
通
許
可
・
・
・
」

№
4
3
5
7

今
渡
発
電
所

の
水
利
使
用

許
可
の
報
告

今
渡
発
電
所
の
水
利
使
用

許
可
書
を
、
岐
阜
県
が
申
請

者
の
愛
岐
水
力
に
出
し
た
こ

と
を
国
に
報
告
し
た
書
類
。

3
0

昭
和
1
0
年

4
月
　
2
6

日

木
曽
川
筋
（
今

渡
水
力
）
発
電

用
水
利
使
用

許
可
ス

岐
阜
県
知

事
　
坂
間
棟

治

愛
岐
水
力

株
式
会
社

発
起
人
・
大

同
電
力
株

式
会
社
取

締
役
社
長

増
田
次
郎

外
六
名

「
昭
和
八
年
五
月
三
十
日
申
請
木
曽
川
(今
渡
水
力
）
発
電
用
水
利
使
用
ノ
件
別
紙
命
令
書
ヲ
附
シ
許
可
ス
」

№
4
3
5
8

今
渡
発
電
所

の
水
利
使
用

の
許
可
書

（
控
）

昭
和
8
年
5
月
3
0
日
付
け
で
、

愛
岐
水
力
か
ら
出
さ
れ
た
今

渡
発
電
所
の
水
利
使
用
申

請
に
対
す
る
許
可
書
。
こ
の

許
可
を
受
け
、
工
事
実
施
の

申
請
に
移
る
。

3
1

昭
和
1
0
年

4
月
　
2
6

日
命
令
書

岐
阜
県
知

事
　
坂
間
棟

治

愛
岐
水
力
株

式
会
社
発
起

人
・
大
同
電

力
株
式
会
社

取
締
役
社
長

増
田
次
郎
・

東
邦
電
力
株

式
会
社
取
締

役
社
長
　
松

永
安
左
衛
門

ほ
か

№
4
3
5
9
～

4
3
6
8

—　 　—16

3
2

八
土
第

3
1
8
6
号

昭
和
1
0
年

4
月
　
2
6

日

木
曽
川
筋
（
今

渡
水
力
）
発
電

用
水
利
使
用

ニ
関
ス
ル
件

通
達

岐
阜
県
知

事

愛
岐
水
力

株
式
会
社

発
起
人
・
大

同
電
力
株

式
会
社
取

締
役
社
長

増
田
次
郎

外
六
名

「
昭
和
八
年
五
月
三
十
日
申
請
ニ
係
ル
標
記
ノ
件
本
日
別
途
指
令
候
處
右
ハ
上
流
木
曽
川
及
飛
騨
川
筋
ニ
於
ケ
ル
既
設
発
電
所
ノ
水
量
調
整

作
用
ニ
対
シ
逆
調
整
ヲ
為
シ
下
流
灌
漑
、
水
運
等
ノ
水
利
ニ
影
響
ナ
カ
ラ
シ
ム
ル
緊
要
ノ
事
業
ナ
ル
ニ
付
速
ニ
工
事
ニ
着
手
ス
ル
様
御
配
慮
相

成
度
・
・
・
」

№
4
3
6
9

今
渡
発
電
所

の
水
利
使
用

許
可
の
報
告

上
流
の
ダ
ム
に
よ
っ
て
変
動

す
る
放
流
量
を
常
に
均
等
に

流
す
「
逆
調
整
」
の
機
能
を
今

渡
発
電
所
は
持
つ
た
め
、
指

令
後
早
急
に
着
手
す
る
よ
う

求
め
て
い
る
。

3
3

岐
阜
県

達
第

2
8
1
号

昭
和
1
0
年

4
月
　
2
6

日

発
電
用
水
利

使
用
ノ
内
森

山
第
二
水
力

ノ
許
可
ハ
之
ヲ

取
消
ス

東
邦
電
力

株
式
会
社

岐
阜
県
知

事
　
坂
間

棟
治

「
昭
和
五
年
一
月
十
八
日
附
本
県
指
令
十
三
治
第
4
9
1
-
1
、
4
9
1
-
2
,4
9
1
-
3
号
ヲ
以
テ
許
可
シ
タ
ル
飛
騨
川
筋
(下
麻
生
、
森
山
第
一
、
森
山
第
2

水
力
)発
電
用
水
利
使
用
ノ
内
森
山
第
2
水
力
ノ
許
可
ハ
之
ヲ
取
消
ス
」

№
4
3
7
0

3
4

八
土
第

3
1
8
6
号

昭
和
1
0
年

4
月
　
2
6

日

木
曽
川
筋
（
今

渡
水
力
）
発
電

用
水
利
使
用

ニ
関
ス
ル
件

岐
阜
県
知

事
内
務
省
土

木
局
長

「
電
気
事
業
経
営
許
可
申
請
ノ
申
請
ハ
昭
和
九
年
十
一
月
十
九
日
附
ニ
テ
・
・
・
」

№
4
3
7
1

3
5

昭
和
1
0
年

1
0
月
　
2
2

日

木
曽
川
筋
河

川
使
用
（
今
渡

発
電
所
）
土
木

工
事
実
施
認

可
申
請
書

愛
岐
水
力

株
式
会
社

代
表
取
締

役
社
長
　
松

永
安
左
エ
門

岐
阜
県
知

事
　
坂
千

秋

「
昭
和
十
年
四
月
廿
六
日
附
岐
阜
県
指
令
八
土
第
三
一
八
六
號
ヲ
以
テ
水
利
使
用
ノ
御
裁
許
ヲ
相
受
ケ
候
今
渡
発
電
所
今
般
土
木
工
事
実
施

仕
リ
度
候
間
何
卒
特
別
ノ
御
詮
議
ヲ
以
テ
至
急
御
認
可
被
下
度
関
係
調
書
相
添
此
段
及
申
請
候
也
」

№
4
3
2
1
～

4
3
5
1

今
渡
発
電
所

の
土
木
工
事

実
施
の
認
可

申
請
書

発
電
用
水
利
使
用
の
許
可

（
昭
和
1
0
年
4
月
2
6
日
）
が
下

り
た
た
め
、
実
際
に
行
う
工

事
の
認
可
を
得
る
た
め
に
出

さ
れ
た
申
請
書
。
申
請
を
う

け
た
岐
阜
県
は
国
（
内
務

省
）
に
対
し
て
伺
い
を
立
て
、

協
議
を
進
め
て
い
く
。

3
6
稟
議
書

岐
土
第

1
0
号

昭
和
1
1
年

3
月
1
2
日

昭
和
1
1
年

3
月
2
0
日

回
送
案
　
愛
岐

水
力
株
式
会

社
発
電
所
建

設
ニ
依
ル
損

害
補
償
及
其

ノ
他
救
済
方

陳
情
ノ
件

（
陳
情
者
　
岐

阜
県
加
茂
郡

下
米
田
町
大

字
小
山
　
渡
辺

平
三
郎
外
百

五
十
九
名
）

土
木
局
長

岐
阜
県
知

事

［
起
案
者
：
内
務
省
河
川
課
］

「
愛
岐
水
力
株
式
会
社
発
電
所
建
設
ニ
依
ル
損
害
補
償
及
其
ノ
他
救
済
方
陳
情
ノ
件

標
記
ノ
件
ニ
付
別
紙
ノ
通
陳
情
有
之
候
條
之
ニ
関
ス
ル
貴
官
ノ
御
意
見
承
知
致
度

理
由

　
本
件
陳
情
者
居
住
ノ
大
字
ハ
土
地
狭
少
ニ
シ
テ
住
民
ノ
多
ク
ハ
漁
業
、
舟
筏
業
ヲ
専
ニ
シ
其
ノ
他
農
家
ト
雖
木
曽
川
、
飛
騨
川
ノ
恵
澤
ニ
依
リ

生
活
シ
ツ
ツ
ア
ル
モ
今
般
右
両
川
合
流
点
下
流
ニ
建
設
セ
ラ
レ
ン
ト
ス
ル
愛
岐
水
力
株
式
会
社
発
電
所
完
成
ノ
暁
ハ
住
民
一
同
ノ
蒙
ル
損
害
尠

カ
ラ
サ
ル
ヲ
以
テ
右
損
害
ニ
付
之
ヲ
補
償
セ
シ
メ
又
其
ノ
他
適
當
ノ
救
済
方
法
ヲ
講
セ
シ
メ
ラ
レ
タ
シ
ト
謂
フ
ニ
ア
ル
ヲ
以
テ
右
ハ
岐
阜
縣
知
事
ヲ

シ
テ
適
当
措
置
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ト
致
度

陳
情
者
　
岐
阜
県
加
茂
郡
下
米
田
町
大
字
小
山
　
渡
辺
平
三
郎
外
百
五
十
九
名
」

№
4
3
0
4
～

4
3
0
6

陳
情
書
を
受

け
て
対
応
策

を
検
討
す
る

文
書

陳
情
書
を
受
け
た
内
務
省

は
、
住
民
の
損
害
は
大
き
い

と
考
え
、
岐
阜
県
に
対
し
て

補
償
や
救
済
方
法
を
考
え
る

よ
う
に
指
示
し
た
。
こ
の
3
月

後
、
岐
阜
県
は
意
見
を
提
出

し
て
い
ま
す
。
結
果
的
に
小

山
観
音
参
詣
橋
が
で
き
た
。

3
7
№
3
6
に

添
付

十
土
第

5
2
5
5
号

昭
和
1
1
年

8
月
　
3
日

愛
岐
水
力
株

式
会
社
発
電

所
建
設
ニ
依

ル
損
害
補
償

及
其
他
救
済

方
陳
情
ノ
件

岐
阜
県
知

事
内
務
省
土

木
局
長

「
三
月
二
十
日
丙
第
八
七
號
ヲ
以
テ
御
照
会
相
成
候
標
記
ノ
件
七
月
十
八
日
付
十
土
第
五
二
五
五
號
ヲ
以
テ
意
見
及
副
申
候
處
右
ニ
関
ス
ル

陳
情
書
添
付
漏
レ
ニ
付
別
紙
及
送
付
候
條
可
然
御
取
計
相
煩
度
」

№
4
3
0
7
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1
7

収
水

第
4
3
6
号

ノ
1

昭
和

　
9

年
　

1
月

2
7
日

木
曽

川
筋

ニ
逆

調
整

発
電

所
建

設
ニ

関
ス

ル
件

回
答

名
古

屋
市

長
　

大
岩

勇
夫

愛
知

県
土

木
部

長
昭

和
8
年

1
2
月

1
5
日

附
河

第
1
6
9
7
号

ニ
テ

照
会

ノ
回

答
「
･･･水

道
収

水
上

ニ
重

大
ナ

ル
影

響
ヲ

来
ス

・
・
・
」

№
4
4
0
6

1
8

発
第

2
2

号

昭
和

　
9

年
　

3
月

2
2
日

木
曽

川
筋

ニ
逆

調
整

発
電

所
建

設
ニ

関
ス

ル
件

木
津

用
水

普
通

水
利

組
合

管
理

愛
知

県
土

木
部

長
川

越
篤

昭
和

8
年

1
2
月

1
5
日

附
河

第
1
6
9
7
号

ニ
テ

照
会

ノ
回

答
「
･･･本

発
電

所
建

設
ニ

起
因

シ
灌

漑
ニ

支
障

ヲ
来

シ
・
・
・
」

№
4
4
1
1
～

4
4
1
2

1
9

発
第

2
2

号

昭
和

　
9

年
　

3
月

2
3
日

木
曽

川
筋

ニ
逆

調
整

発
電

所
建

設
ニ

関
ス

ル
件

木
津

用
水

普
通

水
利

組
合

管
理

愛
知

県
土

木
部

長
川

越
篤

昭
和

8
年

1
2
月

1
5
日

附
河

第
1
6
9
7
号

ニ
テ

照
会

ノ
回

答
「
･･･本

発
電

所
建

設
ニ

起
因

シ
灌

漑
ニ

支
障

ヲ
来

シ
・
・
・
」

№
4
4
0
5

2
0

発
第

6
7
7
号

昭
和

　
9

年
　

4
月

1
0
日

木
曽

川
筋

逆
調

整
発

電
所

建
設

ニ
関

ス
ル

件

宮
田

用
水

普
通

水
利

組
合

愛
知

県
土

木
部

長

昭
和

8
年

1
2
月

1
5
日

附
河

第
1
6
9
7
号

ニ
テ

照
会

ノ
回

答
「
大

井
ダ

ム
ノ

為
ニ

予
想

セ
ラ

レ
ザ

リ
シ

影
響

ヲ
受

ケ
三

百
年

既
得

ノ
権

利
ヲ

侵
害

セ
ラ

レ
生

活
ノ

安
定

ヲ
脅

カ
サ

レ
ツ

ツ
四

十
万

農
民

ヲ
保

護
・
・
・
」
「
･･･組

合
ノ

灌
漑

ニ
支

障
ヲ

與
ヘ

サ
ル

度
合

ノ
流

量
ヲ

常
ニ

絶
ヘ

ス
間

断
ナ

ク
放

流
ス

ル
コ

ト
・
・
・
」

№
4
4
0
7
～

4
4
1
0

今
渡

発
電

所
（
逆

調
整

発
電

所
）
建

設
に

伴
う

宮
田

用
水

組
合

と
し

て
の

意
見

書

愛
岐

水
力

に
よ

る
今

渡
発

電
所

の
河

川
使

用
の

申
請

に
対

し
て

、
愛

知
県

を
通

し
て

宮
田

用
水

組
合

は
意

見
を

求
め

ら
れ

た
。

そ
れ

に
対

す
る

回
答

。

2
1

佐
第

7
4

号

昭
和

　
9

年
　

4
月

2
6
日

木
曽

川
筋

ニ
逆

調
整

発
電

所
建

設
ニ

関
ス

ル
回

答

佐
屋

川
用

水
普

通
水

利
組

合
管

理
長

川
越

愛
知

県
土

木
部

長

昭
和

8
年

1
2
月

1
5
日

附
河

第
1
6
9
7
号

ニ
テ

照
会

ノ
回

答
「
･･･末

流
ニ

於
ケ

ル
用

水
灌

漑
ニ

支
障

ナ
キ

水
位

を
流

下
シ

・
・
・
」

№
4
4
0
4

2
2

稟
議

書
8
水

1
2

号
昭

和
　

9
年

1
月

　
8
日

昭
和

　
9

年
　

1
月

1
0
日

照
会

案
　

木
曽

川
（
今

渡
水

力
）
河

水
使

用
許

可
ニ

関
ス

ル
件

(内
務

省
）
土

木
局

長
岐

阜
県

知
事

［
起

案
者

：
内

務
省

河
川

課
］

・
灌

漑
用

水
、

上
水

道
地

点
調

査
・
流

材
状

況
調

査
・
魚

族
の

種
類

、
漁

獲
高

、
漁

業
者

数
調

査

№
4
4
1
3
～

4
4
1
4

2
3

八
土

第
3
1
8
6
号

昭
和

　
9

年
　

8
月

2
2
日

木
曽

川
（
今

渡
水

力
）
河

水
使

用
ニ

関
ス

ル
件

岐
阜

県
知

事
内

務
省

土
木

局
長

「
至

急
御

認
可

相
成

候
御

取
計

・
・
・
」

№
4
3
9
1

2
4

稟
議

書
岐

土
第

1
2
9
号

昭
和

　
9
年

8
月

　
3
0
日

昭
和

　
9

年
　

9
月

2
0
日

指
令

案
　

木
曽

川
筋

(今
渡

水
力

)発
電

用
水

利
使

用
許

可
ノ

件
認

可
ス

内
務

大
臣

岐
阜

県
知

事

［
起

案
者

：
内

務
省

河
川

課
］

「
昭

和
八

年
九

月
二

十
一

日
八

土
第

三
一

八
六

号
稟

伺
木

曽
川

筋
(今

渡
水

力
)発

電
用

水
利

使
用

許
可

ノ
件

認
可

ス
」

№
4
3
7
3

今
渡

発
電

所
の

水
利

使
用

認
可

の
起

案
文

書

岐
阜

県
か

ら
の

伺
い

を
う

け
、

国
（
内

務
省

）
と

し
て

の
認

可
を

岐
阜

県
知

事
に

出
す

起
案

文
書

。

同
 通

牒
案

木
曽

川
筋

(今
渡

水
力

)発
電

用
水

利
使

用
ニ

関
ス

ル
件

依
命

通
牒

土
木

局
長

岐
阜

県
知

事愛
知

県
知

事

【
2
4
と

一
体

】
通

牒
案

（
土

木
局

長
か

ら
岐

阜
県

知
事

宛
て

）
「
・
・
・
逆

調
整

ヲ
為

シ
下

流
灌

漑
、

水
運

等
ノ

水
利

ニ
影

響
ナ

カ
ラ

シ
ム

ル
緊

要
ノ

事
業

タ
ル

オ
以

て
速

ニ
工

事
ニ

着
手

ス
ル

様
・
・
・
」
「
追

テ
指

令
、

命
令

書
、

通
牒

等
全

文
寫

添
付

・
・
・
同

時
ニ

消
滅

ス
ヘ

キ
東

邦
電

力
株

式
会

社
既

許
可

森
山

第
二

地
点

ノ
失

効
ノ

件
・
・
・
」

通
牒

案
（
土

木
局

長
か

ら
愛

知
県

知
事

宛
て

）
「
・
・
・
逆

調
整

ヲ
開

始
ス

ル
以

前
予

メ
可

動
堰

ノ
操

作
ニ

関
シ

改
メ

テ
貴

官
ノ

ゴ
意

見
ヲ

承
知

致
度

・
・
・
」

「
（
理

由
）
・
・
・
上

流
既

設
発

電
所

ニ
於

ケ
ル

水
量

ノ
調

整
ヲ

逆
調

整
セ

シ
メ

放
水

量
ヲ

自
然

流
量

ニ
還

元
シ

以
テ

下
流

ノ
灌

漑
水

運
等

水
利

ニ
対

ス
ル

影
響

ヲ
ナ

カ
ラ

シ
メ

ン
ト

ス
ル

計
画

ニ
シ

テ
義

務
工

事
ト

モ
・
・
・
」

「
覚

・
・
・
　

三
、

魚
道

及
流

筏
路

ノ
設

計
ニ

関
シ

テ
工

事
実

施
設

計
認

可
ノ

際
農

林
省

ニ
協

議
ス

ル
コ

ト
・
・
四

、
可

動
堰

操
作

規
程

ノ
作

成
及

可
動

堰
ノ

操
作

ニ
関

シ
テ

ハ
工

事
実

施
認

可
ノ

際
稟

伺
を

為
ス

・
・
」

№
4
3
7
4
～

4
3
8
0

今
渡

発
電

所
の

水
利

使
用

の
認

可
書

に
伴

う
命

令
書

そ
の

詳
細

に
つ

い
て

は
、

岐
阜

県
知

事
の

ほ
か

、
愛

知
県

知
事

に
も

指
令

書
を

付
け

て
指

示
し

よ
う

と
し

て
い

る
。
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6
八
土
第

6
2
8
5
号

昭
和
　
8

年
　
1
0
月

2
5
日

木
曽
川
筋
発

電
水
利
ニ
関

ス
ル
件

岐
阜
県
知

事
愛
知
県
知

事
№
4
3
9
5

7
河
第

1
6
9
7
号

昭
和
　
8

年
　
1
1
月

7
日

木
曽
川
筋
ニ

逆
調
整
発
電

所
建
設
ニ
関

ス
ル
件

愛
知
県
知

事
内
務
省
土

木
局
長

№
4
4
1
5

8
稟
議
書

土
1
2
9

号
昭
和
　
8
年

1
1
月
1
8
日

昭
和
　
8

年
　
1
2
月

1
4
日

木
曽
川
（
今
渡

水
力
）
河
川
使

用
許
可
ノ
件

稟
伺

［
起
案
者
：
内
務
省
第
１
技
術
課
］

メ
モ
地
図
あ
り
（
愛
岐
水
力
、
森
山
第
二
・
・
・
・
）

№
4
3
8
9
～

4
3
9
0

9
稟
議
書

‐
昭
和
　
9
年

8
月
　
7
日

昭
和
　
9

年
　
8
月

8
日

木
曽
川
（
今
渡

水
力
）
河
水
使

用
ニ
関
ス
ル

件

［
起
案
者
：
内
務
省
第
１
技
術
課
］

「
岐
阜
県
知
事
意
見
ノ
通
リ
速
ニ
之
ヲ
許
可
シ
・
・
・
」

№
4
3
9
2

1
0

八
土
第

3
1
8
6
号

昭
和
　
9

年
　
7
月

1
0
日

木
曽
川
（
今
渡

水
力
）
河
水
使

用
ニ
関
ス
ル

件

岐
阜
県
知

事
内
務
省
土

木
局
長

№
4
3
9
3

1
1

工
第

4
0
2
号

昭
和
　
9

年
　
5
月

3
0
日

木
曽
川
（
今
渡

水
力
）
河
水
使

用
許
可
ニ
関

ス
ル
件

内
務
省
名

古
屋
土
木

出
張
所
長

金
古
九
次

内
務
省
土

木
局
長

唐
澤
俊
樹

№
4
3
9
6

1
2

昭
和
　
9

年
　
5
月

1
9
日

木
曽
川
（
今
渡

水
力
）
河
水
使

用
許
可
ニ
関

ス
ル
件

岐
阜
県
知

事
内
務
省
土

木
局
長

・
灌
漑
用
水
、
上
水
道
地
点
調
査

・
流
材
状
況
調
査

・
魚
族
の
種
類
、
漁
獲
高
、
漁
業
者
数
調
査

№
4
3
9
7
～

4
3
9
8

1
3
№
1
2
に

添
付

[灌
漑
用
水
、

上
水
道
地
点

調
査
]

№
4
3
9
9

1
4
№
1
2
に

添
付

[流
材
状
況
調

査
]

昭
和
5
年
か
ら
昭
和
8
年

№
4
4
0
0
～

4
4
0
1

1
5
№
1
2
に

添
付

[魚
族
の
種

類
、
漁
獲
高
、

漁
業
者
数
調

査
]

昭
和
5
年
か
ら
昭
和
7
年
(木
曽
川
、
飛
騨
川
）

№
4
4
0
2

1
6

河
第

1
1
9
7
号

昭
和
　
9

年
　
5
月

8
日

木
曽
川
筋
ニ

逆
調
整
発
電

所
建
設
ニ
関

ス
ル
件

愛
知
県
知

事
　
三
邊
長

治

内
務
省
土

木
局
長

昭
和
8
年
1
1
月
7
日
附
河
第
1
6
9
7
号
ニ
テ
申
進

「
管
内
利
害
関
係
最
モ
重
大
ナ
ル
名
古
屋
市
及
宮
田
、
木
津
、
佐
屋
川
ノ
各
用
水
普
通
水
利
組
合
ヨ
リ
・
・
申
越
候
…
之
等
ノ
意
見
ニ
付
何
分
ノ

御
高
配
相
成
度
、
・
・
・
」

№
4
4
0
3

今
渡
発
電
所

（
逆
調
整
発

電
所
）
建
設

に
伴
う
意
見

書

愛
岐
水
力
に
よ
る
今
渡
発
電

所
の
河
川
使
用
の
申
請
に

対
し
て
、
愛
知
県
や
関
係
団

体
に
求
め
ら
れ
た
意
見
や
要

望
事
項
を
取
り
ま
と
め
た
回

答
。
利
害
関
係
が
特
に
大
き

い
用
水
に
つ
い
て
国
に
対
し

て
の
配
慮
を
求
め
て
い
る
。
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1
7

収
水

第
4
3
6
号

ノ
1

昭
和

　
9

年
　

1
月

2
7
日

木
曽

川
筋

ニ
逆

調
整

発
電

所
建

設
ニ

関
ス

ル
件

回
答

名
古

屋
市

長
　

大
岩

勇
夫

愛
知

県
土

木
部

長
昭

和
8
年

1
2
月

1
5
日

附
河

第
1
6
9
7
号

ニ
テ

照
会

ノ
回

答
「
･･･水

道
収

水
上

ニ
重

大
ナ

ル
影

響
ヲ

来
ス

・
・
・
」

№
4
4
0
6

1
8

発
第

2
2

号

昭
和

　
9

年
　

3
月

2
2
日

木
曽

川
筋

ニ
逆

調
整

発
電

所
建

設
ニ

関
ス

ル
件

木
津

用
水

普
通

水
利

組
合

管
理

愛
知

県
土

木
部

長
川

越
篤

昭
和

8
年

1
2
月

1
5
日

附
河

第
1
6
9
7
号

ニ
テ

照
会

ノ
回

答
「
･･･本

発
電

所
建

設
ニ

起
因

シ
灌

漑
ニ

支
障

ヲ
来

シ
・
・
・
」

№
4
4
1
1
～

4
4
1
2

1
9

発
第

2
2

号

昭
和

　
9

年
　

3
月

2
3
日

木
曽

川
筋

ニ
逆

調
整

発
電

所
建

設
ニ

関
ス

ル
件

木
津

用
水

普
通

水
利

組
合

管
理

愛
知

県
土

木
部

長
川

越
篤

昭
和

8
年

1
2
月

1
5
日

附
河

第
1
6
9
7
号

ニ
テ

照
会

ノ
回

答
「
･･･本

発
電

所
建

設
ニ

起
因

シ
灌

漑
ニ

支
障

ヲ
来

シ
・
・
・
」

№
4
4
0
5

2
0

発
第

6
7
7
号

昭
和

　
9

年
　

4
月

1
0
日

木
曽

川
筋

逆
調

整
発

電
所

建
設

ニ
関

ス
ル

件

宮
田

用
水

普
通

水
利

組
合

愛
知

県
土

木
部

長

昭
和

8
年

1
2
月

1
5
日

附
河

第
1
6
9
7
号

ニ
テ

照
会

ノ
回

答
「
大

井
ダ

ム
ノ

為
ニ

予
想

セ
ラ

レ
ザ

リ
シ

影
響

ヲ
受

ケ
三

百
年

既
得

ノ
権

利
ヲ

侵
害

セ
ラ

レ
生

活
ノ

安
定

ヲ
脅

カ
サ

レ
ツ

ツ
四

十
万

農
民

ヲ
保

護
・
・
・
」
「
･･･組

合
ノ

灌
漑

ニ
支

障
ヲ

與
ヘ

サ
ル

度
合

ノ
流

量
ヲ

常
ニ

絶
ヘ

ス
間

断
ナ

ク
放

流
ス

ル
コ

ト
・
・
・
」

№
4
4
0
7
～

4
4
1
0

今
渡

発
電

所
（
逆

調
整

発
電

所
）
建

設
に

伴
う

宮
田

用
水

組
合

と
し

て
の

意
見

書

愛
岐

水
力

に
よ

る
今

渡
発

電
所

の
河

川
使

用
の

申
請

に
対

し
て

、
愛

知
県

を
通

し
て

宮
田

用
水

組
合

は
意

見
を

求
め

ら
れ

た
。

そ
れ

に
対

す
る

回
答

。

2
1

佐
第

7
4

号

昭
和

　
9

年
　

4
月

2
6
日

木
曽

川
筋

ニ
逆

調
整

発
電

所
建

設
ニ

関
ス

ル
回

答

佐
屋

川
用

水
普

通
水

利
組

合
管

理
長

川
越

愛
知

県
土

木
部

長

昭
和

8
年

1
2
月

1
5
日

附
河

第
1
6
9
7
号

ニ
テ

照
会

ノ
回

答
「
･･･末

流
ニ

於
ケ

ル
用

水
灌

漑
ニ

支
障

ナ
キ

水
位

を
流

下
シ

・
・
・
」

№
4
4
0
4

2
2

稟
議

書
8
水

1
2

号
昭

和
　

9
年

1
月

　
8
日

昭
和

　
9

年
　

1
月

1
0
日

照
会

案
　

木
曽

川
（
今

渡
水

力
）
河

水
使

用
許

可
ニ

関
ス

ル
件

(内
務

省
）
土

木
局

長
岐

阜
県

知
事

［
起

案
者

：
内

務
省

河
川

課
］

・
灌

漑
用

水
、

上
水

道
地

点
調

査
・
流

材
状

況
調

査
・
魚

族
の

種
類

、
漁

獲
高

、
漁

業
者

数
調

査

№
4
4
1
3
～

4
4
1
4

2
3

八
土

第
3
1
8
6
号

昭
和

　
9

年
　

8
月

2
2
日

木
曽

川
（
今

渡
水

力
）
河

水
使

用
ニ

関
ス

ル
件

岐
阜

県
知

事
内

務
省

土
木

局
長

「
至

急
御

認
可

相
成

候
御

取
計

・
・
・
」

№
4
3
9
1

2
4

稟
議

書
岐

土
第

1
2
9
号

昭
和

　
9
年

8
月

　
3
0
日

昭
和

　
9

年
　

9
月

2
0
日

指
令

案
　

木
曽

川
筋

(今
渡

水
力

)発
電

用
水

利
使

用
許

可
ノ

件
認

可
ス

内
務

大
臣

岐
阜

県
知

事

［
起

案
者

：
内

務
省

河
川

課
］

「
昭

和
八

年
九

月
二

十
一

日
八

土
第

三
一

八
六

号
稟

伺
木

曽
川

筋
(今

渡
水

力
)発

電
用

水
利

使
用

許
可

ノ
件

認
可

ス
」

№
4
3
7
3

今
渡

発
電

所
の

水
利

使
用

認
可

の
起

案
文

書

岐
阜

県
か

ら
の

伺
い

を
う

け
、

国
（
内

務
省

）
と

し
て

の
認

可
を

岐
阜

県
知

事
に

出
す

起
案

文
書

。

同
 通

牒
案

木
曽

川
筋

(今
渡

水
力

)発
電

用
水

利
使

用
ニ

関
ス

ル
件

依
命

通
牒

土
木

局
長

岐
阜

県
知

事愛
知

県
知

事

【
2
4
と

一
体

】
通

牒
案

（
土

木
局

長
か

ら
岐

阜
県

知
事

宛
て

）
「
・
・
・
逆

調
整

ヲ
為

シ
下

流
灌

漑
、

水
運

等
ノ

水
利

ニ
影

響
ナ

カ
ラ

シ
ム

ル
緊

要
ノ

事
業

タ
ル

オ
以

て
速

ニ
工

事
ニ

着
手

ス
ル

様
・
・
・
」
「
追

テ
指

令
、

命
令

書
、

通
牒

等
全

文
寫

添
付

・
・
・
同

時
ニ

消
滅

ス
ヘ

キ
東

邦
電

力
株

式
会

社
既

許
可

森
山

第
二

地
点

ノ
失

効
ノ

件
・
・
・
」

通
牒

案
（
土

木
局

長
か

ら
愛

知
県

知
事

宛
て

）
「
・
・
・
逆

調
整

ヲ
開

始
ス

ル
以

前
予

メ
可

動
堰

ノ
操

作
ニ

関
シ

改
メ

テ
貴

官
ノ

ゴ
意

見
ヲ

承
知

致
度

・
・
・
」

「
（
理

由
）
・
・
・
上

流
既

設
発

電
所

ニ
於

ケ
ル

水
量

ノ
調

整
ヲ

逆
調

整
セ

シ
メ

放
水

量
ヲ

自
然

流
量

ニ
還

元
シ

以
テ

下
流

ノ
灌

漑
水

運
等

水
利

ニ
対

ス
ル

影
響

ヲ
ナ

カ
ラ

シ
メ

ン
ト

ス
ル

計
画

ニ
シ

テ
義

務
工

事
ト

モ
・
・
・
」

「
覚

・
・
・
　

三
、

魚
道

及
流

筏
路

ノ
設

計
ニ

関
シ

テ
工

事
実

施
設

計
認

可
ノ

際
農

林
省

ニ
協

議
ス

ル
コ

ト
・
・
四

、
可

動
堰

操
作

規
程

ノ
作

成
及

可
動

堰
ノ

操
作

ニ
関

シ
テ

ハ
工

事
実

施
認

可
ノ

際
稟

伺
を

為
ス

・
・
」

№
4
3
7
4
～

4
3
8
0

今
渡

発
電

所
の

水
利

使
用

の
認

可
書

に
伴

う
命

令
書

そ
の

詳
細

に
つ

い
て

は
、

岐
阜

県
知

事
の

ほ
か

、
愛

知
県

知
事

に
も

指
令

書
を

付
け

て
指

示
し

よ
う

と
し

て
い

る
。
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別
表

２
　

今
渡

発
電

所
関

連
　

国
立

公
文

書
館

所
蔵

資
料

　
（
概

ね
 編

年
順

）

整
理

番
号

展
示

タ
イ

ト
ル

解
説

1
八

土
第

3
1
8
6
号

昭
和

　
8

年
　

 9
月

2
1
日

愛
岐

水
力

株
式

会
社

発
起

人
出

願
木

曽
川

（
今

渡
水

力
）
河

水
使

用
許

可
ノ

稟
伺

岐
阜

県
知

事
　

宮
脇

梅
吉

内
務

大
臣

男
爵

山
本

達
雄

「
標

記
ノ

件
ニ

関
シ

別
冊

ノ
通

出
願

ニ
付

調
査

候
處

木
曽

川
筋

ニ
於

ケ
ル

大
同

電
力

株
式

会
社

既
許

可
今

渡
水

力
ノ

一
部

ト
飛

騨
川

筋
ニ

於
ケ

ル
東

邦
電

力
株

式
会

社
既

許
可

森
山

第
二

水
力

ノ
水

利
地

點
ヲ

各
々

提
供

シ
両

川
合

流
転

點
下

流
ニ

一
発

電
所

ヲ
建

設
シ

上
流

部
ノ

両
会

社
経

営
ニ

係
ル

各
発

電
所

ノ
使

用
水

量
ニ

応
シ

放
水

量
ヲ

自
然

流
ニ

還
元

ス
ル

様
逆

調
整

ヲ
ナ

シ
以

テ
下

流
部

ノ
水

利
水

運
ニ

対
ス

ル
影

響
ヲ

ナ
カ

ラ
シ

メ
ン

ト
ス

ル
次

第
ニ

テ
・
・
・
」

№
4
4
1
6
、

4
4
1
7

2
№

1
に

添
付

命
令

書
按

（
全

2
5
条

を
3
3
条

に
加

筆
修

正
）

岐
阜

県
知

事

愛
岐

水
力

株
式

会
社

発
起

人
・
大

同
電

力
株

式
会

社
取

締
役

社
長

増
田

次
郎

ほ
か

№
4
4
1
8
～

4
4
3
1

3
№

1
に

添
付

意
見

書

起
業

者
愛

岐
水

力
株

式
会

社
発

起
人

№
4
4
3
2
～

4
4
3
5

4
№

1
に

添
付

昭
和

8
年

5
月

3
0
日

発
電

用
木

曽
川

河
水

使
用

(今
渡

発
電

所
）
許

可
申

請
（
表

紙
：
「
発

電
水

利
使

用
許

可
申

請
書

(木
曽

川
今

渡
発

電
所

）
」
）
[副

本
印

]

愛
岐

水
力

株
式

会
社

発
起

人
総

代
　

大
同

電
力

株
式

会
社

取
締

役
社

長
　

増
田

次
郎

岐
阜

県
知

事
　

宮
脇

梅
吉

第
一

.起
業

ノ
概

要
1
.起

業
者

ノ
住

所
、

職
業

及
氏

名
　

2
.起

業
ノ

目
的

　
3
.供

給
区

域
　

4
.取

水
河

川
名

並
取

水
口

及
放

水
口

ノ
位

置
　

5
.使

用
水

量
　

6
.有

効
落

差
7
.馬

力
数

等
8
.水

ノ
使

用
期

間
第

二
.水

路
工

事
(略

）
第

三
.取

水
河

川
ノ

水
量

測
定

(略
）

第
四

.起
業

ト
治

水
其

他
公

益
事

業
ト

ノ
関

係
(略

）
1
.既

設
又

ハ
現

ニ
計

画
中

ノ
灌

漑
其

他
既

許
可

水
利

事
業

ニ
及

ホ
ス

影
響

並
ニ

之
ニ

対
ス

ル
施

設
ノ

大
要

「
堰

堤
上

流
湛

水
区

域
内

ニ
小

水
車

一
ケ

浸
水

ノ
予

定
ニ

シ
テ

之
ニ

対
シ

テ
ハ

相
当

ノ
価

格
ヲ

以
テ

買
収

又
ハ

補
償

ヲ
ナ

シ
何

等
支

障
ナ

カ
ラ

シ
ム

ル
モ

ノ
ト

ス
又

放
水

口
下

流
ニ

ハ
左

岸
ニ

木
津

、
宮

田
、

佐
屋

ノ
灌

漑
用

水
、

名
古

屋
市

水
道

取
入

口
、

右
岸

ニ
羽

島
用

水
等

存
在

ス
レ

共
前

述
ノ

如
ク

堰
堤

上
流

ノ
湛

水
ヲ

利
用

シ
完

全
ニ

自
然

流
ニ

還
元

ノ
上

放
流

ヲ
ナ

シ
上

流
各

発
電

所
ノ

使
用

水
量

調
整

ノ
下

流
ニ

及
ホ

ス
影

響
ヲ

除
去

セ
ン

ト
ス

ル
モ

ノ
ナ

レ
ハ

是
等

ニ
対

シ
何

等
ノ

影
響

ヲ
與

ヘ
ス

・
・
・
」

2
.舟

筏
ノ

通
航

、
流

木
、

漁
業

ニ
及

ホ
ス

影
響

並
ニ

之
ニ

関
ス

ル
施

設
ノ

大
要

「
沿

線
陸

上
ノ

交
通

機
関

ノ
発

達
ニ

伴
ヒ

舟
運

ハ
漸

減
シ

タ
レ

ト
モ

尚
少

数
ノ

舟
ノ

通
航

ア
ル

ヲ
以

テ
堰

堤
左

端
ニ

舟
䑓

ヲ
取

付
タ

ル
「
デ

リ
ッ

ク
」

ヲ
設

置
シ

之
ニ

舟
ヲ

載
セ

釣
上

ケ
上

下
セ

シ
ム

ル
モ

ノ
ト

ス
、

尚
デ

リ
ッ

ク
ノ

大
サ

等
ハ

実
施

ノ
際

必
要

ニ
応

シ
最

モ
適

当
且

堅
牢

ナ
ル

モ
ノ

ヲ
製

作
ス

ル
モ

ノ
ト

ス
　

　
飛

騨
川

筋
流

筏
ニ

対
シ

テ
ハ

湛
水

区
域

終
端

附
近

ニ
□

□
場

ヲ
設

ケ
之

ヨ
リ

汽
艇

ヲ
以

テ
曳

航
シ

堰
堤

ニ
至

リ
流

筏
路

上
流

入
口

ニ
導

ク
モ

ノ
ト

ス
　

流
筏

路
ハ

適
当

ノ
勾

配
ヲ

附
シ

下
端

ハ
本

川
ノ

深
淵

部
ニ

達
セ

シ
メ

安
全

ニ
流

下
シ

得
ル

設
備

ト
ス

　
　

魚
道

ハ
階

段
式

ト
シ

テ
取

入
口

左
端

ニ
上

流
口

ヲ
設

ケ
通

常
ノ

勾
配

ヲ
以

テ
導

キ
放

水
口

直
下

流
ノ

深
部

ニ
開

口
シ

魚
ノ

遡
上

ニ
便

ナ
ラ

シ
ム

而
シ

テ
其

内
巾

ハ
三

米
、

内
部

ハ
玉

石
張

ト
シ

可
及

的
自

然
河

床
ニ

類
似

セ
シ

ム
ル

外
遡

上
ノ

途
中

魚
ヲ

休
息

セ
シ

ム
ル

タ
メ

適
当

ノ
箇

所
ニ

ハ
魚

溜
ヲ

設
置

ス
、

尚
魚

道
上

流
端

ニ
ハ

自
動

調
節

装
置

ヲ
設

置
シ

上
流

水
位

ニ
変

化
ア

ル
モ

一
定

ノ
水

深
ヲ

保
チ

常
ニ

一
定

ノ
必

要
水

量
ヲ

流
下

シ
得

ル
コ

ト
ト

ス
」

3
.名

勝
旧

蹟
等

ニ
及

ホ
ス

影
響

並
ニ

之
ニ

関
ス

ル
施

設
ノ

大
要

「
本

計
測

地
点

ハ
局

部
的

ニ
ハ

幾
分

風
致

ノ
見

ル
ヘ

キ
モ

ノ
ア

リ
ト

雖
モ

概
シ

テ
格

別
ノ

勝
景

ナ
ク

且
ツ

交
通

路
モ

不
便

ナ
ル

ノ
ミ

ナ
ラ

ス
急

流
箇

所
多

ク
シ

テ
舟

遊
ニ

モ
適

セ
サ

ル
カ

為
水

陸
共

ニ
観

賞
ス

ル
コ

ト
能

ハ
ス

一
般

世
人

ヨ
リ

全
ク

顧
ラ

レ
サ

ル
所

ニ
シ

テ
特

ニ
名

勝
舊

蹟
ト

シ
テ

挙
ク

ル
モ

ノ
ナ

シ
、

唯
飛

騨
川

筋
小

山
地

先
河

中
ノ

小
山

観
音

ハ
従

来
二

米
内

外
ノ

出
水

マ
テ

ハ
左

岸
ヨ

リ
徒

歩
連

絡
可

能
ナ

ル
モ

洪
水

時
ニ

ハ
連

絡
不

能
ナ

リ
シ

カ
本

計
画

ニ
於

テ
ハ

該
観

音
ハ

略
々

在
来

ノ
洪

水
位

迄
湛

水
サ

ル
ル

タ
メ

離
レ

島
ト

ナ
ル

ヲ
以

テ
左

岸
小

山
部

落
ヨ

リ
延

長
約

八
〇

米
幅

員
三

米
〇

六
糎

ノ
橋

梁
ヲ

架
設

シ
四

時
参

詣
ノ

便
ヲ

與
フ

ル
ノ

ミ
ナ

ラ
ス

小
山

観
音

ハ
四

周
水

ヲ
以

テ
視

ら
さ

れ
一

層
幽

雅
荘

厳
ノ

美
ヲ

添
フ

ル
ニ

至
ル

ヘ
シ

」
4
.取

水
口

堰
堤

ノ
タ

メ
洪

水
時

ニ
於

ケ
ル

水
面

ノ
隆

起
ニ

起
因

ス
ル

影
響

ノ
程

度
並

ニ
之

ニ
関

ス
ル

施
設

ノ
大

要
大

同
東

邦
合

同
木

曽
川

合
流

点
逆

調
整

発
電

工
事

ニ
関

ス
ル

地
質

調
査

（
平

野
地

質
工

務
所

）

№
4
4
3
6
～

4
4
6
4

発
電

用
木

曽
川

河
水

使
用

(今
渡

発
電

所
）
許

可
申

請

今
渡

発
電

所
建

設
は

、
木

曽
川

の
河

水
を

使
用

し
た

い
と

い
う

愛
岐

水
力

の
こ

の
申

請
書

か
ら

始
ま

っ
た

。
こ

こ
に

は
、

計
画

の
詳

細
が

記
さ

れ
て

い
る

。

5
河

第
1
6
9
7
号

‐
昭

和
　

8
年

　
5
月

2
7
日

木
曽

川
筋

発
電

水
利

ニ
関

ス
ル

件

愛
知

県
知

事
岐

阜
県

知
事

「
大

同
電

力
株

式
会

社
ニ

於
テ

木
曽

川
、

飛
騨

川
合

流
點

下
流

部
ニ

逆
調

整
発

電
所

建
設

ノ
予

定
ノ

趣
ニ

付
之

ガ
手

続
既

済
ニ

候
ハ

ゞ
至

急
御

協
議

相
成

度
又

未
済

ニ
候

ハ
ゞ

之
ガ

出
願

有
之

タ
ル

際
ハ

許
否

決
定

前
御

協
議

相
成

候
様

致
度

何
分

ノ
義

急
速

御
回

報
相

煩
度

」
№

4
3
9
4

参
考

(企
画

展
に

お
い

て
展

示
し

た
資

料
の

タ
イ

ト
ル

と
解

説
）

内
容

な
ど

№
発

刊
番

号
等

日
付

（
起

案
日

）

日
付

（
発

信
日

・
施

行
日

）
件

名
差

出
（
起

案
者

）
宛

先
形

態

—　 　—13



5
證

書
（
渡

船
場

）
愛

岐
水

力
株

式
会

社
今

渡
建

設
所

常
務

取
締

役
 粕

谷
哲

策

昭
和

　
1
1
年

　
7
月

2
8
日

古
井

町
長

に
対

し
て

発
電

所
工

事
に

よ
る

渡
船

場
の

権
利

放
棄

に
合

意
す

る
証

書
。

当
時

古
井

町
は

木
曽

川
の

渡
船

事
業

を
行

っ
て

お
り

、
発

電
所

工
事

に
よ

っ
て

渡
船

に
支

障
が

出
る

た
め

、
愛

岐
水

力
が

古
井

町
に

対
し

て
補

償
金

を
支

払
う

な
ど

し
て

問
題

が
解

決
さ

れ
た

。

6
證

書
（
道

路
補

償
及

び
寄

附
）

古
井

町
長

昭
和

　
1
1
年

　
9
月

1
9
日

発
電

所
工

事
に

よ
る

道
路

補
償

等
費

用
と

し
て

古
井

町
に

対
す

る
1
8
0
0
円

の
寄

附
に

対
す

る
回

答
。

7
契

約
書

（
水

神
社

）
[№

1
8
4
6
2
-
3
が

議
案

ヵ
]

愛
岐

水
力

株
式

会
社

今
渡

建
設

所
長

 山
東

兵
蔵

・
古

井
町

長
・
水

神
社

氏
子

代
表

昭
和

　
1
3
年

　
1
1
月

2
8
日

水
神

社
の

移
転

に
関

す
る

契
約

書
。

愛
岐

水
力

・
古

井
町

・
水

神
社

三
者

に
よ

る
水

神
社

の
移

転
な

ど
に

関
す

る
契

約
書

。
木

曽
川

河
畔

に
あ

っ
た

「
水

神
社

」
が

発
電

工
事

に
よ

っ
て

移
転

せ
ざ

る
を

得
な

く
な

っ
た

。
費

用
の

負
担

な
ど

細
か

い
こ

と
が

契
約

書
の

中
で

定
め

ら
れ

て
い

る
。

8
契

約
書

（
児

童
の

水
泳

場
設

置
）

古
井

町
長

と
愛

岐
水

力
今

渡
建

設
所

長
 山

東
兵

蔵

昭
和

　
1
3
年

　
1
1
月

2
2
日

児
童

水
泳

場
の

た
め

の
土

地
を

借
り

る
契

約
書

。
古

井
町

児
童

の
水

泳
場

の
た

め
に

愛
岐

水
力

が
所

有
す

る
土

地
を

古
井

町
が

借
り

る
契

約
書

。
賃

貸
料

金
は

年
額

1
円

8
0
銭

。
場

所
は

「
字

上
古

井
下

リ
」
と

あ
る

。

9
書

簡
(控

)
古

井
町

長
昭

和
　

1
6
年

　
4
月

　
1
日

愛
岐

水
力

発
電

所
竣

工
後

に
堰

堤
近

く
に

事
務

所
を

設
置

す
る

契
約

が
実

行
さ

れ
て

い
な

い
た

め
、

そ
の

実
行

を
要

望
す

る
も

の
。

愛
岐

水
力

株
式

会
社

取
締

役
社

長
小

野
猛

に
対

す
る

も
の

。

1
0

證
（
事

務
所

設
置

）
[№

1
8
4
6
0
-
4
の

案
]

愛
岐

水
力

株
式

会
社

今
渡

建
設

所
常

務
取

締
役

 粕
谷

哲
策

昭
和

　
1
1
年

　
7
月

2
8
日

発
電

所
工

事
の

事
務

所
を

堰
堤

付
近

に
設

置
す

る
こ

と
の

証
書

の
案

を
古

井
町

が
作

成
し

た
と

思
わ

れ
る

。

1
1

要
望

書
控

古
井

町
長

昭
和

　
1
0
年

　
1
月

3
0
日

発
電

所
工

事
に

あ
た

っ
て

の
要

望
書

(日
比

野
町

長
）
。

発
電

所
工

事
に

あ
た

り
五

項
目

（
①

事
務

所
設

置
②

灌
漑

用
水

の
分

水
権

③
道

路
修

繕
費

の
寄

附
④

渡
船

場
の

補
償

⑤
ダ

ム
上

の
交

通
の

許
容

）
を

要
望

す
る

書
類

(日
比

野
町

長
）
で

す
。

町
長

の
直

筆
だ

と
思

わ
れ

る
。

こ
の

書
類

が
以

後
の

愛
岐

水
力

と
の

様
々

な
交

渉
の

も
と

に
な

っ
て

い
る

よ
う

で
あ

る
。

翌
年

昭
和

1
1
年

9
月

の
内

務
省

宛
の

古
井

町
住

民
の

陳
情

書
で

も
堰

堤
上

の
徒

歩
通

行
を

要
望

し
て

い
る

。

�
1
8
4
6
1

昭
和

十
二

年
　

古
井

町
會

議
事

錄
綴

十
二

年
度

予
算

（
臨

時
部

予
算

）
古

井
町

昭
和

1
2
年

ヵ
愛

岐
水

力
会

社
寄

附
金

か
ら

寄
付

金
を

受
け

る
た

め
の

予
算

案
。

古
井

町
は

愛
岐

水
力

会
社

か
ら

寄
付

金
（
金

8
0
0

円
）
を

受
け

た
。

川
合

地
区

の
道

路
改

良
に

使
う

こ
と

に
な

っ
た

。

�
1
8
4
6
2

昭
和

十
三

年
　

古
井

町
會

議
事

錄
綴

1
十

三
年

度
予

算
（
追

加
更

正
予

算
）

古
井

町
昭

和
1
3
年

ヵ
追

加
更

正
予

算
。

「
株

式
会

社
間

組
・
小

学
校

費
寄

附
金

・
5
0
0
円

」
「
愛

岐
水

力
会

社
契

約
ニ

依
ル

・
雑

入
・
1
0
0
0

円
」

2
議

案
第

3
5
号

　
寄

附
採

納
ノ

件
金

五
百

円
也

　
株

式
会

社
間

組
日

本
ラ

イ
ン

出
張

所
 小

川
蔵

夫

古
井

町
昭

和
　

1
3
年

　
8
月

2
5
日

古
井

町
は

発
電

所
工

事
を

請
け

負
っ

て
い

る
株

式
会

社
間

組
日

本
ラ

イ
ン

出
張

所
か

ら
寄

付
金

（
金

5
0
0
円

）
を

受
け

た
。

古
井

町
の

小
学

校
費

用
に

充
て

る
こ

と
に

な
っ

た
。

3
契

約
書

（
水

神
社

）
[№

1
8
4
6
0
-
7
の

議
案

ヵ
]

古
井

町
昭

和
　

1
3
年

　
　

月
　

日
愛

岐
水

力
・
古

井
町

・
水

神
社

三
者

に
よ

る
水

神
社

に
関

す
る

契
約

書
。

移
転

費
そ

の
他

必
要

経
費

を
負

担
す

る
こ

と
を

定
め

る
。

4
議

案
第

4
2
号

　
部

落
有

財
産

処
分

ノ
件

古
井

町
昭

和
　

1
3
年

　
1
2
月

　
5
日

水
神

社
の

湛
水

に
よ

る
移

転
に

伴
い

、
部

落
有

財
産

を
神

社
に

寄
付

す
る

議
案

。

5
町

会
協

議
事

項
古

井
町

昭
和

　
1
3
年

　
1
2
月

2
2
日

愛
岐

水
力

株
式

会
社

ニ
係

ル
営

業
収

益
税

配
分

問
題

（
交

渉
経

過
、

対
策

）
。

�
1
2
4
5
3

太
田

町
報

水
害

（
7
月

４
、

5
日

）
見

舞
の

報
告

太
田

町
第

5
6
号

（
昭

和
1
3
年

8
月

1
日

号
）

『
太

田
町

報
』
に

お
け

る
水

害
見

舞
の

報
告

。
昭

和
1
3
年

7
月

4
日

と
5
日

に
か

け
て

、
東

海
地

方
を

含
め

た
各

地
は

豪
雨

と
な

り
木

曽
川

堤
防

が
決

壊
す

る
な

ど
甚

大
な

被
害

が
出

た
。

今
渡

発
電

所
工

事
現

場
も

大
き

な
打

撃
を

受
け

た
。

浸
水

被
害

の
大

き
か

っ
た

太
田

町
に

対
し

て
愛

岐
水

力
今

渡
建

設
所

、
間

組
日

本
ラ

イ
ン

出
張

所
は

各
5
0
0
円

を
寄

付
し

、
百

名
分

の
炊

き
出

し
を

行
っ

た
こ

と
が

、
広

報
紙

で
あ

る
太

田
町

報
に

紹
介

し
て

あ
る

。

�
8
9
8

大
同

電
力

か
ら

日
本

発
送

電
株

式
会

社
へ

の
承

継
通

知

大
同

電
力

か
ら

日
本

発
送

電
株

式
会

社
へ

の
承

継
通

知
（
日

本
発

送
電

株
式

会
社

　
総

裁
　

増
田

次
郎

）

大
同

電
力

昭
和

1
4
年

　
月

　
日

—　 　—12

別
表

２
　

今
渡

発
電

所
関

連
　

国
立

公
文

書
館

所
蔵

資
料

　
（
概

ね
 編

年
順

）

整
理

番
号

展
示

タ
イ

ト
ル

解
説

1
八

土
第

3
1
8
6
号

昭
和

　
8

年
　

 9
月

2
1
日

愛
岐

水
力

株
式

会
社

発
起

人
出

願
木

曽
川

（
今

渡
水

力
）
河

水
使

用
許

可
ノ

稟
伺

岐
阜

県
知

事
　

宮
脇

梅
吉

内
務

大
臣

男
爵

山
本

達
雄

「
標

記
ノ

件
ニ

関
シ

別
冊

ノ
通

出
願

ニ
付

調
査

候
處

木
曽

川
筋

ニ
於

ケ
ル

大
同

電
力

株
式

会
社

既
許

可
今

渡
水

力
ノ

一
部

ト
飛

騨
川

筋
ニ

於
ケ

ル
東

邦
電

力
株

式
会

社
既

許
可

森
山

第
二

水
力

ノ
水

利
地

點
ヲ

各
々

提
供

シ
両

川
合

流
転

點
下

流
ニ

一
発

電
所

ヲ
建

設
シ

上
流

部
ノ

両
会

社
経

営
ニ

係
ル

各
発

電
所

ノ
使

用
水

量
ニ

応
シ

放
水

量
ヲ

自
然

流
ニ

還
元

ス
ル

様
逆

調
整

ヲ
ナ

シ
以

テ
下

流
部

ノ
水

利
水

運
ニ

対
ス

ル
影

響
ヲ

ナ
カ

ラ
シ

メ
ン

ト
ス

ル
次

第
ニ

テ
・
・
・
」

№
4
4
1
6
、

4
4
1
7

2
№

1
に

添
付

命
令

書
按

（
全

2
5
条

を
3
3
条

に
加

筆
修

正
）

岐
阜

県
知

事

愛
岐

水
力

株
式

会
社

発
起

人
・
大

同
電

力
株

式
会

社
取

締
役

社
長

増
田

次
郎

ほ
か

№
4
4
1
8
～

4
4
3
1

3
№

1
に

添
付

意
見

書

起
業

者
愛

岐
水

力
株

式
会

社
発

起
人

№
4
4
3
2
～

4
4
3
5

4
№

1
に

添
付

昭
和

8
年

5
月

3
0
日

発
電

用
木

曽
川

河
水

使
用

(今
渡

発
電

所
）
許

可
申

請
（
表

紙
：
「
発

電
水

利
使

用
許

可
申

請
書

(木
曽

川
今

渡
発

電
所

）
」
）
[副

本
印

]

愛
岐

水
力

株
式

会
社

発
起

人
総

代
　

大
同

電
力

株
式

会
社

取
締

役
社

長
　

増
田

次
郎

岐
阜

県
知

事
　

宮
脇

梅
吉

第
一

.起
業

ノ
概

要
1
.起

業
者

ノ
住

所
、

職
業

及
氏

名
　

2
.起

業
ノ

目
的

　
3
.供

給
区

域
　

4
.取

水
河

川
名

並
取

水
口

及
放

水
口

ノ
位

置
　

5
.使

用
水

量
　

6
.有

効
落

差
7
.馬

力
数

等
8
.水

ノ
使

用
期

間
第

二
.水

路
工

事
(略

）
第

三
.取

水
河

川
ノ

水
量

測
定

(略
）

第
四

.起
業

ト
治

水
其

他
公

益
事

業
ト

ノ
関

係
(略

）
1
.既

設
又

ハ
現

ニ
計

画
中

ノ
灌

漑
其

他
既

許
可

水
利

事
業

ニ
及

ホ
ス

影
響

並
ニ

之
ニ

対
ス

ル
施

設
ノ

大
要

「
堰

堤
上

流
湛

水
区

域
内

ニ
小

水
車

一
ケ

浸
水

ノ
予

定
ニ

シ
テ

之
ニ

対
シ

テ
ハ

相
当

ノ
価

格
ヲ

以
テ

買
収

又
ハ

補
償

ヲ
ナ

シ
何

等
支

障
ナ

カ
ラ

シ
ム

ル
モ

ノ
ト

ス
又

放
水

口
下

流
ニ

ハ
左

岸
ニ

木
津

、
宮

田
、

佐
屋

ノ
灌

漑
用

水
、

名
古

屋
市

水
道

取
入

口
、

右
岸

ニ
羽

島
用

水
等

存
在

ス
レ

共
前

述
ノ

如
ク

堰
堤

上
流

ノ
湛

水
ヲ

利
用

シ
完

全
ニ

自
然

流
ニ

還
元

ノ
上

放
流

ヲ
ナ

シ
上

流
各

発
電

所
ノ

使
用

水
量

調
整

ノ
下

流
ニ

及
ホ

ス
影

響
ヲ

除
去

セ
ン

ト
ス

ル
モ

ノ
ナ

レ
ハ

是
等

ニ
対

シ
何

等
ノ

影
響

ヲ
與

ヘ
ス

・
・
・
」

2
.舟

筏
ノ

通
航

、
流

木
、

漁
業

ニ
及

ホ
ス

影
響

並
ニ

之
ニ

関
ス

ル
施

設
ノ

大
要

「
沿

線
陸

上
ノ

交
通

機
関

ノ
発

達
ニ

伴
ヒ

舟
運

ハ
漸

減
シ

タ
レ

ト
モ

尚
少

数
ノ

舟
ノ

通
航

ア
ル

ヲ
以

テ
堰

堤
左

端
ニ

舟
䑓

ヲ
取

付
タ

ル
「
デ

リ
ッ

ク
」

ヲ
設

置
シ

之
ニ

舟
ヲ

載
セ

釣
上

ケ
上

下
セ

シ
ム

ル
モ

ノ
ト

ス
、

尚
デ

リ
ッ

ク
ノ

大
サ

等
ハ

実
施

ノ
際

必
要

ニ
応

シ
最

モ
適

当
且

堅
牢

ナ
ル

モ
ノ

ヲ
製

作
ス

ル
モ

ノ
ト

ス
　

　
飛

騨
川

筋
流

筏
ニ

対
シ

テ
ハ

湛
水

区
域

終
端

附
近

ニ
□

□
場

ヲ
設

ケ
之

ヨ
リ

汽
艇

ヲ
以

テ
曳

航
シ

堰
堤

ニ
至

リ
流

筏
路

上
流

入
口

ニ
導

ク
モ

ノ
ト

ス
　

流
筏

路
ハ

適
当

ノ
勾

配
ヲ

附
シ

下
端

ハ
本

川
ノ

深
淵

部
ニ

達
セ

シ
メ

安
全

ニ
流

下
シ

得
ル

設
備

ト
ス

　
　

魚
道

ハ
階

段
式

ト
シ

テ
取

入
口

左
端

ニ
上

流
口

ヲ
設

ケ
通

常
ノ

勾
配

ヲ
以

テ
導

キ
放

水
口

直
下

流
ノ

深
部

ニ
開

口
シ

魚
ノ

遡
上

ニ
便

ナ
ラ

シ
ム

而
シ

テ
其

内
巾

ハ
三

米
、

内
部

ハ
玉

石
張

ト
シ

可
及

的
自

然
河

床
ニ

類
似

セ
シ

ム
ル

外
遡

上
ノ

途
中

魚
ヲ

休
息

セ
シ

ム
ル

タ
メ

適
当

ノ
箇

所
ニ

ハ
魚

溜
ヲ

設
置

ス
、

尚
魚

道
上

流
端

ニ
ハ

自
動

調
節

装
置

ヲ
設

置
シ

上
流

水
位

ニ
変

化
ア

ル
モ

一
定

ノ
水

深
ヲ

保
チ

常
ニ

一
定

ノ
必

要
水

量
ヲ

流
下

シ
得

ル
コ

ト
ト

ス
」

3
.名

勝
旧

蹟
等

ニ
及

ホ
ス

影
響

並
ニ

之
ニ

関
ス

ル
施

設
ノ

大
要

「
本

計
測

地
点

ハ
局

部
的

ニ
ハ

幾
分

風
致

ノ
見

ル
ヘ

キ
モ

ノ
ア

リ
ト

雖
モ

概
シ

テ
格

別
ノ

勝
景

ナ
ク

且
ツ

交
通

路
モ

不
便

ナ
ル

ノ
ミ

ナ
ラ

ス
急

流
箇

所
多

ク
シ

テ
舟

遊
ニ

モ
適

セ
サ

ル
カ

為
水

陸
共

ニ
観

賞
ス

ル
コ

ト
能

ハ
ス

一
般

世
人

ヨ
リ

全
ク

顧
ラ

レ
サ

ル
所

ニ
シ

テ
特

ニ
名

勝
舊

蹟
ト

シ
テ

挙
ク

ル
モ

ノ
ナ

シ
、

唯
飛

騨
川

筋
小

山
地

先
河

中
ノ

小
山

観
音

ハ
従

来
二

米
内

外
ノ

出
水

マ
テ

ハ
左

岸
ヨ

リ
徒

歩
連

絡
可

能
ナ

ル
モ

洪
水

時
ニ

ハ
連

絡
不

能
ナ

リ
シ

カ
本

計
画

ニ
於

テ
ハ

該
観

音
ハ

略
々

在
来

ノ
洪

水
位

迄
湛

水
サ

ル
ル

タ
メ

離
レ

島
ト

ナ
ル

ヲ
以

テ
左

岸
小

山
部

落
ヨ

リ
延

長
約

八
〇

米
幅

員
三

米
〇

六
糎

ノ
橋

梁
ヲ

架
設

シ
四

時
参

詣
ノ

便
ヲ

與
フ

ル
ノ

ミ
ナ

ラ
ス

小
山

観
音

ハ
四

周
水

ヲ
以

テ
視

ら
さ

れ
一

層
幽

雅
荘

厳
ノ

美
ヲ

添
フ

ル
ニ

至
ル

ヘ
シ

」
4
.取

水
口

堰
堤

ノ
タ

メ
洪

水
時

ニ
於

ケ
ル

水
面

ノ
隆

起
ニ

起
因

ス
ル

影
響

ノ
程

度
並

ニ
之

ニ
関

ス
ル

施
設

ノ
大

要
大

同
東

邦
合

同
木

曽
川

合
流

点
逆

調
整

発
電

工
事

ニ
関

ス
ル

地
質

調
査

（
平

野
地

質
工

務
所

）

№
4
4
3
6
～

4
4
6
4

発
電

用
木

曽
川

河
水

使
用

(今
渡

発
電

所
）
許

可
申

請

今
渡

発
電

所
建

設
は

、
木

曽
川

の
河

水
を

使
用

し
た

い
と

い
う

愛
岐

水
力

の
こ

の
申

請
書

か
ら

始
ま

っ
た

。
こ

こ
に

は
、

計
画

の
詳

細
が

記
さ

れ
て

い
る

。

5
河

第
1
6
9
7
号

‐
昭

和
　

8
年

　
5
月

2
7
日

木
曽

川
筋

発
電

水
利

ニ
関

ス
ル

件

愛
知

県
知

事
岐

阜
県

知
事

「
大

同
電

力
株

式
会

社
ニ

於
テ

木
曽

川
、

飛
騨

川
合

流
點

下
流

部
ニ

逆
調

整
発

電
所

建
設

ノ
予

定
ノ

趣
ニ

付
之

ガ
手

続
既

済
ニ

候
ハ

ゞ
至

急
御

協
議

相
成

度
又

未
済

ニ
候

ハ
ゞ

之
ガ

出
願

有
之

タ
ル

際
ハ

許
否

決
定

前
御

協
議

相
成

候
様

致
度

何
分

ノ
義

急
速

御
回

報
相

煩
度

」
№

4
3
9
4

参
考

(企
画

展
に

お
い

て
展

示
し

た
資

料
の

タ
イ

ト
ル

と
解

説
）

内
容

な
ど

№
発

刊
番

号
等

日
付

（
起

案
日

）

日
付

（
発

信
日

・
施

行
日

）
件

名
差

出
（
起

案
者

）
宛

先
形

態

—　 　—13
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與
フ
ル
ガ
如
キ
事
ア
リ
テ
ハ
遺
憾
ニ
付
キ
堰
堤
ハ
徒
歩
連
絡
ヲ
為
ス
可
キ
事
ヲ
望
マ
レ
タ

ル
付
キ
我
々
貧
弱
ナ
ル
業
者
ハ
大
資
本
ニ
對
抗
ス
ル
ノ
力
ナ
ク
又
発
電
事
業
ノ
公
益
事
業

ナ
ル
ニ
依
リ
遂
ニ
僅
少
ナ
ル
見
舞
金
ヲ
以
テ
発
電
工
事
ニ
反
對
ヲ
止
メ
妥
協
致
シ
申
候

然
ル
ニ
会
社
ハ
我
々
業
者
ノ
血
涙
ヲ
飲
ン
テ
会
社
ニ
屈
服
ス
ル
ヤ
前
ニ
言
明
ア
ル
ニ
不

係
我
々
業
者
ト
妥
協
ナ
ル
上
ハ
堰
堤
ニ
於
ケ
ル
舟
楫
航
行
上
絶
對
的
必
要
ナ
ル
施
備
タ

ル
「
イ
ン
ク
ラ
イ
ン
」
ノ
施
備
ヲ
為
ス
必
要
ナ
シ
ト
ノ
理
由
ニ
テ
該
施
設
ヲ
為
サ
ザ
ル

様
設
計
ヲ
變
更
シ
許
可
申
請
ニ
及
バ
ン
ト
ス
ル
擧
ア
ル
ヲ
聞
キ
我
々
業
者
ハ
会
社
ノ
無

誠
意
ニ
對
シ
再
應
抗
議
ヲ
為
ス
モ
我
々
業
者
ノ
力
ナ
キ
ヲ
見
縊
リ
妥
協
書
ニ
其
ノ
設
置

ヲ
表
示
ナ
キ
ヲ
理
由
ト
シ
暴
言
ヲ
以
テ
對
應
セ
ラ
ル
ゝ
ノ
實
状
ニ
有
シ
会
社
ノ
横
暴
ニ

對
シ
悲
憤
ノ
涙
禁
セ
サ
ル
所
ニ
候

尚
工
事
中
ハ
我
々
業
者
ト
協
議
シ
テ
舟
楫
ハ
可
成
的
支
障
ナ
カ
ラ
シ
ム
ル
約
ナ
ル
ニ
不

抱
未
ダ
本
工
事
ノ
許
可
指
令
ナ
キ
ニ
係
ラ
ズ
盛
ニ
爆
薬
ヲ
用
ヒ
又
河
床
ヲ
堰
キ
換
等
勝

手
ナ
ル
事
ヲ
行
ヒ
危
険
表
示
ノ
信
號
不
完
全
ニ
テ
安
シ
テ
舟
楫
ナ
ス
コ
ト
ヲ
得
ス
依
テ

殆
ト
失
業
状
態
ニ
立
チ
至
リ
数
百
ノ
家
族
ト
共
生
活
不
安
ハ
刻
々
ト
相
迫
リ
如
何
ニ
公

益
事
業
ト
云
ヘ
会
社
ノ
横
暴
ニ
對
シ
痛
恨
ニ
堪
ヘ
サ
ル
所
ニ
有
之
候

幸
ニ
仁
愛
ナ
ル
閣
下
我
々
業
者
ノ
窮
状
ニ
御
憫
察
ヲ
垂
レ
給
ヒ
会
社
ハ
如
何
ナ
ル
理
由
ヲ

以
テ
ス
ル
モ
舟
楫
ニ
絶
対
必
要
ナ
ル
施
設
ノ
中
止
變
更
等
（
絶
対
）
御
許
可
相
成
ラ
サ
ル

様
及
工
事
中
努
メ
テ
航
行
ニ
支
障
ナ
キ
様
会
社
ニ
御
命
令
相
仰
度
茲
ニ
謹
テ
及
歎
願
候
也

　
昭
和
十
一
年
九
月
　
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岐
阜
縣
加
茂
郡
古
井
町
　
　
山
田
銀
一
　
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　(

以
下
連
名
署
名
者
九
十
五
名
　
略)

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
加
茂
郡
下
米
田
町
小
山
　
佐
合
富
五
郎
　
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　(

以
下
連
名
署
名
者
六
十
名
　
略)

　
　
　
内
務
大
臣  

潮
恵
之
輔  

殿

（
注
）
赤
線
抹
消

—　 　—11
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ヲ
以
テ
之
ガ
救
済
ノ
方
法
ヲ
講
ス
ル
事

八
、
當
大
字
中
ニ
遊
船
数
十
隻
有
之
リ
堰
堤
完
了
ス
レ
バ
一
大
湖
水
ト
ナ
リ
暴
風
ノ
際

波
高
ク
ナ
ル
故
適
當
ノ
船
溜
リ
設
置
ス
ル
事

九
、
船
乗
業
者
ヨ
リ
ハ
別
途
陳
情
書
提
出
シ
ア
ル
通
ニ
付
キ
失
業
資
金
給
與
ス
ル
事

　
右
陳
情
仕
候
也

　
　
　
昭
和
拾
一
年
一
月
廿
日

　
　
　
　
岐
阜
縣
加
茂
郡
下
米
田
村
大
字
小
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
渡
邉
平
三
郎
　
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　(

以
下
連
名
署
名
者
一
五
九
名
　
略)

　
　
　
　
内
務
大
臣  

後
藤
文
雄  

殿

　
史
料
２

　　
　
　
歎
願
書

　
　
　

　
　
　
　
岐
阜
縣
加
茂
郡
八
百
津
町
筏
乗
業
者
一
同

私
共
儀
ハ
祖
先
傳
来
ノ
業
務
ヲ
継
承
シ
遠
ク
三
百
年
以
前
ヨ
リ
木
曽
川
水
運
ノ
天
惠
ニ

浴
シ
木
材
狩
下
ゲ
筏
組
立
乗
下
等
ノ
業
務
ニ
従
事
シ
秋
ハ
彼
岸
ヨ
リ
春
ハ
彼
岸
迠
川

稼
ヲ
為
ス
ヲ
以
テ
天
職
ト
シ
代
々
生
計
ヲ
支
ヘ
来
タ
リ
シ
モ
時
勢
ノ
推
移
ハ
私
共
ノ
職

業
ニ
モ
革
命
ノ
時
節
到
来
シ
十
年
以
前
ヨ
リ
上
流
大
井
町
地
先
ニ
水
電
工
事
施
設
セ
ラ

ル
ゝ
ヤ
其
影
響
ハ
遂
ニ
御
料
局
錦
織
綱
場
ノ
廃
止
ト
ナ
リ
官
材
狩
下
ニ
従
事
シ
タ
ル
参

百
有
余
ノ
同
業
者
モ
忽
チ
其
職
ヲ
失
ヒ
示
来
大
部
分
ノ
同
業
者
ハ
夫
々
轉
業
シ
現
在
ニ

於
テ
ハ
僅
カ
ニ
民
材
狩
下
ニ
従
事
ス
ル
私
共
ノ
ミ
ト
相
成
細
々
ナ
カ
ラ
モ
其
日
ノ
烟
ヲ

立
テ
ツ
ゝ
有
之
候
得
共
今
ヤ
亦
下
流
兼
山
町
地
先
ニ
大
同
電
力
株
式
会
社
ガ
仝
古
井
町

地
先
ニ
愛
岐
水
力
電
気
株
式
会
社
カ
近
ク
水
力
電
気
工
事
ニ
着
手
セ
ラ
ル
ル
運
ヒ
ト
相

成
居
リ
候
趣
就
テ
ハ
私
共
ノ
筏
業
ハ
全
ク
絶
滅
ノ
悲
運
ニ
遭
遇
シ
忽
チ
米
塩
ノ
資
料
ヲ

得
ル
ニ
途
ナ
リ
何
ト
カ
更
生
ノ
策
ヲ
ト
日
夜
同
業
者
間
ニ
於
テ
苦
慮
考
究
シ
ツ
ゝ
ア
リ

ト
雖
モ
元
ヨ
リ
何
等
貯
ヘ
モ
ナ
ク
如
何
ト
モ
ナ
ス
能
ハ
サ
ル
ノ
悲
惨
ノ
境
遇
ニ
有
之
候

願
ク
バ
右
ノ
情
状
御
洞
察
被
下
一
時
ノ
御
救
済
ヲ
仰
ギ
以
テ
更
生
ノ
途
相
立
度
候
間
私

共
失
業
悲
惨
實
状
ニ
御
同
情
御
救
助
方
御
詮
議
相
成
度
同
業
者
一
同
連
署
ヲ
以
テ
此
段

奉
歎
願
候
也

　
　
昭
和
拾
壱
年
四
月
二
十
八
日

　
　
岐
阜
縣
加
茂
郡
八
百
津
町
筏
業
者
（
可
児
郡
錦
津
村
居
候
者
モ
含
ム
）
一
同

　
　
　
　
　
　
　
　
加
茂
郡
八
百
津
町
三
二
二
六
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
赤
　
塚
　
源
　
藤
　
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　(

以
下
連
名
署
名
者
三
十
三
名
　
略)

　
　
　
内
務
大
臣  

潮
恵
之
輔  

閣
下

　
史
料
３

　
　
　

　
　
　
歎
願
書

　
　
　

愛
岐
水
力
株
式
会
社
企
業
ニ
係
ル
今
渡
発
電
所
（
岐
阜
縣
可
児
郡
今
渡
町
）
建
設
ニ
依

リ
木
曽
川
筋
ニ
堰
堤
築
造
セ
ラ
ル
ゝ
時
ハ
我
々
祖
先
傳
来
木
曽
川
ニ
於
テ
舟
乗
業
ヲ
以

テ
生
活
ヲ
營
ム
者
ハ
舟
楫
交
通
ニ
一
大
支
障
ヲ
来
タ
シ
加
フ
ル
ニ
湛
水
ニ
依
リ
河
川
生

産
物
タ
ル
轉
石
及
砂
利
ノ
採
取
ハ
不
可
能
ト
ナ
リ
殊
ニ
多
年
宣
伝
ニ
依
リ
漸
ク
近
時
其

ノ
名
聲
ヲ
擧
ケ
タ
ル
日
本
ラ
イ
ン
下
リ
ノ
旅
客
省
線
高
山
線
古
井
驛
ヨ
リ
古
井
乗
船
場

ニ
於
テ
乗
船
ス
ル
数
万
ノ
旅
客
ヲ
失
フ
ニ
至
ル
ベ
キ
ヲ
憂
慮
シ
愛
岐
水
力
株
式
会
社
ニ

對
シ
一
年
有
余
ニ
渉
リ
其
救
済
策
ヲ
迫
リ
候
結
果
会
社
ハ
築
造
ス
ベ
キ
堰
堤
ニ
舟
楫
交

通
ニ
支
障
ナ
キ
イ
ン
ク
ラ
イ
ン
ノ
設
備
ヲ
施
ス
ベ
キ
旨
ヲ
言
明
シ
其
ノ
設
計
ヲ
示
シ
決

シ
テ
業
者
ノ
生
活
ヲ
脅
カ
ス
ガ
如
キ
事
ナ
キ
ヲ
懇
々
説
明
セ
ラ
レ
候
但
「
イ
ン
ク
ラ
イ

ン
」
ニ
テ
旅
客
ヲ
運
搬
ス
ル
ト
キ
若
シ
一
機
械
ニ
故
障
ヲ
生
シ
旅
客
ノ
生
命
ニ
脅
威
ヲ
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史
料
１

　
　
　
発
電
所
建
設
ニ
因
ル
被
害
補
償
竝
ニ
救
済
方
之
件
陳
情

　
　
　

今
回
愛
岐
水
力
株
式
会
社
ニ
於
テ
木
曽
飛
騨
両
川
之
合
流
点
下
流
ニ
発
電
所
建
設
方
出

願
シ
タ
ル
趣
ニ
候
　
当
大
字
ハ
右
両
川
ニ
内
在
シ
土
地
面
積
狭
少
ナ
ル
ヲ
以
テ
住
民
之

大
部
分
ハ
之
ヲ
利
用
シ
テ
船
筏
乗
又
ハ
漁
業
ヲ
専
業
ト
シ
其
他
農
家
ト
雖
ト
モ
両
川
之

恵
澤
ニ
依
リ
生
活
ノ
一
助
ト
致
居
候
処
該
発
電
所
完
成
之
上
ハ
湛
水
地
域
ト
ナ
リ
失
業

者
ヲ
生
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
一
般
住
民
ノ
愛
岐
水
力
ノ
為
ニ
受
ル
損
害
ハ
勿
論
不
便
不
安

尠
少
ナ
ラ
ズ
区
民
一
同
之
受
ル
打
撃
尠
少
ナ
ラ
ザ
ル
次
第
ニ
付
キ
事
情
御
賢
察
ノ
上
御

許
可
ノ
場
合
ハ
左
記
事
項
ヲ
会
社
ニ
於
テ
実
施
セ
シ
ム
ベ
ク
様
特
ニ
ご
配
慮
柤
仰
度
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
記

一
、
縣
道
（
川
辺
広
見
線
）
及
村
道
中
低
地
ノ
個
所
ハ
湛
水
地
域
ト
ナ
リ
交
通
不
能
ト

ナ
ル
ベ
キ
ニ
依
リ
路
面
の
嵩
上
げ
又
は
路
線
ヲ
附
替
ヲ
ナ
ス
ベ
キ
事

二
、
現
在
宅
地
中
会
社
ニ
於
テ
買
収
セ
ザ
ル
場
所
ト
雖
モ
軒
下
近
所
迠
湛
水
ス
ベ
キ
由

ニ
付
キ
暴
風
雨
ノ
際
ハ
怒
濤
襲
来
シ
宅
地
地
盤
ノ
決
壊
又
ハ
家
屋
ノ
壁
等
剥
落
ノ
慮

レ
ア
リ
故
ニ
堅
牢
ナ
ル
護
岸
工
事
及
防
波
堤
ヲ
築
造
ス
ル
事

三
、
當
大
字
地
積
狭
少
ニ
付
キ
隣
村
和
知
村
大
字
牧
野
地
内
ニ
主
ト
シ
テ
耕
農
セ
リ
此

之
両
地
間
ノ
低
地
ハ
湛
水
地
ト
ナ
リ
交
通
不
能
又
ハ
不
便
ト
ナ
ル
ベ
キ
ヲ
以
テ
橋
梁

ノ
架
設
及
道
路
嵩
上
ゲ
改
修
ヲ
ナ
ス
ベ
キ
事

四
、
飛
騨
川
中
央
ニ
巨
立
ス
ル
巖
上
ニ
佛
堂
ア
リ
木
曽
義
仲
ノ
創
建
係
名
刹
ニ
シ
テ
本

尊
馬
頭
観
世
音
ヲ
安
置
ス
蚕
虫
及
馬
匹
之
守
護
佛
ト
シ
テ
古
来
信
仰
者
尠
カ
ラ
ズ
平

水
時
ニ
ハ
陸
地
続
キ
ヲ
以
テ
之
ニ
達
得
巖
上
ヨ
リ
飛
騨
川
ノ
急
流
ヲ
瞰
下
シ
又
一
方

青
柳
橋
ヨ
リ
之
ヲ
望
見
ス
レ
バ
其
ノ
風
景
佳
絶
故
ニ
岐
阜
縣
下
十
名
所
ノ
一
ツ
ト
ナ

リ
之
レ
ガ
為
ニ
日
本
（
ラ
イ
ン
）
遊
覧
客
ノ
古
井
駅
ノ
降
車
者
数
ハ
高
山
線
各
駅
中

第
一
位
ニ
之
有
リ
殊
ニ
毎
年
二
月
賽
日
ニ
ハ
遠
近
ヨ
リ
参
詣
者
多
キ
故
ニ
前
面
川
原

ニ
ハ
露
店
商
人
及
看
覧
物
等
数
百
人
来
集
シ
又
鉄
道
當
局
ニ
於
テ
モ
臨
時
列
車
ヲ
運

転
ス
ル
ノ
状
況
ナ
ル
モ
工
事
完
了
ノ
上
ハ
境
内
地
（
巖
石
）
ノ
六
割
以
上
ハ
水
中
ニ

埋
没
シ
風
景
減
殺
シ
且
交
通
不
能
ト
ナ
リ
又
巖
石
ノ
缺
壊
境
内
地
樹
木
枯
損
ノ
虞
ア

リ
及
商
人
等
ノ
営
業
ス
ベ
キ
場
所
（
即
チ
参
詣
人
溜
場
所
）
ナ
キ
ニ
至
ル
ベ
ク
ヲ
以

テ
左
記
各
項
ハ
会
社
ニ
於
テ
必
ズ
実
行
ス
ル
事

（
イ
）
陸
地
ヨ
リ
境
内
地
ニ
達
ス
ル
為
メ
堅
牢
ニ
シ
テ
佳
麗
ナ
ル
橋
梁
ヲ
架
設
シ
且
之
レ

カ
維
持
費
ハ
永
久
会
社
ニ
於
テ
負
担
ス
ル
事

（
ロ
）
橋
梁
架
設
ノ
結
果
本
堂
前
面
ノ
境
内
地
狭
隘
ト
ナ
ル
ベ
キ
ヲ
以
テ
本
堂
及
附
属
建

物
ヲ
比
方
ヘ
数
間
移
轉
セ
シ
ム
ル
事

（
ハ
）
巖
岩
崩
壊
及
樹
木
枯
損
防
止
工
事
ヲ
施
行
ス
ル
事

（
ニ
）
商
人
等
ノ
営
業
ス
ベ
キ
（
参
詣
人
溜
リ
）
代
用
地
ヲ
相
當
面
積
ヲ
架
設
ス
ベ
キ
橋

梁
附
近
ニ
設
置
ス
ル
事

（
ホ
）
前
事
項
ヲ
実
行
ス
ル
モ
尚
風
景
ヲ
減
殺
ス
ベ
キ
ハ
必
然
ニ
付
キ
今
後
信
徒
ニ
於
テ

種
々
設
備
補
装
ヲ
要
ス
ル
ニ
依
リ
之
カ
資
金
ト
シ
テ
相
當
額
ヲ
提
供
ス
ル
事

五
、
観
音
堂
所
在
前
面
川
原
（
現
在
川
原
二
二
四
番
地
反
別
一
丁
一
反
二
十
九
歩
）
ハ

古
来
観
音
堂
ノ
祭
禮
場
及
農
家
堆
積
肥
料
唯
一
ノ
原
料
用
川
砂
ノ
採
取
地
タ
リ
シ
ヲ

以
テ
明
治
維
新
改
租
ノ
際
當
大
字
又
ハ
観
音
堂
所
有
ト
ナ
ス
ベ
キ
ヲ
誤
テ
官
有
地
ト

ナ
シ
タ
ル
為
ニ
河
川
法
施
行
以
来
採
取
料
ヲ
納
付
シ
採
取
シ
居
ル
モ
堰
堤
築
造
ニ
於

ケ
ル
変
化
ノ
為
ニ
水
中
ニ
没
シ
採
取
ス
ル
事
能
ハ
ザ
ル
ヲ
以
テ
会
社
ニ
於
テ
適
当
ナ

ル
土
地
ヲ
求
メ
提
供
ス
ル
事

六
、
住
民
中
地
先
川
原
ニ
於
テ
轉
石
砂
利
ノ
採
取
ヲ
業
ト
ス
ル
モ
ノ
多
数
ア
ル
モ
該
川

原
ハ
湖
底
ト
変
シ
失
業
者
ア
ル
ベ
キ
ニ
ヨ
リ
救
済
方
法
ヲ
講
ズ
ル
事

七
、
飛
騨
川
筋
観
音
堂
附
近
ニ
二
個
ノ
浅
瀬
ア
リ
古
来
ヨ
リ
俗
ニ
張
網
ト
称
シ
漁
網
ヲ

張
リ
切
リ
初
秋
落
鮎
捕
獲
ノ
業
ヲ
ナ
ス
者
ガ
十
数
名
ア
リ
何
レ
モ
此
ノ
網
代
ニ
資
産

ノ
大
部
分
ヲ
投
シ
居
ル
實
況
ナ
ル
モ
工
事
完
了
後
ハ
右
浅
瀬
深
渕
ト
変
シ
該
漁
業
ハ

不
能
ト
ナ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
漁
網
ハ
他
ニ
使
用
ノ
途
ナ
ク
全
然
廃
物
同
様
ト
ナ
ル
ベ
キ
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ヲ
以
テ
之
ガ
救
済
ノ
方
法
ヲ
講
ス
ル
事

八
、
當
大
字
中
ニ
遊
船
数
十
隻
有
之
リ
堰
堤
完
了
ス
レ
バ
一
大
湖
水
ト
ナ
リ
暴
風
ノ
際

波
高
ク
ナ
ル
故
適
當
ノ
船
溜
リ
設
置
ス
ル
事

九
、
船
乗
業
者
ヨ
リ
ハ
別
途
陳
情
書
提
出
シ
ア
ル
通
ニ
付
キ
失
業
資
金
給
與
ス
ル
事

　
右
陳
情
仕
候
也

　
　
　
昭
和
拾
一
年
一
月
廿
日

　
　
　
　
岐
阜
縣
加
茂
郡
下
米
田
村
大
字
小
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
渡
邉
平
三
郎
　
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　(

以
下
連
名
署
名
者
一
五
九
名
　
略)

　
　
　
　
内
務
大
臣  

後
藤
文
雄  

殿

　
史
料
２

　　
　
　
歎
願
書

　
　
　

　
　
　
　
岐
阜
縣
加
茂
郡
八
百
津
町
筏
乗
業
者
一
同

私
共
儀
ハ
祖
先
傳
来
ノ
業
務
ヲ
継
承
シ
遠
ク
三
百
年
以
前
ヨ
リ
木
曽
川
水
運
ノ
天
惠
ニ

浴
シ
木
材
狩
下
ゲ
筏
組
立
乗
下
等
ノ
業
務
ニ
従
事
シ
秋
ハ
彼
岸
ヨ
リ
春
ハ
彼
岸
迠
川

稼
ヲ
為
ス
ヲ
以
テ
天
職
ト
シ
代
々
生
計
ヲ
支
ヘ
来
タ
リ
シ
モ
時
勢
ノ
推
移
ハ
私
共
ノ
職

業
ニ
モ
革
命
ノ
時
節
到
来
シ
十
年
以
前
ヨ
リ
上
流
大
井
町
地
先
ニ
水
電
工
事
施
設
セ
ラ

ル
ゝ
ヤ
其
影
響
ハ
遂
ニ
御
料
局
錦
織
綱
場
ノ
廃
止
ト
ナ
リ
官
材
狩
下
ニ
従
事
シ
タ
ル
参

百
有
余
ノ
同
業
者
モ
忽
チ
其
職
ヲ
失
ヒ
示
来
大
部
分
ノ
同
業
者
ハ
夫
々
轉
業
シ
現
在
ニ

於
テ
ハ
僅
カ
ニ
民
材
狩
下
ニ
従
事
ス
ル
私
共
ノ
ミ
ト
相
成
細
々
ナ
カ
ラ
モ
其
日
ノ
烟
ヲ

立
テ
ツ
ゝ
有
之
候
得
共
今
ヤ
亦
下
流
兼
山
町
地
先
ニ
大
同
電
力
株
式
会
社
ガ
仝
古
井
町

地
先
ニ
愛
岐
水
力
電
気
株
式
会
社
カ
近
ク
水
力
電
気
工
事
ニ
着
手
セ
ラ
ル
ル
運
ヒ
ト
相

成
居
リ
候
趣
就
テ
ハ
私
共
ノ
筏
業
ハ
全
ク
絶
滅
ノ
悲
運
ニ
遭
遇
シ
忽
チ
米
塩
ノ
資
料
ヲ

得
ル
ニ
途
ナ
リ
何
ト
カ
更
生
ノ
策
ヲ
ト
日
夜
同
業
者
間
ニ
於
テ
苦
慮
考
究
シ
ツ
ゝ
ア
リ

ト
雖
モ
元
ヨ
リ
何
等
貯
ヘ
モ
ナ
ク
如
何
ト
モ
ナ
ス
能
ハ
サ
ル
ノ
悲
惨
ノ
境
遇
ニ
有
之
候

願
ク
バ
右
ノ
情
状
御
洞
察
被
下
一
時
ノ
御
救
済
ヲ
仰
ギ
以
テ
更
生
ノ
途
相
立
度
候
間
私

共
失
業
悲
惨
實
状
ニ
御
同
情
御
救
助
方
御
詮
議
相
成
度
同
業
者
一
同
連
署
ヲ
以
テ
此
段

奉
歎
願
候
也

　
　
昭
和
拾
壱
年
四
月
二
十
八
日

　
　
岐
阜
縣
加
茂
郡
八
百
津
町
筏
業
者
（
可
児
郡
錦
津
村
居
候
者
モ
含
ム
）
一
同

　
　
　
　
　
　
　
　
加
茂
郡
八
百
津
町
三
二
二
六
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
赤
　
塚
　
源
　
藤
　
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　(

以
下
連
名
署
名
者
三
十
三
名
　
略)

　
　
　
内
務
大
臣  

潮
恵
之
輔  

閣
下

　
史
料
３

　
　
　

　
　
　
歎
願
書

　
　
　

愛
岐
水
力
株
式
会
社
企
業
ニ
係
ル
今
渡
発
電
所
（
岐
阜
縣
可
児
郡
今
渡
町
）
建
設
ニ
依

リ
木
曽
川
筋
ニ
堰
堤
築
造
セ
ラ
ル
ゝ
時
ハ
我
々
祖
先
傳
来
木
曽
川
ニ
於
テ
舟
乗
業
ヲ
以

テ
生
活
ヲ
營
ム
者
ハ
舟
楫
交
通
ニ
一
大
支
障
ヲ
来
タ
シ
加
フ
ル
ニ
湛
水
ニ
依
リ
河
川
生

産
物
タ
ル
轉
石
及
砂
利
ノ
採
取
ハ
不
可
能
ト
ナ
リ
殊
ニ
多
年
宣
伝
ニ
依
リ
漸
ク
近
時
其

ノ
名
聲
ヲ
擧
ケ
タ
ル
日
本
ラ
イ
ン
下
リ
ノ
旅
客
省
線
高
山
線
古
井
驛
ヨ
リ
古
井
乗
船
場

ニ
於
テ
乗
船
ス
ル
数
万
ノ
旅
客
ヲ
失
フ
ニ
至
ル
ベ
キ
ヲ
憂
慮
シ
愛
岐
水
力
株
式
会
社
ニ

對
シ
一
年
有
余
ニ
渉
リ
其
救
済
策
ヲ
迫
リ
候
結
果
会
社
ハ
築
造
ス
ベ
キ
堰
堤
ニ
舟
楫
交

通
ニ
支
障
ナ
キ
イ
ン
ク
ラ
イ
ン
ノ
設
備
ヲ
施
ス
ベ
キ
旨
ヲ
言
明
シ
其
ノ
設
計
ヲ
示
シ
決

シ
テ
業
者
ノ
生
活
ヲ
脅
カ
ス
ガ
如
キ
事
ナ
キ
ヲ
懇
々
説
明
セ
ラ
レ
候
但
「
イ
ン
ク
ラ
イ

ン
」
ニ
テ
旅
客
ヲ
運
搬
ス
ル
ト
キ
若
シ
一
機
械
ニ
故
障
ヲ
生
シ
旅
客
ノ
生
命
ニ
脅
威
ヲ
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◇
内
務
省
河
川
課
作
成

　
　
　
　（
昭
48
建
設22700190

所
収
）

　
今
渡
発
電
所
建
設
に
あ
た
り
、
古
井
町
と
下
米
田
町
の
人
た
ち
が
提
出
し
た
歎
願
書

の
対
応
を
内
務
省
河
川
課
で
協
議
し
て
い
る
文
書
。
技
術
課
で
の
審
査
に
お
い
て
参
考

に
す
る
よ
う
に
処
理
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

　　（
６
）「
今
渡
発
電
所
の
工
事
実
施
認
可
の
起
案
文
書
」（
別
表
２
　
№
53
）

　
◇
昭
和
十
一
年
（
一
九
三
六
）
十
月
十
九
日

　
◇
内
務
大
臣
か
ら
岐
阜
県
知
事
あ
て

　
　
　
　（
昭
48
建
設22700190
所
収
）

　
岐
阜
県
か
ら
の
伺
い
を
う
け
、
国
（
内
務
省
）
と
し
て
の
認
可
を
岐
阜
県
知
事
に
出

す
起
案
文
書
で
あ
る
。
た
だ
魚
道
と
筏
を
流
す
方
法
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
と
は
別
に
決

め
る
こ
と
と
し
た
。
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
岐
阜
県
知
事
の
ほ
か
、
愛
知
県
知
事
と

名
古
屋
土
木
出
張
所
長
に
も
指
令
書
を
付
け
て
指
示
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
以
上
紹
介
し
た
よ
う
に
、
発
電
所
の
工
事
の
裏
側
に
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
れ
ま
で

の
生
活
が
失
わ
れ
る
地
域
住
民
の
強
い
反
発
と
抗
争
が
あ
っ
た
。
い
わ
ば
、
直
訴
と
い

う
形
で
表
わ
さ
れ
た
苦
悩
の
文
言
を
今
生
き
る
私
た
ち
は
、
も
う
一
度
噛
み
締
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　
今
渡
発
電
所
の
工
事
は
、
昭
和
十
四
年
三
月
に
完
成
す
る
が
、
そ
の
運
用
は
す
ん
な

り
と
は
い
か
な
か
っ
た
。
ダ
ム
の
堰
堤
操
作
の
規
程
を
め
ぐ
っ
て
、
発
電
所
側
（「
愛
岐

水
力
」
は
昭
和
十
四
年
に
国
策
会
社
で
あ
る
「
日
本
発
送
電
」
に
移
行
）
と
下
流
の
用

水
組
合
と
の
間
で
合
意
が
で
き
ず
、
放
流
量
は
決
ま
ら
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
。
そ
の
決

着
を
見
た
の
は
、
昭
和
十
七
年
（
一
九
四
二
）
五
月
。
今
渡
ダ
ム
竣
工
か
ら
三
年
が
た

ち
、問
題
の
根
源
で
あ
る
大
井
発
電
所
の
完
成
（
大
正
十
三
年
（
一
九
二
四
））
か
ら
は
、

十
八
年
の
長
い
期
間
が
か
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

（
注
１
）
発
行
　
東
邦
電
力
株
式
会
社
、
一
九
三
九
年

（
注
２
）『
美
濃
加
茂
市
史
』
通
史
編
、
一
九
八
〇
年
、
八
四
四
ペ
ー
ジ

（
注
３
）
昭
和
初
め
の
観
光
ガ
イ
ド
に
は
「
流
れ
が
静
平
で
而
も
凄
い
程
の
碧
味
を
帯
び
た
深
淵
が
漣
波
一
つ
も

見
せ
な
い
程
静
か
に
長
く
長
く
続
い
て･･･

」(

『
木
曽
川
探
勝
案
内
』
昭
和
二
年)

と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
注
４
）
可
児
光
生
「
風
景
の
大
衆
化
と
「
郷
土
」
〜
大
正
か
ら
昭
和
初
期
の
「
日
本
ラ
イ
ン
」
を
め
ぐ
っ
て
〜
」

『
岐
阜
史
学
』
第
一
〇
四
号
、
岐
阜
史
学
会
、、
二
〇
一
五
年

（
か
に
　
み
つ
お
　
美
濃
加
茂
市
民
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
館
長
）
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下
米
田
村
小
山
の
住
民
の
陳
情
書
。
発
電
所
工
事
に
よ
っ
て
失
業
者
が
生
ま
れ
る
ほ

か
、
生
活
へ
の
影
響
が
と
て
も
大
き
く
、
次
に
あ
げ
る
項
目
に
つ
い
て
配
慮
し
て
ほ
し

い
と
訴
え
て
い
る
。

　
①
水
没
す
る
道
路
の
か
さ
上
げ
と
付
け
替
え
を
す
る
こ
と

　
②
護
岸
工
事
と
防
波
堤
を
築
く
こ
と

　
③
低
地
の
橋
を
架
け
る
こ
と

　
④
岐
阜
県
下
十
名
所
で
あ
る
小
山
観
音
が
水
没
す
る
た
め
、
橋
を
架
け
、
合
わ
せ
て

　
　
周
辺
を
整
備
す
る
こ
と

　
⑤
肥
料
の
原
料
と
し
て
の
川
砂
が
採
れ
る
土
地
を
提
供
す
る
こ
と

　
⑥
転
石
や
砂
利
の
採
取
業
者
が
失
業
す
る
た
め
救
済
す
る
こ
と

　
⑦
浅
瀬
を
使
っ
た
漁
業
が
で
き
な
く
な
る
た
め
救
済
す
る
こ
と

　
⑧
遊
船
の
船
溜
ま
り
を
設
け
る
こ
と

　
⑨
船
乗
業
者
の
失
業
資
金
を
与
え
る
こ
と

　　（
５
）
の
①
の
２
　「
陳
情
書
を
受
け
て
対
応
策
を
検
討
す
る
文
書
」（
別
表
２
　

№
36
）

　
◇
昭
和
十
一
年
（
一
九
三
六
）
三
月
十
二
日

　
◇
内
務
省
土
木
局
長
か
ら
岐
阜
県
知
事
あ
て

　
　
　
　（
昭
48
建
設22700190

所
収
）

　
陳
情
書
を
受
け
た
内
務
省
は
、
住
民
の
損
害
は
大
き
い
と
考
え
、
岐
阜
県
に
対
し
て

補
償
や
救
済
方
法
を
考
え
る
よ
う
に
指
示
し
た
。
こ
の
三
ヶ
月
後
、
岐
阜
県
は
意
見
を

提
出
し
て
い
る
。

　（
５
）
の
②
の
１
　「
岐
阜
縣
加
茂
郡
八
百
津
町
筏
乗
業
者
か
ら
の
歎
願
書
」（ 

史
料
２

　
別
表
２
　
№
41
）

　
◇
昭
和
十
一
年
（
一
九
三
六
）
五
月
十
一
日

　
◇
岐
阜
縣
加
茂
郡
八
百
津
町
筏
乗
業
者
総
代
　
小
林
善
太
郎
　
赤
塚
源
藤
　
佐
藤
要

助
ほ
か
三
十
一
名
か
ら
内
務
大
臣
潮
恵
之
輔

　
　
　
　（
昭
48
建
設22700190

所
収
）

　　（
５
）
の
②
の
２
　「
歎
願
書
を
受
け
て
の
回
覧
文
書
」（
別
表
２
　
№
40
）

　
◇
昭
和
十
一
年
（
一
九
三
六
）
五
月
二
十
五
日

　
◇
内
務
省
内

　
　
　
　（
昭
48
建
設22700190

所
収
）

　
歎
願
書
を
う
け
て
、
内
務
省
と
し
て
は
「
処
理
意
見
　 

本
件
ニ
付
テ
ハ
両
発
電
所
ト

モ
流
木
漁
業
等
ニ
付
テ
ハ
適
当
ノ
設
備
ヲ
ナ
ス
コ
ト
ト
相
成
居
ル
モ
未
タ
工
事
実
施
ニ

至
ラ
ス
工
事
実
施
認
可
申
請
ア
リ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
詮
議
ス
ル
コ
ト
ト
致
度
此
儘
供
高

覧
候
」
と
、
進
行
中
の
工
事
実
施
認
可
申
請
の
協
議
を
待
つ
こ
と
に
し
た
。

　　（
５
）
の
③
の
１
　「
古
井
町
と
下
米
田
村 

百
五
十
七
名
の
歎
願
書
」（ 

史
料
３
　
別

表
２
　
№
50
）

　
◇
昭
和
十
一
年
（
一
九
三
六
）
九
月

　
◇
古
井
町 

九
十
六
名
、　
下
米
田
村
小
山 

六
十
一
名
計 

百
五
十
七
名 

か
ら
内
務
大
臣

　
潮 

恵
之
輔
あ
て

　 

　
　
　（
昭
48
建
設22700190

所
収
）

　
舟
乗
業
を
営
む
人
た
ち
に
と
っ
て
は
、
発
電
所
の
堰
堤
が
造
ら
れ
る
こ
と
は
死
活
問

題
で
あ
っ
た
。
転
石
や
砂
利
の
採
取
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
、
名
声
を
あ
げ
て
い
る
日

本
ラ
イ
ン
下
り
の
旅
客
を
失
う
こ
と
、
な
ど
を
訴
え
、
ダ
ム
の
上
下
で
船
の
通
行
が
で

き
る
イ
ン
ク
ラ
イ
ン
の
設
置
や
堰
堤
上
の
徒
歩
通
行
な
ど
を
要
求
し
て
い
る
。

　（
５
）
の
③
の
２
　「
歎
願
書
に
対
応
す
る
起
案
文
書
」（
別
表
２
　
№
49
）

　
◇
昭
和
十
一
年
（
一
九
三
六
）
九
月
二
十
二
日
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◇
内
務
省
河
川
課
作
成

　
　
　
　（
昭
48
建
設22700190

所
収
）

　
今
渡
発
電
所
建
設
に
あ
た
り
、
古
井
町
と
下
米
田
町
の
人
た
ち
が
提
出
し
た
歎
願
書

の
対
応
を
内
務
省
河
川
課
で
協
議
し
て
い
る
文
書
。
技
術
課
で
の
審
査
に
お
い
て
参
考

に
す
る
よ
う
に
処
理
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

　　（
６
）「
今
渡
発
電
所
の
工
事
実
施
認
可
の
起
案
文
書
」（
別
表
２
　
№
53
）

　
◇
昭
和
十
一
年
（
一
九
三
六
）
十
月
十
九
日

　
◇
内
務
大
臣
か
ら
岐
阜
県
知
事
あ
て

　
　
　
　（
昭
48
建
設22700190

所
収
）

　
岐
阜
県
か
ら
の
伺
い
を
う
け
、
国
（
内
務
省
）
と
し
て
の
認
可
を
岐
阜
県
知
事
に
出

す
起
案
文
書
で
あ
る
。
た
だ
魚
道
と
筏
を
流
す
方
法
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
と
は
別
に
決

め
る
こ
と
と
し
た
。
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
岐
阜
県
知
事
の
ほ
か
、
愛
知
県
知
事
と

名
古
屋
土
木
出
張
所
長
に
も
指
令
書
を
付
け
て
指
示
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
以
上
紹
介
し
た
よ
う
に
、
発
電
所
の
工
事
の
裏
側
に
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
れ
ま
で

の
生
活
が
失
わ
れ
る
地
域
住
民
の
強
い
反
発
と
抗
争
が
あ
っ
た
。
い
わ
ば
、
直
訴
と
い

う
形
で
表
わ
さ
れ
た
苦
悩
の
文
言
を
今
生
き
る
私
た
ち
は
、
も
う
一
度
噛
み
締
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　
今
渡
発
電
所
の
工
事
は
、
昭
和
十
四
年
三
月
に
完
成
す
る
が
、
そ
の
運
用
は
す
ん
な

り
と
は
い
か
な
か
っ
た
。
ダ
ム
の
堰
堤
操
作
の
規
程
を
め
ぐ
っ
て
、
発
電
所
側
（「
愛
岐

水
力
」
は
昭
和
十
四
年
に
国
策
会
社
で
あ
る
「
日
本
発
送
電
」
に
移
行
）
と
下
流
の
用

水
組
合
と
の
間
で
合
意
が
で
き
ず
、
放
流
量
は
決
ま
ら
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
。
そ
の
決

着
を
見
た
の
は
、
昭
和
十
七
年
（
一
九
四
二
）
五
月
。
今
渡
ダ
ム
竣
工
か
ら
三
年
が
た

ち
、問
題
の
根
源
で
あ
る
大
井
発
電
所
の
完
成
（
大
正
十
三
年
（
一
九
二
四
））
か
ら
は
、

十
八
年
の
長
い
期
間
が
か
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

（
注
１
）
発
行
　
東
邦
電
力
株
式
会
社
、
一
九
三
九
年

（
注
２
）『
美
濃
加
茂
市
史
』
通
史
編
、
一
九
八
〇
年
、
八
四
四
ペ
ー
ジ

（
注
３
）
昭
和
初
め
の
観
光
ガ
イ
ド
に
は
「
流
れ
が
静
平
で
而
も
凄
い
程
の
碧
味
を
帯
び
た
深
淵
が
漣
波
一
つ
も

見
せ
な
い
程
静
か
に
長
く
長
く
続
い
て･･･

」(

『
木
曽
川
探
勝
案
内
』
昭
和
二
年)

と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
注
４
）
可
児
光
生
「
風
景
の
大
衆
化
と
「
郷
土
」
〜
大
正
か
ら
昭
和
初
期
の
「
日
本
ラ
イ
ン
」
を
め
ぐ
っ
て
〜
」

『
岐
阜
史
学
』
第
一
〇
四
号
、
岐
阜
史
学
会
、、
二
〇
一
五
年

（
か
に
　
み
つ
お
　
美
濃
加
茂
市
民
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
館
長
）
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て
出
す
起
案
文
書
で
あ
る
。

　（
３
）
の
②
　「
今
渡
発
電
所
の
水
利
使
用
許
可
の
報
告
」（
別
表
２
　
№
29
）

　
◇
昭
和
十
年
（
一
九
三
五
）
四
月
二
十
六
日

　
◇
岐
阜
県
知
事 
坂
間
棟
治
か
ら
内
務
大
臣 

後
藤
文
夫
あ
て

　
　
　
　（
昭
48
建
設22700160

所
収
）

　
今
渡
発
電
所
の
水
利
使
用
許
可
書
を
、
岐
阜
県
が
申
請
者
の
愛
岐
水
力
に
出
し
た
こ

と
を
国
に
報
告
し
た
文
書
で
あ
る
。

　（
３
）
の
③
　「
今
渡
発
電
所
の
水
利
使
用
の
許
可
書
」（
別
表
２
　
№
30
）

　
◇
昭
和
十
年
（
一
九
三
五
）
四
月
二
十
六
日

　
◇
岐
阜
県
知
事 

坂
間
棟
治
か
ら
愛
岐
水
力
株
式
会
社
あ
て

　
　
　
　（
昭
48
建
設22700160

所
収
）

　
昭
和
八
年
五
月
三
十
日
付
け
で
、
愛
岐
水
力
か
ら
出
さ
れ
た
今
渡
発
電
所
の
水
利
使

用
申
請
に
対
す
る
許
可
書(

控)

で
あ
る
。
こ
の
使
用
の
許
可
を
受
け
、
次
は
工
事
実
施

の
申
請
に
移
る
こ
と
に
な
る
。

　（
３
）
の
④
　「
今
渡
発
電
所
の
水
利
使
用
許
可
に
関
す
る
通
達
」（
別
表
２
　
№
32
）

　
◇
昭
和
十
年
（
一
九
三
五
）
四
月
二
十
六
日

　
◇
岐
阜
県
知
事
か
ら
愛
岐
水
力
株
式
会
社
あ
て

　
　
　
　（
昭
48
建
設22700160

所
収
）

　「･･･

既
設
発
電
所
ノ
水
量
調
整
作
用
ニ
対
シ
逆
調
整
ヲ
為
シ
下
流
灌
漑
、
水
運
等
ノ

水
利
ニ
影
響
ナ
カ
ラ
シ
ム
ル
緊
要
ノ
事
業
ナ
ル
ニ
付
速
ニ
工
事
ニ
着
手
ス
ル
様
御
配
慮

相
成
度･･･

」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
上
流
の
ダ
ム
に
よ
っ
て
変
動
す
る
放
流
量
を
常
に

均
等
に
流
す
「
逆
調
整
」
の
機
能
を
今
渡
発
電
所
は
持
つ
た
め
、
指
令
後
、
早
急
に
着

手
す
る
よ
う
求
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　（
４
）「
今
渡
発
電
所
の
土
木
工
事
実
施
の
認
可
申
請
書
」（
別
表
２
　
№
35
）

　
◇
昭
和
十
年
（
一
九
三
五
）
十
月
二
十
二
日

　
◇
愛
岐
水
力
株
式
会
社 

代
表
取
締
役
社
長 

松
永
安
左
エ
門
か
ら
岐
阜
県
知
事 

坂
千

秋
あ
て

　
　
　
　（
昭
48
建
設22700190

所
収
）

　
発
電
用
水
利
使
用
の
許
可
（
昭
和
十
年
四
月
二
十
六
日
）
が
下
り
た
た
め
、
実
際
に

行
う
工
事
の
認
可
を
得
る
た
め
に
出
さ
れ
た
申
請
書
。
申
請
を
受
け
た
岐
阜
県
は
国（
内

務
省
）
に
対
し
て
伺
い
を
立
て
、
協
議
を
進
め
て
い
く
。

　（
５
）
住
民
の
歎
願
書
と
陳
情
書

　
前
々
頁
で
示
し
た
よ
う
に
、
地
元
の
加
茂
郡
古
井
町
で
は
建
設
に
対
し
て
町
を
挙
げ

て
の
応
援
体
制
を
と
っ
た
が
、
一
方
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
業
や
暮
ら
し
に
直
接
の
影

響
を
受
け
る
住
民
か
ら
は
、次
の
よ
う
に
工
事
に
対
し
て
の
切
実
な
要
望
が
国（
内
務
省
）

に
対
し
て
直
接
出
さ
れ
た
。

　　
①
下
米
田
村
小
山
の
住
民
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
昭
和
十
一
年
一
月
）

　
②
加
茂
郡
八
百
津
町
の
筏
乗
業
者
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
昭
和
十
一
年
五
月
）

　
③
古
井
町
と
下
米
田
村
の
住
民
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
昭
和
十
一
年
九
月
）

　
国
は
こ
れ
ら
の
要
望
を
認
識
し
、
部
分
的
に
許
可
条
件
に
反
映
し
て
い
っ
た
よ
う
で

あ
る
。

　（
５
）
の
①
の
１
　「
下
米
田
村
小
山
か
ら
の
陳
情
書
」（ 

史
料
１
　
別
表
２
　
№
38
）

　
◇
昭
和
十
一
年
（
一
九
三
六
）
一
月
二
十
日
（
消
印
二
月
十
三
日
）

　
◇
岐
阜
県
加
茂
郡
下
米
田
村
大
字
小
山 

渡
辺
平
三
郎
外
百
五
十
九
名
か
ら
内
務
省

あ
て

　
　
　
　（
昭
48
建
設22700190

所
収
）
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（
５
）
計
画
に
対
し
て
地
元
か
ら
の
歎
願
と
陳
情
　
　
　（
昭
和
十
一
年
一
月
〜
九
月
）

[

別
表
２
　
№
38
、
№
41
、
№
50]

（
６
）「
土
木
工
事
実
施
」
の
許
可
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

（
昭
和
十
一
年
十
一
月
）

[

別
表
２
　
№
56]

　（
１
）「
発
電
用
木
曽
川
河
水
使
用
今
渡
発
電
所
許
可
申
請
書
」（
別
表
２
　
№
４
）

　
◇
昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）
五
月
三
十
日

　
◇
愛
岐
水
力
株
式
会
社
発
起
人
総
代 

大
同
電
力
株
式
会
社
取
締
役
社
長 

増
田
次
郎
か

ら
岐
阜
県
知
事 

宮
脇
梅
吉
あ
て

（
昭
48
建
設22700160
所
収
）

　
今
渡
発
電
所
建
設
は
、
木
曽
川
の
河
水
を
使
用
し
た
い
と
い
う
愛
岐
水
力
の
こ
の
申

請
書
か
ら
始
ま
る
。
こ
こ
に
は
、

　
第
一
、
起
業
ノ
概
要
①
起
業
者
ノ
住
所
、
職
業
及
氏
名
　
②
起
業
ノ
目
的
　

　
　
③
供
給
区
域
　
④
取
水
河
川
名
並
取
水
口
及
放
水
口
ノ
位
置
　
⑤
使
用
水
量

　
　
⑥
有
効
落
差
　
⑦
馬
力
数
等
　
⑧
水
ノ
使
用
期
間

　
第
二
、
水
路
工
事(

略
）

　
第
三
、
取
水
河
川
ノ
水
量
測
定(

略
）

　
第
四
、
起
業
ト
治
水
其
他
公
益
事
業
ト
ノ
関
係

　
　
①
既
設
又
ハ
現
ニ
計
画
中
ノ
灌
漑
其
他
既
許
可
水
利
事
業
ニ
及
ホ
ス
影
響
並
ニ

　
　
　
之
ニ
対
ス
ル
施
設
ノ
大
要

　
　
②
舟
筏
ノ
通
航
、
流
木
、
漁
業
ニ
及
ホ
ス
影
響
並
ニ
之
ニ
関
ス
ル
施
設
ノ
大
要

　
　
③
名
勝
旧
蹟
等
ニ
及
ホ
ス
影
響
並
ニ
之
ニ
関
ス
ル
施
設
ノ
大
要

　
　
　
な
ど
計
画
の
詳
細
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　（
２
）
の
①
　「
今
渡
発
電
所
逆
調
整
発
電
所
建
設
に
伴
う
意
見
書
」（
別
表
２
　

№
16
）

　
◇
昭
和
九
年
（
一
九
三
四
）
五
月
八
日

　
◇
愛
知
県
知
事 

三
邊
長
治
か
ら
内
務
省 

土
木
局
長
あ
て

（
昭
48
建
設22700160

所
収
）

　
愛
岐
水
力
に
よ
る
今
渡
発
電
所
の
河
川
使
用
の
申
請
に
対
し
て
、
愛
知
県
や
関
係
団
体

か
ら
提
出
さ
れ
た
意
見
や
要
望
事
項
を
取
り
ま
と
め
、
回
答
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
影
響
が
特
に
大
き
い
用
水
に
つ
い
て
は
「
管
内
利
害
関
係
最
モ
重
大
ナ
ル
名
古
屋
市
及

宮
田
、
木
津
、
佐
屋
川
ノ
各
用
水
普
通
水
利
組
合
ヨ
リ･･･

申
越
候･･･

之
等
ノ
意
見
ニ

付
何
分
ノ
御
高
配
相
成
度
、･･･

」
と
、
国
に
対
し
て
の
特
別
な
配
慮
を
求
め
て
い
る
。

　（
２
）
の
②
　「
今
渡
発
電
所
（
逆
調
整
発
電
所
）
建
設
に
伴
う
宮
田
用
水
組
合
と
し
て

の
意
見
書
」（
別
表
２
　
№
20
）

　
◇
昭
和
九
年
（
一
九
三
四
）
四
月
十
日

　
◇
宮
田
用
水
普
通
水
利
組
合
か
ら
愛
知
県
土
木
部
長
あ
て

（
昭
48
建
設22700160

所
収
）

　
愛
岐
水
力
に
よ
る
今
渡
発
電
所
の
河
川
使
用
の
申
請
に
対
し
て
、
愛
知
県
を
通
し
て
宮

田
用
水
組
合
は
意
見
を
求
め
ら
れ
た
。
こ
れ
ま
で
の
歴
史
を
ふ
ま
え
、
灌
漑
水
利
を
思
う

次
の
よ
う
な
強
い
要
望
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　「･･･

大
井
ダ
ム
ノ
為
ニ
予
想
セ
ラ
レ
ザ
リ
シ
影
響
ヲ
受
ケ
三
百
年
既
得
ノ
権
利
ヲ
侵

害
セ
ラ
レ
生
活
ノ
安
定
ヲ
脅
カ
サ
レ
ツ
ツ
四
十
万
農
民
ヲ
保
護･･･

組
合
ノ
灌
漑
ニ
支
障

ヲ
與
ヘ
サ
ル
度
合
ノ
流
量
ヲ
常
ニ
絶
ヘ
ス
間
断
ナ
ク
放
流
ス
ル
コ
ト･･･

」

　（
３
）
の
①
「
今
渡
発
電
所
の
水
利
使
用
認
可
の
起
案
文
書
」（
別
表
２
　
№
24
）

　
◇
昭
和
九
年
（
一
九
三
四
）
八
月
三
十
日

　
◇
内
務
大
臣
か
ら
岐
阜
県
知
事
あ
て

（
昭
48
建
設22700160

所
収
）

　
岐
阜
県
か
ら
の
伺
い
を
う
け
、
国
（
内
務
省
）
と
し
て
の
認
可
を
岐
阜
県
知
事
に
対
し
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て
出
す
起
案
文
書
で
あ
る
。

　（
３
）
の
②
　「
今
渡
発
電
所
の
水
利
使
用
許
可
の
報
告
」（
別
表
２
　
№
29
）

　
◇
昭
和
十
年
（
一
九
三
五
）
四
月
二
十
六
日

　
◇
岐
阜
県
知
事 

坂
間
棟
治
か
ら
内
務
大
臣 

後
藤
文
夫
あ
て

　
　
　
　（
昭
48
建
設22700160

所
収
）

　
今
渡
発
電
所
の
水
利
使
用
許
可
書
を
、
岐
阜
県
が
申
請
者
の
愛
岐
水
力
に
出
し
た
こ

と
を
国
に
報
告
し
た
文
書
で
あ
る
。

　（
３
）
の
③
　「
今
渡
発
電
所
の
水
利
使
用
の
許
可
書
」（
別
表
２
　
№
30
）

　
◇
昭
和
十
年
（
一
九
三
五
）
四
月
二
十
六
日

　
◇
岐
阜
県
知
事 

坂
間
棟
治
か
ら
愛
岐
水
力
株
式
会
社
あ
て

　
　
　
　（
昭
48
建
設22700160

所
収
）

　
昭
和
八
年
五
月
三
十
日
付
け
で
、
愛
岐
水
力
か
ら
出
さ
れ
た
今
渡
発
電
所
の
水
利
使

用
申
請
に
対
す
る
許
可
書(

控)

で
あ
る
。
こ
の
使
用
の
許
可
を
受
け
、
次
は
工
事
実
施

の
申
請
に
移
る
こ
と
に
な
る
。

　（
３
）
の
④
　「
今
渡
発
電
所
の
水
利
使
用
許
可
に
関
す
る
通
達
」（
別
表
２
　
№
32
）

　
◇
昭
和
十
年
（
一
九
三
五
）
四
月
二
十
六
日

　
◇
岐
阜
県
知
事
か
ら
愛
岐
水
力
株
式
会
社
あ
て

　
　
　
　（
昭
48
建
設22700160

所
収
）

　「･･･

既
設
発
電
所
ノ
水
量
調
整
作
用
ニ
対
シ
逆
調
整
ヲ
為
シ
下
流
灌
漑
、
水
運
等
ノ

水
利
ニ
影
響
ナ
カ
ラ
シ
ム
ル
緊
要
ノ
事
業
ナ
ル
ニ
付
速
ニ
工
事
ニ
着
手
ス
ル
様
御
配
慮

相
成
度･･･

」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
上
流
の
ダ
ム
に
よ
っ
て
変
動
す
る
放
流
量
を
常
に

均
等
に
流
す
「
逆
調
整
」
の
機
能
を
今
渡
発
電
所
は
持
つ
た
め
、
指
令
後
、
早
急
に
着

手
す
る
よ
う
求
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　（
４
）「
今
渡
発
電
所
の
土
木
工
事
実
施
の
認
可
申
請
書
」（
別
表
２
　
№
35
）

　
◇
昭
和
十
年
（
一
九
三
五
）
十
月
二
十
二
日

　
◇
愛
岐
水
力
株
式
会
社 

代
表
取
締
役
社
長 

松
永
安
左
エ
門
か
ら
岐
阜
県
知
事 

坂
千

秋
あ
て

　
　
　
　（
昭
48
建
設22700190

所
収
）

　
発
電
用
水
利
使
用
の
許
可
（
昭
和
十
年
四
月
二
十
六
日
）
が
下
り
た
た
め
、
実
際
に

行
う
工
事
の
認
可
を
得
る
た
め
に
出
さ
れ
た
申
請
書
。
申
請
を
受
け
た
岐
阜
県
は
国（
内

務
省
）
に
対
し
て
伺
い
を
立
て
、
協
議
を
進
め
て
い
く
。

　（
５
）
住
民
の
歎
願
書
と
陳
情
書

　
前
々
頁
で
示
し
た
よ
う
に
、
地
元
の
加
茂
郡
古
井
町
で
は
建
設
に
対
し
て
町
を
挙
げ

て
の
応
援
体
制
を
と
っ
た
が
、
一
方
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
業
や
暮
ら
し
に
直
接
の
影

響
を
受
け
る
住
民
か
ら
は
、次
の
よ
う
に
工
事
に
対
し
て
の
切
実
な
要
望
が
国（
内
務
省
）

に
対
し
て
直
接
出
さ
れ
た
。

　　
①
下
米
田
村
小
山
の
住
民
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
昭
和
十
一
年
一
月
）

　
②
加
茂
郡
八
百
津
町
の
筏
乗
業
者
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
昭
和
十
一
年
五
月
）

　
③
古
井
町
と
下
米
田
村
の
住
民
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
昭
和
十
一
年
九
月
）

　
国
は
こ
れ
ら
の
要
望
を
認
識
し
、
部
分
的
に
許
可
条
件
に
反
映
し
て
い
っ
た
よ
う
で

あ
る
。

　（
５
）
の
①
の
１
　「
下
米
田
村
小
山
か
ら
の
陳
情
書
」（ 

史
料
１
　
別
表
２
　
№
38
）

　
◇
昭
和
十
一
年
（
一
九
三
六
）
一
月
二
十
日
（
消
印
二
月
十
三
日
）

　
◇
岐
阜
県
加
茂
郡
下
米
田
村
大
字
小
山 

渡
辺
平
三
郎
外
百
五
十
九
名
か
ら
内
務
省

あ
て

　
　
　
　（
昭
48
建
設22700190

所
収
）
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○
「
発
電
所
工
事
を
支
援
す
る
た
め
の
促
進
実
行
委
員
選
任
の
議
案
」（
別
表
１

H
18455-1

）

◇
昭
和
九
年
（
一
九
三
四
）
十
一
月
十
七
日
／
古
井
町

　
古
井
町
で
は
農
村
救
済
の
た
め
、
水
力
発
電
工
事
を
行
う
愛
岐
水
力
に
利
便
を

図
り
工
事
が
早
く
行
わ
れ
る
よ
う
、
促
進
及
び
実
行
委
員
を
選
び
、
陳
情
書
を
提

出
す
る
な
ど
全
面
的
に
支
援
運
動
を
す
る
こ
と
と
し
た
。
委
員
は
渡
辺
伸
吉
、
渡

辺
茂
三
郎
、若
宮
松
太
郎
、渡
辺
小
平
、渡
辺
金
七
、日
比
野
半
太
郎
の
六
名
で
あ
っ

た
。

○
「
発
電
工
事
を
支
援
す
る
た
め
の
陳
情
書(

案)

」（
別
表
１
　H
18455-2

）

◇
昭
和
九
年
（
一
九
三
四
）
十
一
月
十
七
日
／
古
井
町

　
愛
岐
水
力
の
発
電
工
事
に
対
し
て
、
町
を
挙
げ
て
極
力
援
助
す
る
こ
と
を
示
し
、

早
急
着
工
な
ど
を
要
望
す
る
陳
情
書
で
あ
る
。
古
井
町
長
が
東
邦
電
力
と
大
同
電

力
の
両
社
長
に
対
し
て
出
し
た
。
当
時
は
世
界
的
な
不
況
で
古
井
町
も
経
済
的
に

停
滞
し
て
お
り
、
発
電
工
事
は
そ
れ
を
回
復
さ
せ
る
も
の
と
し
て
期
待
さ
れ
た
。

○
「
愛
岐
水
力
発
電
所
建
設
の
用
地
　
町
有
地
売
却
の
議
案
」（
別
表
１
　H

18458-1

）

◇
昭
和
十
年
（
一
九
三
五
）
二
月
二
十
六
日
／
古
井
町

　
今
渡
発
電
所
建
設
に
よ
っ
て
水
没
す
る
古
井
町
の
町
有
地
を
売
る
こ
と
と
し
た
。

○
「
用
地
交
渉
の
条
件
項
目
」（
別
表
１
　H

18460-1

）

◇
昭
和
十
年
（
一
九
三
五
）
〜
十
二
年
（
一
九
三
七
）
／
古
井
町

　
発
電
工
事
に
あ
た
っ
て
、
提
供
す
る
用
地
の
価
格
や
建
物
の
補
償
な
ど
さ
ま
ざ

ま
な
項
目
を
書
き
出
し
、
会
社
と
交
渉
す
る
準
備
を
始
め
た
。
古
井
町
役
場
内
の

話
し
合
い
の
た
め
作
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

○
「
今
渡
発
電
所
建
設
に
対
処
す
る
委
員
会
の
統
合
を
確
認
す
る
証
書
」（
別
表
１
　

　H
18460-2

）

◇
昭
和
十
一
年
（
一
九
三
六
）
頃

　
今
渡
発
電
所
建
設
に
関
し
て
は
、
古
井
町
以
外
の
対
岸
・
下
米
田
村
で
も
起
工

促
進
と
用
地
交
渉
す
る
た
め
の
委
員
会
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
活
動

を
一
本
化
し
て
処
理
を
進
め
る
こ
と
を
確
認
す
る
書
類
。「
愛
岐
水
力
今
渡
発
電
所

起
工
促
進
聯
合
委
員
会
」
が
新
し
く
発
足
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
交
渉
に
あ
た
る
こ
と

に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

国
立
公
文
書
館
所
蔵
資
料
か
ら
み
る
動
き

　
一
方
、
国
立
公
文
書
館
所
蔵
資
料
か
ら
、
国
や
県
の
動
き
を
中
心
に
建
設
の
手
続
き

や
経
緯
を
お
お
ま
か
に
整
理
（
別
表
２
参
照
）
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
許
認
可
に

あ
た
っ
て
、
会
社
の
計
画
と
利
害
関
係
者
と
の
困
難
な
調
整
の
一
端
が
う
か
が
え
る
。

当
時
の
今
渡
発
電
所
に
関
し
て
は
、「
請
求
番
号 

昭
48
建
設22700190

／
木
曽
川
・

愛
岐
水
力
・
岐
阜
（
今
渡
発
電
所
発
電
用
河
川
使
用
工
事･･･

）」
な
ど
十
二
点
ほ
ど
の

綴
り
が
所
在
し
、
そ
こ
に
は
、
通
知
文
本
体
だ
け
で
な
く
、
決
裁
文
書
（
担
当
者
が
案

を
作
り
、
組
織
の
上
司
が
順
に
承
認
し
決
定
し
て
い
く
も
の
）
も
多
く
あ
り
、
文
書
が

出
さ
れ
る
ま
で
の
生
々
し
い
経
過
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
１
）
愛
岐
水
力
か
ら
木
曽
川
「
水
利
使
用
」
の
申
請
　
　
　
　
　（
昭
和
八
年
五
月
）

[

別
表
２
　
№
４]

（
２
）
関
係
機
関
か
ら
の
意
見
や
要
望
の
聞
き
取
り
　
　
　
　（
昭
和
九
年
五
月
頃
〜
）

[

別
表
２
　
№
12
ほ
か]

（
３
）
木
曽
川
「
水
利
使
用
」
の
許
可
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
昭
和
十
年
四
月
）

[

別
表
２
　
№
30]

（
４
）
愛
岐
水
力
か
ら
「
土
木
工
事
実
施
」
の
申
請
　
　
　
　
　
　（
昭
和
十
年
十
月
）

[

別
表
２
　
№
35]
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た
。
そ
の
一
番
の
対
立
点
は
、
発
電
所
建
設
に
よ
っ
て
伝
統
的
な
木
材
流
送
が
で
き
な

く
な
る
木
材
の
問
題
で
あ
っ
た
。
地
元
は
島
崎
藤
村
の
兄
・
島
崎
廣
助
を
代
表
と
し
て

桃
介
ら
と
交
渉
を
進
め
た
。
生
活
基
盤
を
揺
る
が
す
木
材
の
ほ
か
、
生
息
す
る
魚
の
保

護
、
名
勝
地
「
寝
覚
の
床
」
な
ど
木
曽
の
自
然
景
観
・
風
致
の
保
全
も
議
論
と
な
っ
た
。

日
本
の
近
代
化
に
お
け
る
「
産
業
国
日
本
」
と
「
風
致
国
日
本
」
の
衝
突
と
も
言
え
る

も
の
で
あ
る
。

　
大
正
十
三(

一
九
二
四)

、
そ
れ
ま
で
の
水
路
式
で
は
な
く
、
大
河
川
を
せ
き
止
め
る

日
本
初
の
本
格
的
な
ダ
ム
式
発
電
所
と
し
て
大
井
発
電
所
が
造
ら
れ
た
。
度
重
な
る
洪

水
や
大
正
十
二
年
に
お
き
た
関
東
大
震
災
の
影
響
に
よ
っ
て
資
金
不
足
と
な
る
な
ど
そ

の
建
設
は
困
難
を
極
め
た
が
、
計
画
か
ら
六
年
後
、
桃
介
の
強
力
な
指
導
力
に
よ
っ
て

完
成
、
当
時
の
世
界
的
大
事
業
の
一
つ
に
も
挙
げ
ら
れ
た
。
そ
れ
ま
で
の
発
電
所
に
比

べ
格
段
に
規
模
が
大
き
い
も
の
だ
っ
た
が
、
同
時
に
川
の
環
境
を
大
き
く
変
え
る
こ
と

に
も
な
っ
た
。
福
沢
桃
介
は
、
福
沢
諭
吉
の
娘
婿
で
、
明
治
か
ら
昭
和
の
初
め
に
か
け

て
活
躍
し
た
日
本
を
代
表
す
る
実
業
家
。
川
上
貞
奴
を
パ
ー
ト
ナ
ー
に
木
曽
の
電
力
開

発
を
推
し
進
め
、「
電
力
王
」
と
も
呼
ば
れ
た
。

上
流
と
下
流
の
水
利
権
の
対
立

　
大
井
発
電
所
と
そ
の
後
に
造
ら
れ
た
落
合
発
電
所
（
昭
和
元
年
、
現
中
津
川
市
）
や

飛
騨
川
水
系
に
大
正
末
か
ら
昭
和
初
め
に
築
造
さ
れ
た
ダ
ム
式
発
電
所
は
、
木
曽
川
下

流
域
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
下
流
に
は
、
濃
尾
平
野
の
灌
漑
用
水

と
し
て
の
宮
田
用
水
、
木
津
用
水
、
羽
島
用
水
な
ど
の
取
水
口
が
あ
り
、
そ
の
付
近
で

は
減
水
や
水
量
が
安
定
し
な
い
な
ど
支
障
が
出
る
よ
う
に
な
っ
た
。
利
水
を
め
ぐ
っ
て

発
電
側
と
農
業
側
に
深
刻
な
対
立
が
生
ま
れ
た
。

　
そ
の
た
め
、
以
前
の
よ
う
に
下
流
へ
の
流
量
を
一
定
に
保
つ
機
能(

逆
調
整)

を
持
つ

新
た
な
発
電
所
（
ダ
ム
）
の
建
設
を
、
木
曽
川
水
系
と
飛
騨
川
水
系
に
水
利
権
を
持
つ

大
同
電
力
と
東
邦
電
力
が
そ
れ
ぞ
れ
に
計
画
し
た
。
大
同
電
力
が
進
め
て
い
た
今
渡
第

二
発
電
所(

可
児
郡
今
渡
町)

と
東
邦
電
力
に
よ
り
加
茂
郡
古
井
町
・
下
古
井
箱
井
に
計

画
し
た
森
山
第
二
発
電
所(

昭
和
三
年
二
月
水
利
利
用
申
請
、昭
和
五
年
許
可)

で
あ
る
。

国
、
県
の
意
向
や
調
整
も
あ
り
、
こ
の
両
計
画
を
合
体
さ
せ
、
飛
騨
木
曽
両
河
川
合
流

点
の
下
流
に
発
電
所
を
建
設
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
が
今
渡
発
電
所
で
あ
る
。
木

曽
川
の
上
流
と
下
流
の
水
利
権
を
め
ぐ
る
対
立
を
解
消
す
る
た
め
の
施
策
で
あ
っ
た
。

　
昭
和
八
年
五
月
、
今
渡
発
電
所
建
設
の
た
め
に
大
同
電
力
と
東
邦
電
力
は
そ
れ
ぞ
れ

が
資
本
金
を
折
半
で
出
資
し
「
愛
岐
水
力
株
式
会
社
」
を
設
立
す
る
こ
と
で
合
意(

設

立
総
会
は
昭
和
十
年
七
月)

、
五
月
三
十
日
、
両
社
は
連
名
の
発
起
人
に
よ
っ
て
木
曽
川

水
利
申
請
を
岐
阜
県
に
対
し
て
提
出
し
た
。

古
井
町
役
場
の
対
応

　
美
濃
加
茂
市
の
公
文
書
資
料
（「
旧
古
井
町
役
場
資
料
」
美
濃
加
茂
市
民
ミ
ュ
ー
ジ
ア

ム
所
蔵
・
別
表
１
）
か
ら
、
建
設
地
の
古
井
町
の
動
向
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
繭
の
生
産
高
が
県
内
三
四
〇
ヵ
町
村
中
第
五
位
と
い
う
ほ
ど
養
蚕
が
盛
ん
で
あ
っ
た

古
井
町
で
あ
っ
た
が
、
恐
慌
に
よ
っ
て
繭
の
価
格
が
急
落
す
る
な
ど
人
々
の
生
活
は
苦

境
に
立
た
さ
れ
町
内
は
大
き
く
疲
弊
、
町
財
政
も
悪
化
し
て
い
た
（
注
２
）。

　
一
方
、
町
制
が
施
行
さ
れ
た
大
正
十
三
年
以
降
昭
和
に
入
っ
て
か
ら
、
農
村
へ
の
商
品

経
済
の
浸
透
に
よ
っ
て
古
井
地
区
・
森
山
で
は
商
店
が
増
え
、商
店
街
が
形
成
さ
れ
て
い
っ

た
。
ま
た
、
こ
の
森
山
地
区
は
小
山
観
音
や
青
柳
橋
な
ど
の
景
勝
地
を
生
か
し
た
観
光
ス

ポ
ッ
ト
と
し
て
脚
光
を
あ
び
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
た
（
注
３
）。「
日
本
奥
ラ
イ
ン
」
な

ど
秘
境
イ
メ
ー
ジ
の
名
称
が
付
け
ら
れ
、「
古
井
遊
船
」
が
設
立
さ
れ
る
な
ど
遊
船
事
業

も
始
ま
る
な
ど
川
を
利
用
し
た
観
光
事
業
の
機
運
が
高
ま
っ
て
い
た
（
注
４
）。

　
愛
岐
水
力
株
式
会
社
は
、
昭
和
八
年
五
月
の
水
利
使
用
申
請
に
あ
わ
せ
、
建
設
地
の

古
井
町
と
の
交
渉
を
始
め
る
。
古
井
町
で
は
、
当
時
の
深
刻
な
不
況
を
打
開
す
る
工
事

と
し
て
全
面
的
歓
迎
の
意
向
を
表
し
、
一
方
で
建
設
に
よ
っ
て
生
じ
る
補
償
問
題
な
ど

要
望
も
多
く
提
出
し
た
。
別
表
一
の
う
ち
一
部
を
紹
介
す
る
。
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○
「
発
電
所
工
事
を
支
援
す
る
た
め
の
促
進
実
行
委
員
選
任
の
議
案
」（
別
表
１

H
18455-1

）

◇
昭
和
九
年
（
一
九
三
四
）
十
一
月
十
七
日
／
古
井
町

　
古
井
町
で
は
農
村
救
済
の
た
め
、
水
力
発
電
工
事
を
行
う
愛
岐
水
力
に
利
便
を

図
り
工
事
が
早
く
行
わ
れ
る
よ
う
、
促
進
及
び
実
行
委
員
を
選
び
、
陳
情
書
を
提

出
す
る
な
ど
全
面
的
に
支
援
運
動
を
す
る
こ
と
と
し
た
。
委
員
は
渡
辺
伸
吉
、
渡

辺
茂
三
郎
、若
宮
松
太
郎
、渡
辺
小
平
、渡
辺
金
七
、日
比
野
半
太
郎
の
六
名
で
あ
っ

た
。

○
「
発
電
工
事
を
支
援
す
る
た
め
の
陳
情
書(

案)

」（
別
表
１
　H

18455-2

）

◇
昭
和
九
年
（
一
九
三
四
）
十
一
月
十
七
日
／
古
井
町

　
愛
岐
水
力
の
発
電
工
事
に
対
し
て
、
町
を
挙
げ
て
極
力
援
助
す
る
こ
と
を
示
し
、

早
急
着
工
な
ど
を
要
望
す
る
陳
情
書
で
あ
る
。
古
井
町
長
が
東
邦
電
力
と
大
同
電

力
の
両
社
長
に
対
し
て
出
し
た
。
当
時
は
世
界
的
な
不
況
で
古
井
町
も
経
済
的
に

停
滞
し
て
お
り
、
発
電
工
事
は
そ
れ
を
回
復
さ
せ
る
も
の
と
し
て
期
待
さ
れ
た
。

○
「
愛
岐
水
力
発
電
所
建
設
の
用
地
　
町
有
地
売
却
の
議
案
」（
別
表
１
　H

18458-1

）

◇
昭
和
十
年
（
一
九
三
五
）
二
月
二
十
六
日
／
古
井
町

　
今
渡
発
電
所
建
設
に
よ
っ
て
水
没
す
る
古
井
町
の
町
有
地
を
売
る
こ
と
と
し
た
。

○
「
用
地
交
渉
の
条
件
項
目
」（
別
表
１
　H

18460-1

）

◇
昭
和
十
年
（
一
九
三
五
）
〜
十
二
年
（
一
九
三
七
）
／
古
井
町

　
発
電
工
事
に
あ
た
っ
て
、
提
供
す
る
用
地
の
価
格
や
建
物
の
補
償
な
ど
さ
ま
ざ

ま
な
項
目
を
書
き
出
し
、
会
社
と
交
渉
す
る
準
備
を
始
め
た
。
古
井
町
役
場
内
の

話
し
合
い
の
た
め
作
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

○
「
今
渡
発
電
所
建
設
に
対
処
す
る
委
員
会
の
統
合
を
確
認
す
る
証
書
」（
別
表
１
　

　H
18460-2

）

◇
昭
和
十
一
年
（
一
九
三
六
）
頃

　
今
渡
発
電
所
建
設
に
関
し
て
は
、
古
井
町
以
外
の
対
岸
・
下
米
田
村
で
も
起
工

促
進
と
用
地
交
渉
す
る
た
め
の
委
員
会
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
活
動

を
一
本
化
し
て
処
理
を
進
め
る
こ
と
を
確
認
す
る
書
類
。「
愛
岐
水
力
今
渡
発
電
所

起
工
促
進
聯
合
委
員
会
」
が
新
し
く
発
足
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
交
渉
に
あ
た
る
こ
と

に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

国
立
公
文
書
館
所
蔵
資
料
か
ら
み
る
動
き

　
一
方
、
国
立
公
文
書
館
所
蔵
資
料
か
ら
、
国
や
県
の
動
き
を
中
心
に
建
設
の
手
続
き

や
経
緯
を
お
お
ま
か
に
整
理
（
別
表
２
参
照
）
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
許
認
可
に

あ
た
っ
て
、
会
社
の
計
画
と
利
害
関
係
者
と
の
困
難
な
調
整
の
一
端
が
う
か
が
え
る
。

当
時
の
今
渡
発
電
所
に
関
し
て
は
、「
請
求
番
号 

昭
48
建
設22700190

／
木
曽
川
・

愛
岐
水
力
・
岐
阜
（
今
渡
発
電
所
発
電
用
河
川
使
用
工
事･･･

）」
な
ど
十
二
点
ほ
ど
の

綴
り
が
所
在
し
、
そ
こ
に
は
、
通
知
文
本
体
だ
け
で
な
く
、
決
裁
文
書
（
担
当
者
が
案

を
作
り
、
組
織
の
上
司
が
順
に
承
認
し
決
定
し
て
い
く
も
の
）
も
多
く
あ
り
、
文
書
が

出
さ
れ
る
ま
で
の
生
々
し
い
経
過
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
１
）
愛
岐
水
力
か
ら
木
曽
川
「
水
利
使
用
」
の
申
請
　
　
　
　
　（
昭
和
八
年
五
月
）

[

別
表
２
　
№
４]

（
２
）
関
係
機
関
か
ら
の
意
見
や
要
望
の
聞
き
取
り
　
　
　
　（
昭
和
九
年
五
月
頃
〜
）

[

別
表
２
　
№
12
ほ
か]

（
３
）
木
曽
川
「
水
利
使
用
」
の
許
可
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
昭
和
十
年
四
月
）

[

別
表
２
　
№
30]

（
４
）
愛
岐
水
力
か
ら
「
土
木
工
事
実
施
」
の
申
請
　
　
　
　
　
　（
昭
和
十
年
十
月
）

[

別
表
２
　
№
35]
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　今
渡
発
電
所
建
設
工
事
に
関
わ
る
地
域
の
動
向

　
　
　
　
　
　
　内
務
省
に
出
さ
れ
た
歎
願
書
を
中
心
に

可

児

光

生

　
日
本
有
数
の
河
川
・
木
曽
川
水
系
で
は
明
治
末
か
ら
電
力
開
発
が
始
ま
り
、
現
在
ま

で
に
数
多
く
の
ダ
ム
が
建
設
さ
れ
て
い
る
。
昭
和
十
四
年
（
一
九
三
九
）
に
築
か
れ
た

今
渡
発
電
所[

今
渡
ダ
ム]
（
美
濃
加
茂
市
・
可
児
市
）
は
、
今
で
は
地
域
住
民
に
と
っ

て
違
和
感
な
く
ふ
だ
ん
の
生
活
や
景
色
に
溶
け
込
ん
で
い
る
。
そ
ん
な
存
在
を
、
一
つ

の
地
域
資
源
と
し
て
と
ら
え
、
多
方
面
か
ら
見
つ
め
直
す
機
会
と
し
て
美
濃
加
茂
市
民

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
で
は「
ダ
ム
展 

木
曽
川
・
飛
騨
川
」を
開
催
し
た(2018.7.14

〜8.26)

。

　『
飛
騨
川
水
力
開
発
史
』（
昭
和
十
四
年
刊
）（
注
１
）
で
は
、
今
渡
発
電
所
の
概
要
を
次

の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

○
流
域
面
積
　
　
　
四
六
三
二
・
二
九
平
方
粁

○
水
路
形
式
　
　
　
堰
堤
式

○
水
利
使
用
申
請
　
昭
和
八
年
五
月
三
十
日

○
水
利
使
用
許
可
　
昭
和
十
年
四
月
二
十
六
日

実
施
認
可
　
　   

昭
和
十
一
年
十
一
月
九
日

○
着
工
　
　
　
　   

昭
和
十
一
年
六
月
一
日

竣
工
　
　
　
　   

昭
和
十
四
年
三
月
二
十
七
日

○
取
水
方
式

　
本
水
利
地
點
は
第
二
遍
沿
革
に
記
述
せ
る
如
く
木
曽
、
飛
騨
両
川
の
上
流
に

あ
る
各
発
電
所
よ
り
調
整
放
流
さ
れ
た
る
水
を
自
然
流
量
に
還
元
逆
調
整
す
る

重
大
な
る
使
命
を
有
す
る
本
邦
有
数
の
特
殊
水
力
発
電
所
に
し
て
、
両
川
合
流

點
の
直
下
流
に
高
さ
二
一
米
、
頂
長
三
〇
八
米
の
堰
堤
を
築
き
、
之
に
よ
り

六
七
七
萬
立
方
米
の
湛
水
を
な
し
、
此
の
水
を
合
理
的
に
使
用
流
下
し
て
逆
調

整
の
實
を
擧
ぐ
る
も
の
な
り
。(

下
略)

○
堰
堤 

位
置
　
左
岸
　
岐
阜
縣
可
児
郡
今
渡
町
大
字
今
渡
字
西
野

右
岸
　
岐
阜
縣
加
茂
郡
古
井
町
大
字
下
古
井
字
赤
池
飛
地

○
堰
堤 

水
位
標
高 

七
〇
・
五
米
　
頂
長 

三
〇
八
・
〇
米

　
本
体
工
事
は
間
組
が
請
け
負
い
、
電
気
工
作
物
は
日
立
製
作
所
が
製
作
し
た
。
現
在

は
関
西
電
力(

株)

に
よ
っ
て
、
左
岸
に
今
渡
発
電
所
、
右
岸
に
美
濃
川
合
発
電
所
が
稼
働

し
て
い
る
。

　
こ
こ
で
は
、展
覧
会
で
展
示
し
た
国
立
公
文
書
館
所
蔵
資
料
と
美
濃
加
茂
市
民
ミ
ュ
ー

ジ
ア
ム
所
蔵
の
旧
古
井
町
役
場
文
書
を
も
と
に
、
建
設
工
事
に
関
わ
る
一
連
の
経
緯
と

と
も
に
、
地
域
の
動
向
を
紹
介
し
た
い
。

木
曽
の
水
力
開
発
と
大
井
発
電
所

　
日
本
に
初
め
て
電
灯
が
つ
い
た
の
は
、
明
治
十
一
年(

一
八
七
八)

。
以
後
各
地
で
電

力
開
発
が
始
ま
る
。
木
曽
川
水
系
は
水
力
発
電
の
適
地
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
た
が
、

明
治
半
ば
に
設
立
さ
れ
た
名
古
屋
電
燈
株
式
会
社
の
社
長
に
福
沢
桃
介
（
一
八
六
八
〜

一
九
三
八
）
が
大
正
三
年(

一
九
一
四
）
に
就
任
す
る
頃
か
ら
大
き
な
展
開
を
み
せ
て

い
く
。
そ
の
背
景
に
は
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
年
の
第
一
次
世
界
大
戦
の
開
始
と
そ
れ
に
伴

う
電
力
需
要
の
急
増
が
あ
っ
た
。
電
力
会
社
は
大
正
か
ら
昭
和
に
か
け
、
合
併
や
吸
収

を
繰
り
返
し
複
雑
な
変
遷
を
た
ど
る
が
、
木
曽
電
気
興
業
な
ど
を
母
体
に
し
て
福
沢
桃

介
が
設
立
し
た
大
同
電
力
（
大
正
十
年
）
は
、
木
曽
川
の
水
利
権
を
持
っ
て
関
西
方
面

を
中
心
に
電
力
を
送
り
、
一
方
飛
騨
川
筋
は
東
邦
電
力
が
開
発
を
進
め
、
中
部
地
方
に

電
力
を
供
給
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
現
在
の
関
西
電
力
と
中
部
電
力
の
前
身
で
あ
る
。

　
桃
介
は
、
大
正
八
年
（
一
九
一
九
）、
賤
母
（
し
ず
も
）
発
電
所
を
皮
切
り
に
、
大

桑
、
須
原
、
桃
山
、
読
書
な
ど
積
極
的
に
建
設
を
進
め
る
。
そ
の
頃
の
発
電
所
は
、
上

流
で
取
り
入
れ
た
水
を
管
で
下
流
へ
導
き
、そ
の
落
差
を
利
用
す
る
「
水
路
式
」
で
あ
っ

た
。電
力
開
発
に
あ
た
っ
て
は
木
曽
の
人
々
と
の
間
で
様
々
な
紛
争
を
生
む
こ
と
に
な
っ
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　今
渡
発
電
所
建
設
工
事
に
関
わ
る
地
域
の
動
向

　
　
　
　
　
　
　内
務
省
に
出
さ
れ
た
歎
願
書
を
中
心
に

可

児

光

生

　
日
本
有
数
の
河
川
・
木
曽
川
水
系
で
は
明
治
末
か
ら
電
力
開
発
が
始
ま
り
、
現
在
ま

で
に
数
多
く
の
ダ
ム
が
建
設
さ
れ
て
い
る
。
昭
和
十
四
年
（
一
九
三
九
）
に
築
か
れ
た

今
渡
発
電
所[

今
渡
ダ
ム]

（
美
濃
加
茂
市
・
可
児
市
）
は
、
今
で
は
地
域
住
民
に
と
っ

て
違
和
感
な
く
ふ
だ
ん
の
生
活
や
景
色
に
溶
け
込
ん
で
い
る
。
そ
ん
な
存
在
を
、
一
つ

の
地
域
資
源
と
し
て
と
ら
え
、
多
方
面
か
ら
見
つ
め
直
す
機
会
と
し
て
美
濃
加
茂
市
民

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
で
は「
ダ
ム
展 

木
曽
川
・
飛
騨
川
」を
開
催
し
た(2018.7.14

〜8.26)

。

　『
飛
騨
川
水
力
開
発
史
』（
昭
和
十
四
年
刊
）（
注
１
）
で
は
、
今
渡
発
電
所
の
概
要
を
次

の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

○
流
域
面
積
　
　
　
四
六
三
二
・
二
九
平
方
粁

○
水
路
形
式
　
　
　
堰
堤
式

○
水
利
使
用
申
請
　
昭
和
八
年
五
月
三
十
日

○
水
利
使
用
許
可
　
昭
和
十
年
四
月
二
十
六
日

実
施
認
可
　
　   

昭
和
十
一
年
十
一
月
九
日

○
着
工
　
　
　
　   

昭
和
十
一
年
六
月
一
日

竣
工
　
　
　
　   

昭
和
十
四
年
三
月
二
十
七
日

○
取
水
方
式

　
本
水
利
地
點
は
第
二
遍
沿
革
に
記
述
せ
る
如
く
木
曽
、
飛
騨
両
川
の
上
流
に

あ
る
各
発
電
所
よ
り
調
整
放
流
さ
れ
た
る
水
を
自
然
流
量
に
還
元
逆
調
整
す
る

重
大
な
る
使
命
を
有
す
る
本
邦
有
数
の
特
殊
水
力
発
電
所
に
し
て
、
両
川
合
流

點
の
直
下
流
に
高
さ
二
一
米
、
頂
長
三
〇
八
米
の
堰
堤
を
築
き
、
之
に
よ
り

六
七
七
萬
立
方
米
の
湛
水
を
な
し
、
此
の
水
を
合
理
的
に
使
用
流
下
し
て
逆
調

整
の
實
を
擧
ぐ
る
も
の
な
り
。(

下
略)

○
堰
堤 

位
置
　
左
岸
　
岐
阜
縣
可
児
郡
今
渡
町
大
字
今
渡
字
西
野

右
岸
　
岐
阜
縣
加
茂
郡
古
井
町
大
字
下
古
井
字
赤
池
飛
地

○
堰
堤 

水
位
標
高 

七
〇
・
五
米
　
頂
長 

三
〇
八
・
〇
米

　
本
体
工
事
は
間
組
が
請
け
負
い
、
電
気
工
作
物
は
日
立
製
作
所
が
製
作
し
た
。
現
在

は
関
西
電
力(

株)

に
よ
っ
て
、
左
岸
に
今
渡
発
電
所
、
右
岸
に
美
濃
川
合
発
電
所
が
稼
働

し
て
い
る
。

　
こ
こ
で
は
、展
覧
会
で
展
示
し
た
国
立
公
文
書
館
所
蔵
資
料
と
美
濃
加
茂
市
民
ミ
ュ
ー

ジ
ア
ム
所
蔵
の
旧
古
井
町
役
場
文
書
を
も
と
に
、
建
設
工
事
に
関
わ
る
一
連
の
経
緯
と

と
も
に
、
地
域
の
動
向
を
紹
介
し
た
い
。

木
曽
の
水
力
開
発
と
大
井
発
電
所

　
日
本
に
初
め
て
電
灯
が
つ
い
た
の
は
、
明
治
十
一
年(

一
八
七
八)

。
以
後
各
地
で
電

力
開
発
が
始
ま
る
。
木
曽
川
水
系
は
水
力
発
電
の
適
地
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
た
が
、

明
治
半
ば
に
設
立
さ
れ
た
名
古
屋
電
燈
株
式
会
社
の
社
長
に
福
沢
桃
介
（
一
八
六
八
〜

一
九
三
八
）
が
大
正
三
年(

一
九
一
四
）
に
就
任
す
る
頃
か
ら
大
き
な
展
開
を
み
せ
て

い
く
。
そ
の
背
景
に
は
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
年
の
第
一
次
世
界
大
戦
の
開
始
と
そ
れ
に
伴

う
電
力
需
要
の
急
増
が
あ
っ
た
。
電
力
会
社
は
大
正
か
ら
昭
和
に
か
け
、
合
併
や
吸
収

を
繰
り
返
し
複
雑
な
変
遷
を
た
ど
る
が
、
木
曽
電
気
興
業
な
ど
を
母
体
に
し
て
福
沢
桃

介
が
設
立
し
た
大
同
電
力
（
大
正
十
年
）
は
、
木
曽
川
の
水
利
権
を
持
っ
て
関
西
方
面

を
中
心
に
電
力
を
送
り
、
一
方
飛
騨
川
筋
は
東
邦
電
力
が
開
発
を
進
め
、
中
部
地
方
に

電
力
を
供
給
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
現
在
の
関
西
電
力
と
中
部
電
力
の
前
身
で
あ
る
。

　
桃
介
は
、
大
正
八
年
（
一
九
一
九
）、
賤
母
（
し
ず
も
）
発
電
所
を
皮
切
り
に
、
大

桑
、
須
原
、
桃
山
、
読
書
な
ど
積
極
的
に
建
設
を
進
め
る
。
そ
の
頃
の
発
電
所
は
、
上

流
で
取
り
入
れ
た
水
を
管
で
下
流
へ
導
き
、そ
の
落
差
を
利
用
す
る
「
水
路
式
」
で
あ
っ

た
。電
力
開
発
に
あ
た
っ
て
は
木
曽
の
人
々
と
の
間
で
様
々
な
紛
争
を
生
む
こ
と
に
な
っ



尾崎遺跡出土須恵器高坏補遺

美濃加茂市山之上町佐口地内採集須恵器について

岐阜県可児地域の中新統・平牧層の軽石質凝灰岩層に
みられる樹幹化石および砕屑岩脈

美濃加茂市民ミュージアムに収蔵された
魚類液浸標本：1989-2018年

瑞林寺の選仏堂について

今渡発電所建設工事に関わる地域の動向
　内務省に出された歎願書を中心に

絵を通してみる坪内逍遙

磯谷　祐子

渡邉　博人

鹿野　勘次

伊藤　　玄

松本　佳大

近藤　湧生

安藤　志郎

杉野　　丞

可児　光生

和歌　由花
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